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１．概要

本資料は、再処理施設の技術基準に関する規則「第８条 外部からの衝

撃による損傷の防止（火山）」に関して、基本設計方針に記載する事項、

添付書類に記載すべき事項、補足説明すべき事項について整理した結果

を示すものである。

整理にあたっては、「共通０６：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付

書類（計算書、説明書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通０７：

添付書類等を踏まえた補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて実施し

た。 

２．本資料の構成

「共通０６：本文（基本設計方針、仕様表等）、添付書類（計算書、説明

書）、添付図面で記載すべき事項」及び「共通０７：添付書類等を踏まえ

た補足説明すべき項目の明確化」を踏まえて本資料において整理結果を

別紙として示し、別紙を以下の通り構成する。 

別紙１：基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 

事業変更許可 本文、添付書類の記載をもとに設定した基本設計

方針と発電炉の基本設計方針を比較し、記載程度の適正化等を図

る。 

別紙２：基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の

展開 

基本設計方針の項目ごとに要求種別、対象設備、添付書類等への

展開事項の分類、第１回申請の対象、第２回以降の申請書ごとの

対象設備を展開する。 

別紙３：基本設計方針の添付書類への展開 

基本設計方針の項目に対して、展開事項の分類をもとに、添付書

類単位で記載すべき事項を展開する。 

別紙４：添付書類の発電炉との比較 

添付書類の記載内容に対して項目単位でその記載程度を発電炉

と比較し、記載すべき事項の抜けや論点として扱うべき差がない

かを確認する。なお、規則の名称、添付書類の名称など差がある

ことが明らかな項目は比較対象としない（概要などは比較対象

外）。 

別紙５：補足説明すべき項目の抽出 

基本設計方針を起点として、添付書類での記載事項に対して補足

が必要な事項を展開する。発電炉の補足説明資料の実績との比較

を行い、添付書類等から展開した補足説明資料の項目に追加すべ

きものを抽出する。 

※別紙 5③については、追而とする。

別紙６：変更前記載事項の既設工認等との紐づけ

基本設計方針の変更前の記載事項に対し、既認可等との紐づけを

示す。

※本別紙は、別紙１による基本設計方針の記載事項の確定後に示

す。
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別紙 
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：商業機密の観点から公開できない箇所



再処理施設　設工認に係る補足説明資料　別紙リスト 令和３年10月７日　Ｒ４

資料№ 名称 提出日 Rev

別紙１ 基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 9/30 2

別紙２ 基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開 9/30 1

別紙３ 基本設計方針の添付書類への展開 9/30 1

別紙４ 添付書類の発電炉との比較 10/7 2

別紙５ 補足説明すべき項目の抽出 10/5 1 ※別紙5③については、追而とする。

別紙６ 変更前記載事項の既設工認等との紐づけ 8/26 0 ※本別紙は、別紙１による基本設計方針の記載事項の確定後に示す。

外火山00-01　【本文、添付書類、補足説明項目への展開（外火山）】

別紙
備考
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発電炉との比較 
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基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第八条（外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（1 / 29） 
 

 

別紙 1① 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第八条 安全機能を有する施

設は、想定される自然現象

（地震及び津波を除く。）に

よりその安全性を損なうおそ

れがある場合において、防護

措置、基礎地盤の改良その他

の適切な措置が講じられたも

のでなければならない。 

山①,山②,山③,山④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三 変更に係る再処理施設の区分並び

に設計及び工事の方法 

Ⅰ-１ 基本設計方針 

第１章 共通項目 

3 自然現象等 

3.3 外部からの衝撃による損傷の防止 

 

3.3.5 火山 

 安全機能を有する施設は，再処理施設

の運用期間中において再処理施設の安全

機能に影響を及ぼし得る火山事象とし

て，山①-1-1 事業指定（変更許可）を

受けた山②-1 降下火砕物の特性を設定

し，その降下火砕物が発生した場合にお

いても，安全機能を有する施設が安全機

能を損なわない損なうおそれがない設計

とする。山①-1-2 

 

 

 

 

 

 降下火砕物から防護する施設（以下

「降下火砕物防護対象施設」という。）

としては，安全評価上その機能を期待す

る構築物，系統及び機器を漏れなく抽出

する観点から，安全上重要な機能を有す

る構築物，系統及び機器を抽出し，降下

火砕物により冷却，水素掃気，火災及び

爆発の防止，臨界の防止等の安全機能を

損なわないよう機械的強度を有すること

等により，安全機能を損なわない損なう

おそれがない設計とする。山①-2-1 

また，降下火砕物防護対象施設及びそ

れらを収納する建屋（以下「降下火砕物

防護対象施設等」という。）に波及的影

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ホ) 火山の影響 

 安全機能を有する施設は，再処理施設

の運用期間中において再処理施設の安全

機能に影響を及ぼし得る火山事象として

山①-1-1 設定した層厚 55ｃｍ，密度

1.3ｇ／ｃｍ３（湿潤状態）山②-1 の降

下火砕物に対し，以下のような設計とす

ることにより降下火砕物による直接的影

響に対して機能を維持すること若しくは

降下火砕物による損傷を考慮して，代替

設備により必要な機能を確保すること，

安全上支障のない期間で修理を行うこと

又はそれらを適切に組み合わせることに

より，山□1 その安全機能を損なわない設

計とする。山①-1-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.13 火山事象に関する設計山◇1  

 原子力規制委員会の定める「事業指定

基準規則」第九条において，外部からの

衝撃による損傷防止として，安全機能を

有する施設は，想定される自然現象（地

震及び津波を除く。）が発生した場合に

おいても安全機能を損なわないものでな

ければならないとしており，敷地の自然

環境を基に想定される自然現象の一つと

して，火山の影響を挙げている。 

 火山の影響により再処理施設の安全性

を損なうことのない設計であることを評

価するため，火山影響評価を行い，再処

理施設の安全機能を損なわないことを評

価する。 

 火山影響評価は，「原子力発電所の火

山影響評価ガイド」（平成 25 年６月 19

日 原規技発第 13061910 号 原子力規

制委員会決定）（以下「火山影響評価ガ

イド」という。）を参考に，火山影響評

価の基本フローに従い評価を行う。 

 

1.7.13.1 火山事象に関する設計方針山

◇1  

 安全機能を有する施設は，再処理施設

の運用期間中に想定される火山事象であ

る降下火砕物の影響を受ける場合におい

てもその安全機能を確保するために，降

下火砕物に対して安全機能を損なわない

設計とする。 

 その上で，降下火砕物によってその安

全機能が損なわれないことを確認する施

設を，再処理施設の全ての安全機能を有

する構築物，系統及び機器とする。 

 

 

 

降下火砕物から防護する施設（以下

「降下火砕物防護対象施設」という。）

としては，安全評価上その機能を期待す

る構築物，系統及び機器を漏れなく抽出

する観点から，安全上重要な機能を有す

る構築物，系統及び機器を抽出し，降下

火砕物により冷却，水素掃気，火災及び

爆発の防止，臨界の防止等の安全機能を

損なわないよう機械的強度を有すること

等により，安全機能を損なわない設計と

する。山①-2-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別添Ⅰ(施設共通) 

Ⅰ-1 基本設計方針 

第 1章 共通項目 

2.自然現象 

2.3 外部からの衝撃による損傷の防止 

 

b. 火山 

外部事象防護対象施設は，発電所の運用

期間中において発電所の安全性に影響を

及ぼし得る火山事象として設置（変更）

許可を受けた降下火砕物の特性を設定

し，その降下火砕物が発生した場合にお

いても，外部事象防護対象施設が安全機

能を損なうおそれがない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山②-1(p6 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉では自然現象の冒頭で本定義を

しているが、再処理施設では許可整合

性の観点から各事象で記載するため。 

【凡例】 

 

【「等」の解説】 
「機械的強度を有すること

等」の指す内容は、排気の

吹き上げ、防雪フードなど

であり、個別の影響（閉

塞、腐食…）における設計

として具体的に展開される

ため、当該箇所では許可の

記載を用いた。 

【「等」の解説】 
この他に閉じ込め、遮へいがある

が、規則を踏まえた事業指定（変更

許可）のとおりとした。 

下線：基本設計方針に記載する事項(丸数字で紐づけ) 
波線：基本設計方針と許可の記載の内容変更部分 
灰色ハッチング：基本設計方針に記載しない事項 
黄色ハッチング：発電炉設工認と基本設計方針の記載内容が一致する箇所 
紫字：ＳＡ設備に関する記載 
  ：発電炉との差異の理由     ：許可からの変更点等 
                  ：他条文から展開した記載 
  

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

前段で発電炉では，設計基準対象施設

のうち降下火砕物から防護する施設を

外部事象防護対象施設として整理して

いる。整理の流れは同じであるが，再

処理施設では，許可整合性の観点から

安全機能を有する施設のうち安全上重

要な機能を有する構築物，系統及び機

器を抽出し，安全上重要な施設を降下

火砕物防護対象施設として整理してい

るため。 
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基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第八条（外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（2 / 29） 
 

 

別紙 1① 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

響を及ぼして安全機能を損なわせるおそ

れがある施設の影響を考慮した設計とす

る。山① 

 

 上記に含まれない安全機能を有する施

設については，降下火砕物に対して機能

を維持すること若しくは降下火砕物によ

る損傷を考慮して代替設備により必要な

機能を確保すること，安全上支障がない

期間での修理を行うこと又はそれらを適

切に組み合わせることにより，その安全

機能を損なわない損なうおそれがない設

計とする。山①-2-2 

 

なお，使用済燃料収納キャスクは再処

理施設内に一時的に保管されることを踏

まえ，降下火砕物により使用済燃料収納

キャスクに波及的破損を与えない設計と

する。山①-3 

 

さらに，重大事故等対処設備について

も，降下火砕物の影響に対し，必要な機

能が損なわれないよう，防護措置その他

の適切な措置を講ずる設計とする。より

防護すべき施設に含める。山⑤-1,山⑤-

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 上記に含まれない安全機能を有する施

設については，降下火砕物に対して機能

を維持すること若しくは降下火砕物によ

る損傷を考慮して代替設備により必要な

機能を確保すること，安全上支障がない

期間での修理を行うこと又はそれらを適

切に組み合わせることにより，その安全

機能を損なわない設計とする。山①-2-2 

 

 

 なお，使用済燃料収納キャスクは再処

理施設内に一時的に保管されることを踏

まえ，降下火砕物により使用済燃料収納

キャスクに波及的破損を与えない設計と

する。山①-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 火山事象の評価においては，火山影響

評価ガイドを参考に実施する。山◇1  

 想定する火山事象としては，再処理施

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備は，「5.1.5 環境条

件等」を考慮した設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉では自然現象の冒頭で本定義

をしているが、再処理施設では許可整

合性の観点から各事象で記載するた

め。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設特有の使用済燃料収納キ

ャスクに対する設計上の考慮であるた

め。 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

重大事故等対処設備も防護

対象であることを明記するた

め。 

【許可からの変更点等】 
波及的影響に対する記載を

明確化した。 

（双方の記載） 

＜不一致の理由＞ 

当社では 3.3 の全体方針の中で記載

しているため、個別事象では記載しな

い。 

ロ．再処理施設の一般構造 

(７) その他の主要な構造 

(ⅱ)重大事故等対処施設 

(b)重大事故等対処設備 

(ｲ)多様性，位置的分散，悪影響防止

等 

1)多様性，位置的分散 

共通要因のうち自然現象として，

地震，津波，風（台風），竜巻，凍

結，高温，降水，積雪，落雷，火山

の影響，生物学的事象，森林火災及

び塩害を選定する。自然現象による

荷重の組合せについては，地震，風

（台風），積雪及び火山の影響を考

慮する。山⑤-1 

1. 安全設計 

1.7.18 重大事故等対処設備に関する

設計 

(１) 多様性，位置的分散，悪影響防

止等 

ａ．多様性，位置的分散 

共通要因のうち自然現象について

は，地震，津波に加え，敷地及びそ

の周辺での発生実績の有無に関わら

ず，国内外の基準や文献等に基づき

収集した洪水，風（台風），竜巻，

凍結，高温，降水，積雪，落雷，地

滑り，火山の影響，生物学的事象，

森林火災及び塩害等の事象を考慮

す。その上で，これらの事象のう

ち，敷地及びその周辺での発生の可

能性，重大事故等対処設備への影響

度，事象進展速度や事象進展に対す

る時間余裕の観点から，重大事故等

対処設備に影響を与えるおそれがあ

る事象として，地震，津波，風（台

風），竜巻，凍結，高温，降水，積

雪，落雷，火山の影響，生物学的事

象，森林火災及び塩害を選定する。

自然現象による荷重の組合せについ

ては，地震，風（台風），積雪及び

火山の影響を考慮する。山⑤-2 
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基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第八条（外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（3 / 29） 
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ただし，内的事象を要因とする重大事

故等へ対処する常設重大事故等対処設備

のうち安全上重要な施設以外の安全機能

を有する施設と兼用する常設重大事故等

対処設備は，火山の影響による損傷を考

慮して，代替設備により必要な機能を確

保すること，安全上支障のない期間で修

理の対応を行うこと又はこれらを適切に

組み合わせることにより，その機能を損

なわない設計とする。また，機能が確保

できない場合には，関連する工程を停止

すること等を保安規定に定めて，管理す

る。山⑤-3,山⑤-4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設に影響を及ぼし得る火山事象として抽

出された降下火砕物を対象とし，降下火

砕物の特性による直接的影響及び間接的

影響を評価し，降下火砕物防護対象施設

の安全機能を損なわない設計とする。山

③-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山③-1(p6 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

内的事象を要因とした重大事故等へ

対処する重大事故等対処設備のうち

安全上重要な施設以外の安全機能を

有する施設と兼用する設備は代替手

段により必要な機能を確保する等の組

合せによる設計を講じているため。 

【許可からの変更点等】 
「修理等」について対象を

明確化。 

【「等」の解説】 

「関連する工程を停止すること

等」とは、機能が確保できない

場合に当該機能を必要としな

い状態への移行措置の総称と

して示した記載であることから

許可の記載を用いた。 

ロ．再処理施設の一般構造 

(７) その他の主要な構造 

(ⅱ)重大事故等対処施設 

(b)重大事故等対処設備 

(ｲ)多様性，位置的分散，悪影響防止

等 1)多様性，位置的分散 

ⅰ)常設重大事故等対処設備 

ただし，内的事象を要因とする重大

事故等へ対処する常設重大事故等対

処設備のうち安全上重要な施設以外

の安全機能を有する施設と兼用する

常設重大事故等対処設備は，代替設

備により必要な機能を確保するこ

と，安全上支障のない期間で修理等

の対応を行うこと，関連する工程の

停止等，損傷防止措置又はそれらを

適切に組み合わせることで，重大事

故等に対処するための機能を損なわ

ない設計とする。山⑤-3 

1.7.18 重大事故等対処設備に関す

る設計 

(1)多様性，位置的分散，悪影響防止

等 a.多様性，位置的分散 

(a) 常設重大事故等対処設備 

ただし，内的事象を要因とする重大

事故等へ対処する常設重大事故等対

処設備のうち安全上重要な施設以外

の安全機能を有する施設と兼用する

常設重大事故等対処設備は，竜巻，

落雷，火山の影響及び航空機落下に

よる損傷を考慮して，代替設備によ

り必要な機能を確保すること，安全

上支障のない期間での修理の対応を

行うこと又はこれらを適切に組み合

わせることにより，その機能を確保

する。また，上記機能が確保できな

い場合に備え，関連する工程を停止

する等の手順を整備する。山⑤-4 
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 また，十和田及び八甲田山は，再処理

施設の運用期間中における巨大噴火の可

能性が十分小さいと評価しているが，火

山活動のモニタリングを行い，評価時か

らの状態の変化の検知により評価の根拠

が維持されていることを確認する。山④

-1 火山活動のモニタリングの結果，火

山の状態に応じた判断基準に基づき，観

測データに有意な変化があったか判断

し，火山専門家の助言を踏まえ，当社が

総合判断を行い対処内容を決定する。対

処に当たっては，その時点の最新の科学

的知見に基づき使用済燃料の受入れの停

止及び新たなせん断処理の停止，工程内

の核燃料物質等は溶解，分離，精製，脱

硝を行い，ＵＯ３及びＭＯＸ粉末とし貯

蔵する，高レベル廃液はガラス固化体と

し貯蔵する等の可能な限りの対処を行う

方針とする。山◇10  

 

 

 

 

 

 

1.7.13.2 設計対処施設の選定山◇2  

 降下火砕物防護対象施設は，建屋内に

収納され防護される設備，降下火砕物を

含む空気の流路となる設備，外気から取

り入れた屋内の空気を機器内に取り込む

機構を有する設備及び屋外に設置される

設備に分類される。そのため，設計対処

施設は降下火砕物防護対象施設を収納す

る建屋，降下火砕物を含む空気の流路と

なる降下火砕物防護対象施設，外気から

取り入れた屋内の空気を機器内に取り込

む機構を有する降下火砕物防護対象施設

及び屋外に設置する降下火砕物防護対象

施設とする。 

 設計対処施設のうち，降下火砕物防護

対象施設を収納する建屋として，以下の

建屋を選定する。 

 (１) 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 

 (２) 前処理建屋 

 (３) 分離建屋 

 (４) 精製建屋 

 (５) ウラン脱硝建屋 

 (６) ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋 

 (７) ウラン酸化物貯蔵建屋 

 (８) ウラン・プルトニウム混合酸化

 

 

 

 

 

 

なお，定期的に新知見の確認を行い，新

知見が得られた場合に評価することを保

安規定に定めて管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山④-1(p24 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①(p24)へ 
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物貯蔵建屋 

 (９) 高レベル廃液ガラス固化建屋 

 (10) 第１ガラス固化体貯蔵建屋 

 (11) チャンネルボックス・バーナブ

ルポイズン処理建屋 

 (12) ハル・エンドピース貯蔵建屋 

 (13) 制御建屋 

 (14) 分析建屋 

 (15) 非常用電源建屋 

 (16) 主排気筒管理建屋 

 設計対処施設のうち，山◇2 降下火砕物

を含む空気の流路となる降下火砕物防護

対象施設として，以下の設備を選定す

る。 

 (１) 制御建屋中央制御室換気設備 

 (２) ガラス固化体貯蔵設備のうち収

納管及び通風管 

 (３) 第１非常用ディーゼル発電機 

 (４) 第２非常用ディーゼル発電機 

 (５) 安全圧縮空気系空気圧縮機山③

-6-7 

 設計対処施設のうち，山◇2 外気から取

り入れた屋内の空気を機器内に取り込む

機構を有する降下火砕物防護対象施設と

して，以下の設備を選定する。 

 (１) 計測制御設備のうち空気を取り

込む機構を有する制御盤 

 (２) 安全保護回路を収納する制御盤

のうち空気を取り込む機構を有する制御

盤 

 (３) 非常用所内電源系統のうち空気

を取り込む機構を有する電気盤 

 (４) 放射線監視設備のうち空気を取

り込む機構を有する監視盤山③-8-4 

 設計対処施設のうち，山◇2 屋外に設置

する降下火砕物防護対象施設として，以

下の設備を選定する。 

 (１) 主排気筒 

 (２) 使用済燃料の受入れ施設及び貯

蔵施設用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ 

 (３) 再処理設備本体用 安全冷却水

系冷却塔Ａ，Ｂ 

 (４) 第２非常用ディーゼル発電機用 

安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ 

 (５) ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋塔槽類廃ガス処理設備及び高レベル

廃液ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設

備の屋外配管並びに前処理建屋換気設

備，分離建屋換気設備，精製建屋換気設

備，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋

換気設備及び高レベル廃液ガラス固化建

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山③-6-7 (p18 へ) 

山③-6-7 (p15 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山③-8-4 (p22 へ) 
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(1) 防護設計における降下火砕物の特

性の設定及び荷重の設定 

  設計に用いる降下火砕物は，事業指

定（変更許可）を受けた層厚 55cm，密

度 1.3g／cm3（湿潤状態）と設定する。

山②-1 

 

 

 

 

 

 

降下火砕物に対する防護設計を行うた

めに，降下火砕物を湿潤状態とした場合

における荷重，個々の施設に常時作用す

る荷重，運転時荷重及び火山と同時に発

生し得る自然現象による荷重を組み合わ

せた荷重（以下「設計荷重（火山）」と

いう。）を設定する。山②-4 

また，火山と同時に発生し得る自然現

象による荷重については，火山と同時に

発生し得る自然現象が与える影響を踏ま

えた検討により，風（台風）及び積雪に

よる荷重を考慮する。山②-2 

 

(2) 降下火砕物に対する防護対策 

降下火砕物の影響を考慮する施設は，降

下火砕物による「直接的影響」及び「間

接的影響」に対して，以下の適切な防護

措置を講じることで安全機能を損なわな

い損なうおそれがない設計とする。山③

-1 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋換気設備の屋外ダクト 

 (６) 再処理設備本体用 安全冷却水

系冷却塔に接続する屋外設備山③-2-5 

 なお，使用済燃料収納キャスクは，降

下火砕物による波及的破損を防止する設

計とする。山◇1  

 

1.7.13.3 設計条件山◇3  

1.7.13.3.1 降下火砕物の設計条件及び

特徴山◇3  

 (１) 降下火砕物の設計条件 

 再処理施設における降下火砕物の諸元

については，給源を特定できる降下火砕

物のうち，敷地に最も影響を与える甲地

軽石の降下火砕物シミュレーション結果

を踏まえ，敷地での層厚は 55ｃｍとす

る。山◇3  

 また，甲地軽石を対象とした密度試験

の結果を踏まえ，湿潤状態の密度を 1.3

ｇ／ｃｍ３とする。山◇3  

 降下火砕物に対する防護設計を行うた

めに，降下火砕物を湿潤状態とした場合

における荷重，個々の設計対処施設に常

時作用する荷重，運転時荷重及び火山と

同時に発生し得る自然現象による荷重を

組み合わせた荷重（以下「設計荷重（火

山）」という。）を設定する。山②-4 

また，火山と同時に発生し得る自然現象

による荷重については，火山と同時に発

生し得る自然現象が与える影響を踏まえ

た検討により，風（台風）及び積雪によ

る荷重を考慮する。山②-2 

 設計対処施設に作用させる設計荷重

（火山）には，設計基準事故時に生ずる

荷重の組合せを適切に考慮する設計とす

る。すなわち，降下火砕物により設計対

処施設に作用する荷重及び設計基準事故

時に生ずる荷重を，それぞれの因果関係

及び時間的変化を考慮して適切に組み合

わせて設計する。また，設計基準事故の

影響が及ぶ期間に発生すると考えられる

降下火砕物の荷重と設計基準事故時に生

ずる荷重を適切に考慮する設計とする。 

 設計対処施設は降下火砕物に対して安

全機能を損なわない設計とすることか

ら，設計基準事故とは独立事象である。 

 また，設計基準事故発生時に，降下火

砕物が到達した場合，安全上重要な施設

に荷重を加える設計基準事故である「プ

ルトニウム精製設備のセル内での有機溶

媒火災」及び「プルトニウム濃縮缶での

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) 防護設計における降下火砕物の特性

の設定 

設計に用いる降下火砕物は，設置（変

更）許可を受けた層厚 50 cm，粒径 8.0 

mm 以下，密度 0.3g/cm3（乾燥状態）～

1.5 g/cm3（湿潤状態）と設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 降下火砕物に対する防護対策 

降下火砕物の影響を考慮する施設は，降

下火砕物による「直接的影響」及び「間

接的影響」に対して，以下の適切な防護

措置を講じることで安全機能を損なうお

それがない設計とする。ただし，放水路

ゲート及び排気筒モニタについては，安

全上支障のない期間に補修等の対応を行

うことで，安全機能を損なわない設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山③-2-5 (p10 へ) 

山③-2-5 (p17 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山②-1(p1 から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山③-1(p3 から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設の降下火砕物防護対象施

設と同等の設備に対する補修等に関

する記載であり，再処理施設において

補修等の対応で機能を確保する降下

火砕物防護対象施設はない。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉では水循環系

で粒径を考慮すべき

施設があり、また乾

燥密度は使用しない

が、許可を受けた通

り記載しているため。 
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ＴＢＰ等の錯体の急激な分解反応」によ

る荷重との組合せが考えられるが，これ

らの設計基準事故による荷重を受けるプ

ルトニウム精製塔セル及びプルトニウム

濃縮缶は，降下火砕物の影響を受けるこ

とはないため，設計基準事故時荷重と降

下火砕物の組合せは考慮しない。 

 (２) 降下火砕物の特徴 

 各種文献の調査結果により，一般的な

降下火砕物の特徴は以下のとおりであ

る。 

 (ⅰ) 火山ガラス片及び鉱物結晶片か

ら成る。ただし，砂よりもろく

硬度は小さい。 

 (ⅱ) 亜硫酸ガス，硫化水素，ふっ化

水素等の毒性及び腐食性のある

火山ガス成分が付着している。

ただし，直ちに金属腐食を生じ

させることはない。 

 (ⅲ) 水に濡れると導電性を生じる。 

 (ⅳ) 湿った降下火砕物は，乾燥する

と固結する。 

 (ⅴ) 降下火砕物の粒子の融点は，一

般的な砂と比べ約 1,000℃と低

い。 

 

1.7.13.3.2 降下火砕物で考慮する影響

山◇4  

 火山影響評価ガイドを参考に，降下火

砕物の特性による影響は，直接的影響と

して降下火砕物の堆積による荷重，粒子

の衝突，閉塞，磨耗，腐食，大気汚染，

水質汚染及び絶縁低下並びに間接的影響

として外部電源喪失及びアクセス制限を

想定し，これらに対する影響評価を行

う。 

1.7.13.4 設計対処施設に影響を与える

可能性のある影響因子山◇5  

1.7.13.4.1 直接的影響因子山◇5  

 (１) 降下火砕物の堆積による荷重 

 「降下火砕物の堆積による荷重」につ

いて考慮すべき影響因子は，設計対処施

設のうち，降下火砕物防護対象施設を収

納する建屋及び屋外に設置する降下火砕

物防護対象施設の上に堆積し静的な負荷

を与える「構造物への静的負荷」であ

る。 

 降下火砕物の荷重は，堆積厚さ 55ｃ

ｍ，密度 1.3ｇ／ｃｍ３（湿潤状態）に

基づくとともに，火山以外の自然現象と

して積雪及び風（台風）による荷重との
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組合せを考慮する。山◇1  

 (２) 衝  突 

 「衝突」について考慮すべき影響因子

は，設計対処施設のうち，降下火砕物防

護対象施設を収納する建屋及び屋外に設

置する降下火砕物防護対象施設に対し

て，降下火砕物の降灰時に衝撃荷重を与

える「構造物への粒子の衝突」である。 

 (３) 閉  塞 

 「閉塞」について考慮すべき影響因子

は，設計対処施設に対して，降下火砕物

の侵入による閉塞並びに降下火砕物を含

む空気による換気系，機器の吸気系及び

冷却空気の流路を閉塞させる「構造物，

換気系，電気系，計測制御系及び安全圧

縮空気系に対する機械的影響（閉塞）」

である。 

 (４) 磨  耗 

 「磨耗」について考慮すべき影響因子

は，設計対処施設に対して，大気に含ま

れる降下火砕物により，動的機器を磨耗

させる「構造物，換気系，電気系，計測

制御系及び安全圧縮空気系に対する機械

的影響（磨耗）」である。 

 (５) 腐  食 

 「腐食」について考慮すべき影響因子

は，設計対処施設のうち降下火砕物防護

対象施設を収納する建屋及び屋外に設置

する降下火砕物防護対象施設に対して，

腐食性のあるガスが付着した降下火砕物

に接することによる接触面の腐食並びに

換気系，電気系，計測制御系及び安全圧

縮空気系において降下火砕物を含む空気

の流路等を腐食させる「構造物，換気

系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空

気系に対する化学的影響（腐食）」であ

る。 

 (６) 大気汚染 

 「大気汚染」について考慮すべき影響

因子は，設計対処施設のうち，制御建屋

の中央制御室において，降下火砕物自体

の侵入又はそれに付着した毒性のあるガ

スの侵入により居住性を劣化させる「中

央制御室の大気汚染」である。 

 (７) 水質汚染 

 「水質汚染」について考慮すべき影響

因子については，安全冷却水系は循環運

転をしており大量の取水を必要としない

こと等から，取水が必要となる降下火砕

物防護対象施設がないため，「水質汚

染」の影響を考慮する必要はない。 
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 (８) 絶縁低下 

 「絶縁低下」について考慮すべき影響

因子は，設計対処施設に対して，湿った

降下火砕物が電気系及び計測制御系の絶

縁部に導電性を生じさせることによる

「電気系及び計測制御系の絶縁低下」で

ある。 

1.7.13.4.2 間接的影響因子山◇5  

 (１) 外部電源喪失 

 降下火砕物によって再処理施設に間接

的な影響を及ぼす因子は，再処理事業所

外で生じる送電網への降下火砕物の影響

により発生する７日間の外部電源喪失で

ある。 

 (２) アクセス制限 

 降下火砕物によって再処理施設に間接

的な影響を及ぼす因子は，敷地内外に降

下火砕物が堆積し，交通の途絶が発生す

ることによる「アクセス制限」である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14



基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第八条（外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（10 / 29） 
 

 

別紙 1① 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 直接的影響に対する設計方針 

(a) 構造物への静的負荷 

 降下火砕物に対する防護設計を行うた

めに，降下火砕物を湿潤状態とした場合

における荷重，個々の設計対処施設に常

時作用する荷重，運転時荷重及び火山と

同時に発生し得る自然現象による荷重を

組み合わせた荷重（以下「設計荷重（火

山）」という。）を設定する。 

また，火山と同時に発生し得る自然現

象による荷重については，火山と同時に

発生し得る自然現象が与える影響を踏ま

えた検討により，風（台風）及び積雪に

よる荷重を考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

降下火砕物防護対象施設を収納する建

屋及び冷却塔等の屋外に設置する降下火

砕物防護対象施設山③-2-5 のうち降下

火砕物が堆積しやすい構造を有する施設

である安全冷却水系の冷却塔，冷却塔に

接続する屋外設備，主排気筒，主排気筒

それらに接続する屋外配管及び屋外ダク

ト等は，当該施設に要求される機能に応

じて適切な許容荷重を設定し，設計荷重

（火山）に対して安全余裕を有すること

により，構造健全性を維持し，安全機能

を損なわない損なうおそれがない設計と

する。山③-2-3 

 

降下火砕物防護対象施設等及び使用済

燃料収納キャスクに波及的影響を及ぼし

得る施設に波及的影響を及ぼす可能性の

ある施設である竜巻防護対策設備及び使

用済燃料収納キャスクを保管する使用済

燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫は，

設計荷重（火山）に対して安全余裕を有

することにより，構造健全性を維持し，

 

 

 

 

 

 

 

 １） 構造物への静的負荷に対して安

全余裕を有する設計とすること山□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.13.5 設計対処施設の設計方針山◇1  

 「1.7.13.4 設計対処施設に影響を与

える可能性のある影響因子」にて記載し

た因子に基づき，その影響を適切に考慮

し，降下火砕物防護対象施設の安全機能

を損なわない設計とする。山◇1  

 

1.7.13.5.1 直接的影響に対する設計方

針山◇1  

 (１) 構造物への静的負荷 

 降下火砕物防護対象施設を収納する建

屋及び屋外に設置する降下火砕物防護対

象施設は，設計荷重（火山）の影響によ

り，安全機能を損なわない設計とする。

山◇1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 降下火砕物防護対象施設を収納する建

屋及び屋外に設置する降下火砕物防護対

象施設は，当該施設に要求される機能に

応じて適切な許容荷重を設定し，設計荷

重（火山）に対して安全余裕を有するこ

とにより，構造健全性を失わず，安全機

能を損なわない設計とする。山③-2-3 

 降下火砕物の堆積荷重と組み合わせる

自然現象として同時発生の可能性のある

積雪及び風（台風）を考慮する。山◇1  

 降下火砕物防護対象施設を収納する建

屋においては，建築基準法における多雪

区域の積雪の荷重の考え方に準拠し，降

下火砕物の除去を適切に行うことから，

降下火砕物による荷重を短期に生じる荷

重として扱う。山③-2-4 

また，降下火砕物による荷重と他の荷重

を組み合わせた状態に対する許容限界は

次のとおりとする。山◇6  

 降下火砕物防護対象施設を収納する建

屋に要求されている気密性及び遮蔽性等

を担保する屋根スラブは，建築基準法の

 

 

 

 

 

 

 

イ. 直接的影響に対する設計方針 

(イ) 構造物への荷重 

外部事象防護対象施設及び外部事象防護

対象施設に影響を及ぼす可能性のあるク

ラス３（安全評価上期待するクラス３を

除く。）に属する施設（以下「外部事象

防護対象施設に影響を及ぼす可能性のあ

るクラス３に属する施設」という。）の

うち，屋外に設置している施設及び外部

事象防護対象施設を内包する施設につい

て，降下火砕物が堆積しやすい構造を有

する場合には荷重による影響を考慮す

る。また，外部事象防護対象施設の安全

性を確保するために設置する防護対策施

設も荷重による影響を考慮する。これら

の施設については，降下火砕物を除去す

ることにより，降下火砕物による荷重並

びに火山と組み合わせる積雪及び風（台

風）の荷重を短期的な荷重として考慮

し，機能を損なうおそれがないよう構造

健全性を維持する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山③-2-5 (p6 から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山③-2-4 (p11 へ) 

山③-2-4 (p24 へ) 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点等】 
設工認としての記載程度合わせ及び技

術基準規則との適合の観点から炉比

較を行い、記載を見直した。（以下同じ） 

【許可からの変更点等】 
波及的影響を及ぼす可能性のある施

設に関して、記載を明確化した。 

【「等」の解説】 
安全冷却水系冷却塔，冷却

塔に接続する屋外設備，主排

気筒，主排気筒に接続する屋

外配管及び屋外ダクトがある

が、具体的には添付資料で整

理する。 
（以下同じ） 
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降下火砕物防護対象施設等及び使用済燃

料収納キャスクへの波及的影響を防止す

る及ぼさない設計とする。山③ 

 

なお，降下火砕物が長期的に堆積しな

いよう当該施設に堆積する降下火砕物の

除去を適切に行うことを適切に除去する

ことを保安規定に定めて管理することか

ら，降下火砕物による荷重を短期に生じ

る荷重として設定考慮する。山③-2-4 

 

屋内の重大事故等対処設備について

は，降下火砕物による短期的な荷重によ

り機能を損なわないように，設計荷重

（火山）に対し安全余裕を有する建屋内

に設置する設計とする。山⑤-5,山⑤-6 

屋外の常設重大事故等対処設備のうち

降下火砕物が堆積しやすい構造を有する

施設については，降下火砕物による荷重

により機能を損なわないように，設計荷

重（火山）に対し安全余裕を有すること

で，重大事故等対処設備の重大事故等に

対処するために必要な機能を損なわない

設計とする。が損なわれるおそれがない

設計とする。山⑤-5,山⑤-6 

屋外の可搬型重大事故等対処設備のう

ち，火山事象時に使用する可搬型重大事

故等対処設備は，設計荷重（火山）に対

し安全余裕を有する建屋内に移動するこ

とにより，重大事故等対処設備の重大事

故等に対処するために必要な機能を損な

わない設計とする。が損なわれるおそれ

がない設計とする。山⑤-5,山⑤-6 

上記以外の屋外の可搬型重大事故等対

処設備については，降下火砕物による荷

重により機能を損なわないように，降下

火砕物を除去することにより，重大事故

等対処設備の重大事故等に対処するため

に必要な機能を損なわない設計とする。

が損なわれるおそれがない設計とする。

山⑤-5,山⑤-6 

 

重大事故等対処設備に波及的影響を及

ぼし得る施設は，設計荷重（火山）に対

して，構造健全性を維持し，重大事故等

対処設備への波及的影響を防止する設計

とする。山⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

短期許容応力度，耐震壁は，「原子力発

電所耐震設計技術指針ＪＥＡＧ4601-

1987（日本電気協会）」に基づき許容限

界を設定する。山◇6  

 屋外に設置する降下火砕物防護対象施

設は許容応力を「原子力発電所耐震設計

技術指針ＪＥＡＧ4601-1987（日本電気

協会）」等に準拠する。山◇6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，降下火砕物が長期的に堆積しない

よう当該施設に堆積する降下火砕物を除

去することを保安規定に定めて管理す

る。 

 

 

屋内の重大事故等対処設備については，

環境条件を考慮して降下火砕物による短

期的な荷重により機能を損なわないよう

に，降下火砕物による組合せを考慮した

荷重に対し安全裕度を有する建屋内に設

置する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外の重大事故等対処設備については，

環境条件を考慮して降下火砕物による荷

重により機能を損なわないように，降下

火砕物を除去することにより，重大事故

等対処設備の重大事故等に対処するため

に必要な機能が損なわれるおそれがない

設計とする。 

なお，降下火砕物が堆積しないよう屋外

の重大事故等対処設備に堆積する降下火

砕物を適宜除去することを保安規定に定

めて管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山③-2-4 (p10 から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉においては火山事象を

起因とする重大事故等を考慮

していないが、再処理施設で

は火山事象を起因とする重大

事故等を考慮しているため。 

【許可からの変更点等】 
語尾統一 
「扱う」→「設定する」 1.7.18 重大事故等対処設備に関す

る設計 

(３) 環境条件等 

ａ．環境条件 

(ａ) 常設重大事故等対処設備 

風（台風），竜巻，凍結，高温，降

水，積雪，火山の影響，生物学的事

象，森林火災，塩害，航空機落下，

有毒ガス，敷地内における化学物質

の漏えい，近隣工場等の火災及び爆

発に対して常設重大事故等対処設備

は，建屋等に設置し，外部からの衝

撃による損傷を防止できる設計とす

る。 

風（台風），竜巻，積雪及び火山の

影響に対して屋外の常設重大事故等

対処設備は，風（台風）及び竜巻に

よる風荷重，積雪荷重及び降下火砕

物による積載荷重により機能を損な

わない設計とする。 

(ｂ) 可搬型重大事故等対処設備 

風（台風），竜巻，凍結，高温，降

水，積雪，火山の影響，生物学的事

象，森林火災，塩害，航空機落下，

有毒ガス，敷地内における化学物質

の漏えい，近隣工場等の火災及び爆

発に対して可搬型重大事故等対処設

備は，建屋等に保管し，外部からの

衝撃による損傷を防止できる設計と

する。 

積雪及び火山の影響に対して屋外の

可搬型重大事故等対処設備は，積雪

に対しては除雪する手順を，火山の

影響（降下火砕物による積載荷重，

フィルタの目詰まり等）に対しては

フィルタ交換，清掃及び除灰する手

順を整備する。山⑤-6 

ロ．再処理施設の一般構造 

(７) その他の主要な構造 

(ⅱ)重大事故等対処施設 

(b)重大事故等対処設備 

(ﾊ) 環境条件等 

1) 環境条件 

ⅰ） 常設重大事故等対処設備 

屋内の常設重大事故等対処設備は，

風（台風），竜巻，凍結，高温，降

水，積雪及び火山の影響に対して，

外部からの衝撃による損傷を防止で

きる前処理建屋，分離建屋，精製建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋，高レベル廃液ガラス固化建

屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，

制御建屋，非常用電源建屋，主排気

筒管理建屋，第１保管庫・貯水所，

第２保管庫・貯水所，緊急時対策建

屋及び洞道に設置し，重大事故等に

対処するための機能を損なわない設

計とする。 

屋外の常設重大事故等対処設備は，

風（台風），竜巻，積雪及び火山の

影響に対して，風（台風）及び竜巻

による風荷重，積雪荷重及び降下火

砕物による積載荷重により重大事故

等に対処するための機能を損なわな

い設計とする。 

ⅱ） 可搬型重大事故等対処設備 

風（台風），竜巻，凍結，高温，降

水，積雪及び火山の影響に対して屋

内の可搬型重大事故等対処設備は，

外部からの衝撃による損傷を防止で

きる建屋等に保管し，重大事故等に

対処するための機能を損なわない設

計とする。 

火山の影響及び積雪に対して可搬型

重大事故等対処設備は，火山の影響

に対しては除灰及び可搬型重大事故

等対処設備を屋内への配備，積雪に

対しては除雪を踏まえて影響がない

よう機能を維持する。山⑤-5 

②(p24)へ 

③(p25)へ 
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基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第八条（外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（12 / 29） 
 

 

別紙 1① 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (b) 構造物への粒子の衝突 

降下火砕物防護対象施設を収納する建

屋及び屋外に設置する降下火砕物防護対

象施設は，構造物への降下火砕物の粒子

の衝突の影響により，安全機能を損なわ

ない設計とする。山③-3-2 

なお，粒子の衝撃荷重による影響は，

竜巻の設計飛来物の影響に包絡されるた

め，「3.3.2 竜巻」に示す基本設計方

針に基づく設計とする。山③-3-3 

粒子の衝撃荷重による影響について

は，竜巻の設計飛来物の影響に包絡され

る。 

降下火砕物防護対象施設を収納する建

屋及び屋外に設置する降下火砕物防護対

象施設は，降下火砕物に対し，機能を損

なうおそれがないよう，竜巻防護に対す

る基本設計方針に基づく設計によって，

粒子の衝突により構造健全性を損なうお

それがない設計とする。 

 

 

(c) 構造物，換気系，電気系，計測制御

系及び安全圧縮空気系に対する機械的影

響（閉塞） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

屋外に設置する降下火砕物防護対象施

設である主排気筒は，排気の吹き上げに

より降下火砕物が侵入し難い構造とす

る。し，降下火砕物が主排気筒内に侵入

した場合でも，主排気筒下部に異物の除

去が可能な構造とすることマンホール及

び異物の溜まる空間を設けることで，閉

塞の影響により安全機能を損なわない設

計とする。により閉塞しない設計とす

る。山③-4-2 

 

降下火砕物防護対象施設を収納する建

屋及び制御建屋中央制御室換気設備等の

降下火砕物を含む空気の流路となる降下

火砕物防護対象施設は，外気取入口に防

雪フードを設置する設計とすることで，

 ２） 構造物への粒子の衝突に対して

影響を受けない設計とすること山□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ３） 構造物，換気系，電気系，計測

制御系及び安全圧縮空気系に対する機械

的影響（閉塞）に対して降下火砕物が侵

入し難い設計とすること山□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (２) 構造物への粒子の衝突 

 降下火砕物防護対象施設を収納する建

屋及び屋外に設置する降下火砕物防護対

象施設は，構造物への降下火砕物の粒子

の衝突の影響により，安全機能を損なわ

ない設計とする。山③-3-2 

 降下火砕物防護対象施設を収納する建

屋及び屋外に設置する降下火砕物防護対

象施設は，コンクリート又は鋼構造物で

あるため，微小な鉱物結晶であり，砂よ

りも硬度が低い特性を持つ降下火砕物の

衝突による影響は小さい。そのため，降

下火砕物防護対象施設を収納する建屋及

び屋外に設置する降下火砕物防護対象施

設の構造健全性を損なうことはない。山

◇1  

 なお，粒子の衝撃荷重による影響につ

いては，竜巻の設計飛来物の影響に包絡

される。山③-3-3 

 

 

 

 (３) 構造物，換気系，電気系，計測

制御系及び安全圧縮空気系に対する機械

的影響（閉塞）山◇1  

 屋外に設置する降下火砕物防護対象施

設のうち主排気筒は，降下火砕物の侵入

による閉塞の影響により，安全機能を損

なわない設計とする。山◇1  

 建屋に収納される降下火砕物防護対象

施設及び降下火砕物を含む空気の流路と

なる降下火砕物防護対象施設は，降下火

砕物を含む空気による流路の閉塞の影響

により，安全機能を損なわない設計とす

る。山◇1  

 主排気筒は，排気の吹き上げにより降

下火砕物が侵入し難い構造とする。降下

火砕物が主排気筒内に侵入した場合で

も，主排気筒下部に異物の除去が可能な

マンホール及び異物の溜まる空間を設け

ることにより閉塞し難い構造とする。山

③-4-2 

 

 

 

 

 降下火砕物防護対象施設を収納する建

屋及び制御建屋中央制御室換気設備は，

外気取入口に防雪フードを設け，降下火

砕物が侵入し難い構造とする。降下火砕

物が取り込まれたとしても，制御建屋中

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ロ) 閉塞 

ⅰ. 水循環系の閉塞 

外部事象防護対象施設及び外部事象防護

対象施設に影響を及ぼす可能性のあるク

ラス３に属する施設のうち，降下火砕物

を含む海水の流路となる施設について

は，降下火砕物に対し，機能を損なうお

それがないよう，降下火砕物の粒径に対

し十分な流路幅を設けることにより，水

循環系の狭隘部が閉塞しない設計とす

る。 

 

 

ⅱ. 換気系，電気系及び計測制御系に対

する機械的影響（閉塞） 

外部事象防護対象施設及び外部事象防護

対象施設に影響を及ぼす可能性のあるク

ラス３に属する施設のうち，非常用ディ

ーゼル発電機吸気口及び高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機吸気口の外気取入

口は開口部を下向きの構造とすることに

より，降下火砕物が流路に侵入しにくい

設計とする。主排気筒は，降下火砕物が

侵入した場合でも，主排気筒の構造から

排気流路が閉塞しない設計とする。非常

用ガス処理系排気筒は，降下火砕物の侵

入防止を目的とする構造物を取り付ける

ことにより，降下火砕物の影響に対して

機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では構造物への粒子の衝

突について許可本文に記載しているた

め。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では、該当する設備がない

ため。 

【許可からの変更点等】 
設工認としての記載程度合わせの観点

から炉比較を行い、記載を見直した。

（以下同じ） 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では、該

当する設備がないた

め。 

【許可からの変更点等】 
包絡する記載の統一を図っ

た。 

【「等」の解説】 
当該記載「中央制御室換気設

備等の降下火砕物を含む空

気の流路となる降下火砕物防

護対象施設」は，制御建屋中

央制御室換気設備，ガラス固

化体貯蔵設備のうち収納管及

び通風管，第１非常用ディー

ゼル発電機，第２非常用ディ

ーゼル発電機，安全圧縮空気

系空気圧縮機を指す。 
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基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第八条（外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（13 / 29） 
 

 

別紙 1① 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設け，降下火砕物が侵入し難い構造とす

る。し，降下火砕物が取り込まれたとし

ても，降下火砕物防護対象施設を収納す

る建屋の換気設備及び制御建屋中央制御

室換気設備等にフィルタを設置し，建屋

内部等及び中央制御室内への降下火砕物

の侵入を防止すること又は空間を設ける

ことにより冷却空気流路が直ちに閉塞し

ないようにすることでにより，閉塞の影

響により安全機能を損なわない設計とす

る。建屋内の降下火砕物防護対象施設が

閉塞しない設計とする。山③-4-3, 山③

-4-4，山③-4-6，山③-4-7 

さらに，降下火砕物がフィルタに付着

した場合でも交換又は清掃が可能な構造

とすることで，閉塞の影響により安全機

能を損なわない設計とする。降下火砕物

により閉塞しない設計とする。山③-4-

5, 山③-4-8 

なお，非常用ディーゼル発電機及び安

全圧縮空気系空気圧縮機は，フィルタを

通過した小さな粒径の降下火砕物が侵入

した場合でも，閉塞の影響により安全機

能を損なわない設計とする。山③-4-8 

 

なお，降下火砕物により閉塞しないよ

うフィルタの交換又は清掃を保安規定に

定めて，管理する。 

 

ガラス固化体貯蔵設備の収納管，通風

管等で構成する貯蔵ピットの冷却空気流

路については，冷却空気入口シャフトの

外気取入口に防雪フードを設置する設計

とすることで，設け，降下火砕物が侵入

し難い構造とする。し，降下火砕物が侵

入した場合でも，貯蔵ピットの下部には

空間を設けることにより冷却空気流路が

直ちに閉塞することを防止するととも

に，必要に応じ点検用の開口部より吸引

による除灰を行うことにより，閉塞しな

い設計とする。 

なお，必要に応じ吸引による除灰を行

うことを保安規定に定めて，管理する。 

 

非常用ディーゼル発電機第１非常用デ

ィーゼル発電機，第２非常用ディーゼル

発電機及び安全圧縮空気系空気圧縮機

は，外気取入口に防雪フードを設置する

設計とすることで，設け，降下火砕物が

侵入し難い構造とする。し，降下火砕物

が取り込まれたとしても，設備内部への

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

央制御室換気設備にはプレ山◇7 フィルタ

及び高性能粒子山◇7 フィルタを設置し，

中央制御室内への降下火砕物の侵入を防

止することにより，安全機能を損なわな

い設計とする。山③-4-3 降下火砕物防

護対象施設を収納する建屋の換気設備に

ついても，プレ山◇7 フィルタ及び粒子フ

ィルタ山◇7 又は中性能山◇7 フィルタを設

置し，建屋内部への降下火砕物の侵入を

防止することにより，安全機能を損なわ

ない設計とする。山③-4-4 さらに，降

下火砕物がフィルタに付着した場合でも

交換又は清掃が可能な構造とすること

で，降下火砕物により閉塞しない設計と

する。山③-4-5 

 

 

 

 

 ガラス固化体貯蔵設備の収納管，通風

管等で構成する貯蔵ピットの冷却空気流

路については，冷却空気入口シャフトの

外気取入口に防雪フードを設け降下火砕

物が侵入し難い構造とする。降下火砕物

が侵入した場合でも，貯蔵ピットの下部

には空間があり，冷却空気流路が直ちに

閉塞することはない。また，必要に応じ

点検用の開口部より，吸引による除灰を

行う。山③-4-6 

 

 

 

 

第１非常用ディーゼル発電機，第２非

常用ディーゼル発電機及び安全圧縮空気

系空気圧縮機は，外気取入口に防雪フー

ドを設け降下火砕物が侵入し難い構造と

する。降下火砕物が取り込まれたとして

も，設備内部への降下火砕物の進入を防

止するため，中性能山◇7 フィルタ又はス

テンレス製山◇7 ワイヤネットを設置する

ことにより，安全機能を損なわない設計

とする。山③-4-7 また，降下火砕物用

フィルタの追加設置など，さらなる降下

火砕物対策を実施できるよう設計する。

山③-4-9 さらに，降下火砕物がフィル

タに付着した場合でもフィルタの交換又

は清掃が可能な構造とすることで，降下

火砕物により閉塞しない設計とする。山

③-4-8 

また，外気を取り入れる換気空調設備

（外気取入口），非常用ディーゼル発電

機及び高圧炉心スプレイ系ディーゼル発

電機の空気の流路にそれぞれフィルタを

設置することにより，フィルタメッシュ

より大きな降下火砕物が内部に侵入しに

くい設計とし，さらに降下火砕物がフィ

ルタに付着した場合でも取替え又は清掃

が可能な構造とすることで，降下火砕物

により閉塞しない設計とする。 

ディーゼル発電機機関は，フィルタを通

過した小さな粒径の降下火砕物が侵入し

た場合でも，降下火砕物により閉塞しな

い設計とする。 

換気空調設備（外気取入口）以外の降下

火砕物を含む空気の流路となる換気系，

電気系及び計測制御系の施設について

も，降下火砕物に対し，機能を損なうお

それがないよう，降下火砕物が侵入しに

くい構造，又は降下火砕物が侵入した場

合でも，降下火砕物により流路が閉塞し

ない設計とする。 

なお，降下火砕物により閉塞しないよう

外気取入ダンパの閉止，換気空調設備の

停止及び閉回路循環運転を保安規定に定

めて管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山③-4-5 (p24 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山③-4-6 (p24 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山③-4-9 (p24 へ) 

 

 

 

 

 

山③-4-8 (p24 へ) 

【許可からの変更点等】 
基本設計方針とするにあた

り、個別機器名称を削除し

た。（以下同じ） 

④(p24)へ 
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基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第八条（外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（14 / 29） 
 

 

別紙 1① 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

降下火砕物の侵入を防止するため，フィ

ルタ等又はワイヤネットを設置すること

により，閉塞しない設計とする。非常用

ディーゼル発電機及び安全圧縮空気系空

気圧縮機は，フィルタを通過した小さな

粒径の降下火砕物が侵入した場合でも，

降下火砕物により閉塞しない設計とす

る。 

さらに，降下火砕物がフィルタに付着

した場合でもフィルタの交換又は清掃が

可能な構造とすることで，降下火砕物に

より閉塞しない設計とする。 

なお，降下火砕物により閉塞しないよ

うフィルタの交換又は清掃を保安規定に

定めて，管理する。 

 

重大事故等対処設備を収納する建屋

は，外気取入口を降下火砕物が侵入し難

い構造とし，降下火砕物が取り込まれた

としても，重大事故等対処設備を収納す

る建屋の換気設備にフィルタを設置し，

建屋内部への降下火砕物の侵入を防止す

ることにより，重大事故等対処設備の重

大事故等に対処するために必要な機能を

損なわない設計とする。が損なわれるお

それがない設計とする。山⑤-7,山⑤-8 

なお，降下火砕物により閉塞しないよ

うフィルタの交換又は清掃を保安規定に

定めて，管理する。 

 

屋外の可搬型重大事故等対処設備のう

ち，火山事象時に使用する可搬型重大事

故等対処設備は，火山事象時においては

建屋内に移動することにより，重大事故

等対処設備の重大事故等に対処するため

に必要な機能を損なわない設計とする。

が損なわれるおそれがない設計とする。

山⑤-7,山⑤-8 

なお，降下火砕物により閉塞しないよ

う火山事象時に使用する可搬型重大事故

等対処設備を建屋内に移動することを保

安規定に定めて，管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉においては火山事象を起因と

する重大事故等を考慮していないが、

再処理施設では火山事象を起因とす

る重大事故等を考慮しているため。 

ロ．再処理施設の一般構造 

(７) その他の主要な構造 

(ⅱ)重大事故等対処施設 

(b)重大事故等対処設備 

(ﾊ) 環境条件等 

1) 環境条件 

ⅰ） 常設重大事故等対処設備 

屋内の常設重大事故等対処設備は，

風（台風），竜巻，凍結，高温，降

水，積雪及び火山の影響に対して，

外部からの衝撃による損傷を防止で

きる前処理建屋，分離建屋，精製建

屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋，高レベル廃液ガラス固化建

屋，使用済燃料受入れ・貯蔵建屋，

制御建屋，非常用電源建屋，主排気

筒管理建屋，第１保管庫・貯水所，

第２保管庫・貯水所，緊急時対策建

屋及び洞道に設置し，重大事故等に

対処するための機能を損なわない設

計とする。 

ⅱ） 可搬型重大事故等対処設備 

風（台風），竜巻，凍結，高温，降

水，積雪及び火山の影響に対して屋

内の可搬型重大事故等対処設備は，

外部からの衝撃による損傷を防止で

きる建屋等に保管し，重大事故等に

対処するための機能を損なわない設

計とする。 

火山の影響及び積雪に対して可搬型

重大事故等対処設備は，火山の影響

に対しては除灰及び可搬型重大事故

等対処設備を屋内への配備，積雪に

対しては除雪を踏まえて影響がない

よう機能を維持する。山⑤-7 

1.7.18 重大事故等対処設備に関す

る設計 

(３) 環境条件等 

ａ．環境条件 

(ａ) 常設重大事故等対処設備 

風（台風），竜巻，凍結，高温，降

水，積雪，火山の影響，生物学的事

象，森林火災，塩害，航空機落下，

有毒ガス，敷地内における化学物質

の漏えい，近隣工場等の火災及び爆

発に対して常設重大事故等対処設備

は，建屋等に設置し，外部からの衝

撃による損傷を防止できる設計とす

る。 

風（台風），竜巻，積雪及び火山の

影響に対して屋外の常設重大事故等

対処設備は，風（台風）及び竜巻に

よる風荷重，積雪荷重及び降下火砕

物による積載荷重により機能を損な

わない設計とする。 

(ｂ) 可搬型重大事故等対処設備 

風（台風），竜巻，凍結，高温，降

水，積雪，火山の影響，生物学的事

象，森林火災，塩害，航空機落下，

有毒ガス，敷地内における化学物質

の漏えい，近隣工場等の火災及び爆

発に対して可搬型重大事故等対処設

備は，建屋等に保管し，外部からの

衝撃による損傷を防止できる設計と

する。 

積雪及び火山の影響に対して屋外の

可搬型重大事故等対処設備は，積雪

に対しては除雪する手順を，火山の

影響（降下火砕物による積載荷重，

フィルタの目詰まり等）に対しては

フィルタ交換，清掃及び除灰する手

順を整備する。山⑤-8 
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基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第八条（外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（15 / 29） 
 

 

別紙 1① 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (d) 構造物，換気系，電気系，計測制

御系及び安全圧縮空気系に対する機械的

影響（磨耗） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

降下火砕物防護対象施設を収納する建

屋及び制御建屋中央制御室換気設備等の

降下火砕物を含む空気の流路となる降下

火砕物防護対象施設山③-6-7 は，外気

取入口に防雪フードを設置する設計とす

ることで，設け，降下火砕物が侵入し難

い構造とする。し，降下火砕物が取り込

まれたとしても，降下火砕物防護対象施

設を収納する建屋の換気設備及び制御建

屋中央制御室換気設備等にフィルタを設

置し，建屋内部及び中央制御室内部への

降下火砕物の侵入を防止することで，降

下火砕物による摩耗の影響により，安全

機能を損なわない設計とする。により，

内部の降下火砕物防護対象施設が磨耗し

にくい設計とする。山③-5-1，山③-5-3 

 

 

第１非常用ディーゼル発電機，第２非

常用ディーゼル発電機及び安全圧縮空気

系空気圧縮機は，外気取入口に防雪フー

ドを設置する設計とすることで，設け，

降下火砕物が侵入し難い構造とする。

し，降下火砕物が取り込まれたとして

も，設備内部への降下火砕物の侵入を防

止するため，フィルタ等又はワイヤネッ

トを設置することにより，磨耗しにくい

設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４） 構造物，換気系，電気系，計測

制御系及び安全圧縮空気系に対する機械

的影響（磨耗）に対して磨耗し難い設計

とすること山□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (４) 構造物，換気系，電気系，計測

制御系及び安全圧縮空気系に対する機械

的影響（磨耗）山◇1  

建屋に収納される降下火砕物防護対象

施設及び降下火砕物を含む空気の流路と

なる降下火砕物防護対象施設のうち，制

御建屋中央制御室換気設備，第１非常用

ディーゼル発電機，第２非常用ディーゼ

ル発電機及び安全圧縮空気系空気圧縮機

並びに屋外に設置される降下火砕物防護

対象施設のうち安全冷却水系の冷却塔

は，降下火砕物による磨耗の影響によ

り，安全機能を損なわない設計とする。

山◇1  

 降下火砕物防護対象施設を収納する建

屋及び制御建屋中央制御室換気設備は，

外気取入口に防雪フードを設け降下火砕

物が侵入し難い構造とする。降下火砕物

が取り込まれたとしても，制御建屋中央

制御室換気設備にはプレ山◇7 フィルタ及

び高性能粒子山◇7 フィルタを設置し，中

央制御室内部への降下火砕物の侵入を防

止する。降下火砕物防護対象施設を収納

する建屋の換気設備についても，プレ山

◇7 フィルタ及び粒子山◇7 フィルタ又は中

性能山◇7 フィルタを設置し，建屋内部へ

の降下火砕物の侵入を防止することによ

り，安全機能を損なわない設計とする。

山③-5-1 また，上記のフィルタは，交

換又は清掃が可能な構造とする。山◇1  

 

 第１非常用ディーゼル発電機，第２非

常用ディーゼル発電機及び安全圧縮空気

系空気圧縮機は，外気取入口に防雪フー

ドを設け降下火砕物が侵入し難い構造と

する。降下火砕物が取り込まれたとして

も，設備内部への降下火砕物の侵入を防

止するため，中性能山◇7 フィルタ又はス

テンレス製山◇7 ワイヤネットを設置する

ことにより，安全機能を損なわない設計

とする。山③-5-3 また，降下火砕物用

フィルタの追加設置など，さらなる降下

火砕物対策を実施できるよう設計する。

山◇1  

 

 

 

 

 

 

(ハ) 摩耗 

ⅰ. 水循環系の内部における摩耗 

外部事象防護対象施設及び外部事象防護

対象施設に影響を及ぼす可能性のあるク

ラス３に属する施設のうち，降下火砕物

を含む海水の流路となる施設の内部にお

ける摩耗については，主要な降下火砕物

は砂と同等又は砂より硬度が低くもろい

ことから，摩耗による影響は小さい。ま

た当該施設については，定期的な内部点

検及び日常保守管理により，状況に応じ

て補修が可能であり，摩耗により外部事

象防護対象施設の安全機能を損なわない

設計とする。 

ⅱ. 換気系，電気系及び計測制御系に対

する機械的影響（摩耗） 

外部事象防護対象施設及び外部事象防護

対象施設に影響を及ぼす可能性のあるク

ラス３に属する施設のうち，降下火砕物

を含む空気を取り込みかつ摺動部を有す

る換気系，電気系及び計測制御系の施設

については，降下火砕物に対し，機能を

損なうおそれがないよう，降下火砕物が

侵入しにくい構造とすること又は摩耗し

にくい材料を使用することにより，摩耗

しにくい設計とする。 

なお，摩耗が進展しないよう外気取入ダ

ンパの閉止，換気空調設備の停止を保安

規定に定めて管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山③-6-7 (p5 から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では、

該当する設備がな

いため。 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

許可における設計方

針の差異のため。 

【「等」の解説】 
当該記載「中央制御室換気設

備等の降下火砕物を含む空

気の流路となる降下火砕物防

護対象施設」は，制御建屋中

央制御室換気設備，第１非常

用ディーゼル発電機，第２非

常用ディーゼル発電機，安全

圧縮空気系空気圧縮機を指

す。 

⑤(p24)へ 
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基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第八条（外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（16 / 29） 
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屋外に設置される降下火砕物防護対象

施設のうち，安全冷却水系の冷却塔にお

いて降下火砕物の影響を受けると想定さ

れる部位冷却ファンの回転軸部に対して

は，冷却空気を上方に流すこと及び降下

火砕物が侵入し難い構造とすることで，

降下火砕物による摩耗の影響により，安

全機能を損なわない設計とする。磨耗し

にくい設計とする。山③-5-5 

 

重大事故等対処設備を収納する建屋

は，外気取入口を降下火砕物が侵入し難

い構造とし，降下火砕物が取り込まれた

としても，重大事故等対処設備を収納す

る建屋の換気設備にフィルタを設置し，

建屋内部への降下火砕物の侵入を防止す

ることにより，重大事故等対処設備の重

大事故等に対処するために必要な機能を

損なわない設計とする。が損なわれるお

それがない設計とする。山⑤ 

屋外の可搬型重大事故等対処設備のう

ち，火山事象時に使用する可搬型重大事

故等対処設備は，火山事象時においては

建屋内に移動することにより，重大事故

等対処設備の重大事故等に対処するため

に必要な機能を損なわない設計とする。

が損なわれるおそれがない設計とする。

山⑤ 

なお，火山事象時に使用する可搬型重

大事故等対処設備を建屋内に移動するこ

とを保安規定に定めて，管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 安全冷却水系の冷却塔において降下火

砕物の影響を受けると想定される駆動部

として，冷却ファンの回転軸部がある。

これに対しては，冷却空気を上方に流し

降下火砕物が侵入し難い構造とすること

で，安全機能を損なわない設計とする。

山③-5-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉においては火山事象を起因と

する重大事故等を考慮していないが、

再処理施設では火山事象を起因とす

る重大事故等を考慮しているため。 

【許可からの変更点等】 
磨耗に対しては空気の流れ及び機器

自体の構造により説明を行うことを踏ま

え、記載を明確化した。 

第三十六条重大事故等対処設備に係

る設計とのつながりとして記載。 
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 (e) 構造物，換気系，電気系，計測制

御系及び安全圧縮空気系に対する化学的

影響（腐食） 

イ. 構造物の化学的影響（腐食） 

 降下火砕物防護対象施設を収納する建

屋は外壁塗装及び屋上防水を実施するこ

とにより，降下火砕物による短期的な腐

食の影響で安全機能を損なわない設計と

する。が発生しない設計とする。山③-

6-2 

冷却塔等の屋外に設置する降下火砕物

防護対象施設山③-2-5 である安全冷却

水系の冷却塔，冷却塔に接続する屋外設

備，主排気筒，主排気筒それらに接続す

る屋外配管及び屋外ダクト等は，塗装又

は腐食し難い金属の使用により，降下火

砕物による短期的な腐食の影響で安全機

能を損なわない設計とする。が発生しな

い設計とする。山③-6-4 

降下火砕物防護対象施設に波及的影響

を及ぼす可能性のある施設である竜巻防

護対策設備及び使用済燃料収納キャスク

を保管する使用済燃料収納使用済燃料輸

送容器保管庫は，塗装，腐食し難い金属

の使用又は屋上防水により，降下火砕物

防護対象施設及び使用済燃料収納キャス

クに波及的影響を及ぼさないよう降下火

砕物による短期的な腐食が発生しない設

計とする。 

 

 重大事故等対処設備を収納する建屋は

外壁塗装及び屋上防水を実施することに

より降下火砕物による短期的な腐食が発

生しない設計とし，重大事故等対処設備

の重大事故等に対処するために必要な機

能を損なわない設計とする。が損なわれ

るおそれがない設計とする。山⑤ 

屋外の常設重大事故等対処設備は，塗

装又は腐食し難い金属の使用により降下

火砕物による短期的な腐食が発生しない

設計とし，重大事故等対処設備の重大事

故等に対処するために必要な機能を損な

わない設計とする。が損なわれるおそれ

がない設計とする。山⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 ５) 構造物，換気系，電気系，計測

制御系及び安全圧縮空気系に対する化学

的影響（腐食）に対して短期での腐食が

発生しない設計とすること山□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (５) 構造物，換気系，電気系，計測

制御系及び安全圧縮空気系に対する化学

的影響（腐食）山◇1  

 降下火砕物防護対象施設を収納する建

屋，建屋に収納される降下火砕物防護対

象施設，降下火砕物を含む空気の流路と

なる降下火砕物防護対象施設及び屋外に

設置する降下火砕物防護対象施設は，降

下火砕物に含まれる腐食性のあるガスに

よる化学的影響（腐食）により，安全機

能を損なわない設計とする。山◇1  

 降下火砕物の特性として，金属腐食研

究の結果より，直ちに金属腐食を生じさ

せることはないが，降下火砕物を含む空

気の流路となる降下火砕物防護対象施設

及び屋外に設置する降下火砕物防護対象

施設は，塗装，腐食し難い金属の使用又

は防食処理（アルミニウム溶射）を施し

た炭素鋼を用いることにより，安全機能

を損なわない設計とする。山③-6-4 

 降下火砕物防護対象施設を収納する建

屋は，外気取入口に防雪フードを設け，

降下火砕物が侵入し難い構造とする。降

下火砕物が取り込まれたとしても，降下

火砕物防護対象施設を収納する建屋の換

気設備については，プレ山◇7 フィルタ及

び粒子山◇7 フィルタ又は中性能山◇7 フィ

ルタを設置し，建屋内部への降下火砕物

の侵入を防止することにより，安全機能

を損なわない設計とする。山③-6-5 制

御建屋中央制御室換気設備についてはプ

レ山◇7 フィルタ及び高性能粒子山◇7 フィ

ルタを設置し，中央制御室内部への降下

火砕物の侵入を防止することにより，安

全機能を損なわない設計とする。山③-

6-6 

 降下火砕物防護対象施設を収納する建

屋は外壁塗装及び屋上防水がなされてい

ることから，降下火砕物による化学的腐

食により短期的に影響を及ぼすことはな

い。山③-6-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ニ) 腐食 

ⅰ. 構造物の化学的影響（腐食） 

外部事象防護対象施設及び外部事象防護

対象施設に影響を及ぼす可能性のあるク

ラス３に属する施設のうち，屋外に設置

している施設及び外部事象防護対象施設

を内包する施設については，降下火砕物

に対し，機能を損なうおそれがないよ

う，耐食性のある材料の使用又は塗装を

実施することにより，降下火砕物による

短期的な腐食が発生しない設計とする。 

また，外部事象防護対象施設の安全性を

確保するために設置する防護対策施設

は，降下火砕物に対し，機能を損なうお

それがないよう，耐食性のある材料の使

用又は塗装を実施することにより，降下

火砕物による短期的な腐食が発生しない

設計とする。 

なお，長期的な腐食の影響については，

日常保守管理等により，状況に応じて補

修が可能な設計とする。 

屋内の重大事故等対処設備については，

降下火砕物による短期的な腐食により機

能を損なわないように，耐食性のある塗

装を実施した建屋内に設置する設計とす

る。 

屋外の重大事故等対処設備については，

降下火砕物を適宜除去することにより，

降下火砕物による腐食に対して重大事故

等対処設備の重大事故等に対処するため

に必要な機能が損なわれるおそれがない

設計とする。 

なお，屋外の重大事故等対処設備が降下

火砕物により腐食しにくいよう降下火砕

物の適宜除去を保安規定に定めて管理す

る。 

 

 

ⅱ. 水循環系の化学的影響（腐食） 

外部事象防護対象施設及び外部事象防護

対象施設に影響を及ぼす可能性のあるク

ラス３に属する施設のうち，降下火砕物

を含む海水の流路となる施設について

は，降下火砕物に対し，機能を損なうお

それがないよう，耐食性のある材料の使

用又は塗装を実施することにより，降下

火砕物による短期的な腐食が発生しない

設計とする。 

なお，長期的な腐食の影響については，

日常保守管理等により，状況に応じて補

修が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山③-2-5 (p6 から) 

 

 

 

 

山③-6-4 (p18 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山③-6-5 (p18 へ) 

 

 

 

 

山③-6-6 (p18 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（発電炉の記載） 

＜不一致の理由＞ 

再処理施設では、

該当する設備がな

いため。 

【許可からの変更点等】 
「防食処理」については収納

管及び通風管に対する設計

であるため、「ロ. 換気系，電

気系，計測制御系及び安全

圧縮空気系に対する化学的

影響（腐食）」にて記載し、ここ

では記載を除いた。 

第三十六条重大事故等対処設備に係

る設計とのつながりとして記載。 

⑥(p24)へ 

22



基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第八条（外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（18 / 29） 
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 また，降下火砕物堆積後の長期的な腐

食の影響については，堆積した降下火砕

物の除去後に点検し，必要に応じて修理

を行うこと並びに日常的な保守及び修理

を行うことにより，降下火砕物による長

期的な腐食の影響で安全機能を損なわな

い設計とする。が発生しない設計とす

る。山③-6-3 

 なお，堆積した降下火砕物の除去後に

点検し，必要に応じて修理を行うこと並

びに日常的な保守及び修理を行うことを

保安規定に定めて，管理する。 

 

ロ. 換気系，電気系，計測制御系及び安

全圧縮空気系に対する化学的影響（腐

食） 

 中央制御室換気設備等の降下火砕物を

含む空気の流路となる降下火砕物防護対

象施設山③-6-7 である制御建屋中央制

御室の換気設備，ガラス固化体貯蔵設備

の冷却空気流路うち収納管及び通風管，

第１非常用ディーゼル発電機，第２非常

用ディーゼル発電機，安全圧縮空気系空

気圧縮機山は，塗装，腐食し難い金属の

使用又は防食処理（アルミニウム溶射）

を施した炭素鋼を用いることにより，短

期的な腐食の影響で安全機能を損なわな

い設計とする。が発生しない設計とす

る。山③-6-4 

 降下火砕物防護対象施設を収納する建

屋及び制御建屋中央制御室換気設備は，

外気取入口に防雪フードを設置する設計

とすることで，設け，降下火砕物が侵入

し難い構造とする。し，降下火砕物が取

り込まれたとしても，降下火砕物防護対

象施設を収納する建屋の換気設備及び制

御建屋中央制御室換気設備については，

フィルタを設置し，建屋内部及び中央制

御室内部への降下火砕物の侵入を防止す

ることにより，建屋内の降下火砕物防護

対象施設が短期的な腐食の影響で安全機

能を損なわない設計とする。が発生しな

い設計とする。山③-6-5, 山③-6-6 

 

 

 

重大事故等対処設備を収納する建屋

は，外気取入口を降下火砕物が侵入し難

い構造とし，降下火砕物が取り込まれた

としても，重大事故等対処設備を収納す

る建屋の換気設備については，フィルタ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 また，降下火砕物堆積後の長期的な腐

食の影響については，堆積した降下火砕

物の除去後に点検し，必要に応じて修理

を行うこと並びに日常的な保守及び修理

を行うことにより，安全機能を損なわな

い設計とする。山③-6-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ. 換気系，電気系及び計測制御系に対

する化学的影響（腐食） 

外部事象防護対象施設及び外部事象防護

対象施設に影響を及ぼす可能性のあるク

ラス３に属する施設のうち，降下火砕物

を含む空気の流路となる換気系，電気系

及び計測制御系の施設については，降下

火砕物に対し，機能を損なうおそれがな

いよう，耐食性のある材料の使用又は塗

装を実施することにより，降下火砕物に

よる短期的な腐食が発生しない設計とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山③-6-3 (p19 へ) 

山③-6-3 (p24 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山③-6-7 (p5 から) 

 

 

 

 

山③-6-4 (p17 から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山③-6-5 (p17 から) 

山③-6-6 (p17 から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【「等」の解説】 
当該記載「中央制御室換気設

備等の降下火砕物を含む空

気の流路となる降下火砕物防

護対象施設」は，制御建屋中

央制御室換気設備，ガラス固

化体貯蔵設備のうち収納管及

び通風管，第１非常用ディー

ゼル発電機，第２非常用ディ

ーゼル発電機，安全圧縮空気

系空気圧縮機を指す。 
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を設置し，建屋内部への降下火砕物の侵

入を防止することにより，降下火砕物に

よる腐食の影響で重大事故等対処設備の

重大事故等に対処するために必要な機能

を損なわない設計とする。が損なわれる

おそれがない設計とする。山⑤ 

屋外の可搬型重大事故等対処設備のう

ち，火山事象時に使用する可搬型重大事

故等対処設備は，火山事象時においては

建屋内に移動することにより，降下火砕

物による腐食の影響で重大事故等対処設

備の重大事故等に対処するために必要な

機能を損なわない設計とする。が損なわ

れるおそれがない設計とする。山⑤ 

上記以外の屋外の可搬型重大事故等対

処設備については，降下火砕物を適切に

除去することにより，降下火砕物による

腐食に対して重大事故等対処設備の重大

事故等に対処するために必要な機能を損

なわない設計とする。が損なわれるおそ

れがない設計とする。山⑤ 

なお，屋外の可搬型重大事故等対処設

備が降下火砕物により腐食しにくいよう

に堆積する降下火砕物を適切に除去する

ことを保安規定に定めて，管理する。 

 

 また，降下火砕物堆積後の長期的な腐

食の影響については，堆積した降下火砕

物の除去後に点検し，必要に応じて修理

を行うこと並びに日常的な保守及び修理

を行うことにより，降下火砕物による長

期的な腐食の影響で安全機能を損なわな

い設計とする。が発生しない設計とす

る。山③-6-3 

 なお，堆積した降下火砕物の除去後に

点検し，必要に応じて修理を行うこと並

びに日常的な保守及び修理を行うことを

保安規定に定めて，管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，長期的な腐食の影響については，

日常保守管理等により，状況に応じて補

修が可能な設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山③-6-3 (p18 から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉においては火山事象を起因と

する重大事故等を考慮していないが、

再処理施設では火山事象を起因とす

る重大事故等を考慮しているため。 

第三十六条重大事故等対処設備に係

る設計とのつながりとして記載。 

⑥(p24)へ 
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基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第八条（外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（20 / 29） 
 

 

別紙 1① 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(f) 敷地周辺の大気汚染 

  

  

 

 

 

制御建屋中央制御室換気設備の外気取

入口には防雪フードを設置する設計とす

ることで，設け，降下火砕物が侵入し難

い構造とすることにより，中央制御室の

大気汚染を防止する。し，降下火砕物が

取り込まれたとしても，制御建屋中央制

御室換気設備にはフィルタを設置し，中

央制御室内への降下火砕物の侵入を防止

することで，運転員の居住性を損なわな

い設計とする。 

また，敷地周辺で大気汚染が発生した

場合には，制御建屋中央制御室換気設備

の外気との連絡口を遮断し，制御建屋の

中央制御室内の空気を再循環する措置を

講ずることができる設計とする。再循環

時において，については，制御建屋の中

央制御室内の酸素濃度及び二酸化炭素濃

度の影響評価を実施する。を考慮する。

これにより，敷地周辺で大気汚染が発生

した場合においても，再循環する措置を

講ずることで制御建屋の中央制御室内の

居住性を損なわない設計とする。山③-

7-2 

なお，降下火砕物による大気汚染を防

止するよう外気との連絡口の遮断及び再

循環の実施を保安規定に定めて，管理す

る。 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設

の制御室については，必要に応じて外気

との連絡口を遮断し，運転員への影響を

防止する設計とする。 

なお，運転員への影響を防止するよう

必要に応じて外気との連絡口の遮断を行

うことを保安規定に定めて，管理する。 

 

緊急時対策建屋の換気設備は，外気取

入口を降下火砕物が侵入し難い構造と

し，降下火砕物が取り込まれたとして

も，緊急時対策建屋の換気設備にはフィ

ルタを設置し，緊急時対策建屋緊急時対

策所内への降下火砕物の侵入を防止する

ことで，室内の居住性を確保する設計と

する。山⑤ 

また，敷地周辺で大気汚染が発生した

 ６） 敷地周辺の大気汚染に対して制

御建屋中央制御室換気設備は降下火砕物

が侵入し難く，さらに外気を遮断できる

設計とすること山□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (６) 中央制御室の大気汚染山◇1  

 設計対処施設のうち，制御建屋の中央

制御室は，降下火砕物による大気汚染に

より，運転員の居住性を損なわない設計

とする。山◇1  

 

 制御建屋中央制御室換気設備の外気取

入口には防雪フードを設け，降下火砕物

が侵入し難い構造とすることにより，中

央制御室の大気汚染を防止する。降下火

砕物が取り込まれたとしても，制御建屋

中央制御室換気設備にはプレ山◇7 フィル

タ及び高性能粒子山◇7 フィルタを設置

し，中央制御室内への降下火砕物の侵入

を防止することで，運転員の居住性を損

なわない設計とする。 

 また，敷地周辺で大気汚染が発生した

場合は，制御建屋中央制御室換気設備の

外気との連絡口を遮断し，制御建屋の中

央制御室内の空気を再循環する措置を講

ずる設計とする。再循環については，制

御建屋の中央制御室内の酸素濃度及び二

酸化炭素濃度の影響を考慮する。これに

より，敷地周辺で大気汚染が発生した場

合においても，再循環する措置を講ずる

ことで制御建屋の中央制御室内の居住性

を損なわない設計とする。山③-7-2 

 

使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の

制御室については，必要に応じて外気と

の連絡口を遮断し，運転員への影響を防

止する設計とする。山◇9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ホ) 発電所周辺の大気汚染 

外部事象防護対象施設及び外部事象防護

対象施設に影響を及ぼす可能性のあるク

ラス３に属する施設のうち，中央制御室

換気系については，降下火砕物に対し，

機能を損なうおそれがないよう，バグフ

ィルタを設置することにより，降下火砕

物が中央制御室に侵入しにくい設計とす

る。 

また，中央制御室換気系については，外

気取入ダンパの閉止及び閉回路循環運転

を可能とすることにより，中央制御室内

への降下火砕物の侵入を防止する。さら

に外気取入遮断時において，酸素濃度及

び二酸化炭素濃度の影響評価を実施し，

室内の居住性を確保する設計とする。 

なお，降下火砕物による中央制御室の大

気汚染を防止するよう閉回路循環運転の

実施等を保安規定に定めて管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山③-7-2 (p24 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉においては火山事象を起因と

する重大事故等を考慮していないが、

再処理施設では火山事象を起因とす

る重大事故等を考慮しているため。 

⑦(p24)へ 
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基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第八条（外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（21 / 29） 
 

 

別紙 1① 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

場合には，緊急時対策建屋の換気設備の

外気との連絡口を遮断し，緊急時対策建

屋緊急時対策所の空気を再循環する措置

を講ずることができる設計とする。再循

環時において，については，緊急時対策

建屋緊急時対策所内の酸素濃度及び二酸

化炭素濃度の影響評価を実施する。を考

慮する。これにより，敷地周辺で大気汚

染が発生した場合においても，再循環す

る措置を講ずることで緊急時対策建屋緊

急時対策所内の居住性を損なわない設計

とする。山⑤ 

なお，降下火砕物による大気汚染を防

止するよう外気との連絡口の遮断及び再

循環の実施を保安規定に定めて，管理す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三十六条重大事故等対処設備に係

る設計とのつながりとして記載。 
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基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第八条（外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（22 / 29） 
 

 

別紙 1① 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(g) 電気系及び計測制御系の絶縁低下 

 

 

 

 

 

 

降下火砕物防護対象施設を収納する建

屋及び制御建屋中央制御室換気設備は，

外気取入口に防雪フードを設置する設計

とすることで，設け，降下火砕物が侵入

し難い構造とする。し、また，降下火砕

物が取り込まれたとしても，降下火砕物

防護対象施設を収納する建屋の換気設備

及び制御建屋中央制御室換気設備につい

ては，フィルタを設置し，建屋内部及び

中央制御室内部への降下火砕物の侵入を

防止することにより，降下火砕物防護対

象施設のうち外気から取り入れた屋内の

空気を盤機器内に取り込む機構を有する

制御盤等山③-8-4 計測制御設備のうち

空気を取り込む機構を有する制御盤，安

全保護回路を収納する制御盤のうち空気

を取り込む機構を有する制御盤，非常用

所内電源系統のうち空気を取り込む機構

を有する電気盤及び放射線監視設備のう

ち空気を取り込む機構を有する監視盤の

設置場所の安全機能を損なわない設計と

する。に降下火砕物が侵入しにくい設計

とする。山③-8-2,山③-8-3 

 

重大事故等対処設備を収納する建屋

は，外気取入口を降下火砕物が侵入し難

い構造とし、降下火砕物が取り込まれた

としても，重大事故等対処設備を収納す

る建屋の換気設備については，フィルタ

を設置し，建屋内部への降下火砕物の侵

入を防止することにより，重大事故等対

処設備のうち外気から取り入れた空気を

盤内に取り込む機構を有する制御盤等空

気を取り込む機構を有する盤の重大事故

等に対処するために必要な機能を損なわ

ない設計とする。が損なわれるおそれが

ない設計とする。山⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 ７） 電気系及び計測制御系の絶縁低

下に対して，換気設備は降下火砕物が侵

入し難い設計とすること山□1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ８） 降下火砕物による静的負荷や腐

食等の影響に対して降下火砕物の除去や

換気設備外気取入口のフィルタの交換又

は清掃並びに換気設備の停止又は循環運

転の実施により安全機能を損なわない設

計とすること山□1  

 (７) 電気系及び計測制御系の絶縁低

下山◇1  

 電気系及び計測制御系のうち，外気か

ら取り入れた屋内の空気を機器内に取り

込む機構を有する設備は，降下火砕物に

よる絶縁低下の影響により，安全機能を

損なわない設計とする。山◇1  

 降下火砕物防護対象施設を収納する建

屋及び制御建屋中央制御室換気設備は，

外気取入口に防雪フードを設け降下火砕

物が侵入し難い構造とする。また，降下

火砕物が取り込まれたとしても，降下火

砕物防護対象施設を収納する建屋の換気

設備については，プレ山◇7 フィルタ及び

粒子山◇7 フィルタ又は中性能山◇7 フィル

タを設置し，建屋内部への降下火砕物の

侵入を防止することにより，計測制御設

備のうち空気を取り込む機構を有する制

御盤，安全保護回路を収納する制御盤の

うち空気を取り込む機構を有する制御

盤，非常用所内電源系統のうち空気を取

り込む機構を有する電気盤及び放射線監

視設備のうち空気を取り込む機構を有す

る監視盤の安全機能を損なわない設計と

する。山③-8-2 制御建屋中央制御室換

気設備についてはプレ山◇7 フィルタ及び

高性能粒子山◇7 フィルタを設置し，中央

制御室内部への降下火砕物の侵入を防止

することにより，安全機能を損なわない

設計とする。山③-8-3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (ヘ) 絶縁低下 

外部事象防護対象施設及び外部事象防護

対象施設に影響を及ぼす可能性のあるク

ラス３に属する施設のうち，空気を取り

込む機構を有する電気系及び計測制御系

の盤については，降下火砕物に対し，機

能を損なうおそれがないよう，計測制御

設備（安全保護系）の設置場所の換気空

調設備にバグフィルタを設置することに

より，降下火砕物が侵入しにくい設計と

する。 

なお，中央制御室換気系については，降

下火砕物による計測制御系の盤の絶縁低

下を防止するよう外気取入ダンパの閉止

及び閉回路循環運転の実施を保安規定に

定めて管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山③-8-4 (p5 から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（当社の記載） 

＜不一致の理由＞ 

発電炉においては火山事象を起因と

する重大事故等を考慮していないが、

再処理施設では火山事象を起因とす

る重大事故等を考慮しているため。 

【「等」の解説】 
「等」の内容は計測制御設備のうち空

気を取り込む機構を有する制御盤，安

全保護回路を収納する制御盤のうち

空気を取り込む機構を有する制御盤，

非常用所内電源系統のうち空気を取り

込む機構を有する電気盤及び放射線

監視設備のうち空気を取り込む機構を

有する監視盤である。 
なお、換気ファンが設置され空気を取

り込む機構を有している。 

第三十六条重大事故等対処設備に係

る設計とのつながりとして記載。 

⑧(p24)へ 
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基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第八条（外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（23 / 29） 
 

 

別紙 1① 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 間接的影響に対する設計方針 

再処理事業所外で生じる送電網への降

下火砕物の影響による長時間の外部電源

喪失に対し，第１非常用ディーゼル発電

機及び第２非常用ディーゼル発電機を

各々２系統設置する設計とする。 

降下火砕物による間接的影響である７

日間の外部電源喪失及び敷地内外での交

通の途絶によるアクセス制限事象に対

し，再処理施設の安全性を維持するため

に必要となる電源の供給が継続できるよ

う，燃料を貯蔵及び移送する設計とし，

これらの設備が降下火砕物の影響を受け

ないよう設置する設計とする。山③-9-1 

また，外部からの支援を期待できない

場合及び敷地外で交通の途絶が発生した

場合においても，電力の供給を可能とす

るため，再処理施設内に第１非常用ディ

ーゼル発電機及び第２非常用ディーゼル

発電機が７日間以上連続で運転できるよ

うに，重油タンク及び燃料油貯蔵タンク

にＡ重油を貯蔵する設計とし，重油タン

ク及び燃料油貯蔵タンク並びに燃料移送

ポンプ及び燃料油移送ポンプをこれらの

設備が降下火砕物の影響を受けないよう

設置する設計とする。 

 敷地内において交通の途絶が発生した

場合でも，安全上重要な施設の安全機能

は再処理施設内で系統が接続されること

により，交通の途絶の影響を受けない設

計とする。 

 また，敷地内の道路において降下火砕

物が堆積した場合には，降灰後に除灰作

業を実施し復旧することを保安規定に定

めて，管理する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 降下火砕物による間接的影響である７

日間の外部電源喪失及び敷地内外での交

通の途絶によるアクセス制限事象に対

し，再処理施設の安全性を維持するため

に必要となる電源の供給が継続できるよ

うにすることにより安全機能を損なわな

い設計とする。山③-9-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.13.5.2 間接的影響に対する設計方

針山◇1  

 (１) 外部電源喪失山◇1  

 再処理事業所外で生じる送電網への降

下火砕物の影響による長時間の外部電源

喪失に対し，第１非常用ディーゼル発電

機及び第２非常用ディーゼル発電機を

各々２系統設置する設計とし，山③-9-1

外部電源喪失により安全上重要な施設の

安全機能を損なわない設計とする。 

 また，外部からの支援を期待できない

場合においても，電力の供給を可能とす

るため，再処理施設内に第１非常用ディ

ーゼル発電機及び第２非常用ディーゼル

発電機が７日間以上連続で運転できる燃

料貯蔵設備を設け，重油タンク及び燃料

油貯蔵タンクにＡ重油を貯蔵する設計と

し，降下火砕物防護対象施設の安全機能

を損なわない設計とする。 

 (２) アクセス制限山◇1  

 敷地外で交通の途絶が発生した場合，

安全上重要な施設に電力を供給する第１

非常用ディーゼル発電機及び第２非常用

ディーゼル発電機の燃料の供給が外部か

ら受けられないが，再処理施設内に第１

非常用ディーゼル発電機及び第２非常用

ディーゼル発電機が７日間以上連続で運

転できる燃料貯蔵設備を設け，重油タン

ク及び燃料油貯蔵タンクにＡ重油を貯蔵

する設計とし，降下火砕物防護対象施設

の安全機能を損なわない設計とする。 

 敷地内において交通の途絶が発生した

場合でも，安全上重要な施設の安全機能

は再処理施設内で系統が接続されること

により，交通の途絶の影響を受けない設

計とし，降下火砕物防護対象施設の安全

機能を損なわない設計とする。 

 また，敷地内の道路において降下火砕

物が堆積した場合には，降灰後に除灰作

業を実施し復旧することを手順等に定め

る。山③-9-5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロ. 間接的影響に対する設計方針 

降下火砕物による間接的影響である長期

（7 日間）の外部電源喪失及び発電所外

での交通の途絶によるアクセス制限事象

に対し，原子炉及び使用済燃料プールの

安全性を損なわないようにするために，

7 日間の電源供給が継続できるよう，非

常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機を含む。）の燃料

を貯蔵するための軽油貯蔵タンク及び燃

料を移送するための燃料移送ポンプ等を

降下火砕物の影響を受けないよう設置す

る設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山③-9-5 (p24 へ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【許可からの変更点等】 
当該記載については外部電源喪失及

びアクセス制限において共通した設計

であるため、炉の記載程度も参考に、

文章を適正化した。 

28



基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第八条（外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（24 / 29） 
 

 

別紙 1① 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 必要な機能を損なわないための運

用上の措置 

 

火山に関する設計条件等に係る新知見

の収集や防護措置との組合せにより安全

機能や重大事故等の対処に必要な機能を

損なわないための運用上の措置として，

以下を保安規定に定めて，管理する。 

 

・定期的に新知見の確認を行い，新知見

を得られた場合に評価すること 

・火山活動のモニタリングを行い，評価

時からの状態の変化の検知により評価

の根拠が維持されていることを確認す

ること山④-1 

・降下火砕物が長期的に堆積しないよう

当該施設に堆積する降下火砕物の除去

を適切に行うこと山③-2-4 

・降灰時には，降下火砕物により閉塞し

ないよう換気設備の停止又はフィルタ

の交換若しくは清掃を行うこと山③-

4-5，山③-4-8 

・降下火砕物により冷却空気流路が閉塞

しないよう貯蔵ピットの点検用の開口

部より吸引による除灰を行うこと山③

-4-6 

・降灰時には，非常用ディーゼル発電機

及び安全圧縮空気系空気圧縮機に対す

るフィルタの追加設置を行うこと山③

-4-9 

・堆積した降下火砕物の除去後に点検

し，必要に応じて修理を行うこと並び

に日常的な保守及び修理を行うこと山

③-6-3，山③-9-5 

・敷地周辺で大気汚染が発生した場合に

は，中央制御室の換気設備の外気との

連絡口の遮断及び中央制御室の空気を

再循環すること山③-7-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山④-1 (p4 から) 

 

 

 

 

山③-2-4 (p10 から) 

 

 

 

 

 

山③-4-5 (p13 から) 

山③-4-8 (p13 から) 

 

 

 

 

山③-4-6 (p13 から) 

 

 

山③-4-9 (p13 から) 

 

 

 

 

山③-6-3 (p18 から) 

 

 

山③-9-5 (p23 から) 

 

山③-7-2 (p20 から) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，降下火砕物により閉塞しない

よう外気取入ダンパの閉止，換気空

調設備の停止及び閉回路循環運転を

保安規定に定めて管理する。 

なお，定期的に新知見の確認を行

い，新知見が得られた場合に評価す

ることを保安規定に定めて管理す

る。 【許可からの変更点等】 
運用に係る事項をまとめて

記載した。 

①(p4)から 

なお，降下火砕物が長期的に堆積し

ないよう当該施設に堆積する降下火

砕物を除去することを保安規定に定

めて管理する。 

②(p11)か

④(p13)から 

なお，摩耗が進展しないよう外気取

入ダンパの閉止，換気空調設備の停

止を保安規定に定めて管理する。 

⑤(p15)から 

なお，長期的な腐食の影響について

は，日常保守管理等により，状況に

応じて補修が可能な設計とする。 

⑥(p17)から 

なお，降下火砕物による中央制御室

の大気汚染を防止するよう閉回路循

環運転の実施等を保安規定に定めて

管理する。 

なお，中央制御室換気系について

は，降下火砕物による計測制御系の

盤の絶縁低下を防止するよう外気取

入ダンパの閉止及び閉回路循環運転

の実施を保安規定に定めて管理す

る。 

⑧(p22)から 

⑦(p20)から 
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・降灰時には，火山事象時に使用する屋

外の可搬型重大事故等対処設備を建屋

内に移動すること山⑤-9, 山⑤-10 

・上記以外の屋外の可搬型重大事故等対

処設備は堆積する降下火砕物を適切に

除去すること山⑤-9, 山⑤-10 

・敷地周辺で大気汚染が発生した場合に

は，緊急時対策建屋の換気設備の外気

との連絡口の遮断及び緊急時対策所の

空気を再循環すること山⑤ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7.13.6 火山影響等発生時における再

処理施設の保全のための活動を行う体制

の整備の方針山◇8  

 火山事象による影響が発生し又は発生

するおそれがある場合（以下「火山影響

等発生時」という。）において，再処理

施設の保全のための活動を行う体制の整

備として，以下の措置を講ずる。 

 (１) 計画の策定 

 火山影響等発生時において再処理施設

の保全のための活動を行うための計画を

策定する。 

 (２) 要員の確保 

 火山影響等発生時において再処理施設

の保全のための活動を実施するために必

要な要員を確保する。 

 (３) 教育及び訓練 

 火山影響等発生時において再処理施設

の保全のための活動を確実に実施するた

めの教育及び訓練を年１回以上実施す

る。 

 (４) 資機材の配備 

 火山影響等発生時において再処理施設

の保全のための活動に必要な資機材を配

備する。 

 (５) 体制の整備 

 火山影響等発生時において再処理施設

の保全のための活動に必要な体制を整備

する。 

 (６) 定期的な評価 

 降下火砕物による火山影響評価に変更

がないか定期的に確認し，変更が生じて

いる場合は火山影響評価を行う。火山影

響評価の結果，変更がある場合はそれぞ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 安全設計 

1.7.18 重大事故等対処設備に関する

設計 

(３) 環境条件等 

ａ．環境条件 

(ｂ) 可搬型重大事故等対処設備 

積雪及び火山の影響に対して屋外の

可搬型重大事故等対処設備は，積雪

に対しては除雪する手順を，火山の

影響（降下火砕物による積載荷重，

フィルタの目詰まり等）に対しては

フィルタ交換，清掃及び除灰する手

順を整備する。山⑤-10 

ロ．再処理施設の一般構造 

(７) その他の主要な構造 

(ⅱ)重大事故等対処施設 

(b)重大事故等対処設備 

(ﾊ) 環境条件等 

1) 環境条件 

火山の影響及び積雪に対して可搬型

重大事故等対処設備は，火山の影響

に対しては除灰及び可搬型重大事故

等対処設備を屋内への配備，積雪に

対しては除雪を踏まえて影響がない

よう機能を維持する。山⑤-9 

なお，降下火砕物が堆積しないよう

屋外の重大事故等対処設備に堆積す

る降下火砕物を適宜除去することを

保安規定に定めて管理する。 

③(p11)から 
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れの措置の評価を行い，対策の見直しを

実施する。 

 

1.7.13.7 実施する主な手順山◇9  

 火山に対する防護については，降下火

砕物による影響評価を行い，設計対処施

設に長期にわたり荷重がかかることや化

学的影響（腐食）を発生させることを避

け，安全機能を維持するための手順を定

める。実施する主な手順を以下に示す。 

 (１) 大規模な火山の噴火があり降灰

予報が発表され，再処理施設の処理運転

に影響を及ぼすと予見される場合には，

使用済燃料の受入れの停止や新たなせん

断処理の停止など，再処理施設の運転を

停止する。 

 (２) 降灰が確認された場合には，状

況に応じて降下火砕物防護対象施設を収

納する建屋の換気設備の風量を低減する

措置を講ずる。降下火砕物の影響により

建屋の換気設備の給気フィルタの差圧が

交換差圧に達した場合は，状況に応じ外

気の取り込みの停止又はフィルタの清掃

や交換を実施する。 

 (３) 降灰が確認された場合には，状

況に応じて制御建屋中央制御室換気設備

の外気との連絡口を遮断し，制御建屋の

中央制御室内空気を再循環する措置又は

風量を低減する措置を講ずる。降下火砕

物の影響により制御建屋中央制御室換気

設備の給気フィルタの差圧が交換差圧に

達した場合は，状況に応じ外気の取り込

みを停止又はフィルタの清掃や交換を実

施する。 

 (４) 第１非常用ディーゼル発電機及

び第２非常用ディーセル発電機の運転時

には，フィルタの状況を確認し，状況に

応じてフィルタの清掃や交換，降下火砕

物用フィルタ，除灰用ろ布等の設置を実

施する。 

 (５) 降灰後は設計対処施設への影響

を確認するための点検を実施し，降下火

砕物の堆積が確認された箇所については

降下火砕物の除去を行い，長期にわたり

積載荷重がかかること及び化学的影響

（腐食）が発生することを防止する。 

 

1.7.13.8 火山の状態に応じた対処方針

山◇10  

 十和田及び八甲田山は，再処理施設の

運用期間中における巨大噴火の可能性が
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十分小さいと評価しているが，火山活動

のモニタリングを行い，評価時からの状

態の変化の検知により評価の根拠が維持

されていることを確認する。火山活動の

モニタリングの結果，火山の状態に応じ

た判断基準に基づき，観測データに有意

な変化があった場合は，火山専門家の助

言を踏まえ，当社が総合判断を行い対処

内容を決定する。 

 対処に当たっては，火山影響等発生時

において，保全のための活動を行うた

め，必要な資機材の準備，体制の整備等

を実施するとともに，その時点の最新の

科学的知見に基づき可能な限りの対処を

行う。 

 主な対処例を以下に示す。 

 (１) 換気設備の風量の低減措置，制

御建屋の中央制御室内空気を再循環する

措置及び外気の取り込みの停止 

 (２) 降下火砕物防護対象施設を収納

する建屋及び屋外に設置する降下火砕物

防護対象施設に堆積した降下火砕物等の

除去 

 (３) 使用済燃料の受入れの停止及び

新たなせん断処理の停止 

 (４) 工程内の核燃料物質はＵＯ３粉

末及びＭＯＸ粉末とし貯蔵並びに高レベ

ル廃液はガラス固化体とし貯蔵 

 

山◇1  

1.9.9 外部からの衝撃による損傷の防止 

（外部からの衝撃による損傷の防止） 

第九条 安全機能を有する施設は，想定

される自然現象（地震及び津波を除く。

次項において同じ。）が発生した場合に

おいても安全機能を損なわないものでな

ければならない。 

２ 安全上重要な施設は，当該安全上重

要な施設に大きな影響を及ぼすおそれが

あると想定される自然現象により当該安

全上重要な施設に作用する衝撃及び設計

基準事故時に生ずる応力を適切に考慮し

たものでなければならない。 

３ 安全機能を有する施設は，工場等内

又はその周辺において想定される再処理

施設の安全性を損なわせる原因となるお

それがある事象であって人為によるもの

（故意によるものを除く。）に対して安

全機能を損なわないものでなければなら

ない。 
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基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第八条（外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（28 / 29） 
 

 

別紙 1① 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
適合のための設計方針 

第１項及び第２項について 

安全機能を有する施設は，設計基準にお

いて想定される自然現象（地震及び津波

を除く。）に対して再処理施設の安全性

を損なわない設計とする。また，安全上

重要な施設は，想定される自然現象によ

り作用する衝撃及び設計基準事故時に生

ずる応力を適切に考慮する。 

 

(８) 火山の影響 

安全機能を有する施設は，火山の影響が

発生した場合においても安全機能を損な

わない設計とする。安全上重要な施設

は，当該安全上重要な施設に大きな影響

を及ぼすおそれがあると想定される火山

の影響により当該安全上重要な施設に作

用する衝撃及び設計基準事故時に生ずる

応力を適切に考慮した設計とする。 

安全上重要な施設は，再処理施設の運

用期間中において再処理施設の安全機能

に影響を及ぼし得る火山事象として設定

した層厚 55ｃｍ，密度 1.3ｇ／ｃｍ３

（湿潤状態）の降下火砕物に対し，以下

のような設計とすることにより安全機能

を損なわない設計とする。 

ａ．構造物への静的負荷に対して安全余

裕を有する設計とすること 

ｂ．構造物への粒子の衝突に対して影響

を受けない設計とすること 

ｃ．構造物，換気系，電気系，計測制御

系及び安全圧縮空気系に対する機械的影

響（閉塞）に対して降下火砕物が侵入し

難い設計とすること 

ｄ．構造物，換気系，電気系，計測制御

系及び安全圧縮空気系に対する機械的影

響（磨耗）に対して磨耗し難い設計とす

ること 

ｅ．構造物，換気系，電気系，計測制御

系及び安全圧縮空気系に対する化学的影

響（腐食）に対して短期での腐食が発生

しない設計とすること 

ｆ．敷地周辺の大気汚染に対して制御建

屋中央制御室換気設備は降下火砕物が侵

入し難く，さらに外気を遮断できる設計

とすること 

ｇ．電気系及び計測制御系の絶縁低下に

対して，換気設備は降下火砕物が侵入し

難い設計とすること 

ｈ．降下火砕物による静的負荷や腐食等

の影響に対して降下火砕物の除去や換気
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基本設計方針の許可整合性、発電炉との比較 第八条（外部からの衝撃による損傷の防止（火山））（29 / 29） 
 

 

別紙 1① 

技術基準規則 設工認申請書 基本設計方針 事業変更許可申請書 本文 事業変更許可申請書 添付書類六 発電炉設工認 基本設計方針 備考 
設備外気取入口のフィルタの交換又は清

掃並びに換気設備の停止又は循環運転の

実施により安全機能を損なわない設計と

すること 

その他の安全機能を有する施設について

は，降下火砕物に対して機能を維持する

こと若しくは降下火砕物による損傷を考

慮して代替設備により必要な機能を確保

すること，安全上支障のない期間での修

理を行うこと又はそれらを適切に組み合

わせることにより，安全機能を損なわな

い設計とする。 

さらに，降下火砕物による間接的影響

である７日間の外部電源喪失及び敷地内

外での交通の途絶によるアクセス制限事

象に対し，再処理施設の安全性を維持す

るために必要となる電源の供給が継続で

きるようにすることにより安全機能を損

なわない設計とする。 
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

1 

 

別紙１② 

第八条（外部からの衝撃による損傷の防止（火山）） 

１．技術基準の条文，解釈への適合に関する考え方 

№ 基本設計方針に記載する事項 適合性の考え方（理由） 
項・

号 

解

釈 
添付書類 

山① 火山防護設計の方針 技術基準の要求を受けている内容 1 - a,b 

山② 設計条件 降下火砕物による影響評価に必要な事項 1 - a 

山③ 火山防護措置 
火山事象に対する防護のための必要な措

置 
1 - a,b 

山④ 影響評価の定期的な実施 
影響評価の実施について，保安規定にて担

保する。 
1 - a 

山⑤ 重大事故等対処設備への措置 技術基準の要求事項を受けている内容 - - a 

２．事業変更許可申請書の本文のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

山□1  記載の適正化 
事業変更許可の記載を具体的に記載・修文して基本設

計方針に記載するため記載しない。 
－ 

３．事業変更許可申請書の添六のうち，基本設計方針に記載しないことの考え方 

№ 項目 考え方 添付書類 

山◇1  
本文と添六における同じ趣旨の記

載 

本文と添六又は添六間での重複記載であることから記

載しない。 
- 

山◇2  設計対処施設 

設計対処施設の抽出に係る具体的な説明項目であるこ

とから記載しない。詳細は降下火砕物への影響を考慮

する施設として添付書類にて記載する。 

a 

山◇3  降下火砕物の設計条件及び特徴 

降下火砕物の設計条件の設定に係る説明項目であるこ

とから，設工認においては設計の前提となる条件のみ

を記載し，詳細な内容は記載しない。 

a 

山◇4  降下火砕物で考慮する影響 
降下火砕物の特徴を踏まえた影響因子の選定に係る説

明項目であることから記載しない。 
- 

山◇5  
設計対処施設に影響を与える可能

性のある影響因子 

降下火砕物の影響に対する施設の設計方針の導入説明

であり記載しない。 
- 

山◇6  荷重の許容限界 
荷重の許容限界に関する具体的な説明項目であること

から記載しない。詳細は添付書類に記載する。 
a,b 

山◇7  火山防護措置 
火山防護措置に関する具体的な説明項目であることか

ら記載しない。詳細は添付書類に記載する。 
a,b 

山◇8  

火山影響等発生時における再処理

施設の保全のための活動を行う体

制の整備の方針 

保安規定（運用）で担保する条件であり，基本設計方針

には記載しない。 
- 

山◇9  実施する主な手順 
保安規定（運用）で担保する条件であり，基本設計方針

には記載しない。 
- 

山◇10  火山の状態に応じた対処方針 
保安規定（運用）で担保する条件であり，基本設計方針

には記載しない。 
- 
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設工認申請書 各条文の設計の考え方 

2 

 

別紙１② 

４．添付書類等 

№ 書類名 

a Ⅵ-1-1-1-3 火山への配慮に関する説明書 

b Ⅴ-別添 2 火山への配慮に必要な施設の強度に関する説明書 
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別紙２ 
 

 

 

基本設計方針を踏まえた添付書類の 

記載及び申請回次の展開 
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載

1

三　変更に係る再処理施設の区分並びに設計及び工事の方法
Ⅰ-１　基本設計方針
第１章　共通項目
3　自然現象等
3.3　外部からの衝撃による損傷の防止

3.3.5　火山
　安全機能を有する施設は，再処理施設の運用期間中において再処理施設
の安全機能に影響を及ぼし得る火山事象として，事業指定（変更許可）を
受けた降下火砕物の特性を設定し，その降下火砕物が発生した場合におい
ても，安全機能を有する施設が安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針

Ⅵ-1-1-1-3-1　火山への配慮に関する基本方針
1.　概要
2.　火山防護に関する基本方針
2.1   基本方針

【2.1   基本方針】
再処理施設の火山防護設計は，安全機能を有する
施設については想定される火山事象によりその安
全性を損なわないことを目的とし，技術基準規則
に適合するように設計する旨の全般の方針を記載
する。

〇 基本方針 -

Ⅵ-1-1-1-3-1　火山への配慮に関
する基本方針
1.　概要
2.　火山防護に関する基本方針
2.1   基本方針

【2.1   基本方針】
再処理施設の火山防護設計は，安
全機能を有する施設については想
定される火山事象によりその安全
性を損なわないことを目的とし，
技術基準規則に適合するように設
計する旨の全般の方針を記載す
る。

Ⅵ-1-1-1-3-1　火山への配慮に関する基本方針
2.1.1　降下火砕物より防護すべき施設

【2.1.1   降下火砕物より防護すべき施設】
・安全上重要な構築物，系統及び機器を抽出し，
降下火砕物により臨界防止及び閉じ込め等の安全
機能を損なわないよう機械的強度を有すること等
により，安全機能を損なわない設計とする。
・降下火砕物より防護すべき施設は，降下火砕物
防護対象施設，重大事故等対象設備及び使用済燃
料収納キャスクとする。

Ⅵ-1-1-1-3-1　火山への配慮に関
する基本方針
2.1.1　降下火砕物より防護すべき
施設

【2.1.1   降下火砕物より防護す
べき施設】
・安全上重要な構築物，系統及び
機器を抽出し，降下火砕物により
臨界防止及び閉じ込め等の安全機
能を損なわないよう機械的強度を
有すること等により，安全機能を
損なわない設計とする。
・降下火砕物より防護すべき施設
は，降下火砕物防護対象施設，重
大事故等対象設備及び使用済燃料
収納キャスクとする。

Ⅵ-1-1-1-3-2　降下火砕物の影響を考慮する施設
の選定
1.　概要
2.　選定の基本方針

【2.選定の基本方針】
降下火砕物防護対象施設を収納する建屋，降下火
砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象
施設，外気から取り入れた屋内の空気を機器内に
取り込む機構を有する降下火砕物防護対象施設，
運転員等の人が滞在する場所の換気設備及び間接
的影響を考慮する施設を降下火砕物の影響を考慮
する施設として選定することを示す。
「3.降下火砕物の影響を考慮する施設の選定」に
直接的影響，間接的影響を踏まえて降下火砕物の
影響を考慮する施設を選定した結果を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-2　降下火砕物の影響
を考慮する施設の選定
1.　概要
2.　選定の基本方針

【2.選定の基本方針】
降下火砕物防護対象施設を収納す
る建屋，降下火砕物を含む空気の
流路となる降下火砕物防護対象施
設，外気から取り入れた屋内の空
気を機器内に取り込む機構を有す
る降下火砕物防護対象施設，運転
員等の人が滞在する場所の換気設
備及び間接的影響を考慮する施設
を降下火砕物の影響を考慮する施
設として選定することを示す。
「3.降下火砕物の影響を考慮する
施設の選定」に直接的影響，間接
的影響を踏まえて降下火砕物の影
響を考慮する施設を選定した結果
を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設
の設計方針]
3.2   影響因子を考慮した施設分類

【3.2   影響因子を考慮した施設分類】
降下火砕物により直接的影響を考慮する施設及び
間接的影響を考慮する施設を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針]
3.2   影響因子を考慮した施設分
類

【3.2   影響因子を考慮した施設
分類】
降下火砕物により直接的影響を考
慮する施設及び間接的影響を考慮
する施設を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-1　火山への配慮に関する基本方針
2.1.1　降下火砕物より防護すべき施設

【2.1.1   降下火砕物より防護すべき施設】
また，降下火砕物防護対象施設及びそれらを収納
する建屋（以下「降下火砕物防護対象施設等」と
いう。）に波及的影響を及ぼして安全機能を損な
わせるおそれがある施設の影響を考慮した設計と
する。

Ⅵ-1-1-1-3-1　火山への配慮に関
する基本方針
2.1.1　降下火砕物より防護すべき
施設

【2.1.1   降下火砕物より防護す
べき施設】
また，降下火砕物防護対象施設及
びそれらを収納する建屋（以下
「降下火砕物防護対象施設等」と
いう。）に波及的影響を及ぼして
安全機能を損なわせるおそれがあ
る施設の影響を考慮した設計とす
る。

Ⅵ-1-1-1-3-2　降下火砕物の影響を考慮する施設
の選定
1.　概要
2.　選定の基本方針

【2. 選定の基本方針】
降下火砕物防護対象施設に波及的影響を与えない
よう、波及的影響を及ぼし得る施設の選定方針を
示す。「3.降下火砕物の影響を考慮する施設の選
定」に，波及的影響を及ぼし得る施設を選定した
結果を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-2　降下火砕物の影響
を考慮する施設の選定
1.　概要
2.　選定の基本方針

【2. 選定の基本方針】
降下火砕物防護対象施設に波及的
影響を与えないよう、波及的影響
を及ぼし得る施設の選定方針を示
す。「3.降下火砕物の影響を考慮
する施設の選定」に，波及的影響
を及ぼし得る施設を選定した結果
を示す。

4

　上記に含まれない安全機能を有する施設については，降下火砕物に対し
て機能を維持すること若しくは降下火砕物による損傷を考慮して代替設備
により必要な機能を確保すること，安全上支障がない期間での修理を行う
こと又はそれらを適切に組み合わせることにより，その安全機能を損なわ
ない設計とする。

冒頭宣言 基本方針 基本方針
Ⅵ-1-1-1-3-1　火山への配慮に関する基本方針
2.1.1　降下火砕物より防護すべき施設

【2.1.1   降下火砕物より防護すべき施設】
上記に含まれない安全機能を有する施設について
の機能を確保する防護の方針を示す。

〇 基本方針 -

Ⅵ-1-1-1-3-1　火山への配慮に関
する基本方針
2.1.1　降下火砕物より防護すべき
施設

【2.1.1   降下火砕物より防護す
べき施設】
上記に含まれない安全機能を有す
る施設についての機能を確保する
防護の方針を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-1　火山への配慮に関する基本方針
2.1.1　降下火砕物より防護すべき施設

【2.1.1   降下火砕物より防護すべき施設】
なお，使用済燃料収納キャスクは再処理施設内に
一時的に保管されることを踏まえ，降下火砕物に
より使用済燃料収納キャスクに波及的破損を与え
ない設計とする。

Ⅵ-1-1-1-3-1　火山への配慮に関
する基本方針
2.1.1　降下火砕物より防護すべき
施設

【2.1.1   降下火砕物より防護す
べき施設】
なお，使用済燃料収納キャスクは
再処理施設内に一時的に保管され
ることを踏まえ，降下火砕物によ
り使用済燃料収納キャスクに波及
的破損を与えない設計とする。

Ⅵ-1-1-1-3-2　降下火砕物の影響を考慮する施設
の選定
1.　概要
2.　選定の基本方針

【2. 選定の基本方針】
降下火砕物により使用済燃料収納キャスクに波及
的破損を与えないよう、使用済燃料収納キャスク
保管庫を降下火砕物の影響を考慮する施設に含め
る。
「3.降下火砕物の影響を考慮する施設の選定」選
定した結果を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-2　降下火砕物の影響
を考慮する施設の選定
1.　概要
2.　選定の基本方針

【2. 選定の基本方針】
降下火砕物により使用済燃料収納
キャスクに波及的破損を与えない
よう、使用済燃料収納キャスク保
管庫を降下火砕物の影響を考慮す
る施設に含める。
「3.降下火砕物の影響を考慮する
施設の選定」選定した結果を示
す。

添付書類　構成
項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

第１Gr申請と同一

第１Gr申請と同一

第１Gr申請と同一

第１Gr申請と同一

基本方針
基本方針
対象選定

2

降下火砕物から防護する施設（以下「降下火砕物防護対象施設」とい
う。）としては，安全評価上その機能を期待する構築物，系統及び機器を
漏れなく抽出する観点から，安全上重要な機能を有する構築物，系統及び
機器を抽出し，降下火砕物により冷却，水素掃気，火災及び爆発の防止，
臨界の防止等の安全機能を損なわないよう機械的強度を有すること等によ
り，安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
定義

基本方針

3
また，降下火砕物防護対象施設及びそれらを収納する建屋（以下「降下火
砕物防護対象施設等」という。）に波及的影響を及ぼして安全機能を損な
わせるおそれがある施設の影響を考慮した設計とする。

冒頭宣言
定義

基本方針

5
なお，使用済燃料収納キャスクは再処理施設内に一時的に保管されること
を踏まえ，降下火砕物により使用済燃料収納キャスクに波及的破損を与え
ない設計とする。

冒頭宣言

〇 基本方針 -
基本方針
対象選定
設計方針

基本方針
対象選定

〇 基本方針 -

〇 基本方針 - 第１Gr申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙２

1

三　変更に係る再処理施設の区分並びに設計及び工事の方法
Ⅰ-１　基本設計方針
第１章　共通項目
3　自然現象等
3.3　外部からの衝撃による損傷の防止

3.3.5　火山
　安全機能を有する施設は，再処理施設の運用期間中において再処理施設
の安全機能に影響を及ぼし得る火山事象として，事業指定（変更許可）を
受けた降下火砕物の特性を設定し，その降下火砕物が発生した場合におい
ても，安全機能を有する施設が安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

4

　上記に含まれない安全機能を有する施設については，降下火砕物に対し
て機能を維持すること若しくは降下火砕物による損傷を考慮して代替設備
により必要な機能を確保すること，安全上支障がない期間での修理を行う
こと又はそれらを適切に組み合わせることにより，その安全機能を損なわ
ない設計とする。

冒頭宣言

項目
番号

基本設計方針 要求種別

2

降下火砕物から防護する施設（以下「降下火砕物防護対象施設」とい
う。）としては，安全評価上その機能を期待する構築物，系統及び機器を
漏れなく抽出する観点から，安全上重要な機能を有する構築物，系統及び
機器を抽出し，降下火砕物により冷却，水素掃気，火災及び爆発の防止，
臨界の防止等の安全機能を損なわないよう機械的強度を有すること等によ
り，安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言
定義

3
また，降下火砕物防護対象施設及びそれらを収納する建屋（以下「降下火
砕物防護対象施設等」という。）に波及的影響を及ぼして安全機能を損な
わせるおそれがある施設の影響を考慮した設計とする。

冒頭宣言
定義

5
なお，使用済燃料収納キャスクは再処理施設内に一時的に保管されること
を踏まえ，降下火砕物により使用済燃料収納キャスクに波及的破損を与え
ない設計とする。

冒頭宣言

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更③）

申請対象設備
（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

第１Gr申請と同一

第１Gr申請と同一

第１Gr申請と同一

第１Gr申請と同一 第１Gr申請と同一

第１Gr申請と同一

第１Gr申請と同一 第１Gr申請と同一

第１Gr申請と同一第１Gr申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類　構成

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

Ⅵ-1-1-1-3-1　火山への配慮に関する基本方針
2.1.1　降下火砕物より防護すべき施設

【2.1.1　 降下火砕物より防護すべき施設】
重大事故等対処設備についても，必要な機能を損
なわない設計とすることを示す。

Ⅵ-1-1-1-3-2　降下火砕物の影響を考慮する施設
の選定
1.　概要
2.　選定の基本方針

【2.選定の基本方針】
重大事故等対処設備の必要な機能を確保するた
め，降下火砕物の影響を考慮する施設の選定方針
を示す。
「3.降下火砕物の影響を考慮する施設の選定」
に，重大事故等対処設備を収納する建屋を選定し
た結果を示す。

7

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処
設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設
重大事故等対処設備は，火山の影響による損傷を考慮して，代替設備によ
り必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行う
こと又はこれらを適切に組み合わせることにより，その機能を損なわない
設計とする。また，機能が確保できない場合には，関連する工程を停止す
ること等を保安規定に定めて，管理する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針
Ⅵ-1-1-1-3-1　火山への配慮に関する基本方針
2.1.1　降下火砕物より防護すべき施設

【2.1.1   降下火砕物より防護すべき施設】
重大事故等対処設備のうち，内的事象を要因とす
る重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備
のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する
施設と兼用する常設重大事故等対処設備の機能を
確保する設計方針を示す。

- - - - - - - - - - -

8
(1)　防護設計における降下火砕物の特性の設定及び荷重の設定
　設計に用いる降下火砕物は，事業指定（変更許可）を受けた層厚55cm，
密度1.3g／cm3（湿潤状態）と設定する。

定義 基本方針 基本方針
Ⅵ-1-1-1-3-1　火山への配慮に関する基本方針
2.1.2   設計に用いる降下火砕物特性

【2.1.2   設計に用いる降下火砕物特性】
降下火砕物の設計条件については，事業許可(変
更許可)を受けた層厚55cm，密度1.3g/cm3(湿潤状
態)として設定する。

〇 基本方針 -

Ⅵ-1-1-1-3-1　火山への配慮に関
する基本方針
2.1.2   設計に用いる降下火砕物
特性

【2.1.2   設計に用いる降下火砕
物特性】
降下火砕物の設計条件について
は，事業許可(変更許可)を受けた
層厚55cm，密度1.3g/cm3(湿潤状
態)として設定する。

9

 降下火砕物に対する防護設計を行うために，降下火砕物を湿潤状態とし
た場合における荷重，個々の施設に常時作用する荷重，運転時荷重及び火
山と同時に発生し得る自然現象による荷重を組み合わせた荷重（以下「設
計荷重（火山）」という。）を設定する。
 また，火山と同時に発生し得る自然現象による荷重については，火山と
同時に発生し得る自然現象が与える影響を踏まえた検討により，風（台
風）及び積雪による荷重を考慮する。

冒頭宣言 基本方針 基本方針
Ⅵ-1-1-1-3-1　火山への配慮に関する基本方針
2.1.3   降下火砕物の影響に対する設計方針
(2)  荷重の組合せ及び許容限界

【2.1.3(2)荷重の組合せ及び許容限界】
通常時に作用している荷重，降下火砕物の堆積に
よる荷重，積雪荷重，風荷重及び運転時の状態で
施設に作用する荷重の考え方を示す。
【2.1.3(2)b.荷重の組合せ】
上記荷重の組合せの考え方を示す。

〇 基本方針 -

Ⅵ-1-1-1-3-1　火山への配慮に関
する基本方針
2.1.3   降下火砕物の影響に対す
る設計方針
(2)  荷重の組合せ及び許容限界

【2.1.3(2)荷重の組合せ及び許容
限界】
通常時に作用している荷重，降下
火砕物の堆積による荷重，積雪荷
重，風荷重及び運転時の状態で施
設に作用する荷重の考え方を示
す。
【2.1.3(2)b.荷重の組合せ】
上記荷重の組合せの考え方を示
す。

Ⅵ-1-1-1-3-1　火山への配慮に関する基本方針
2.1.3   降下火砕物の影響に対する設計方針
(1)設計方針

【2.1.3降下火砕物の影響に対する設計方針】
・影響因子毎に，降下火砕物に対する火山防護設
計を記載する。
・構造物への荷重,粒子の衝突,閉塞,磨耗,腐食，
敷地周辺の大気汚染，絶縁低下，間接的影響に対
してそれぞれ基本的な設計方針を記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-1　火山への配慮に関
する基本方針
2.1.3   降下火砕物の影響に対す
る設計方針
(1)設計方針

【2.1.3降下火砕物の影響に対する
設計方針】
・影響因子毎に，降下火砕物に対
する火山防護設計を記載する。
・構造物への荷重,粒子の衝突,閉
塞,磨耗,腐食，敷地周辺の大気汚
染，絶縁低下，間接的影響に対し
てそれぞれ基本的な設計方針を記
載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設
の設計方針
1.概要
2.設計の基本方針

【2.設計の基本方針】
・降下火砕物より防護すべき施設がその安全機能
又は重大事故等に対処するために必要な機能を損
なわないよう，降下火砕物の影響を考慮する施設
の設計を行うことを示す。
・影響因子ごとに施設を分類し，施設ごとに機能
設計上の性能目標及び構造強度設計上の性能目標
を，3.以降で示す。
・「3.　施設分類」において，施設への影響を及
ぼし得る影響因子として，構造物への荷重,粒子
の衝突,閉塞,磨耗,腐食，中央監視室等の大気汚
染，絶縁低下，間接的影響を抽出し，それらに対
して影響を考慮する施設を抽出する。

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針
1.概要
2.設計の基本方針

【2.設計の基本方針】
・降下火砕物より防護すべき施設
がその安全機能又は重大事故等に
対処するために必要な機能を損な
わないよう，降下火砕物の影響を
考慮する施設の設計を行うことを
示す。
・影響因子ごとに施設を分類し，
施設ごとに機能設計上の性能目標
及び構造強度設計上の性能目標
を，3.以降で示す。
・「3.　施設分類」において，施
設への影響を及ぼし得る影響因子
として，構造物への荷重,粒子の衝
突,閉塞,磨耗,腐食，中央監視室等
の大気汚染，絶縁低下，間接的影
響を抽出し，それらに対して影響
を考慮する施設を抽出する。

基本方針
対象選定

基本方針
設計方針

第１Gr申請と同一

第１Gr申請と同一

10

(2)　降下火砕物に対する防護対策
降下火砕物の影響を考慮する施設は，降下火砕物による「直接的影響」及
び「間接的影響」に対して，以下の適切な防護措置を講じることで安全機
能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針

6
さらに，重大事故等対処設備についても，降下火砕物の影響に対し，必要
な機能が損なわれないよう，防護措置その他の適切な措置を講ずる設計と
する。

冒頭宣言 基本方針 - - - - - - - - - - -

〇 基本方針 - 第１Gr申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

7

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処
設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設
重大事故等対処設備は，火山の影響による損傷を考慮して，代替設備によ
り必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行う
こと又はこれらを適切に組み合わせることにより，その機能を損なわない
設計とする。また，機能が確保できない場合には，関連する工程を停止す
ること等を保安規定に定めて，管理する。

冒頭宣言

8
(1)　防護設計における降下火砕物の特性の設定及び荷重の設定
　設計に用いる降下火砕物は，事業指定（変更許可）を受けた層厚55cm，
密度1.3g／cm3（湿潤状態）と設定する。

定義

9

 降下火砕物に対する防護設計を行うために，降下火砕物を湿潤状態とし
た場合における荷重，個々の施設に常時作用する荷重，運転時荷重及び火
山と同時に発生し得る自然現象による荷重を組み合わせた荷重（以下「設
計荷重（火山）」という。）を設定する。
 また，火山と同時に発生し得る自然現象による荷重については，火山と
同時に発生し得る自然現象が与える影響を踏まえた検討により，風（台
風）及び積雪による荷重を考慮する。

冒頭宣言

10

(2)　降下火砕物に対する防護対策
降下火砕物の影響を考慮する施設は，降下火砕物による「直接的影響」及
び「間接的影響」に対して，以下の適切な防護措置を講じることで安全機
能を損なわない設計とする。

冒頭宣言

6
さらに，重大事故等対処設備についても，降下火砕物の影響に対し，必要
な機能が損なわれないよう，防護措置その他の適切な措置を講ずる設計と
する。

冒頭宣言

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更③）

申請対象設備
（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

Ⅵ－１－１－１－３－１　火山へ
の配慮に関する基本方針

2. 火山防護に関する基本方針
2.1.1　降下火砕物より防護すべき
施設

【火山より防護すべき施設】
降下火砕物より防護すべき施設
は，安全機能を有する施設のう
ち，安全評価上その機能を期待す
る構築物，系統及び機器を漏れな
く抽出する観点から安全上重要な
機能を有する構築物，系統及び機
器（以下「降下火砕物防護対象施
設」という。）並びに重大事故等
対処設備並びに使用済燃料を収納
した輸送容器とする。

Ⅵ－１－１－１－３－１　火山へ
の配慮に関する基本方針

2. 火山防護に関する基本方針
2.1.2　降下火砕物より防護すべき
施設

【火山より防護すべき施設】
降下火砕物より防護すべき施設
は，安全機能を有する施設のう
ち，安全評価上その機能を期待す
る構築物，系統及び機器を漏れな
く抽出する観点から安全上重要な
機能を有する構築物，系統及び機
器（以下「降下火砕物防護対象施
設」という。）並びに重大事故等
対処設備並びに使用済燃料を収納
した輸送容器とする。

〇 - 施設共通　基本設計方針 -

Ⅵ－１－１－１－３－１　火山へ
の配慮に関する基本方針

1．概要
2. 火山防護に関する基本方針
2.1 基本方針

【火山より防護すべき施設】
内的事象を要因とする重大事故等
へ対処する常設重大事故等対処設
備のうち安全上重要な施設以外の
安全機能を有する施設と兼用する
常設重大事故等対処設備は，火山
の影響による損傷を考慮して，代
替設備により必要な機能を確保す
ること，安全上支障のない期間で
修理等の対応を行うこと，関連す
る工程の停止等又はそれらを適切
に組み合わせることで，重大事故
等に対処するための機能を損なう
おそれがない設計とする。

第２Gr申請と同一

第１Gr申請と同一

〇 〇 第２Gr申請と同一

第１Gr申請と同一 第１Gr申請と同一

第１Gr申請と同一 第１Gr申請と同一

第１Gr申請と同一

〇 〇
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類　構成

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

Ⅵ-1-1-1-3-1　火山への配慮に関する基本方針
2.1.3   降下火砕物の影響に対する設計方針
(2)  荷重の組合せ及び許容限界

【2.1.3(2)荷重の組合せ及び許容限界】
許容限界の設定の考え方を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-1　火山への配慮に関
する基本方針
2.1.3   降下火砕物の影響に対す
る設計方針
(2)  荷重の組合せ及び許容限界

【2.1.3(2)荷重の組合せ及び許容
限界】
許容限界の設定の考え方を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設
の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.1   構造物への荷重を考慮する施設

【4.1 構造物への荷重を考慮する施設】
構造物への荷重を考慮する施設に関して(1)では
該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能
及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設
等の機能として必要となる事項は、「5.1構造物
への荷重を考慮する施設」に記載する。また、構
造強度設計上の性能目標を達成するための強度計
算を「Ⅴ-別添2　火山への配慮が必要な施設の強
度に関する説明書」に示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.1   構造物への荷重を考慮する
施設

【4.1 構造物への荷重を考慮する
施設】
構造物への荷重を考慮する施設に
関して(1)では該当施設等を列挙
し、(2)(3)では要求される性能及
び性能目標を記載する。なお、そ
れぞれの施設等の機能として必要
となる事項は、「5.1構造物への荷
重を考慮する施設」に記載する。
また、構造強度設計上の性能目標
を達成するための強度計算を「Ⅴ-
別添2　火山への配慮が必要な施設
の強度に関する説明書」に示す。

12

降下火砕物防護対象施設等及び使用済燃料収納キャスクに波及的影響を及
ぼし得る施設は，設計荷重（火山）に対して，構造健全性を維持し，降下
火砕物防護対象施設等及び使用済燃料収納キャスクへの波及的影響を防止
する設計とする。

評価要求

竜巻防護対策設備（竜巻防護対策設
備）
使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保
管庫

設計方針
評価方法
評価条件
評価（強度計算）

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設
の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.1   構造物への荷重を考慮する施設

【4.1 構造物への荷重を考慮する施設】
構造物への荷重を考慮する施設に関して(1)では
該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能
及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設
等の機能として必要となる事項は、「5.1構造物
への荷重を考慮する施設」に記載する。また、構
造強度設計上の性能目標を達成するための強度計
算を「Ⅴ-別添2　火山への配慮が必要な施設の強
度に関する説明書」に示す。

〇 竜巻防護対策設備 -

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.1   構造物への荷重を考慮する
施設

【4.1 構造物への荷重を考慮する
施設】
構造物への荷重を考慮する施設に
関して(1)では該当施設等を列挙
し、(2)(3)では要求される性能及
び性能目標を記載する。なお、そ
れぞれの施設等の機能として必要
となる事項は、「5.1構造物への荷
重を考慮する施設」に記載する。
また、構造強度設計上の性能目標
を達成するための強度計算を「Ⅴ-
別添2　火山への配慮が必要な施設
の強度に関する説明書」に示す。

- - - - - -

Ⅵ-1-1-1-3-1　火山への配慮に関する基本方針
2.1.3   降下火砕物の影響に対する設計方針
(2)  荷重の組合せ及び許容限界

【2.1.3(2)荷重の組合せ及び許容限界】
建築基準法における積雪の荷重の考え方に準拠
し，降下火砕物の降下から30日以内に降下火砕物
を適切に除去することを前提条件として，降下火
砕物の堆積による荷重を短期に生じる荷重とする
方針を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-1　火山への配慮に関
する基本方針
2.1.3   降下火砕物の影響に対す
る設計方針
(2)  荷重の組合せ及び許容限界

【2.1.3(2)荷重の組合せ及び許容
限界】
建築基準法における積雪の荷重の
考え方に準拠し，降下火砕物の降
下から30日以内に降下火砕物を適
切に除去することを前提条件とし
て，降下火砕物の堆積による荷重
を短期に生じる荷重とする方針を
示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設
の設計方針
5.　機能設計

【5.　機能設計】
4.の要求機能及び性能目標から展開される機能設
計に加えて降下火砕物の堆積については適切に除
去する運用とする旨を示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針
5.　機能設計

【5.　機能設計】
4.の要求機能及び性能目標から展
開される機能設計に加えて降下火
砕物の堆積については適切に除去
する運用とする旨を示す。

14
屋内の重大事故等対処設備については，降下火砕物による短期的な荷重に
より機能を損なわないように，設計荷重（火山）に対し安全余裕を有する
建屋内に設置する設計とする。

評価要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
制御建屋
主排気筒管理建屋
緊急時対策建屋
第１保管庫・貯水所
第２保管庫・貯水所

設計方針
評価方法
評価条件
評価（強度計算）

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設
の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.1   構造物への荷重を考慮する施設

【4.1 構造物への荷重を考慮する施設】
構造物への荷重を考慮する施設に関して(1)では
該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能
及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設
等の機能として必要となる事項は、「5.1構造物
への荷重を考慮する施設」に記載する。また、構
造強度設計上の性能目標を達成するための強度計
算を「Ⅴ-別添2　火山への配慮が必要な施設の強
度に関する説明書」に示す。

- - - - - - - - - - -

15

屋外の常設重大事故等対処設備のうち降下火砕物が堆積しやすい構造を有
する施設については，降下火砕物による荷重により機能を損なわないよう
に，設計荷重（火山）に対し安全余裕を有することで，重大事故等対処設
備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。

評価要求

主排気筒（主排気筒）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建
屋換気設備）

設計方針
評価方法
評価条件
評価（強度計算）

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設
の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.1   構造物への荷重を考慮する施設

【4.1 構造物への荷重を考慮する施設】
構造物への荷重を考慮する施設に関して(1)では
該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能
及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設
等の機能として必要となる事項は、「5.1構造物
への荷重を考慮する施設」に記載する。また、構
造強度設計上の性能目標を達成するための強度計
算を「Ⅴ-別添2　火山への配慮が必要な施設の強
度に関する説明書」に示す。

- - - - - - - - - - -

16

屋外の可搬型重大事故等対処設備のうち，火山事象時に使用する可搬型重
大事故等対処設備は，設計荷重（火山）に対し安全余裕を有する建屋内に
移動することにより，重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために
必要な機能を損なわない設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設
の設計方針]
3.　施設分類
3.1   降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因
子との関連

【3.1降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因
子との関連】
・影響因子に対して屋外の重大事故等対処設備に
ついては，対処が共通であることから本項にて設
計方針をまとめて記載する。
・火山事象時に使用する可搬型重大事故等対処設
備は外部からの損傷を防止できる建屋等内へ配備
すること
・その他の屋外の可搬型重大事故等対処設備は降
下火砕物を除去すること

- - - - - - - - - - -

〇 安全冷却水B冷却塔 - - - - -

基本方針
設計方針

基本方針
設計方針
評価方法
評価条件
評価（強度計算）

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
チャンネルボックス・バーナブルポイ
ズン処理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋
制御建屋
分析建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋
主排気筒（主排気筒）
安全冷却水系（安全冷却水系）
塔槽類排ガス処理設備（ウラン・プル
トニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処
理設備）
塔槽類排ガス処理設備（高レベル廃液
ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設
備）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建
屋換気設備）

- -11

a.　直接的影響に対する設計方針
(a) 構造物への静的負荷
降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び冷却塔等の屋外に設置する降
下火砕物防護対象施設のうち降下火砕物が堆積しやすい構造を有する施設
は，当該施設に要求される機能に応じて適切な許容荷重を設定し，設計荷
重（火山）に対して，構造健全性を維持し，安全機能を損なわない設計と
する。降下火砕物の影響を考慮する施設は，降下火砕物が堆積しやすい構
造を有する場合には荷重による影響を考慮する。

評価要求

13
なお，降下火砕物が長期的に堆積しないよう当該施設に堆積する降下火砕
物の除去を適切に行うことから，降下火砕物による荷重を短期に生じる荷
重として設定する。

運用要求 施設共通　基本設計方針 〇 施設共通　基本設計方針 - 第１Gr申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

12

降下火砕物防護対象施設等及び使用済燃料収納キャスクに波及的影響を及
ぼし得る施設は，設計荷重（火山）に対して，構造健全性を維持し，降下
火砕物防護対象施設等及び使用済燃料収納キャスクへの波及的影響を防止
する設計とする。

評価要求

14
屋内の重大事故等対処設備については，降下火砕物による短期的な荷重に
より機能を損なわないように，設計荷重（火山）に対し安全余裕を有する
建屋内に設置する設計とする。

評価要求

15

屋外の常設重大事故等対処設備のうち降下火砕物が堆積しやすい構造を有
する施設については，降下火砕物による荷重により機能を損なわないよう
に，設計荷重（火山）に対し安全余裕を有することで，重大事故等対処設
備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。

評価要求

16

屋外の可搬型重大事故等対処設備のうち，火山事象時に使用する可搬型重
大事故等対処設備は，設計荷重（火山）に対し安全余裕を有する建屋内に
移動することにより，重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために
必要な機能を損なわない設計とする。

運用要求

11

a.　直接的影響に対する設計方針
(a) 構造物への静的負荷
降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び冷却塔等の屋外に設置する降
下火砕物防護対象施設のうち降下火砕物が堆積しやすい構造を有する施設
は，当該施設に要求される機能に応じて適切な許容荷重を設定し，設計荷
重（火山）に対して，構造健全性を維持し，安全機能を損なわない設計と
する。降下火砕物の影響を考慮する施設は，降下火砕物が堆積しやすい構
造を有する場合には荷重による影響を考慮する。

評価要求

13
なお，降下火砕物が長期的に堆積しないよう当該施設に堆積する降下火砕
物の除去を適切に行うことから，降下火砕物による荷重を短期に生じる荷
重として設定する。

運用要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更③）

申請対象設備
（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

〇 - 竜巻防護対策設備 -

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.1   構造物への荷重を考慮する
施設

【4.1 構造物への荷重を考慮する
施設】
構造物への荷重を考慮する施設に
関して(1)では該当施設等を列挙
し、(2)(3)では要求される性能及
び性能目標を記載する。なお、そ
れぞれの施設等の機能として必要
となる事項は、「5.1構造物への荷
重を考慮する施設」に記載する。
また、構造強度設計上の性能目標
を達成するための強度計算を「Ⅴ-
別添2　火山への配慮が必要な施設
の強度に関する説明書」に示す。

〇
竜巻防護対策設備
使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保
管庫

竜巻防護対策設備 - - -

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.1   構造物への荷重を考慮する
施設

【4.1 構造物への荷重を考慮する
施設】
構造物への荷重を考慮する施設に
関して(1)では該当施設等を列挙
し、(2)(3)では要求される性能及
び性能目標を記載する。なお、そ
れぞれの施設等の機能として必要
となる事項は、「5.1構造物への荷
重を考慮する施設」に記載する。
また、構造強度設計上の性能目標
を達成するための強度計算を「Ⅴ-
別添2　火山への配慮が必要な施設
の強度に関する説明書」に示す。

〇 -

前処理建屋
分離建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋

第１保管庫・貯水所
第２保管庫・貯水所

-

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.1   構造物への荷重を考慮する
施設

【4.1 構造物への荷重を考慮する
施設】
構造物への荷重を考慮する施設に
関して(1)では該当施設等を列挙
し、(2)(3)では要求される性能及
び性能目標を記載する。なお、そ
れぞれの施設等の機能として必要
となる事項は、「5.1構造物への荷
重を考慮する施設」に記載する。
また、構造強度設計上の性能目標
を達成するための強度計算を「Ⅴ-
別添2　火山への配慮が必要な施設
の強度に関する説明書」に示す。

〇 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

精製建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋
制御建屋
主排気筒管理建屋

緊急時対策建屋

- - -

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.1   構造物への荷重を考慮する
施設

【4.1 構造物への荷重を考慮する
施設】
構造物への荷重を考慮する施設に
関して(1)では該当施設等を列挙
し、(2)(3)では要求される性能及
び性能目標を記載する。なお、そ
れぞれの施設等の機能として必要
となる事項は、「5.1構造物への荷
重を考慮する施設」に記載する。
また、構造強度設計上の性能目標
を達成するための強度計算を「Ⅴ-
別添2　火山への配慮が必要な施設
の強度に関する説明書」に示す。

〇 - 施設共通　基本設計方針 -

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.1   構造物への荷重を考慮する
施設

【4.1 構造物への荷重を考慮する
施設】
構造物への荷重を考慮する施設に
関して(1)では該当施設等を列挙
し、(2)(3)では要求される性能及
び性能目標を記載する。なお、そ
れぞれの施設等の機能として必要
となる事項は、「5.1構造物への荷
重を考慮する施設」に記載する。
また、構造強度設計上の性能目標
を達成するための強度計算を「Ⅴ-
別添2　火山への配慮が必要な施設
の強度に関する説明書」に示す。

〇 - 施設共通　基本設計方針 -

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針]
3.　施設分類
3.1   降下火砕物の影響を考慮す
る施設と影響因子との関連

【3.1降下火砕物の影響を考慮する
施設と影響因子との関連】
・影響因子に対して屋外の重大事
故等対処設備については，対処が
共通であることから本項にて設計
方針をまとめて記載する。
・火山事象時に使用する可搬型重
大事故等対処設備は外部からの損
傷を防止できる建屋等内へ配備す
ること
・その他の屋外の可搬型重大事故
等対処設備は降下火砕物を除去す
ること

- - -
【2.1.3(2)荷重の組合せ及び許容

限界】
許容限界の設定の考え方を示す。

【4.1 構造物への荷重を考慮する
施設】

構造物への荷重を考慮する施設に
関して(1)では該当施設等を列挙
し、(2)(3)では要求される性能及
び性能目標を記載する。なお、そ
れぞれの施設等の機能として必要
となる事項は、「5.1構造物への荷
重を考慮する施設」に記載する。
また、構造強度設計上の性能目標
を達成するための強度計算を「Ⅴ-
別添2　火山への配慮が必要な施設
の強度に関する説明書」に示す。

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
安全冷却水系（安全冷却水系）

精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
チャンネルボックス・バーナブルポイ
ズン処理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋
制御建屋
分析建屋
主排気筒管理建屋
主排気筒（主排気筒）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋換気設備）
塔槽類排ガス処理設備（高レベル廃液
ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設
備）
塔槽類排ガス処理設備（ウラン・プル
トニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処
理設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建
屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）

〇
【2.1.3(2)荷重の組合せ及び許容
限界】
許容限界の設定の考え方を示す。

【4.1 構造物への荷重を考慮する
施設】
構造物への荷重を考慮する施設に
関して(1)では該当施設等を列挙
し、(2)(3)では要求される性能及
び性能目標を記載する。なお、そ
れぞれの施設等の機能として必要
となる事項は、「5.1構造物への荷
重を考慮する施設」に記載する。
また、構造強度設計上の性能目標
を達成するための強度計算を「Ⅴ-
別添2　火山への配慮が必要な施設
の強度に関する説明書」に示す。

前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
非常用電源建屋
安全冷却水系（安全冷却水系）

- 〇

第２Gr申請と同一

第２Gr申請と同一

-

第１Gr申請と同一 第１Gr申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類　構成

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

17

上記以外の屋外の可搬型重大事故等対処設備については，降下火砕物によ
る荷重により機能を損なわないように，降下火砕物を除去することによ
り，重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損な
わない設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設
の設計方針]
3.　施設分類
3.1   降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因
子との関連

【3.1降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因
子との関連】
・影響因子に対して屋外の重大事故等対処設備に
ついては，対処が共通であることから本項にて設
計方針をまとめて記載する。
・火山事象時に使用する可搬型重大事故等対処設
備は外部からの損傷を防止できる建屋等内へ配備
すること
・その他の屋外の可搬型重大事故等対処設備は降
下火砕物を除去すること

- - - - - - - - - - -

18
重大事故等対処設備に波及的影響を及ぼし得る施設は，設計荷重（火山）
に対して，構造健全性を維持し，重大事故等対処設備への波及的影響を防
止する設計とする。

評価要求
竜巻防護対策設備（竜巻防護対策設
備）

設計方針
評価方法
評価条件
評価（強度計算）

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設
の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.1   構造物への荷重を考慮する施設

【4.1 構造物への荷重を考慮する施設】
構造物への荷重を考慮する施設に関して(1)では
該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能
及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設
等の機能として必要となる事項は、「5.1構造物
への荷重を考慮する施設」に記載する。また、構
造強度設計上の性能目標を達成するための強度計
算を「Ⅴ-別添2　火山への配慮が必要な施設の強
度に関する説明書」に示す。

〇 竜巻防護対策設備 -

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.1   構造物への荷重を考慮する
施設

【4.1 構造物への荷重を考慮する
施設】
構造物への荷重を考慮する施設に
関して(1)では該当施設等を列挙
し、(2)(3)では要求される性能及
び性能目標を記載する。なお、そ
れぞれの施設等の機能として必要
となる事項は、「5.1構造物への荷
重を考慮する施設」に記載する。
また、構造強度設計上の性能目標
を達成するための強度計算を「Ⅴ-
別添2　火山への配慮が必要な施設
の強度に関する説明書」に示す。

- - - - - -

19

(b) 構造物への粒子の衝突
降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び屋外に設置する降下火砕物防
護対象施設は，構造物への降下火砕物の粒子の衝突の影響により，安全機
能を損なわない設計とする。
なお，粒子の衝撃荷重による影響は，竜巻の設計飛来物の影響に包絡され
るため，「3.3.2　竜巻」に示す基本設計方針に基づく設計とする。

冒頭宣言 基本方針
基本方針
設計方針

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設
の設計方針]
3.　施設分類
3.1   降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因
子との関連

【3.1降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因
子との関連】
構造物への粒子の衝突による影響については，竜
巻の設計飛来物の影響に包絡され，「竜巻防護に
関する施設の設計方針」において示す。

〇 施設共通　基本設計方針 -

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針]
3.　施設分類
3.1   降下火砕物の影響を考慮す
る施設と影響因子との関連

【3.1降下火砕物の影響を考慮する
施設と影響因子との関連】
構造物への粒子の衝突による影響
については，竜巻の設計飛来物の
影響に包絡され，「竜巻防護に関
する施設の設計方針」において示
す。

20

(c) 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系に対する機
械的影響（閉塞）
屋外に設置する降下火砕物防護対象施設である主排気筒は，排気の吹き上
げにより降下火砕物が侵入し難い構造とする。降下火砕物が主排気筒内に
侵入した場合でも，異物の除去が可能な構造とすること及び異物の溜まる
空間を設けることで，閉塞の影響により安全機能を損なわない設計とす
る。

設置要求 主排気筒（主排気筒） 設計方針

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設
の設計方針
4.2 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安
全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設

【4.2 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び
安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧
縮空気系における閉塞を考慮する施設に関して
(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求さ
れる性能及び性能目標を記載する。なお、それぞ
れの施設等の機能として必要となる事項は、
「5.2構造物，換気系，電気系，計測制御系及び
安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設」に
記載する。

- - - - - - - - - - -

23

重大事故等対処設備を収納する建屋は，外気取入口を降下火砕物が侵入し
難い構造とし，降下火砕物が取り込まれたとしても，重大事故等対処設備
を収納する建屋の換気設備にはフィルタを設置し，建屋内部への降下火砕
物の侵入を防止することにより，重大事故等対処設備の重大事故等に対処
するために必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
機能要求①

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
制御建屋
主排気筒管理建屋
緊急時対策建屋
第１保管庫・貯水所
第２保管庫・貯水所

設計方針

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設
の設計方針
4.2構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安
全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設

【4.2 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び
安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧
縮空気系における閉塞を考慮する施設に関して
(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求さ
れる性能及び性能目標を記載する。なお、それぞ
れの施設等の機能として必要となる事項は、
「5.2構造物，換気系，電気系，計測制御系及び
安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設」に
記載する。

- - - - - - - - - - -

第１Gr申請と同一

21

降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び中央制御室換気設備等の降下
火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設は，外気取入口に
防雪フードを設置する設計とすることで，降下火砕物が侵入し難い構造と
する。

設置要求

22

降下火砕物が取り込まれたとしても，降下火砕物防護対象施設を収納する
建屋の換気設備及び中央制御室換気設備等にフィルタを設置し，建屋内部
等への降下火砕物の侵入を防止すること又は空間を設けることにより冷却
空気流路が直ちに閉塞しないようにすることで，閉塞の影響により安全機
能を損なわない設計とする。
さらに，降下火砕物がフィルタに付着した場合でも交換又は清掃が可能な
構造とすることで，閉塞の影響により安全機能を損なわない設計とする。
なお，非常用ディーゼル発電機及び安全圧縮空気系空気圧縮機は，フィル
タを通過した小さな粒径の降下火砕物が侵入した場合でも，閉塞の影響に
より安全機能を損なわない設計とする。

機能要求①

換気設備（使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋給気系）
換気設備（前処理建屋給気系）
換気設備（分離建屋給気系）
換気設備（精製建屋給気系）
換気設備（ウラン脱硝建屋給気系）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋給気系）
ウラン酸化物貯蔵設備（ウラン酸化物
貯蔵設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合
酸化物貯蔵建屋給気系）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建
屋換気給気系）
換気設備（第１ガラス固化体貯蔵建屋
給気系）
換気設備（チャンネルボックス・バー
ナブルポイズン処理建屋給気系）
換気設備（ハル・エンドピース貯蔵建
屋給気系）
制御室換気設備（制御室換気設備）
換気設備（分析建屋給気系）
換気設備（非常用電源建屋給気系）
換気設備（主排気筒管理建屋給気系）
ガラス固化体貯蔵設備（ガラス固化体
貯蔵設備）
電気設備（ディーゼル発電機）
安全圧縮空気系（安全圧縮空気系）

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
チャンネルボックス・バーナブルポイ
ズン処理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋
制御建屋
分析建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋
制御室換気設備（制御室換気設備）
ガラス固化体貯蔵設備（ガラス固化体
貯蔵設備）
電気設備（ディーゼル発電機）
安全圧縮空気系（安全圧縮空気系）

設計方針

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設
の設計方針
4.2構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安
全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設

【4.2 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び
安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧
縮空気系における閉塞を考慮する施設に関して
(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求さ
れる性能及び性能目標を記載する。なお、それぞ
れの施設等の機能として必要となる事項は、
「5.2構造物，換気系，電気系，計測制御系及び
安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設」に
記載する。

- - - - - - -

- - -- - - - - - - -

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設
の設計方針
4.2構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安
全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設

- - - -

設計方針

【4.2 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び
安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧
縮空気系における閉塞を考慮する施設に関して
(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求さ
れる性能及び性能目標を記載する。なお、それぞ
れの施設等の機能として必要となる事項は、
「5.2構造物，換気系，電気系，計測制御系及び
安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設」に
記載する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

17

上記以外の屋外の可搬型重大事故等対処設備については，降下火砕物によ
る荷重により機能を損なわないように，降下火砕物を除去することによ
り，重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損な
わない設計とする。

運用要求

18
重大事故等対処設備に波及的影響を及ぼし得る施設は，設計荷重（火山）
に対して，構造健全性を維持し，重大事故等対処設備への波及的影響を防
止する設計とする。

評価要求

19

(b) 構造物への粒子の衝突
降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び屋外に設置する降下火砕物防
護対象施設は，構造物への降下火砕物の粒子の衝突の影響により，安全機
能を損なわない設計とする。
なお，粒子の衝撃荷重による影響は，竜巻の設計飛来物の影響に包絡され
るため，「3.3.2　竜巻」に示す基本設計方針に基づく設計とする。

冒頭宣言

20

(c) 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系に対する機
械的影響（閉塞）
屋外に設置する降下火砕物防護対象施設である主排気筒は，排気の吹き上
げにより降下火砕物が侵入し難い構造とする。降下火砕物が主排気筒内に
侵入した場合でも，異物の除去が可能な構造とすること及び異物の溜まる
空間を設けることで，閉塞の影響により安全機能を損なわない設計とす
る。

設置要求

23

重大事故等対処設備を収納する建屋は，外気取入口を降下火砕物が侵入し
難い構造とし，降下火砕物が取り込まれたとしても，重大事故等対処設備
を収納する建屋の換気設備にはフィルタを設置し，建屋内部への降下火砕
物の侵入を防止することにより，重大事故等対処設備の重大事故等に対処
するために必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
機能要求①

21

降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び中央制御室換気設備等の降下
火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設は，外気取入口に
防雪フードを設置する設計とすることで，降下火砕物が侵入し難い構造と
する。

設置要求

22

降下火砕物が取り込まれたとしても，降下火砕物防護対象施設を収納する
建屋の換気設備及び中央制御室換気設備等にフィルタを設置し，建屋内部
等への降下火砕物の侵入を防止すること又は空間を設けることにより冷却
空気流路が直ちに閉塞しないようにすることで，閉塞の影響により安全機
能を損なわない設計とする。
さらに，降下火砕物がフィルタに付着した場合でも交換又は清掃が可能な
構造とすることで，閉塞の影響により安全機能を損なわない設計とする。
なお，非常用ディーゼル発電機及び安全圧縮空気系空気圧縮機は，フィル
タを通過した小さな粒径の降下火砕物が侵入した場合でも，閉塞の影響に
より安全機能を損なわない設計とする。

機能要求①

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更③）

申請対象設備
（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

〇 - 施設共通　基本設計方針 -

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針]
3.　施設分類
3.1   降下火砕物の影響を考慮す
る施設と影響因子との関連

【3.1降下火砕物の影響を考慮する
施設と影響因子との関連】
・影響因子に対して屋外の重大事
故等対処設備については，対処が
共通であることから本項にて設計
方針をまとめて記載する。
・火山事象時に使用する可搬型重
大事故等対処設備は外部からの損
傷を防止できる建屋等内へ配備す
ること
・その他の屋外の可搬型重大事故
等対処設備は降下火砕物を除去す
ること

〇 - 竜巻防護対策設備 -

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.1   構造物への荷重を考慮する
施設

【4.1 構造物への荷重を考慮する
施設】
構造物への荷重を考慮する施設に
関して(1)では該当施設等を列挙
し、(2)(3)では要求される性能及
び性能目標を記載する。なお、そ
れぞれの施設等の機能として必要
となる事項は、「5.1構造物への荷
重を考慮する施設」に記載する。
また、構造強度設計上の性能目標
を達成するための強度計算を「Ⅴ-
別添2　火山への配慮が必要な施設
の強度に関する説明書」に示す。

〇 竜巻防護対策設備 竜巻防護対策設備 - - -

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針
4.　要求機能及び性能目標
4.1   構造物への荷重を考慮する
施設

【4.1 構造物への荷重を考慮する
施設】
構造物への荷重を考慮する施設に
関して(1)では該当施設等を列挙
し、(2)(3)では要求される性能及
び性能目標を記載する。なお、そ
れぞれの施設等の機能として必要
となる事項は、「5.1構造物への荷
重を考慮する施設」に記載する。
また、構造強度設計上の性能目標
を達成するための強度計算を「Ⅴ-
別添2　火山への配慮が必要な施設
の強度に関する説明書」に示す。

- - - - - 〇 - 主排気筒（主排気筒） - - -

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針
4.2 構造物，換気系，電気系，計
測制御系及び安全圧縮空気系にお
ける閉塞を考慮する施設

【4.2 構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系に
おける閉塞を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制
御系及び安全圧縮空気系における
閉塞を考慮する施設に関して(1)で
は該当施設等を列挙し、(2)(3)で
は要求される性能及び性能目標を
記載する。なお、それぞれの施設
等の機能として必要となる事項
は、「5.2構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空気
系における閉塞を考慮する施設」
に記載する。

〇 -

前処理建屋
分離建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋

第１保管庫・貯水所
第２保管庫・貯水所

-

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針
4.2構造物，換気系，電気系，計測
制御系及び安全圧縮空気系におけ
る閉塞を考慮する施設

【4.2 構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系に
おける閉塞を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制
御系及び安全圧縮空気系における
閉塞を考慮する施設に関して(1)で
は該当施設等を列挙し、(2)(3)で
は要求される性能及び性能目標を
記載する。なお、それぞれの施設
等の機能として必要となる事項
は、「5.2構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空気
系における閉塞を考慮する施設」
に記載する。

〇 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

精製建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋
制御建屋
主排気筒管理建屋

緊急時対策建屋

- - -

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針
4.2構造物，換気系，電気系，計測
制御系及び安全圧縮空気系におけ
る閉塞を考慮する施設

【4.2 構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系に
おける閉塞を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制
御系及び安全圧縮空気系における
閉塞を考慮する施設に関して(1)で
は該当施設等を列挙し、(2)(3)で
は要求される性能及び性能目標を
記載する。なお、それぞれの施設
等の機能として必要となる事項
は、「5.2構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空気
系における閉塞を考慮する施設」
に記載する。

第１Gr申請と同一

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
電気設備（ディーゼル発電機）

精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
チャンネルボックス・バーナブルポイ
ズン処理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋
制御建屋
分析建屋
主排気筒管理建屋
制御室換気設備（制御室換気設備）
ガラス固化体貯蔵設備（ガラス固化体
貯蔵設備）

- - -

精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
チャンネルボックス・バーナブルポイ
ズン処理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋
制御建屋
分析建屋
主排気筒管理建屋
制御室換気設備（制御室換気設備）
ガラス固化体貯蔵設備（ガラス固化体
貯蔵設備）

- - -

第１Gr申請と同一

第２Gr申請と同一

-

前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
非常用電源建屋
電気設備（ディーゼル発電機）
安全圧縮空気系（安全圧縮空気系）

- 〇

〇 -

前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
非常用電源建屋
電気設備（ディーゼル発電機）
安全圧縮空気系（安全圧縮空気系）

- 〇

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針
4.2構造物，換気系，電気系，計測
制御系及び安全圧縮空気系におけ
る閉塞を考慮する施設

【4.2 構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系に
おける閉塞を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制
御系及び安全圧縮空気系における
閉塞を考慮する施設に関して(1)で
は該当施設等を列挙し、(2)(3)で
は要求される性能及び性能目標を
記載する。なお、それぞれの施設
等の機能として必要となる事項
は、「5.2構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空気
系における閉塞を考慮する施設」
に記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針
4.2構造物，換気系，電気系，計測
制御系及び安全圧縮空気系におけ
る閉塞を考慮する施設

【4.2 構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系に
おける閉塞を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制
御系及び安全圧縮空気系における
閉塞を考慮する施設に関して(1)で
は該当施設等を列挙し、(2)(3)で
は要求される性能及び性能目標を
記載する。なお、それぞれの施設
等の機能として必要となる事項
は、「5.2構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空気
系における閉塞を考慮する施設」
に記載する。

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針
4.2構造物，換気系，電気系，計測
制御系及び安全圧縮空気系におけ
る閉塞を考慮する施設

【4.2 構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系に
おける閉塞を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制
御系及び安全圧縮空気系における
閉塞を考慮する施設に関して(1)で
は該当施設等を列挙し、(2)(3)で
は要求される性能及び性能目標を
記載する。なお、それぞれの施設
等の機能として必要となる事項
は、「5.2構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空気
系における閉塞を考慮する施設」
に記載する。

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
電気設備（ディーゼル発電機）

〇

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針
4.2構造物，換気系，電気系，計測
制御系及び安全圧縮空気系におけ
る閉塞を考慮する施設

【4.2 構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系に
おける閉塞を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制
御系及び安全圧縮空気系における
閉塞を考慮する施設に関して(1)で
は該当施設等を列挙し、(2)(3)で
は要求される性能及び性能目標を
記載する。なお、それぞれの施設
等の機能として必要となる事項
は、「5.2構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空気
系における閉塞を考慮する施設」
に記載する。

45



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類　構成

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

24

屋外の可搬型重大事故等対処設備のうち，火山事象時に使用する可搬型重
大事故等対処設備は，火山事象時においては建屋内に移動することによ
り，重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損な
わない設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設
の設計方針]
3.　施設分類
3.1   降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因
子との関連

【3.1降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因
子との関連】
・影響因子に対して屋外の重大事故等対処設備に
ついては，対処が共通であることから本項にて設
計方針をまとめて記載する。
・火山事象時に使用する可搬型重大事故等対処設
備は外部からの損傷を防止できる建屋等内へ配備
すること
・その他の屋外の可搬型重大事故等対処設備は降
下火砕物を除去すること

- - - - - - - - - - -

27

屋外に設置される降下火砕物防護対象施設のうち，安全冷却水系の冷却塔
において降下火砕物の影響を受けると想定される部位に対しては，冷却空
気を上方に流すこと及び降下火砕物が侵入し難い構造とすることで，降下
火砕物による摩耗の影響により，安全機能を損なわない設計とする。

設置要求 安全冷却水系（安全冷却水系） 設計方針

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設
の設計方針
4.3  構造物，換気系，電気系，計測制御系及び
安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設

【4.3 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び
安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧
縮空気系における磨耗を考慮する施設に関して
(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求さ
れる性能及び性能目標を記載する。なお、それぞ
れの施設等の機能として必要となる事項は、
「5.3構造物，換気系，電気系，計測制御系及び
安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設」に
記載する。

〇 安全冷却水B冷却塔 -

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針
4.3  構造物，換気系，電気系，計
測制御系及び安全圧縮空気系にお
ける磨耗を考慮する施設

【4.3 構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系に
おける磨耗を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制
御系及び安全圧縮空気系における
磨耗を考慮する施設に関して(1)で
は該当施設等を列挙し、(2)(3)で
は要求される性能及び性能目標を
記載する。なお、それぞれの施設
等の機能として必要となる事項
は、「5.3構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空気
系における磨耗を考慮する施設」
に記載する。

28

重大事故等対処設備を収納する建屋は，外気取入口を降下火砕物が侵入し
難い構造とし，降下火砕物が取り込まれたとしても，重大事故等対処設備
を収納する建屋の換気設備にはフィルタを設置し，建屋内部への降下火砕
物の侵入を防止することにより，重大事故等対処設備の重大事故等に対処
するために必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
機能要求①

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
制御建屋
主排気筒管理建屋
緊急時対策建屋
第１保管庫・貯水所
第２保管庫・貯水所

設計方針

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設
の設計方針
4.3  構造物，換気系，電気系，計測制御系及び
安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設

【4.3 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び
安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧
縮空気系における磨耗を考慮する施設に関して
(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求さ
れる性能及び性能目標を記載する。なお、それぞ
れの施設等の機能として必要となる事項は、
「5.3構造物，換気系，電気系，計測制御系及び
安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設」に
記載する。

- - - - - - - - - - -

29

屋外の可搬型重大事故等対処設備のうち，火山事象時に使用する可搬型重
大事故等対処設備は，火山事象時においては建屋内に移動することによ
り，重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損な
わない設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設
の設計方針]
3.　施設分類
3.1   降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因
子との関連

【3.1降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因
子との関連】
・影響因子に対して屋外の重大事故等対処設備に
ついては，対処が共通であることから本項にて設
計方針をまとめて記載する。
・火山事象時に使用する可搬型重大事故等対処設
備は外部からの損傷を防止できる建屋等内へ配備
すること
・その他の屋外の可搬型重大事故等対処設備は降
下火砕物を除去すること

- - - - - - - - - - -

30

(e) 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系に対する化
学的影響（腐食）
イ. 構造物の化学的影響（腐食）
　降下火砕物防護対象施設を収納する建屋は外壁塗装及び屋上防水を実施
することにより，降下火砕物による短期的な腐食の影響で安全機能を損な
わない設計とする。

評価要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
チャンネルボックス・バーナブルポイ
ズン処理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋
制御建屋
分析建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋

評価方針
評価

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設
の設計方針
4.4 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安
全圧縮空気系における腐食を考慮する施設

【4.4 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び
安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧
縮空気系における腐食を考慮する施設に関して
(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求さ
れる性能及び性能目標を記載する。なお、それぞ
れの施設等の機能として必要となる事項は、
「5.4構造物，換気系，電気系，計測制御系及び
安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設」に
記載する。

- - - - - - - - - - -

第１Gr申請と同一

- -

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
チャンネルボックス・バーナブルポイ
ズン処理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋
制御建屋
分析建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋
制御室換気設備（制御室換気設備）
電気設備（ディーゼル発電機）
安全圧縮空気系（安全圧縮空気系）

設置要求

(d) 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系に対する機
械的影響（磨耗）
中央制御室換気設備等の降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防
護対象施設は，外気取入口に防雪フードを設置する設計とすることで，降
下火砕物が侵入し難い構造とする。

25

換気設備（使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋給気系）
換気設備（前処理建屋給気系）
換気設備（分離建屋給気系）
換気設備（精製建屋給気系）
換気設備（ウラン脱硝建屋給気系）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋給気系）
ウラン酸化物貯蔵設備（ウラン酸化物
貯蔵設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合
酸化物貯蔵建屋給気系）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建
屋換気給気系）
換気設備（第１ガラス固化体貯蔵建屋
給気系）
換気設備（チャンネルボックス・バー
ナブルポイズン処理建屋給気系）
換気設備（ハル・エンドピース貯蔵建
屋給気系）
制御室換気設備（制御室換気設備）
換気設備（分析建屋給気系）
換気設備（非常用電源建屋給気系）
換気設備（主排気筒管理建屋給気系）
電気設備（ディーゼル発電機）
安全圧縮空気系（安全圧縮空気系）

機能要求①

降下火砕物が取り込まれたとしても，降下火砕物防護対象施設を収納する
建屋の換気設備及び中央制御室換気設備等にフィルタを設置し，降下火砕
物の侵入を防止することで，降下火砕物による摩耗の影響により，安全機
能を損なわない設計とする。

26 -

設計方針

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設
の設計方針
4.3 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安
全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設

【4.3 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び
安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧
縮空気系における磨耗を考慮する施設に関して
(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求さ
れる性能及び性能目標を記載する。なお、それぞ
れの施設等の機能として必要となる事項は、
「5.3構造物，換気系，電気系，計測制御系及び
安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設」に
記載する。

- - - - - - - - -

設計方針

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設
の設計方針
4.3  構造物，換気系，電気系，計測制御系及び
安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設

【4.3 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び
安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧
縮空気系における磨耗を考慮する施設に関して
(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求さ
れる性能及び性能目標を記載する。なお、それぞ
れの施設等の機能として必要となる事項は、
「5.3構造物，換気系，電気系，計測制御系及び
安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設」に
記載する。

- - - - - - - - - -
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

24

屋外の可搬型重大事故等対処設備のうち，火山事象時に使用する可搬型重
大事故等対処設備は，火山事象時においては建屋内に移動することによ
り，重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損な
わない設計とする。

運用要求

27

屋外に設置される降下火砕物防護対象施設のうち，安全冷却水系の冷却塔
において降下火砕物の影響を受けると想定される部位に対しては，冷却空
気を上方に流すこと及び降下火砕物が侵入し難い構造とすることで，降下
火砕物による摩耗の影響により，安全機能を損なわない設計とする。

設置要求

28

重大事故等対処設備を収納する建屋は，外気取入口を降下火砕物が侵入し
難い構造とし，降下火砕物が取り込まれたとしても，重大事故等対処設備
を収納する建屋の換気設備にはフィルタを設置し，建屋内部への降下火砕
物の侵入を防止することにより，重大事故等対処設備の重大事故等に対処
するために必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
機能要求①

29

屋外の可搬型重大事故等対処設備のうち，火山事象時に使用する可搬型重
大事故等対処設備は，火山事象時においては建屋内に移動することによ
り，重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損な
わない設計とする。

運用要求

30

(e) 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系に対する化
学的影響（腐食）
イ. 構造物の化学的影響（腐食）
　降下火砕物防護対象施設を収納する建屋は外壁塗装及び屋上防水を実施
することにより，降下火砕物による短期的な腐食の影響で安全機能を損な
わない設計とする。

評価要求

設置要求

(d) 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系に対する機
械的影響（磨耗）
中央制御室換気設備等の降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防
護対象施設は，外気取入口に防雪フードを設置する設計とすることで，降
下火砕物が侵入し難い構造とする。

25

機能要求①

降下火砕物が取り込まれたとしても，降下火砕物防護対象施設を収納する
建屋の換気設備及び中央制御室換気設備等にフィルタを設置し，降下火砕
物の侵入を防止することで，降下火砕物による摩耗の影響により，安全機
能を損なわない設計とする。

26

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更③）

申請対象設備
（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

〇 - 施設共通　基本設計方針 -

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針]
3.　施設分類
3.1   降下火砕物の影響を考慮す
る施設と影響因子との関連

【3.1降下火砕物の影響を考慮する
施設と影響因子との関連】
・影響因子に対して屋外の重大事
故等対処設備については，対処が
共通であることから本項にて設計
方針をまとめて記載する。
・火山事象時に使用する可搬型重
大事故等対処設備は外部からの損
傷を防止できる建屋等内へ配備す
ること
・その他の屋外の可搬型重大事故
等対処設備は降下火砕物を除去す
ること

〇 - 安全冷却水系（安全冷却水系） -

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針
4.3  構造物，換気系，電気系，計
測制御系及び安全圧縮空気系にお
ける磨耗を考慮する施設

【4.3 構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系に
おける磨耗を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制
御系及び安全圧縮空気系における
磨耗を考慮する施設に関して(1)で
は該当施設等を列挙し、(2)(3)で
は要求される性能及び性能目標を
記載する。なお、それぞれの施設
等の機能として必要となる事項
は、「5.3構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空気
系における磨耗を考慮する施設」
に記載する。

〇 安全冷却水系（安全冷却水系） - - - -

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針
4.3  構造物，換気系，電気系，計
測制御系及び安全圧縮空気系にお
ける磨耗を考慮する施設

【4.3 構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系に
おける磨耗を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制
御系及び安全圧縮空気系における
磨耗を考慮する施設に関して(1)で
は該当施設等を列挙し、(2)(3)で
は要求される性能及び性能目標を
記載する。なお、それぞれの施設
等の機能として必要となる事項
は、「5.3構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空気
系における磨耗を考慮する施設」
に記載する。

〇 -

前処理建屋
分離建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋

第１保管庫・貯水所
第２保管庫・貯水所

-

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針
4.3  構造物，換気系，電気系，計
測制御系及び安全圧縮空気系にお
ける磨耗を考慮する施設

【4.3 構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系に
おける磨耗を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制
御系及び安全圧縮空気系における
磨耗を考慮する施設に関して(1)で
は該当施設等を列挙し、(2)(3)で
は要求される性能及び性能目標を
記載する。なお、それぞれの施設
等の機能として必要となる事項
は、「5.3構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空気
系における磨耗を考慮する施設」
に記載する。

〇 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

精製建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋
制御建屋
主排気筒管理建屋

緊急時対策建屋

- - -

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針
4.3  構造物，換気系，電気系，計
測制御系及び安全圧縮空気系にお
ける磨耗を考慮する施設

【4.3 構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系に
おける磨耗を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制
御系及び安全圧縮空気系における
磨耗を考慮する施設に関して(1)で
は該当施設等を列挙し、(2)(3)で
は要求される性能及び性能目標を
記載する。なお、それぞれの施設
等の機能として必要となる事項
は、「5.3構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空気
系における磨耗を考慮する施設」
に記載する。

〇 -

前処理建屋
分離建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋

第１保管庫・貯水所
第２保管庫・貯水所

-

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針]
3.　施設分類
3.1   降下火砕物の影響を考慮す
る施設と影響因子との関連

【3.1降下火砕物の影響を考慮する
施設と影響因子との関連】
・影響因子に対して屋外の重大事
故等対処設備については，対処が
共通であることから本項にて設計
方針をまとめて記載する。
・火山事象時に使用する可搬型重
大事故等対処設備は外部からの損
傷を防止できる建屋等内へ配備す
ること
・その他の屋外の可搬型重大事故
等対処設備は降下火砕物を除去す
ること

〇 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

精製建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋
制御建屋
主排気筒管理建屋

緊急時対策建屋

- - -

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針]
3.　施設分類
3.1   降下火砕物の影響を考慮す
る施設と影響因子との関連

【3.1降下火砕物の影響を考慮する
施設と影響因子との関連】
・影響因子に対して屋外の重大事
故等対処設備については，対処が
共通であることから本項にて設計
方針をまとめて記載する。
・火山事象時に使用する可搬型重
大事故等対処設備は外部からの損
傷を防止できる建屋等内へ配備す
ること
・その他の屋外の可搬型重大事故
等対処設備は降下火砕物を除去す
ること

〇 -

前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
非常用電源建屋

-

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針
4.4 構造物，換気系，電気系，計
測制御系及び安全圧縮空気系にお
ける腐食を考慮する施設

【4.4 構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系に
おける腐食を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制
御系及び安全圧縮空気系における
腐食を考慮する施設に関して(1)で
は該当施設等を列挙し、(2)(3)で
は要求される性能及び性能目標を
記載する。なお、それぞれの施設
等の機能として必要となる事項
は、「5.4構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空気
系における腐食を考慮する施設」
に記載する。

〇 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
チャンネルボックス・バーナブルポイ
ズン処理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋
制御建屋
分析建屋
主排気筒管理建屋

- - -

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針
4.4 構造物，換気系，電気系，計
測制御系及び安全圧縮空気系にお
ける腐食を考慮する施設

【4.4 構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系に
おける腐食を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制
御系及び安全圧縮空気系における
腐食を考慮する施設に関して(1)で
は該当施設等を列挙し、(2)(3)で
は要求される性能及び性能目標を
記載する。なお、それぞれの施設
等の機能として必要となる事項
は、「5.4構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空気
系における腐食を考慮する施設」
に記載する。

〇

第２Gr申請と同一

〇 -

【4.3 構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系に
おける磨耗を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制
御系及び安全圧縮空気系における
磨耗を考慮する施設に関して(1)で
は該当施設等を列挙し、(2)(3)で
は要求される性能及び性能目標を
記載する。なお、それぞれの施設
等の機能として必要となる事項
は、「5.3構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空気
系における磨耗を考慮する施設」
に記載する。

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
電気設備（ディーゼル発電機）

精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
チャンネルボックス・バーナブルポイ
ズン処理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋
制御建屋
分析建屋
主排気筒管理建屋
制御室換気設備（制御室換気設備）

- - -

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針
4.3 構造物，換気系，電気系，計
測制御系及び安全圧縮空気系にお
ける磨耗を考慮する施設

〇 -

前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
非常用電源建屋
電気設備（ディーゼル発電機）
安全圧縮空気系（安全圧縮空気系）

-

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針
4.3  構造物，換気系，電気系，計
測制御系及び安全圧縮空気系にお
ける磨耗を考慮する施設

【4.3 構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系に
おける磨耗を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制
御系及び安全圧縮空気系における
磨耗を考慮する施設に関して(1)で
は該当施設等を列挙し、(2)(3)で
は要求される性能及び性能目標を
記載する。なお、それぞれの施設
等の機能として必要となる事項
は、「5.3構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空気
系における磨耗を考慮する施設」
に記載する。

〇
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
電気設備（ディーゼル発電機）

精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
チャンネルボックス・バーナブルポイ
ズン処理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋
制御建屋
分析建屋
主排気筒管理建屋
制御室換気設備（制御室換気設備）

前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
非常用電源建屋
電気設備（ディーゼル発電機）
安全圧縮空気系（安全圧縮空気系）

-

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針
4.3 構造物，換気系，電気系，計
測制御系及び安全圧縮空気系にお
ける磨耗を考慮する施設

【4.3 構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系に
おける磨耗を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制
御系及び安全圧縮空気系における
磨耗を考慮する施設に関して(1)で
は該当施設等を列挙し、(2)(3)で
は要求される性能及び性能目標を
記載する。なお、それぞれの施設
等の機能として必要となる事項
は、「5.3構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空気
系における磨耗を考慮する施設」
に記載する。

- - -

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針
4.3  構造物，換気系，電気系，計
測制御系及び安全圧縮空気系にお
ける磨耗を考慮する施設

【4.3 構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系に
おける磨耗を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制
御系及び安全圧縮空気系における
磨耗を考慮する施設に関して(1)で
は該当施設等を列挙し、(2)(3)で
は要求される性能及び性能目標を
記載する。なお、それぞれの施設
等の機能として必要となる事項
は、「5.3構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空気
系における磨耗を考慮する施設」
に記載する。
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類　構成

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

31
冷却塔等の屋外に設置する降下火砕物防護対象施設は，塗装又は腐食し難
い金属の使用により，降下火砕物による短期的な腐食の影響で安全機能を
損なわない設計とする。

評価要求

主排気筒（主排気筒）
安全冷却水系（安全冷却水系）
塔槽類排ガス処理設備（ウラン・プル
トニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処
理設備）
塔槽類排ガス処理設備（高レベル廃液
ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設
備）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建
屋換気設備）

評価方針
評価

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設
の設計方針
4.4構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安
全圧縮空気系における腐食を考慮する施設

【4.4 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び
安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧
縮空気系における腐食を考慮する施設に関して
(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求さ
れる性能及び性能目標を記載する。なお、それぞ
れの施設等の機能として必要となる事項は、
「5.4構造物，換気系，電気系，計測制御系及び
安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設」に
記載する。

〇 安全冷却水B冷却塔 -

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針
4.4構造物，換気系，電気系，計測
制御系及び安全圧縮空気系におけ
る腐食を考慮する施設

【4.4 構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系に
おける腐食を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制
御系及び安全圧縮空気系における
腐食を考慮する施設に関して(1)で
は該当施設等を列挙し、(2)(3)で
は要求される性能及び性能目標を
記載する。なお、それぞれの施設
等の機能として必要となる事項
は、「5.4構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空気
系における腐食を考慮する施設」
に記載する。

32

重大事故等対処設備を収納する建屋は外壁塗装及び屋上防水を実施するこ
とにより降下火砕物による短期的な腐食が発生しない設計とし，重大事故
等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計と
する。

評価要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
制御建屋
主排気筒管理建屋
緊急時対策建屋
第１保管庫・貯水所
第２保管庫・貯水所

評価方針
評価

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設
の設計方針
4.4構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安
全圧縮空気系における腐食を考慮する施設

【4.4 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び
安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧
縮空気系における腐食を考慮する施設に関して
(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求さ
れる性能及び性能目標を記載する。なお、それぞ
れの施設等の機能として必要となる事項は、
「5.4構造物，換気系，電気系，計測制御系及び
安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設」に
記載する。

- - - - - - - - - - -

33
屋外の常設重大事故等対処設備は，塗装又は腐食し難い金属の使用により
降下火砕物による短期的な腐食が発生しない設計とし，重大事故等対処設
備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。

評価要求

主排気筒（主排気筒）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建
屋換気設備）

評価方針
評価

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設
の設計方針
4.4構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安
全圧縮空気系における腐食を考慮する施設

【4.4 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び
安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧
縮空気系における腐食を考慮する施設に関して
(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求さ
れる性能及び性能目標を記載する。なお、それぞ
れの施設等の機能として必要となる事項は、
「5.4構造物，換気系，電気系，計測制御系及び
安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設」に
記載する。

- - - - - - - - - - -

34

また，降下火砕物堆積後の長期的な腐食の影響については，堆積した降下
火砕物の除去後に点検し，必要に応じて修理を行うこと並びに日常的な保
守及び修理を行うことにより，降下火砕物による長期的な腐食の影響で安
全機能を損なわない設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針
Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設
の設計方針
5.　機能設計

【5.　機能設計】
4.の要求機能及び性能目標から展開される機能設
計に加えて，長期的腐食の影響を防止する方針と
して，降下火砕物を適宜除去，点検する運用を定
めることを示す。

〇 施設共通　基本設計方針 -
Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針
5.　機能設計

【5.　機能設計】
4.の要求機能及び性能目標から展
開される機能設計に加えて，長期
的腐食の影響を防止する方針とし
て，降下火砕物を適宜除去，点検
する運用を定めることを示す。

35

ロ. 換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系に対する化学的影響
（腐食）
　中央制御室換気設備等の降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物
防護対象施設は，塗装，腐食し難い金属の使用又は防食処理により，短期
的な腐食の影響で安全機能を損なわない設計とする。

評価要求

制御室換気設備(制御室換気設備)
ガラス固化体貯蔵設備（ガラス固化体
貯蔵設備）
電気設備（ディーゼル発電機）
安全圧縮空気系（安全圧縮空気系）

評価方針
評価

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設
の設計方針
4.4構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安
全圧縮空気系における腐食を考慮する施設

【4.4 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び
安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧
縮空気系における腐食を考慮する施設に関して
(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求さ
れる性能及び性能目標を記載する。なお、それぞ
れの施設等の機能として必要となる事項は、
「5.4構造物，換気系，電気系，計測制御系及び
安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設」に
記載する。

- - - - - - - - - - -

36
降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び中央制御室換気設備は，外気
取入口に防雪フードを設置する設計とすることで，降下火砕物が侵入し難
い構造とする。

設置要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
チャンネルボックス・バーナブルポイ
ズン処理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋
制御建屋
分析建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋
制御室換気設備（制御室換気設備）

設計方針

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設
の設計方針
4.4構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安
全圧縮空気系における腐食を考慮する施設

【4.4 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び
安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧
縮空気系における腐食を考慮する施設に関して
(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求さ
れる性能及び性能目標を記載する。なお、それぞ
れの施設等の機能として必要となる事項は、
「5.4構造物，換気系，電気系，計測制御系及び
安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設」に
記載する。

- - - - - - - - - - -

第１Gr申請と同一

換気設備（使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋給気系）
換気設備（前処理建屋給気系）
換気設備（分離建屋給気系）
換気設備（精製建屋給気系）
換気設備（ウラン脱硝建屋給気系）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋給気系）
ウラン酸化物貯蔵設備（ウラン酸化物
貯蔵設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合
酸化物貯蔵建屋給気系）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建
屋換気給気系）
換気設備（第１ガラス固化体貯蔵建屋
給気系）
換気設備（チャンネルボックス・バー
ナブルポイズン処理建屋給気系）
換気設備（ハル・エンドピース貯蔵建
屋給気系）
制御室換気設備（制御室換気設備）
換気設備（分析建屋給気系）
換気設備（非常用電源建屋給気系）
換気設備（主排気筒管理建屋給気系）
ガラス固化体貯蔵設備（ガラス固化体
貯蔵設備）
電気設備（ディーゼル発電機）
安全圧縮空気系（安全圧縮空気系）

37

降下火砕物が取り込まれたとしても，降下火砕物防護対象施設を収納する
建屋の換気設備及び中央制御室換気設備については，フィルタを設置し，
建屋内部への降下火砕物の侵入を防止することにより，建屋内の降下火砕
物防護対象施設に短期的な腐食の影響で安全機能を損なわない設計とす
る。

機能要求① -- - - - - - - -設計方針

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設
の設計方針
4.4構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安
全圧縮空気系における腐食を考慮する施設

【4.4 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び
安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧
縮空気系における腐食を考慮する施設に関して
(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求さ
れる性能及び性能目標を記載する。なお、それぞ
れの施設等の機能として必要となる事項は、
「5.4構造物，換気系，電気系，計測制御系及び
安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設」に
記載する。

-

第１Gr申請と同一

-

48



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

31
冷却塔等の屋外に設置する降下火砕物防護対象施設は，塗装又は腐食し難
い金属の使用により，降下火砕物による短期的な腐食の影響で安全機能を
損なわない設計とする。

評価要求

32

重大事故等対処設備を収納する建屋は外壁塗装及び屋上防水を実施するこ
とにより降下火砕物による短期的な腐食が発生しない設計とし，重大事故
等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計と
する。

評価要求

33
屋外の常設重大事故等対処設備は，塗装又は腐食し難い金属の使用により
降下火砕物による短期的な腐食が発生しない設計とし，重大事故等対処設
備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。

評価要求

34

また，降下火砕物堆積後の長期的な腐食の影響については，堆積した降下
火砕物の除去後に点検し，必要に応じて修理を行うこと並びに日常的な保
守及び修理を行うことにより，降下火砕物による長期的な腐食の影響で安
全機能を損なわない設計とする。

運用要求

35

ロ. 換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系に対する化学的影響
（腐食）
　中央制御室換気設備等の降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物
防護対象施設は，塗装，腐食し難い金属の使用又は防食処理により，短期
的な腐食の影響で安全機能を損なわない設計とする。

評価要求

36
降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び中央制御室換気設備は，外気
取入口に防雪フードを設置する設計とすることで，降下火砕物が侵入し難
い構造とする。

設置要求

37

降下火砕物が取り込まれたとしても，降下火砕物防護対象施設を収納する
建屋の換気設備及び中央制御室換気設備については，フィルタを設置し，
建屋内部への降下火砕物の侵入を防止することにより，建屋内の降下火砕
物防護対象施設に短期的な腐食の影響で安全機能を損なわない設計とす
る。

機能要求①

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更③）

申請対象設備
（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

〇 - 安全冷却水系（安全冷却水系） -

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針
4.4構造物，換気系，電気系，計測
制御系及び安全圧縮空気系におけ
る腐食を考慮する施設

【4.4 構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系に
おける腐食を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制
御系及び安全圧縮空気系における
腐食を考慮する施設に関して(1)で
は該当施設等を列挙し、(2)(3)で
は要求される性能及び性能目標を
記載する。なお、それぞれの施設
等の機能として必要となる事項
は、「5.4構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空気
系における腐食を考慮する施設」
に記載する。

〇 安全冷却水系（安全冷却水系）

主排気筒（主排気筒）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋換気設備）
塔槽類排ガス処理設備（高レベル廃液
ガラス固化建屋塔槽類廃ガス処理設
備）
塔槽類排ガス処理設備（ウラン・プル
トニウム混合脱硝建屋塔槽類廃ガス処
理設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建
屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）

- - -

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針
4.4構造物，換気系，電気系，計測
制御系及び安全圧縮空気系におけ
る腐食を考慮する施設

【4.4 構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系に
おける腐食を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制
御系及び安全圧縮空気系における
腐食を考慮する施設に関して(1)で
は該当施設等を列挙し、(2)(3)で
は要求される性能及び性能目標を
記載する。なお、それぞれの施設
等の機能として必要となる事項
は、「5.4構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空気
系における腐食を考慮する施設」
に記載する。

〇 -

前処理建屋
分離建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋

第１保管庫・貯水所
第２保管庫・貯水所

-

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針
4.4構造物，換気系，電気系，計測
制御系及び安全圧縮空気系におけ
る腐食を考慮する施設

【4.4 構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系に
おける腐食を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制
御系及び安全圧縮空気系における
腐食を考慮する施設に関して(1)で
は該当施設等を列挙し、(2)(3)で
は要求される性能及び性能目標を
記載する。なお、それぞれの施設
等の機能として必要となる事項
は、「5.4構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空気
系における腐食を考慮する施設」
に記載する。

〇 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

精製建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋
制御建屋
主排気筒管理建屋

緊急時対策建屋

- - -

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針
4.4構造物，換気系，電気系，計測
制御系及び安全圧縮空気系におけ
る腐食を考慮する施設

【4.4 構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系に
おける腐食を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制
御系及び安全圧縮空気系における
腐食を考慮する施設に関して(1)で
は該当施設等を列挙し、(2)(3)で
は要求される性能及び性能目標を
記載する。なお、それぞれの施設
等の機能として必要となる事項
は、「5.4構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空気
系における腐食を考慮する施設」
に記載する。

- - - - - 〇 -

主排気筒（主排気筒）
換気設備（前処理建屋換気設備）
換気設備（分離建屋換気設備）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋換気設備）
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建
屋換気設備）
換気設備（精製建屋換気設備）

- - - - -

〇 -

ガラス固化体貯蔵設備（ガラス固化体
貯蔵設備）
電気設備（ディーゼル発電機）
安全圧縮空気系（安全圧縮空気系）

-

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針
4.4構造物，換気系，電気系，計測
制御系及び安全圧縮空気系におけ
る腐食を考慮する施設

【4.4 構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系に
おける腐食を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制
御系及び安全圧縮空気系における
腐食を考慮する施設に関して(1)で
は該当施設等を列挙し、(2)(3)で
は要求される性能及び性能目標を
記載する。なお、それぞれの施設
等の機能として必要となる事項
は、「5.4構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空気
系における腐食を考慮する施設」
に記載する。

〇 電気設備（ディーゼル発電機）
ガラス固化体貯蔵設備（ガラス固化体
貯蔵設備）
制御室換気設備(制御室換気設備)

- - -

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針
4.4構造物，換気系，電気系，計測
制御系及び安全圧縮空気系におけ
る腐食を考慮する施設

【4.4 構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系に
おける腐食を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制
御系及び安全圧縮空気系における
腐食を考慮する施設に関して(1)で
は該当施設等を列挙し、(2)(3)で
は要求される性能及び性能目標を
記載する。なお、それぞれの施設
等の機能として必要となる事項
は、「5.4構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空気
系における腐食を考慮する施設」
に記載する。

〇 -

前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
非常用電源建屋

-

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針
4.4構造物，換気系，電気系，計測
制御系及び安全圧縮空気系におけ
る腐食を考慮する施設

【4.4 構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系に
おける腐食を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制
御系及び安全圧縮空気系における
腐食を考慮する施設に関して(1)で
は該当施設等を列挙し、(2)(3)で
は要求される性能及び性能目標を
記載する。なお、それぞれの施設
等の機能として必要となる事項
は、「5.4構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空気
系における腐食を考慮する施設」
に記載する。

〇 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
チャンネルボックス・バーナブルポイ
ズン処理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋
制御建屋
分析建屋
主排気筒管理建屋
制御室換気設備（制御室換気設備）

- - -

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針
4.4構造物，換気系，電気系，計測
制御系及び安全圧縮空気系におけ
る腐食を考慮する施設

【4.4 構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系に
おける腐食を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制
御系及び安全圧縮空気系における
腐食を考慮する施設に関して(1)で
は該当施設等を列挙し、(2)(3)で
は要求される性能及び性能目標を
記載する。なお、それぞれの施設
等の機能として必要となる事項
は、「5.4構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空気
系における腐食を考慮する施設」
に記載する。

精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
チャンネルボックス・バーナブルポイ
ズン処理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋
制御建屋
分析建屋
主排気筒管理建屋
制御室換気設備（制御室換気設備）

- - -

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針
4.4構造物，換気系，電気系，計測
制御系及び安全圧縮空気系におけ
る腐食を考慮する施設

第１Gr申請と同一第１Gr申請と同一

【4.4 構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系に
おける腐食を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制
御系及び安全圧縮空気系における
腐食を考慮する施設に関して(1)で
は該当施設等を列挙し、(2)(3)で
は要求される性能及び性能目標を
記載する。なお、それぞれの施設
等の機能として必要となる事項
は、「5.4構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空気
系における腐食を考慮する施設」
に記載する。

〇 -

前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
非常用電源建屋

-

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針
4.4構造物，換気系，電気系，計測
制御系及び安全圧縮空気系におけ
る腐食を考慮する施設

【4.4 構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系に
おける腐食を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制
御系及び安全圧縮空気系における
腐食を考慮する施設に関して(1)で
は該当施設等を列挙し、(2)(3)で
は要求される性能及び性能目標を
記載する。なお、それぞれの施設
等の機能として必要となる事項
は、「5.4構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空気
系における腐食を考慮する施設」
に記載する。

〇 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

49



基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類　構成

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

38

重大事故等対処設備を収納する建屋は，外気取入口を降下火砕物が侵入し
難い構造とし，降下火砕物が取り込まれたとしても，重大事故等対処設備
を収納する建屋の換気設備については，フィルタを設置し，建屋内部への
降下火砕物の侵入を防止することにより，降下火砕物による腐食の影響で
重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわな
い設計とする。

設置要求
機能要求①

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
制御建屋
主排気筒管理建屋
緊急時対策建屋
第１保管庫・貯水所
第２保管庫・貯水所

設計方針

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設
の設計方針
4.4構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安
全圧縮空気系における腐食を考慮する施設

【4.4 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び
安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧
縮空気系における腐食を考慮する施設に関して
(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求さ
れる性能及び性能目標を記載する。なお、それぞ
れの施設等の機能として必要となる事項は、
「5.4構造物，換気系，電気系，計測制御系及び
安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設」に
記載する。

- - - - - - - - - - -

39

屋外の可搬型重大事故等対処設備のうち，火山事象時に使用する可搬型重
大事故等対処設備は，火山事象時においては建屋内に移動することによ
り，降下火砕物による腐食の影響で重大事故等対処設備の重大事故等に対
処するために必要な機能を損なわない設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設
の設計方針]
3.　施設分類
3.1   降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因
子との関連

【3.1降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因
子との関連】
・影響因子に対して屋外の重大事故等対処設備に
ついては，対処が共通であることから本項にて設
計方針をまとめて記載する。
・火山事象時に使用する可搬型重大事故等対処設
備は外部からの損傷を防止できる建屋等内へ配備
すること
・その他の屋外の可搬型重大事故等対処設備は降
下火砕物を除去すること

- - - - - - - - - - -

40
上記以外の屋外の可搬型重大事故等対処設備については，降下火砕物を適
切に除去することにより，降下火砕物による腐食に対して重大事故等対処
設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設
の設計方針]
3.　施設分類
3.1   降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因
子との関連

【3.1降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因
子との関連】
・影響因子に対して屋外の重大事故等対処設備に
ついては，対処が共通であることから本項にて設
計方針をまとめて記載する。
・火山事象時に使用する可搬型重大事故等対処設
備は外部からの損傷を防止できる建屋等内へ配備
すること
・その他の屋外の可搬型重大事故等対処設備は降
下火砕物を除去すること

- - - - - - - - - - -

41

また，降下火砕物堆積後の長期的な腐食の影響については，堆積した降下
火砕物の除去後に点検し，必要に応じて修理を行うこと並びに日常的な保
守及び修理を行うことにより，降下火砕物による長期的な腐食の影響で安
全機能を損なわない設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針
Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設
の設計方針
5.　機能設計

【5.　機能設計】
4.の要求機能及び性能目標から展開される機能設
計に加えて，長期的腐食の影響を防止する方針と
して，降下火砕物を適宜除去，点検する運用を定
めることを示す。

- - - - - - - - - - -

42

(f) 敷地周辺の大気汚染
中央制御室換気設備の外気取入口には防雪フードを設置する設計とするこ
とで，降下火砕物が侵入し難い構造とすることにより，中央制御室の大気
汚染を防止する。

設置要求 制御室換気設備（制御室換気設備） 設計方針
Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設
の設計方針
4.5 敷地周辺の大気汚染を考慮する施設

【4.5 敷地周辺の大気汚染を考慮する施設】
敷地周辺の大気汚染を考慮する施設に関して(1)
では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される
性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの
施設等の機能として必要となる事項は、「5.5敷
地周辺の大気汚染を考慮する施設」に記載する。

- - - - - - - - - - -

43
降下火砕物が取り込まれたとしても，中央制御室換気設備にはフィルタを
設置し，中央制御室内への降下火砕物の侵入を防止することで，運転員の
居住性を損なわない設計とする。

機能要求① 制御室換気設備（制御室換気設備） 設計方針
Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設
の設計方針
4.5敷地周辺の大気汚染を考慮する施設

【4.5 敷地周辺の大気汚染を考慮する施設】
敷地周辺の大気汚染を考慮する施設に関して(1)
では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される
性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの
施設等の機能として必要となる事項は、「5.5敷
地周辺の大気汚染を考慮する施設」に記載する。

- - - - - - - - - - -

44

また，敷地周辺で大気汚染が発生した場合には，中央制御室換気設備の外
気との連絡口を遮断し，中央制御室内の空気を再循環する措置を講ずるこ
とができる設計とする。再循環時において，中央制御室内の酸素濃度及び
二酸化炭素濃度の影響評価を実施する。これにより，敷地周辺で大気汚染
が発生した場合においても，中央制御室内の居住性を損なわない設計とす
る。

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針
Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設
の設計方針
4.5敷地周辺の大気汚染を考慮する施設

【4.5 敷地周辺の大気汚染を考慮する施設】
敷地周辺の大気汚染を考慮する施設に関して(1)
では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される
性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの
施設等の機能として必要となる事項は、「5.5敷
地周辺の大気汚染を考慮する施設」に記載する。

- - - - - - - - - - -

45

緊急時対策建屋の換気設備は，外気取入口を降下火砕物が侵入し難い構造
とし，降下火砕物が取り込まれたとしても，緊急時対策建屋の換気設備に
はフィルタを設置し，緊急時対策所内への降下火砕物の侵入を防止するこ
とで，室内の居住性を確保する設計とする。

設置要求
機能要求①

緊急時対策建屋 設計方針
Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設
の設計方針
4.5敷地周辺の大気汚染を考慮する施設

【4.5 敷地周辺の大気汚染を考慮する施設】
敷地周辺の大気汚染を考慮する施設に関して(1)
では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される
性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの
施設等の機能として必要となる事項は、「5.5敷
地周辺の大気汚染を考慮する施設」に記載する。

- - - - - - - - - - -

46

また，敷地周辺で大気汚染が発生した場合には，緊急時対策建屋の換気設
備の外気との連絡口を遮断し，緊急時対策所の空気を再循環する措置を講
ずることができる設計とする。再循環時において，緊急時対策所内の酸素
濃度及び二酸化炭素濃度の影響評価を実施する。これにより，敷地周辺で
大気汚染が発生した場合においても，緊急時対策所内の居住性を損なわな
い設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針
Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設
の設計方針
4.5敷地周辺の大気汚染を考慮する施設

【4.5 敷地周辺の大気汚染を考慮する施設】
敷地周辺の大気汚染を考慮する施設に関して(1)
では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される
性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの
施設等の機能として必要となる事項は、「5.5敷
地周辺の大気汚染を考慮する施設」に記載する。

- - - - - - - - - - -

47

(g) 電気系及び計測制御系の絶縁低下
降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び中央制御室換気設備は，外気
取入口に防雪フードを設置する設計とすることで，降下火砕物が侵入し難
い構造とする。

設置要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
チャンネルボックス・バーナブルポイ
ズン処理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋
制御建屋
分析建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋
制御室換気設備（制御室換気設備）

設計方針

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設
の設計方針
4.6 電気系及び計測制御系に対する絶縁低下を考
慮する施設

【4.6 電気系及び計測制御系に対する絶縁低下を
考慮する施設】
電気系及び計測制御系に対する絶縁低下を考慮す
る施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、
(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載す
る。なお、それぞれの施設等の機能として必要と
なる事項は、「5.6電気系及び計測制御系に対す
る絶縁低下を考慮する施設」に記載する。

- - - - - - - - - - -
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

38

重大事故等対処設備を収納する建屋は，外気取入口を降下火砕物が侵入し
難い構造とし，降下火砕物が取り込まれたとしても，重大事故等対処設備
を収納する建屋の換気設備については，フィルタを設置し，建屋内部への
降下火砕物の侵入を防止することにより，降下火砕物による腐食の影響で
重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわな
い設計とする。

設置要求
機能要求①

39

屋外の可搬型重大事故等対処設備のうち，火山事象時に使用する可搬型重
大事故等対処設備は，火山事象時においては建屋内に移動することによ
り，降下火砕物による腐食の影響で重大事故等対処設備の重大事故等に対
処するために必要な機能を損なわない設計とする。

運用要求

40
上記以外の屋外の可搬型重大事故等対処設備については，降下火砕物を適
切に除去することにより，降下火砕物による腐食に対して重大事故等対処
設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。

運用要求

41

また，降下火砕物堆積後の長期的な腐食の影響については，堆積した降下
火砕物の除去後に点検し，必要に応じて修理を行うこと並びに日常的な保
守及び修理を行うことにより，降下火砕物による長期的な腐食の影響で安
全機能を損なわない設計とする。

運用要求

42

(f) 敷地周辺の大気汚染
中央制御室換気設備の外気取入口には防雪フードを設置する設計とするこ
とで，降下火砕物が侵入し難い構造とすることにより，中央制御室の大気
汚染を防止する。

設置要求

43
降下火砕物が取り込まれたとしても，中央制御室換気設備にはフィルタを
設置し，中央制御室内への降下火砕物の侵入を防止することで，運転員の
居住性を損なわない設計とする。

機能要求①

44

また，敷地周辺で大気汚染が発生した場合には，中央制御室換気設備の外
気との連絡口を遮断し，中央制御室内の空気を再循環する措置を講ずるこ
とができる設計とする。再循環時において，中央制御室内の酸素濃度及び
二酸化炭素濃度の影響評価を実施する。これにより，敷地周辺で大気汚染
が発生した場合においても，中央制御室内の居住性を損なわない設計とす
る。

運用要求

45

緊急時対策建屋の換気設備は，外気取入口を降下火砕物が侵入し難い構造
とし，降下火砕物が取り込まれたとしても，緊急時対策建屋の換気設備に
はフィルタを設置し，緊急時対策所内への降下火砕物の侵入を防止するこ
とで，室内の居住性を確保する設計とする。

設置要求
機能要求①

46

また，敷地周辺で大気汚染が発生した場合には，緊急時対策建屋の換気設
備の外気との連絡口を遮断し，緊急時対策所の空気を再循環する措置を講
ずることができる設計とする。再循環時において，緊急時対策所内の酸素
濃度及び二酸化炭素濃度の影響評価を実施する。これにより，敷地周辺で
大気汚染が発生した場合においても，緊急時対策所内の居住性を損なわな
い設計とする。

運用要求

47

(g) 電気系及び計測制御系の絶縁低下
降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び中央制御室換気設備は，外気
取入口に防雪フードを設置する設計とすることで，降下火砕物が侵入し難
い構造とする。

設置要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更③）

申請対象設備
（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

〇 -

前処理建屋
分離建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋

第１保管庫・貯水所
第２保管庫・貯水所

-

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針
4.4構造物，換気系，電気系，計測
制御系及び安全圧縮空気系におけ
る腐食を考慮する施設

【4.4 構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系に
おける腐食を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制
御系及び安全圧縮空気系における
腐食を考慮する施設に関して(1)で
は該当施設等を列挙し、(2)(3)で
は要求される性能及び性能目標を
記載する。なお、それぞれの施設
等の機能として必要となる事項
は、「5.4構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空気
系における腐食を考慮する施設」
に記載する。

〇 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

精製建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋
制御建屋
主排気筒管理建屋

緊急時対策建屋

- - -

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針
4.4構造物，換気系，電気系，計測
制御系及び安全圧縮空気系におけ
る腐食を考慮する施設

【4.4 構造物，換気系，電気系，
計測制御系及び安全圧縮空気系に
おける腐食を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制
御系及び安全圧縮空気系における
腐食を考慮する施設に関して(1)で
は該当施設等を列挙し、(2)(3)で
は要求される性能及び性能目標を
記載する。なお、それぞれの施設
等の機能として必要となる事項
は、「5.4構造物，換気系，電気
系，計測制御系及び安全圧縮空気
系における腐食を考慮する施設」
に記載する。

〇 - 施設共通　基本設計方針 -

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針]
3.　施設分類
3.1   降下火砕物の影響を考慮す
る施設と影響因子との関連

【3.1降下火砕物の影響を考慮する
施設と影響因子との関連】
・影響因子に対して屋外の重大事
故等対処設備については，対処が
共通であることから本項にて設計
方針をまとめて記載する。
・火山事象時に使用する可搬型重
大事故等対処設備は外部からの損
傷を防止できる建屋等内へ配備す
ること
・その他の屋外の可搬型重大事故
等対処設備は降下火砕物を除去す
ること

〇 - 施設共通　基本設計方針 -

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針]
3.　施設分類
3.1   降下火砕物の影響を考慮す
る施設と影響因子との関連

【3.1降下火砕物の影響を考慮する
施設と影響因子との関連】
・影響因子に対して屋外の重大事
故等対処設備については，対処が
共通であることから本項にて設計
方針をまとめて記載する。
・火山事象時に使用する可搬型重
大事故等対処設備は外部からの損
傷を防止できる建屋等内へ配備す
ること
・その他の屋外の可搬型重大事故
等対処設備は降下火砕物を除去す
ること

〇 - 施設共通　基本設計方針 -
Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針
5.　機能設計

【5.　機能設計】
4.の要求機能及び性能目標から展
開される機能設計に加えて，長期
的腐食の影響を防止する方針とし
て，降下火砕物を適宜除去，点検
する運用を定めることを示す。

- - - - - 〇 - 制御室換気設備（制御室換気設備） - - -

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針
4.5 敷地周辺の大気汚染を考慮す
る施設

【4.5 敷地周辺の大気汚染を考慮
する施設】
敷地周辺の大気汚染を考慮する施
設に関して(1)では該当施設等を列
挙し、(2)(3)では要求される性能
及び性能目標を記載する。なお、
それぞれの施設等の機能として必
要となる事項は、「5.5敷地周辺の
大気汚染を考慮する施設」に記載
する。

- - - - - 〇 - 制御室換気設備（制御室換気設備） - - -

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針
4.5敷地周辺の大気汚染を考慮する
施設

【4.5 敷地周辺の大気汚染を考慮
する施設】
敷地周辺の大気汚染を考慮する施
設に関して(1)では該当施設等を列
挙し、(2)(3)では要求される性能
及び性能目標を記載する。なお、
それぞれの施設等の機能として必
要となる事項は、「5.5敷地周辺の
大気汚染を考慮する施設」に記載
する。

- - - - - 〇 - 施設共通　基本設計方針 - - -

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針
4.5敷地周辺の大気汚染を考慮する
施設

【4.5 敷地周辺の大気汚染を考慮
する施設】
敷地周辺の大気汚染を考慮する施
設に関して(1)では該当施設等を列
挙し、(2)(3)では要求される性能
及び性能目標を記載する。なお、
それぞれの施設等の機能として必
要となる事項は、「5.5敷地周辺の
大気汚染を考慮する施設」に記載
する。

- - - - - 〇 - 緊急時対策建屋 - - -

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針
4.5敷地周辺の大気汚染を考慮する
施設

【4.5 敷地周辺の大気汚染を考慮
する施設】
敷地周辺の大気汚染を考慮する施
設に関して(1)では該当施設等を列
挙し、(2)(3)では要求される性能
及び性能目標を記載する。なお、
それぞれの施設等の機能として必
要となる事項は、「5.5敷地周辺の
大気汚染を考慮する施設」に記載
する。

- - - - - 〇 - 施設共通　基本設計方針 - - -

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針
4.5敷地周辺の大気汚染を考慮する
施設

【4.5 敷地周辺の大気汚染を考慮
する施設】
敷地周辺の大気汚染を考慮する施
設に関して(1)では該当施設等を列
挙し、(2)(3)では要求される性能
及び性能目標を記載する。なお、
それぞれの施設等の機能として必
要となる事項は、「5.5敷地周辺の
大気汚染を考慮する施設」に記載
する。

〇 -

前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
非常用電源建屋

-

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針
4.6 電気系及び計測制御系に対す
る絶縁低下を考慮する施設

【4.6 電気系及び計測制御系に対
する絶縁低下を考慮する施設】
電気系及び計測制御系に対する絶
縁低下を考慮する施設に関して(1)
では該当施設等を列挙し、(2)(3)
では要求される性能及び性能目標
を記載する。なお、それぞれの施
設等の機能として必要となる事項
は、「5.6電気系及び計測制御系に
対する絶縁低下を考慮する施設」
に記載する。

〇 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
チャンネルボックス・バーナブルポイ
ズン処理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋
制御建屋
分析建屋
主排気筒管理建屋
制御室換気設備（制御室換気設備）

- - -

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針
4.6 電気系及び計測制御系に対す
る絶縁低下を考慮する施設

【4.6 電気系及び計測制御系に対
する絶縁低下を考慮する施設】
電気系及び計測制御系に対する絶
縁低下を考慮する施設に関して(1)
では該当施設等を列挙し、(2)(3)
では要求される性能及び性能目標
を記載する。なお、それぞれの施
設等の機能として必要となる事項
は、「5.6電気系及び計測制御系に
対する絶縁低下を考慮する施設」
に記載する。

第２Gr申請と同一

第２Gr申請と同一

第２Gr申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙２

説明対象
申請対象設備

（２項変更①）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更①）

申請対象設備
（２項変更②）

仕様表 添付書類 添付書類における記載
添付書類　構成

項目
番号

基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類　説明内容

第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）第１Ｇｒ

48

降下火砕物が取り込まれたとしても，降下火砕物防護対象施設を収納する
建屋の換気設備及び中央制御室換気設備にフィルタを設置し，建屋内部へ
の降下火砕物の侵入を防止することにより，降下火砕物防護対象施設のう
ち外気から取り入れた空気を盤内に取り込む機構を有する制御盤等の安全
機能を損なわない設計とする。

機能要求①

換気設備（使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋給気系）
換気設備（前処理建屋給気系）
換気設備（分離建屋給気系）
換気設備（精製建屋給気系）
換気設備(ｳﾗﾝ脱硝建屋給気系）
換気設備（ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋給気系）
ウラン酸化物貯蔵設備
換気設備（高レベル廃液ガラス固化建
屋換気給気系）
換気設備（第１ガラス固化体貯蔵建屋
給気系）
換気設備（チャンネルボックス・バー
ナブルポイズン処理建屋給気系）
換気設備（ハル・エンドピース貯蔵建
屋給気系）
制御室換気設備（制御室換気設備）
換気設備（分析建屋給気系）

設計方針

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設
の設計方針
4.6電気系及び計測制御系に対する絶縁低下を考
慮する施設

【4.6 電気系及び計測制御系に対する絶縁低下を
考慮する施設】
電気系及び計測制御系に対する絶縁低下を考慮す
る施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、
(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載す
る。なお、それぞれの施設等の機能として必要と
なる事項は、「5.6電気系及び計測制御系に対す
る絶縁低下を考慮する施設」に記載する。

49

重大事故等対処設備を収納する建屋は，外気取入口を降下火砕物が侵入し
難い構造とし、降下火砕物が取り込まれたとしても，重大事故等対処設備
を収納する建屋の換気設備にフィルタを設置し，建屋内部への降下火砕物
の侵入を防止することにより，重大事故等対処設備のうち外気から取り入
れた屋内の空気を機器内に取り込む機構を有する制御盤等の重大事故等に
対処するために必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
機能要求①

緊急時対策建屋 設計方針

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設
の設計方針
4.6電気系及び計測制御系に対する絶縁低下を考
慮する施設

【4.6 電気系及び計測制御系に対する絶縁低下を
考慮する施設】
電気系及び計測制御系に対する絶縁低下を考慮す
る施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、
(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載す
る。なお、それぞれの施設等の機能として必要と
なる事項は、「5.6電気系及び計測制御系に対す
る絶縁低下を考慮する施設」に記載する。

- - - - - - - - - - -

50

b.　間接的影響に対する設計方針
降下火砕物による間接的影響である７日間の外部電源喪失及び敷地内外で
の交通の途絶によるアクセス制限事象に対し，再処理施設の安全性を維持
するために必要となる電源の供給が継続できるよう，燃料を貯蔵及び移送
する設計とし，これらの設備が降下火砕物の影響を受けないよう設置する
設計とする。

設置要求 電気設備（ディーゼル発電機） 設計方針
Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設
の設計方針
4.7 間接的影響を考慮する施設

【4.7 間接的影響を考慮する施設】
間接的影響を考慮する施設に関して(1)では該当
施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び
性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の
機能として必要となる事項は、「5.7間接的影響
を考慮する施設」に記載する。

- - - - - - - - - - -

Ⅵ-1-1-1-3-1　火山への配慮に関する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1   基本方針

【2.1   基本方針】
なお，定期的に新知見の確認を行い，新知見が得
られた場合に評価を行うことを保安規定に定めて
管理する。

Ⅵ-1-1-1-3-1　火山への配慮に関
する基本方針
2.　火山防護に関する基本方針
2.1   基本方針

【2.1   基本方針】
なお，定期的に新知見の確認を行
い，新知見が得られた場合に評価
を行うことを保安規定に定めて管
理する。

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設
の設計方針
5.　機能設計

【5.　機能設計】
4.の要求機能及び性能目標から展開される機能設
計に加えて，以下を保安規定に定めて，管理する
ことを示す。
・定期的に新知見の確認を行い，新知見を得られ
た場合に評価すること
・火山活動のモニタリングを行い，評価時からの
状態の変化の見地により評価の根拠が維持されて
いることを確認すること

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針
5.　機能設計

【5.　機能設計】
4.の要求機能及び性能目標から展
開される機能設計に加えて，以下
を保安規定に定めて，管理するこ
とを示す。
・定期的に新知見の確認を行い，
新知見を得られた場合に評価する
こと
・火山活動のモニタリングを行
い，評価時からの状態の変化の見
地により評価の根拠が維持されて
いることを確認すること

53

・降灰時には，火山事象時に使用する屋外の可搬型重大事故等対処設備を
建屋内に移動すること
・上記以外の屋外の可搬型重大事故等対処設備は堆積する降下火砕物を適
切に除去すること
・敷地周辺で大気汚染が発生した場合には，緊急時対策建屋の換気設備の
外気との連絡口の遮断及び緊急時対策所の空気を再循環すること

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針
Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設
の設計方針
5.　機能設計

【5.　機能設計】
4.の要求機能及び性能目標から展開される機能設
計に加えて，以下を保安規定に定めて，管理する
ことを示す。
・降灰時には，火山事象時に使用する可搬型重大
事故等対処設備を建屋内に移動すること
・屋外の可搬型重大事故等対処設備が降下火砕物
により腐食しにくいように堆積する降下火砕物を
適切に除去すること
・敷地周辺で大気汚染が発生した場合には，緊急
時対策建屋の換気設備の外気との連絡口の遮断
し，緊急時対策所の空気を再循環すること
・再循環時において，緊急時対策所内の酸素濃度
及び二酸化炭素濃度の影響を評価すること

- - - - - - - - - - -
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・降下火砕物が長期的に堆積しないよう当該施設に堆積する降下火砕物の
除去を適切に行うこと
・降灰時には，降下火砕物により閉塞しないよう換気設備の停止又はフィ
ルタの交換若しくは清掃を行うこと
・降下火砕物により冷却空気流路が閉塞しないよう貯蔵ピットの点検用の
開口部より吸引による除灰を行うこと
・降灰時には，非常用ディーゼル発電機及び安全圧縮空気系空気圧縮機に
対するフィルタの追加設置を行うこと
・堆積した降下火砕物の除去後に点検し，必要に応じて修理を行うこと並
びに日常的な保守及び修理を行うこと
・敷地周辺で大気汚染が発生した場合には，中央制御室の換気設備の外気
との連絡口の遮断及び中央制御室の空気を再循環すること

運用要求 施設共通　基本設計方針 設計方針
Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設
の設計方針
5.　機能設計

【5.　機能設計】
4.の要求機能及び性能目標から展開される機能設
計に加えて，以下を保安規定に定めて，管理する
ことを示す。・降灰時には，降下火砕物により閉
塞しないよう換気設備の停止又はフィルタの交換
若しくは清掃を行うこと
・降下火砕物による冷却空気流路が閉塞しないよ
う貯蔵ピットの点検用の開口部より吸引による除
灰を行うこと
・降灰時には，非常用ディーゼル発電機及び安全
圧縮空気系空気圧縮機に対するフィルタの追加設
置を行うこと
・堆積した降下火砕物の除去後に点検し，必要に
応じて修理を行うこと並びに日常的な保守及び修
理を行うこと
・降下火砕物による大気汚染を防止するよう中央
制御室の換気設備の外気との連絡口の遮断及び中
央制御室の空気を再循環すること

〇 施設共通　基本設計方針 -
Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針
5.　機能設計

【5.　機能設計】
4.の要求機能及び性能目標から展
開される機能設計に加えて，以下
を保安規定に定めて，管理するこ
とを示す。・降灰時には，降下火
砕物により閉塞しないよう換気設
備の停止又はフィルタの交換若し
くは清掃を行うこと
・降下火砕物による冷却空気流路
が閉塞しないよう貯蔵ピットの点
検用の開口部より吸引による除灰
を行うこと
・降灰時には，非常用ディーゼル
発電機及び安全圧縮空気系空気圧
縮機に対するフィルタの追加設置
を行うこと
・堆積した降下火砕物の除去後に
点検し，必要に応じて修理を行う
こと並びに日常的な保守及び修理
を行うこと
・降下火砕物による大気汚染を防
止するよう中央制御室の換気設備
の外気との連絡口の遮断及び中央
制御室の空気を再循環すること

第１Gr申請と同一

基本方針
設計方針

51

(3)　必要な機能を損なわないための運用上の措置
火山に関する設計条件等に係る新知見の収集や防護措置との組合せにより
安全機能や重大事故等の対処に必要な機能を損なわないための運用上の措
置として，以下を保安規定に定めて，管理する。

・定期的に新知見の確認を行い，新知見を得られた場合に評価すること
・火山活動のモニタリングを行い，評価時からの状態の変化の検知により
評価の根拠が維持されていることを確認すること

運用要求 施設共通　基本設計方針 〇 施設共通　基本設計方針 - 第１Gr申請と同一
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基本設計方針を踏まえた添付書類の記載及び申請回次の展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙２

項目
番号

基本設計方針 要求種別

48

降下火砕物が取り込まれたとしても，降下火砕物防護対象施設を収納する
建屋の換気設備及び中央制御室換気設備にフィルタを設置し，建屋内部へ
の降下火砕物の侵入を防止することにより，降下火砕物防護対象施設のう
ち外気から取り入れた空気を盤内に取り込む機構を有する制御盤等の安全
機能を損なわない設計とする。

機能要求①

49

重大事故等対処設備を収納する建屋は，外気取入口を降下火砕物が侵入し
難い構造とし、降下火砕物が取り込まれたとしても，重大事故等対処設備
を収納する建屋の換気設備にフィルタを設置し，建屋内部への降下火砕物
の侵入を防止することにより，重大事故等対処設備のうち外気から取り入
れた屋内の空気を機器内に取り込む機構を有する制御盤等の重大事故等に
対処するために必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
機能要求①

50

b. 間接的影響に対する設計方針
降下火砕物による間接的影響である７日間の外部電源喪失及び敷地内外で
の交通の途絶によるアクセス制限事象に対し，再処理施設の安全性を維持
するために必要となる電源の供給が継続できるよう，燃料を貯蔵及び移送
する設計とし，これらの設備が降下火砕物の影響を受けないよう設置する
設計とする。

設置要求

53

・降灰時には，火山事象時に使用する屋外の可搬型重大事故等対処設備を
建屋内に移動すること
・上記以外の屋外の可搬型重大事故等対処設備は堆積する降下火砕物を適
切に除去すること
・敷地周辺で大気汚染が発生した場合には，緊急時対策建屋の換気設備の
外気との連絡口の遮断及び緊急時対策所の空気を再循環すること

運用要求

52

・降下火砕物が長期的に堆積しないよう当該施設に堆積する降下火砕物の
除去を適切に行うこと
・降灰時には，降下火砕物により閉塞しないよう換気設備の停止又はフィ
ルタの交換若しくは清掃を行うこと
・降下火砕物により冷却空気流路が閉塞しないよう貯蔵ピットの点検用の
開口部より吸引による除灰を行うこと
・降灰時には，非常用ディーゼル発電機及び安全圧縮空気系空気圧縮機に
対するフィルタの追加設置を行うこと
・堆積した降下火砕物の除去後に点検し，必要に応じて修理を行うこと並
びに日常的な保守及び修理を行うこと
・敷地周辺で大気汚染が発生した場合には，中央制御室の換気設備の外気
との連絡口の遮断及び中央制御室の空気を再循環すること

運用要求

51

(3) 必要な機能を損なわないための運用上の措置
火山に関する設計条件等に係る新知見の収集や防護措置との組合せにより
安全機能や重大事故等の対処に必要な機能を損なわないための運用上の措
置として，以下を保安規定に定めて，管理する。

・定期的に新知見の確認を行い，新知見を得られた場合に評価すること
・火山活動のモニタリングを行い，評価時からの状態の変化の検知により
評価の根拠が維持されていることを確認すること

運用要求

説明対象
申請対象設備

（１項変更②）
申請対象設備

（２項変更③）
仕様表 添付書類 添付書類における記載 説明対象

申請対象設備
（１項変更③）

申請対象設備
（２項変更④）

申請対象設備
（別設工認①

第2ユーティリティ建屋に係る施設）

申請対象設備
（別設工認②

海洋放出管切り離し工事）
仕様表 添付書類 添付書類における記載

第３Ｇｒ第２Ｇｒ（主要４建屋、E施設共用）

〇 -

前処理建屋
分離建屋
ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
高レベル廃液ガラス固化建屋
非常用電源建屋

-

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針
4.6電気系及び計測制御系に対する
絶縁低下を考慮する施設

【4.6 電気系及び計測制御系に対
する絶縁低下を考慮する施設】
電気系及び計測制御系に対する絶
縁低下を考慮する施設に関して(1)
では該当施設等を列挙し、(2)(3)
では要求される性能及び性能目標
を記載する。なお、それぞれの施
設等の機能として必要となる事項
は、「5.6電気系及び計測制御系に
対する絶縁低下を考慮する施設」
に記載する。

〇 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵
建屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
チャンネルボックス・バーナブルポイ
ズン処理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建屋
制御建屋
分析建屋
主排気筒管理建屋
制御室換気設備（制御室換気設備）

- - -

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針
4.6電気系及び計測制御系に対する
絶縁低下を考慮する施設

【4.6 電気系及び計測制御系に対
する絶縁低下を考慮する施設】
電気系及び計測制御系に対する絶
縁低下を考慮する施設に関して(1)
では該当施設等を列挙し、(2)(3)
では要求される性能及び性能目標
を記載する。なお、それぞれの施
設等の機能として必要となる事項
は、「5.6電気系及び計測制御系に
対する絶縁低下を考慮する施設」
に記載する。

- - - - - 〇 - 緊急時対策建屋 - - -

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針
4.6電気系及び計測制御系に対する
絶縁低下を考慮する施設

【4.6 電気系及び計測制御系に対
する絶縁低下を考慮する施設】
電気系及び計測制御系に対する絶
縁低下を考慮する施設に関して(1)
では該当施設等を列挙し、(2)(3)
では要求される性能及び性能目標
を記載する。なお、それぞれの施
設等の機能として必要となる事項
は、「5.6電気系及び計測制御系に
対する絶縁低下を考慮する施設」
に記載する。

〇 - 電気設備（ディーゼル発電機） -
Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針
4.7 間接的影響を考慮する施設

【4.7 間接的影響を考慮する施
設】
間接的影響を考慮する施設に関し
て(1)では該当施設等を列挙し、
(2)(3)では要求される性能及び性
能目標を記載する。なお、それぞ
れの施設等の機能として必要とな
る事項は、「5.7間接的影響を考慮
する施設」に記載する。

〇 電気設備（ディーゼル発電機） - - - -
Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針
4.7 間接的影響を考慮する施設

【4.7 間接的影響を考慮する施
設】
間接的影響を考慮する施設に関し
て(1)では該当施設等を列挙し、
(2)(3)では要求される性能及び性
能目標を記載する。なお、それぞ
れの施設等の機能として必要とな
る事項は、「5.7間接的影響を考慮
する施設」に記載する。

〇 施設共通　基本設計方針 -
Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響
を考慮する施設の設計方針
5. 機能設計

【5.　機能設計】
4.の要求機能及び性能目標から展
開される機能設計に加えて，以下
を保安規定に定めて，管理するこ
とを示す。
・降灰時には，火山事象時に使用
する可搬型重大事故等対処設備を
建屋内に移動すること
・屋外の可搬型重大事故等対処設
備が降下火砕物により腐食しにく
いように堆積する降下火砕物を適
切に除去すること
・敷地周辺で大気汚染が発生した
場合には，緊急時対策建屋の換気
設備の外気との連絡口の遮断し，
緊急時対策所の空気を再循環する
こと
・再循環時において，緊急時対策
所内の酸素濃度及び二酸化炭素濃
度の影響を評価すること

第２Gr申請と同一

第１Gr申請と同一 第１Gr申請と同一

第１Gr申請と同一 第１Gr申請と同一

凡例
・「説明対象」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目
－：当該申請回次で記載しない項目
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基本設計方針の添付書類への展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項

1

三　変更に係る再処理施設の区分並びに設計及び工事の方法
Ⅰ-１　基本設計方針
第１章　共通項目
3　自然現象等
3.3　外部からの衝撃による損傷の防止

3.3.5　火山
　安全機能を有する施設は，再処理施設の運用期間中において再処理施設の安全機能に影響を及ぼし得る火山事象として，事業指定
（変更許可）を受けた降下火砕物の特性を設定し，その降下火砕物が発生した場合においても，安全機能を有する施設が安全機能を損
なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
【2.1   基本方針】
再処理施設の火山防護設計は，安全機能を有する施設については想定される火山事象によりその安全性を損なわな
いことを目的とし，技術基準規則に適合するように設計する旨の全般の方針を記載する。

51

(3) 必要な機能を損なわないための運用上の措置
火山に関する設計条件等に係る新知見の収集や防護措置との組合せにより安全機能や重大事故等の対処に必要な機能を損なわないため
の運用上の措置として，以下を保安規定に定めて，管理する。

・定期的に新知見の確認を行い，新知見を得られた場合に評価すること
・火山活動のモニタリングを行い，評価時からの状態の変化の検知により評価の根拠が維持されていることを確認すること

運用要求 施設共通　基本設計方針
【2.1   基本方針】
なお，定期的に新知見の確認を行い，新知見が得られた場合に評価を行うことを保安規定に定めて管理する。

2

降下火砕物から防護する施設（以下「降下火砕物防護対象施設」という。）としては，安全評価上その機能を期待する構築物，系統及
び機器を漏れなく抽出する観点から，安全上重要な機能を有する構築物，系統及び機器を抽出し，降下火砕物により冷却，水素掃気，
火災及び爆発の防止，臨界の防止等の安全機能を損なわないよう機械的強度を有すること等により，安全機能を損なわない設計とす
る。

冒頭宣言
定義

基本方針

【2.1.1   降下火砕物より防護すべき施設】
・安全上重要な構築物，系統及び機器を抽出し，降下火砕物により臨界防止及び閉じ込め等の安全機能を損なわな
いよう機械的強度を有すること等により，安全機能を損なわない設計とする。
・降下火砕物より防護すべき施設は，降下火砕物防護対象施設，重大事故等対象設備及び使用済燃料収納キャスク
とする。

3
また，降下火砕物防護対象施設及びそれらを収納する建屋（以下「降下火砕物防護対象施設等」という。）に波及的影響を及ぼして安
全機能を損なわせるおそれがある施設の影響を考慮した設計とする。

冒頭宣言
定義

基本方針
【2.1.1   降下火砕物より防護すべき施設】
また，降下火砕物防護対象施設及びそれらを収納する建屋（以下「降下火砕物防護対象施設等」という。）に波及
的影響を及ぼして安全機能を損なわせるおそれがある施設の影響を考慮した設計とする。

4
　上記に含まれない安全機能を有する施設については，降下火砕物に対して機能を維持すること若しくは降下火砕物による損傷を考慮
して代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障がない期間での修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることによ
り，その安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
【2.1.1   降下火砕物より防護すべき施設】
上記に含まれない安全機能を有する施設についての機能を確保する防護の方針を示す。

5
なお，使用済燃料収納キャスクは再処理施設内に一時的に保管されることを踏まえ，降下火砕物により使用済燃料収納キャスクに波及
的破損を与えない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
【2.1.1   降下火砕物より防護すべき施設】
なお，使用済燃料収納キャスクは再処理施設内に一時的に保管されることを踏まえ，降下火砕物により使用済燃料
収納キャスクに波及的破損を与えない設計とする。

6
さらに，重大事故等対処設備についても，降下火砕物の影響に対し，必要な機能が損なわれないよう，防護措置その他の適切な措置を
講ずる設計とする。

冒頭宣言 基本方針
【2.1.1　 降下火砕物より防護すべき施設】
重大事故等対処設備についても，必要な機能を損なわない設計とすることを示す。

7

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と
兼用する常設重大事故等対処設備は，火山の影響による損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のな
い期間で修理の対応を行うこと又はこれらを適切に組み合わせることにより，その機能を損なわない設計とする。また，機能が確保で
きない場合には，関連する工程を停止すること等を保安規定に定めて，管理する。

冒頭宣言 基本方針
【2.1.1   降下火砕物より防護すべき施設】
重大事故等対処設備のうち，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上重
要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備の機能を確保する設計方針を示す。

8
(1) 防護設計における降下火砕物の特性の設定及び荷重の設定

設計に用いる降下火砕物は，事業指定（変更許可）を受けた層厚55cm，密度1.3g／cm3（湿潤状態）と設定する。
定義 基本方針

2.1.2   設計に用いる降下火砕物特
性

【2.1.2   設計に用いる降下火砕物特性】
降下火砕物の設計条件については，事業許可(変更許可)を受けた層厚55cm，密度1.3g/cm3(湿潤状態)として設定す
る。

※補足すべき事項の対象なし
（許可と同じ降下火砕物の条件を用いており，補足すべき事
項はない）

※補足すべき事項の対象なし
（基本的な設計方針であり，詳細設計として展開不要）

※補足すべき事項の対象なし
（基本的な設計方針であり，詳細設計として展開不要）

展開先（小項目）

1. 概要
2. 火山防護に関する基本方針
2.1   基本方針

2.1.1　降下火砕物より防護すべき施
設
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基本設計方針の添付書類への展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

10
(2) 降下火砕物に対する防護対策
降下火砕物の影響を考慮する施設は，降下火砕物による「直接的影響」及び「間接的影響」に対して，以下の適切な防護措置を講じる
ことで安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針
2.1.3   降下火砕物の影響に対する
設計方針
(1)設計方針

【2.1.3降下火砕物の影響に対する設計方針】
・影響因子毎に，降下火砕物に対する火山防護設計を記載する。
・構造物への荷重,粒子の衝突,閉塞,磨耗,腐食，敷地周辺の大気汚染，絶縁低下，間接的影響に対してそれぞれ基
本的な設計方針を記載する。

※補足すべき事項の対象なし
（基本的な設計方針であり，詳細設計として展開不要）

9

 降下火砕物に対する防護設計を行うために，降下火砕物を湿潤状態とした場合における荷重，個々の施設に常時作用する荷重，運転時
荷重及び火山と同時に発生し得る自然現象による荷重を組み合わせた荷重（以下「設計荷重（火山）」という。）を設定する。
 また，火山と同時に発生し得る自然現象による荷重については，火山と同時に発生し得る自然現象が与える影響を踏まえた検討によ
り，風（台風）及び積雪による荷重を考慮する。

冒頭宣言 基本方針

【2.1.3(2)荷重の組合せ及び許容限界】
通常時に作用している荷重，降下火砕物の堆積による荷重，積雪荷重，風荷重及び運転時の状態で施設に作用する
荷重の考え方を示す。
【2.1.3(2)b.荷重の組合せ】
上記荷重の組合せの考え方を示す。

13
なお，降下火砕物が長期的に堆積しないよう当該施設に堆積する降下火砕物の除去を適切に行うことから，降下火砕物による荷重を短
期に生じる荷重として設定する。

運用要求 施設共通　基本設計方針
【2.1.3(2)荷重の組合せ及び許容限界】
建築基準法における積雪の荷重の考え方に準拠し，降下火砕物の降下から30日以内に降下火砕物を適切に除去する
ことを前提条件として，降下火砕物の堆積による荷重を短期に生じる荷重とする方針を示す。

2

降下火砕物から防護する施設（以下「降下火砕物防護対象施設」という。）としては，安全評価上その機能を期待する構築物，系統及
び機器を漏れなく抽出する観点から，安全上重要な機能を有する構築物，系統及び機器を抽出し，降下火砕物により冷却，水素掃気，
火災及び爆発の防止，臨界の防止等の安全機能を損なわないよう機械的強度を有すること等により，安全機能を損なわない設計とす
る。

冒頭宣言
定義

基本方針

【2.選定の基本方針】
降下火砕物防護対象施設を収納する建屋，降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設，外気から
取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む機構を有する降下火砕物防護対象施設，運転員等の人が滞在する場所の
換気設備及び間接的影響を考慮する施設を降下火砕物の影響を考慮する施設として選定することを示す。
「3.降下火砕物の影響を考慮する施設の選定」に直接的影響，間接的影響を踏まえて降下火砕物の影響を考慮する
施設を選定した結果を示す。

「Ⅵ-1-1-1-3-2 降下火砕物の影響を考慮する施設の選定」の
補足
＜降下火砕物の影響を考慮する施設の選定＞
⇒降下火砕物の影響を考慮する施設の選定過程を補足説明す
る。
・[補足山１]降下火砕物の影響を考慮する施設の選定

3
また，降下火砕物防護対象施設及びそれらを収納する建屋（以下「降下火砕物防護対象施設等」という。）に波及的影響を及ぼして安
全機能を損なわせるおそれがある施設の影響を考慮した設計とする。

冒頭宣言
定義

基本方針
【2. 選定の基本方針】
降下火砕物防護対象施設に波及的影響を与えないよう、波及的影響を及ぼし得る施設の選定方針を示す。「3.降下
火砕物の影響を考慮する施設の選定」に，波及的影響を及ぼし得る施設を選定した結果を示す。

5
なお，使用済燃料収納キャスクは再処理施設内に一時的に保管されることを踏まえ，降下火砕物により使用済燃料収納キャスクに波及
的破損を与えない設計とする。

冒頭宣言 基本方針

【2. 選定の基本方針】
降下火砕物により使用済燃料収納キャスクに波及的破損を与えないよう、使用済燃料収納キャスク保管庫を降下火
砕物の影響を考慮する施設に含める。
「3.降下火砕物の影響を考慮する施設の選定」選定した結果を示す。

6
さらに，重大事故等対処設備についても，降下火砕物の影響に対し，必要な機能が損なわれないよう，防護措置その他の適切な措置を
講ずる設計とする。

冒頭宣言 基本方針
【2.選定の基本方針】
重大事故等対処設備の必要な機能を確保するため，降下火砕物の影響を考慮する施設の選定方針を示す。
「3.降下火砕物の影響を考慮する施設の選定」に，重大事故等対処設備を収納する建屋を選定した結果を示す。

※補足すべき事項の対象なし
（基本的な設計方針であり，詳細設計として展開不要）

10
(2) 降下火砕物に対する防護対策
降下火砕物の影響を考慮する施設は，降下火砕物による「直接的影響」及び「間接的影響」に対して，以下の適切な防護措置を講じる
ことで安全機能を損なわない設計とする。

冒頭宣言 基本方針

Ⅵ-1-1-1-3-3
降下火砕物の影
響を考慮する施
設の設計方針

1.概要
2.設計の基本方針

【2.設計の基本方針】
・降下火砕物より防護すべき施設がその安全機能又は重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよう，
降下火砕物の影響を考慮する施設の設計を行うことを示す。
・影響因子ごとに施設を分類し，施設ごとに機能設計上の性能目標及び構造強度設計上の性能目標を，3.以降で示
す。
・「3.　施設分類」において，施設への影響を及ぼし得る影響因子として，構造物への荷重,粒子の衝突,閉塞,磨
耗,腐食，中央監視室等の大気汚染，絶縁低下，間接的影響を抽出し，それらに対して影響を考慮する施設を抽出す
る。

※補足すべき事項の対象なし
（基本的な設計方針であり，詳細設計として展開不要）

対象選定

※補足すべき事項の対象なし
（基本的な設計方針であり，詳細設計として展開不要）

「Ⅵ-1-1-1-3-2 降下火砕物の影響を考慮する施設の選定」の
補足
＜波及的影響を及ぼす可能性のある施設の選定＞
⇒波及的影響を及ぼす可能性のある施設を竜巻防護対策設備
及び使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫とした過程を
補足説明する。
・[補足山２]波及的影響を及ぼす可能性のある施設の選定

Ⅵ-1-1-1-3-2
降下火砕物の影
響を考慮する施
設の選定

Ⅵ-1-1-1-3-1
火山への配慮に
関する基本方針

2.1.3   降下火砕物の影響に対する
設計方針
(2) 荷重の組合せ及び許容限界

1. 概要
2. 選定の基本方針

11

a. 直接的影響に対する設計方針
(a) 構造物への静的負荷
降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び冷却塔等の屋外に設置する降下火砕物防護対象施設のうち降下火砕物が堆積しやすい構造
を有する施設は，当該施設に要求される機能に応じて適切な許容荷重を設定し，設計荷重（火山）に対して，構造健全性を維持し，安
全機能を損なわない設計とする。降下火砕物の影響を考慮する施設は，降下火砕物が堆積しやすい構造を有する場合には荷重による影
響を考慮する。

評価要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合
酸化物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建
屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
チャンネルボックス・バー
ナブルポイズン処理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建
屋
制御建屋
分析建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋
主排気筒（主排気筒）
安全冷却水系（安全冷却水
系）
塔槽類排ガス処理設備（ウ
ラン・プルトニウム混合脱
硝建屋塔槽類廃ガス処理設
備）
塔槽類排ガス処理設備（高
レベル廃液ガラス固化建屋
塔槽類廃ガス処理設備）
換気設備（前処理建屋換気
設備）
換気設備（分離建屋換気設
備）
換気設備（精製建屋換気設
備）
換気設備（ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋換気設
備）
換気設備（高レベル廃液ガ
ラス固化建屋換気設備）

【2.1.3(2)荷重の組合せ及び許容限界】
許容限界の設定の考え方を示す。

基本方針
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基本設計方針の添付書類への展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

19

(b) 構造物への粒子の衝突
降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び屋外に設置する降下火砕物防護対象施設は，構造物への降下火砕物の粒子の衝突の影響に
より，安全機能を損なわない設計とする。
なお，粒子の衝撃荷重による影響は，竜巻の設計飛来物の影響に包絡されるため，「3.3.2　竜巻」に示す基本設計方針に基づく設計と
する。

冒頭宣言 基本方針
【3.1降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子との関連】
構造物への粒子の衝突による影響については，竜巻の設計飛来物の影響に包絡され，「竜巻防護に関する施設の設
計方針」において示す。

※補足すべき事項の対象なし
（基本的な設計方針であり，詳細設計として展開不要）

16
屋外の可搬型重大事故等対処設備のうち，火山事象時に使用する可搬型重大事故等対処設備は，設計荷重（火山）に対し安全余裕を有
する建屋内に移動することにより，重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針

17
上記以外の屋外の可搬型重大事故等対処設備については，降下火砕物による荷重により機能を損なわないように，降下火砕物を除去す
ることにより，重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針

24
屋外の可搬型重大事故等対処設備のうち，火山事象時に使用する可搬型重大事故等対処設備は，火山事象時においては建屋内に移動す
ることにより，重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針

29
屋外の可搬型重大事故等対処設備のうち，火山事象時に使用する可搬型重大事故等対処設備は，火山事象時においては建屋内に移動す
ることにより，重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針

39
屋外の可搬型重大事故等対処設備のうち，火山事象時に使用する可搬型重大事故等対処設備は，火山事象時においては建屋内に移動す
ることにより，降下火砕物による腐食の影響で重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とす
る。

運用要求 施設共通　基本設計方針

40
上記以外の屋外の可搬型重大事故等対処設備については，降下火砕物を適切に除去することにより，降下火砕物による腐食に対して重
大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針

2

降下火砕物から防護する施設（以下「降下火砕物防護対象施設」という。）としては，安全評価上その機能を期待する構築物，系統及
び機器を漏れなく抽出する観点から，安全上重要な機能を有する構築物，系統及び機器を抽出し，降下火砕物により冷却，水素掃気，
火災及び爆発の防止，臨界の防止等の安全機能を損なわないよう機械的強度を有すること等により，安全機能を損なわない設計とす
る。

冒頭宣言
定義

基本方針 3.2   影響因子を考慮した施設分類
【3.2   影響因子を考慮した施設分類】
降下火砕物により直接的影響を考慮する施設及び間接的影響を考慮する施設を示す。

「Ⅵ-1-1-1-3-2 降下火砕物の影響を考慮する施設の選定」の
補足
＜降下火砕物の影響を考慮する施設の選定＞
⇒降下火砕物の影響を考慮する施設の選定過程を補足説明す
る。
・[補足山１]降下火砕物の影響を考慮する施設の選定
＜波及的影響を及ぼす可能性のある施設の選定＞
⇒波及的影響を及ぼす可能性のある施設を竜巻防護対策設備
及び使用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫とした過程を
補足説明する。
・[補足山２]波及的影響を及ぼす可能性のある施設の選定

評価方法
評価条件
評価（強度計算
書）

設計方針

4. 要求機能及び性能目標
4.1   構造物への荷重を考慮する施
設

【4.1 構造物への荷重を考慮する施設】
構造物への荷重を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記
載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.1構造物への荷重を考慮する施設」に記載す
る。また、構造強度設計上の性能目標を達成するための強度計算を「Ⅴ-別添2　火山への配慮が必要な施設の強度
に関する説明書」に示す。

※補足すべき事項の対象なし
(運用に関する方針であり，詳細設計として展開不要)

【3.1降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子との関連】
・影響因子に対して屋外の重大事故等対処設備については，対処が共通であることから本項にて設計方針をまとめ
て記載する。
・火山事象時に使用する可搬型重大事故等対処設備は外部からの損傷を防止できる建屋等内へ配備すること
・その他の屋外の可搬型重大事故等対処設備は降下火砕物を除去すること

3. 施設分類
3.1   降下火砕物の影響を考慮する
施設と影響因子との関連

Ⅵ-1-1-1-3-3
降下火砕物の影
響を考慮する施
設の設計方針]

11

a. 直接的影響に対する設計方針
(a) 構造物への静的負荷
降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び冷却塔等の屋外に設置する降下火砕物防護対象施設のうち降下火砕物が堆積しやすい構造
を有する施設は，当該施設に要求される機能に応じて適切な許容荷重を設定し，設計荷重（火山）に対して，構造健全性を維持し，安
全機能を損なわない設計とする。降下火砕物の影響を考慮する施設は，降下火砕物が堆積しやすい構造を有する場合には荷重による影
響を考慮する。

評価要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合
酸化物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建
屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
チャンネルボックス・バー
ナブルポイズン処理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建
屋
制御建屋
分析建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋
主排気筒（主排気筒）
安全冷却水系（安全冷却水
系）
塔槽類排ガス処理設備（ウ
ラン・プルトニウム混合脱
硝建屋塔槽類廃ガス処理設
備）
塔槽類排ガス処理設備（高
レベル廃液ガラス固化建屋
塔槽類廃ガス処理設備）
換気設備（前処理建屋換気
設備）
換気設備（分離建屋換気設
備）
換気設備（精製建屋換気設
備）
換気設備（ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋換気設
備）
換気設備（高レベル廃液ガ
ラス固化建屋換気設備）

「Ⅴ-別添2　火山への配慮が必要な施設の強度に関する説明
書」の補足
＜評価対象部位の選定＞
⇒屋外の降下火砕物防護対象施設の評価対象部位の選定につ
いて補足説明する。
・[補足山２９]　評価対象部位の選定（再処理設備本体用
安全冷却水系冷却塔）
・[補足山３０]評価対象部位の選定（第２非常用ディーゼル
発電機用　安全冷却水系冷却塔）
・[補足山３１]評価対象部位の選定（使用済燃料の受入れ施
設の施設及び貯蔵施設用　安全冷却水系冷却塔）
・[補足山３１]評価対象部位の選定（主排気筒）
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基本設計方針の添付書類への展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙３①

項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

12
降下火砕物防護対象施設等及び使用済燃料収納キャスクに波及的影響を及ぼし得る施設は，設計荷重（火山）に対して，構造健全性を
維持し，降下火砕物防護対象施設等及び使用済燃料収納キャスクへの波及的影響を防止する設計とする。

評価要求

竜巻防護対策設備（竜巻防
護対策設備）
使用済燃料収納使用済燃料
輸送容器保管庫

14
屋内の重大事故等対処設備については，降下火砕物による短期的な荷重により機能を損なわないように，設計荷重（火山）に対し安全
余裕を有する建屋内に設置する設計とする。

評価要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合
酸化物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建
屋
制御建屋
主排気筒管理建屋
緊急時対策建屋
第１保管庫・貯水所
第２保管庫・貯水所

15
屋外の常設重大事故等対処設備のうち降下火砕物が堆積しやすい構造を有する施設については，降下火砕物による荷重により機能を損
なわないように，設計荷重（火山）に対し安全余裕を有することで，重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を
損なわない設計とする。

評価要求

主排気筒（主排気筒）
換気設備（前処理建屋換気
設備）
換気設備（分離建屋換気設
備）
換気設備（精製建屋換気設
備）
換気設備（ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋換気設
備）
換気設備（高レベル廃液ガ
ラス固化建屋換気設備）

18
重大事故等対処設備に波及的影響を及ぼし得る施設は，設計荷重（火山）に対して，構造健全性を維持し，重大事故等対処設備への波
及的影響を防止する設計とする。

評価要求
竜巻防護対策設備（竜巻防
護対策設備）

20

(c) 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系に対する機械的影響（閉塞）
屋外に設置する降下火砕物防護対象施設である主排気筒は，排気の吹き上げにより降下火砕物が侵入し難い構造とする。降下火砕物が
主排気筒内に侵入した場合でも，異物の除去が可能な構造とすること及び異物の溜まる空間を設けることで，閉塞の影響により安全機
能を損なわない設計とする。

設置要求 主排気筒（主排気筒）

「Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方
針」の補足
＜主排気筒の設計方針（閉塞）＞
⇒構造図等を用い、主排気筒の閉塞に対する設計を補足説明
する。
・[補足山３]閉塞に対する設計方針（主排気筒）

※補足すべき事項の対象なし
（荷重に対する設計方針を展開しており、追加で説明が必要
な事項はない。）

21
降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び中央制御室換気設備等の降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設は，
外気取入口に防雪フードを設置する設計とすることで，降下火砕物が侵入し難い構造とする。

設置要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合
酸化物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建
屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
チャンネルボックス・バー
ナブルポイズン処理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建
屋
制御建屋
分析建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋
制御室換気設備（制御室換
気設備）
ガラス固化体貯蔵設備（ガ
ラス固化体貯蔵設備）
電気設備（ディーゼル発電
機）
安全圧縮空気系（安全圧縮
空気系）

※補足すべき事項の対象なし
（閉塞に対する設計方針を展開しており、追加で説明が必要
な事項はない。）
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基本設計方針の添付書類への展開
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項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

23
重大事故等対処設備を収納する建屋は，外気取入口を降下火砕物が侵入し難い構造とし，降下火砕物が取り込まれたとしても，重大事
故等対処設備を収納する建屋の換気設備にはフィルタを設置し，建屋内部への降下火砕物の侵入を防止することにより，重大事故等対
処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
機能要求①

使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合
酸化物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建
屋
制御建屋
主排気筒管理建屋
緊急時対策建屋
第１保管庫・貯水所
第２保管庫・貯水所

※補足すべき事項の対象なし
（閉塞に対する設計方針を展開しており、追加で説明が必要
な事項はない。）

設計方針

4.2 構造物，換気系，電気系，計測
制御系及び安全圧縮空気系における
閉塞を考慮する施設

【4.2 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設に関して(1)では該当施設等
を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる
事項は、「5.2構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設」に記載す
る。

※補足すべき事項の対象なし
（磨耗に対する設計方針を展開しており、追加で説明が必要
な事項はない。）

換気設備（使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋給気系）
換気設備（前処理建屋給気
系）
換気設備（分離建屋給気
系）
換気設備（精製建屋給気
系）
換気設備（ウラン脱硝建屋
給気系）
換気設備（ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋給気
系）
ウラン酸化物貯蔵設備（ウ
ラン酸化物貯蔵設備）
換気設備（ウラン・プルト
ニウム混合酸化物貯蔵建屋
給気系）
換気設備（高レベル廃液ガ
ラス固化建屋換気給気系）
換気設備（第１ガラス固化
体貯蔵建屋給気系）
換気設備（チャンネルボッ
クス・バーナブルポイズン
処理建屋給気系）
換気設備（ハル・エンド
ピース貯蔵建屋給気系）
制御室換気設備（制御室換
気設備）
換気設備（分析建屋給気
系）
換気設備（非常用電源建屋
給気系）
換気設備（主排気筒管理建
屋給気系）
ガラス固化体貯蔵設備（ガ
ラス固化体貯蔵設備）
電気設備（ディーゼル発電
機）
安全圧縮空気系（安全圧縮
空気系）

25
(d) 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系に対する機械的影響（磨耗）
中央制御室換気設備等の降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設は，外気取入口に防雪フードを設置する設計とす
ることで，降下火砕物が侵入し難い構造とする。

設置要求

22

降下火砕物が取り込まれたとしても，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋の換気設備及び中央制御室換気設備等にフィルタを設置
し，建屋内部等への降下火砕物の侵入を防止すること又は空間を設けることにより冷却空気流路が直ちに閉塞しないようにすること
で，閉塞の影響により安全機能を損なわない設計とする。
さらに，降下火砕物がフィルタに付着した場合でも交換又は清掃が可能な構造とすることで，閉塞の影響により安全機能を損なわない
設計とする。なお，非常用ディーゼル発電機及び安全圧縮空気系空気圧縮機は，フィルタを通過した小さな粒径の降下火砕物が侵入し
た場合でも，閉塞の影響により安全機能を損なわない設計とする。

機能要求①

「Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方
針」の補足
＜収納管、通風管の設計方針（閉塞）＞
⇒建屋断面図等を用い、収納管、通風管の閉塞に対する設計
を補足説明する。
・[補足山４]閉塞に対する設計方針（収納管、通風管）

＜DG等の設計方針（閉塞）＞
⇒第１非常用ディーゼル発電機、第２非常用ディーゼル発電
機、安全圧縮空気系空気圧縮機の閉塞に対する設計として
フィルタ捕集容量やフィルタ閉塞時間等を補足説明する。
・[補足山５]閉塞に対する設計方針（第１非常用ディーゼル
発電機）
・[補足山６]閉塞に対する設計方針（第２非常用ディーゼル
発電機）
・[補足山７]閉塞に対する設計方針（安全圧縮空気系空気圧
縮機）

使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合
酸化物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建
屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
チャンネルボックス・バー
ナブルポイズン処理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建
屋
制御建屋
分析建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋
制御室換気設備（制御室換
気設備）
電気設備（ディーゼル発電
機）
安全圧縮空気系（安全圧縮
空気系）
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基本設計方針の添付書類への展開
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項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

27
屋外に設置される降下火砕物防護対象施設のうち，安全冷却水系の冷却塔において降下火砕物の影響を受けると想定される部位に対し
ては，冷却空気を上方に流すこと及び降下火砕物が侵入し難い構造とすることで，降下火砕物による摩耗の影響により，安全機能を損
なわない設計とする。

設置要求
安全冷却水系（安全冷却水
系）

「Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方
針」の補足
＜冷却塔の設計方針（磨耗）＞
⇒構造図等を用い、駆動部の構造について具体的に説明し、
各冷却塔の磨耗に対する設計方針を補足説明する。
・[補足山１１]磨耗に対する設計方針（再処理設備本体用
安全冷却水系冷却塔）
・[補足山１２]磨耗に対する設計方針（第２非常用ディーゼ
ル発電機用　安全冷却水系冷却塔）
・[補足山１３]磨耗に対する設計方針（使用済燃料の受入れ
施設の施設及び貯蔵施設用　安全冷却水系冷却塔）

28
重大事故等対処設備を収納する建屋は，外気取入口を降下火砕物が侵入し難い構造とし，降下火砕物が取り込まれたとしても，重大事
故等対処設備を収納する建屋の換気設備にはフィルタを設置し，建屋内部への降下火砕物の侵入を防止することにより，重大事故等対
処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
機能要求①

使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合
酸化物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建
屋
制御建屋
主排気筒管理建屋
緊急時対策建屋
第１保管庫・貯水所
第２保管庫・貯水所

※補足すべき事項の対象なし
（磨耗に対する設計方針を展開しており、追加で説明が必要
な事項はない。）

4.3 構造物，換気系，電気系，計測
制御系及び安全圧縮空気系における
磨耗を考慮する施設

【4.3 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設に関して(1)では該当施設等
を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる
事項は、「5.3構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設」に記載す
る。

Ⅵ-1-1-1-3-3
降下火砕物の影
響を考慮する施
設の設計方針

「Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方
針」の補足
＜DG等の設計方針（磨耗）＞
⇒建屋断面図等を用い、第１非常用ディーゼル発電機、第２
非常用ディーゼル発電機、安全圧縮空気系空気圧縮機の磨耗
に対する設計方針を補足説明する。
・[補足山８]磨耗に対する設計方針（第１非常用ディーゼル
発電機）
・[補足山９]磨耗に対する設計方針（第２非常用ディーゼル
発電機）
・[補足山１０]磨耗に対する設計方針（安全圧縮空気系空気
圧縮機）

26
降下火砕物が取り込まれたとしても，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋の換気設備及び中央制御室換気設備等にフィルタを設置
し，降下火砕物の侵入を防止することで，降下火砕物による摩耗の影響により，安全機能を損なわない設計とする。

機能要求①

換気設備（使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋給気系）
換気設備（前処理建屋給気
系）
換気設備（分離建屋給気
系）
換気設備（精製建屋給気
系）
換気設備（ウラン脱硝建屋
給気系）
換気設備（ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋給気
系）
ウラン酸化物貯蔵設備（ウ
ラン酸化物貯蔵設備）
換気設備（ウラン・プルト
ニウム混合酸化物貯蔵建屋
給気系）
換気設備（高レベル廃液ガ
ラス固化建屋換気給気系）
換気設備（第１ガラス固化
体貯蔵建屋給気系）
換気設備（チャンネルボッ
クス・バーナブルポイズン
処理建屋給気系）
換気設備（ハル・エンド
ピース貯蔵建屋給気系）
制御室換気設備（制御室換
気設備）
換気設備（分析建屋給気
系）
換気設備（非常用電源建屋
給気系）
換気設備（主排気筒管理建
屋給気系）
電気設備（ディーゼル発電
機）
安全圧縮空気系（安全圧縮
空気系）
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項目番号 基本設計方針 要求種別 主な設備 展開事項 添付書類における記載 補足すべき事項展開先（小項目）

32
重大事故等対処設備を収納する建屋は外壁塗装及び屋上防水を実施することにより降下火砕物による短期的な腐食が発生しない設計と
し，重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。

評価要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合
酸化物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建
屋
制御建屋
主排気筒管理建屋
緊急時対策建屋
第１保管庫・貯水所
第２保管庫・貯水所

「Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方
針」の補足
＜建屋の設計方針（腐食）＞
⇒外壁塗装及び屋上防水について具体的に説明し、建屋の腐
食に対する設計方針を補足説明する。
・[補足山１４]腐食に対する設計方針（建屋）

33
屋外の常設重大事故等対処設備は，塗装又は腐食し難い金属の使用により降下火砕物による短期的な腐食が発生しない設計とし，重大
事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。

評価要求

主排気筒（主排気筒）
換気設備（前処理建屋換気
設備）
換気設備（分離建屋換気設
備）
換気設備（精製建屋換気設
備）
換気設備（ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋換気設
備）
換気設備（高レベル廃液ガ
ラス固化建屋換気設備）

「Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方
針」の補足
＜屋外設備の設計方針（腐食）＞
⇒屋外設備の塗装、腐食し難い金属等について具体的に説明
し、屋外設備の腐食に対する設計方針を補足説明する。
・[補足山１９]腐食に対する設計方針（主排気筒）
・[補足山２０]腐食に対する設計方針（主排気筒に接続する
屋外配管及び屋外ダクト）

「Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方
針」の補足
＜建屋の設計方針（腐食）＞
⇒外壁塗装及び屋上防水について具体的に説明し、建屋の腐
食に対する設計方針を補足説明する。
・[補足山１４]腐食に対する設計方針（建屋）

「Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方
針」の補足
＜屋外設備の設計方針（腐食）＞
⇒屋外設備の塗装、腐食し難い金属等について具体的に説明
し、屋外設備の腐食に対する設計方針を補足説明する。
・[補足山１５]腐食に対する設計方針（再処理設備本体用
安全冷却水系冷却塔）
・[補足山１６]腐食に対する設計方針（第２非常用ディーゼ
ル発電機用　安全冷却水系冷却塔）
・[補足山１７]腐食に対する設計方針（使用済燃料の受入れ
施設の施設及び貯蔵施設用　安全冷却水系冷却塔）
・[補足山１８]腐食に対する設計方針（冷却塔に接続する屋
外設備）
・[補足山１９]腐食に対する設計方針（主排気筒）
・[補足山２０]腐食に対する設計方針（主排気筒に接続する
屋外配管及び屋外ダクト）

評価方針
評価

主排気筒（主排気筒）
安全冷却水系（安全冷却水
系）
塔槽類排ガス処理設備（ウ
ラン・プルトニウム混合脱
硝建屋塔槽類廃ガス処理設
備）
塔槽類排ガス処理設備（高
レベル廃液ガラス固化建屋
塔槽類廃ガス処理設備）
換気設備（前処理建屋換気
設備）
換気設備（分離建屋換気設
備）
換気設備（精製建屋換気設
備）
換気設備（ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋換気設
備）
換気設備（高レベル廃液ガ
ラス固化建屋換気設備）

31
冷却塔等の屋外に設置する降下火砕物防護対象施設は，塗装又は腐食し難い金属の使用により，降下火砕物による短期的な腐食の影響
で安全機能を損なわない設計とする。

評価要求

使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合
酸化物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建
屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
チャンネルボックス・バー
ナブルポイズン処理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建
屋
制御建屋
分析建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋

30

(e) 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系に対する化学的影響（腐食）
イ. 構造物の化学的影響（腐食）

降下火砕物防護対象施設を収納する建屋は外壁塗装及び屋上防水を実施することにより，降下火砕物による短期的な腐食の影響で安
全機能を損なわない設計とする。

評価要求
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35
ロ. 換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系に対する化学的影響（腐食）

中央制御室換気設備等の降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設は，塗装，腐食し難い金属の使用又は防食処理
により，短期的な腐食の影響で安全機能を損なわない設計とする。

評価要求

制御室換気設備(制御室換
気設備)
ガラス固化体貯蔵設備（ガ
ラス固化体貯蔵設備）
電気設備（ディーゼル発電
機）
安全圧縮空気系（安全圧縮
空気系）

「Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方
針」の補足
＜空気の流路となる設備の設計方針（腐食）＞
⇒空気の流路となる設備の塗装、腐食し難い金属等について
具体的に説明し、空気の流路となる設備の腐食に対する設計
方針を補足説明する。
・[補足山２１]腐食に対する設計方針（制御建屋中央制御室
換気設備）
・[補足山２２]腐食に対する設計方針（収納管及び通風管）
・[補足山２３]腐食に対する設計方針（第１非常用ディーゼ
ル発電機）
・[補足山２４]腐食に対する設計方針（第２非常用ディーゼ
ル発電機）
・[補足山２５]腐食に対する設計方針（安全圧縮空気系空気
圧縮機）

※補足すべき事項の対象なし
（腐食に対する設計方針を展開して記載しており、追加で説
明が必要な事項はない。）

4.4 構造物，換気系，電気系，計測
制御系及び安全圧縮空気系における
腐食を考慮する施設

【4.4 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設に関して(1)では該当施設等
を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる
事項は、「5.4構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設」に記載す
る。

使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合
酸化物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建
屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
チャンネルボックス・バー
ナブルポイズン処理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建
屋
制御建屋
分析建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋
制御室換気設備（制御室換
気設備）

36
降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び中央制御室換気設備は，外気取入口に防雪フードを設置する設計とすることで，降下火砕
物が侵入し難い構造とする。

設置要求

換気設備（使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋給気系）
換気設備（前処理建屋給気
系）
換気設備（分離建屋給気
系）
換気設備（精製建屋給気
系）
換気設備（ウラン脱硝建屋
給気系）
換気設備（ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋給気
系）
ウラン酸化物貯蔵設備（ウ
ラン酸化物貯蔵設備）
換気設備（ウラン・プルト
ニウム混合酸化物貯蔵建屋
給気系）
換気設備（高レベル廃液ガ
ラス固化建屋換気給気系）
換気設備（第１ガラス固化
体貯蔵建屋給気系）
換気設備（チャンネルボッ
クス・バーナブルポイズン
処理建屋給気系）
換気設備（ハル・エンド
ピース貯蔵建屋給気系）
制御室換気設備（制御室換
気設備）
換気設備（分析建屋給気
系）
換気設備（非常用電源建屋
給気系）
換気設備（主排気筒管理建
屋給気系）
ガラス固化体貯蔵設備（ガ
ラス固化体貯蔵設備）
電気設備（ディーゼル発電
機）
安全圧縮空気系（安全圧縮
空気系）

37
降下火砕物が取り込まれたとしても，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋の換気設備及び中央制御室換気設備については，フィル
タを設置し，建屋内部への降下火砕物の侵入を防止することにより，建屋内の降下火砕物防護対象施設に短期的な腐食の影響で安全機
能を損なわない設計とする。

機能要求①
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38
重大事故等対処設備を収納する建屋は，外気取入口を降下火砕物が侵入し難い構造とし，降下火砕物が取り込まれたとしても，重大事
故等対処設備を収納する建屋の換気設備については，フィルタを設置し，建屋内部への降下火砕物の侵入を防止することにより，降下
火砕物による腐食の影響で重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。

設置要求
機能要求①

使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン・プルトニウム混合
酸化物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建
屋
制御建屋
主排気筒管理建屋
緊急時対策建屋
第１保管庫・貯水所
第２保管庫・貯水所

42
(f) 敷地周辺の大気汚染
中央制御室換気設備の外気取入口には防雪フードを設置する設計とすることで，降下火砕物が侵入し難い構造とすることにより，中央
制御室の大気汚染を防止する。

設置要求
制御室換気設備（制御室換
気設備）

※補足すべき事項の対象なし
（大気汚染に対する設計方針を展開して記載しており、追加
で説明が必要な事項はない。）

43
降下火砕物が取り込まれたとしても，中央制御室換気設備にはフィルタを設置し，中央制御室内への降下火砕物の侵入を防止すること
で，運転員の居住性を損なわない設計とする。

機能要求①
制御室換気設備（制御室換
気設備）

※補足すべき事項の対象なし
（大気汚染に対する設計方針を展開して記載しており、追加
で説明が必要な事項はない。）

44
また，敷地周辺で大気汚染が発生した場合には，中央制御室換気設備の外気との連絡口を遮断し，中央制御室内の空気を再循環する措
置を講ずることができる設計とする。再循環時において，中央制御室内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の影響評価を実施する。これに
より，敷地周辺で大気汚染が発生した場合においても，中央制御室内の居住性を損なわない設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針

「Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方
針」の補足
＜制御室等の設計方針（大気汚染）＞
⇒制御室等の外気遮断時の二酸化炭素濃度等について具体的
に説明し、制御室等の大気汚染に対する設計方針を補足説明
する。
・[補足山２６]大気汚染に対する設計方針

45
緊急時対策建屋の換気設備は，外気取入口を降下火砕物が侵入し難い構造とし，降下火砕物が取り込まれたとしても，緊急時対策建屋
の換気設備にはフィルタを設置し，緊急時対策所内への降下火砕物の侵入を防止することで，室内の居住性を確保する設計とする。

設置要求
機能要求①

緊急時対策建屋
※補足すべき事項の対象なし
（大気汚染に対する設計方針を展開して記載しており、追加
で説明が必要な事項はない。）

46
また，敷地周辺で大気汚染が発生した場合には，緊急時対策建屋の換気設備の外気との連絡口を遮断し，緊急時対策所の空気を再循環
する措置を講ずることができる設計とする。再循環時において，緊急時対策所内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の影響評価を実施す
る。これにより，敷地周辺で大気汚染が発生した場合においても，緊急時対策所内の居住性を損なわない設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針

「Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方
針」の補足
＜制御室等の設計方針（大気汚染）＞
⇒制御室等の外気遮断時の二酸化炭素濃度等について具体的
に説明し、制御室等の大気汚染に対する設計方針を補足説明
する。
・[補足山２６]大気汚染に対する設計方針

4.5 敷地周辺の大気汚染を考慮する
施設

【4.5 敷地周辺の大気汚染を考慮する施設】
敷地周辺の大気汚染を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標
を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.5敷地周辺の大気汚染を考慮する施設」
に記載する。
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49

重大事故等対処設備を収納する建屋は，外気取入口を降下火砕物が侵入し難い構造とし、降下火砕物が取り込まれたとしても，重大事
故等対処設備を収納する建屋の換気設備にフィルタを設置し，建屋内部への降下火砕物の侵入を防止することにより，重大事故等対処
設備のうち外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む機構を有する制御盤等の重大事故等に対処するために必要な機能を損な
わない設計とする。

設置要求
機能要求①

緊急時対策建屋

「Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方
針」の補足
＜盤の設計方針（絶縁低下）＞
⇒盤の絶縁低下に対する設計方針及び空気を取り込む機構に
ついての考え方を写真なども用い補足説明する。
・[補足山２７]絶縁低下に対する設計方針

50

b.　間接的影響に対する設計方針
降下火砕物による間接的影響である７日間の外部電源喪失及び敷地内外での交通の途絶によるアクセス制限事象に対し，再処理施設の
安全性を維持するために必要となる電源の供給が継続できるよう，燃料を貯蔵及び移送する設計とし，これらの設備が降下火砕物の影
響を受けないよう設置する設計とする。

設置要求
電気設備（ディーゼル発電
機）

4.7 間接的影響を考慮する施設
【4.7 間接的影響を考慮する施設】
間接的影響を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載す
る。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.7間接的影響を考慮する施設」に記載する。

「Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方
針」の補足
＜間接的影響に対する設計方針＞
⇒タンク及びポンプが地下設置であることを補足説明する。
・[補足山２８]間接的影響に対する設計方針

「Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方
針」の補足
＜盤の設計方針（絶縁低下）＞
⇒盤の絶縁低下に対する設計方針及び空気を取り込む機構に
ついての考え方を写真なども用い補足説明する。
・[補足山２７]絶縁低下に対する設計方針

4.6 電気系及び計測制御系に対する
絶縁低下を考慮する施設

【4.6 電気系及び計測制御系に対する絶縁低下を考慮する施設】
電気系及び計測制御系に対する絶縁低下を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求され
る性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.6電気系及び計測制
御系に対する絶縁低下を考慮する施設」に記載する。

47
(g) 電気系及び計測制御系の絶縁低下
降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び中央制御室換気設備は，外気取入口に防雪フードを設置する設計とすることで，降下火砕
物が侵入し難い構造とする。

設置要求
※補足すべき事項の対象なし
（絶縁低下に対する設計方針を展開して記載しており、追加
で説明が必要な事項はない。）

設計方針

換気設備（使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋給気系）
換気設備（前処理建屋給気
系）
換気設備（分離建屋給気
系）
換気設備（精製建屋給気
系）
換気設備(ｳﾗﾝ脱硝建屋給気
系）
換気設備（ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋給気
系）
ウラン酸化物貯蔵設備
換気設備（高レベル廃液ガ
ラス固化建屋換気給気系）
換気設備（第１ガラス固化
体貯蔵建屋給気系）
換気設備（チャンネルボッ
クス・バーナブルポイズン
処理建屋給気系）
換気設備（ハル・エンド
ピース貯蔵建屋給気系）
制御室換気設備（制御室換
気設備）
換気設備（分析建屋給気
系）

48
降下火砕物が取り込まれたとしても，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋の換気設備及び中央制御室換気設備にフィルタを設置
し，建屋内部への降下火砕物の侵入を防止することにより，降下火砕物防護対象施設のうち外気から取り入れた空気を盤内に取り込む
機構を有する制御盤等の安全機能を損なわない設計とする。

機能要求①

使用済燃料受入れ・貯蔵建
屋
前処理建屋
分離建屋
精製建屋
ウラン脱硝建屋
ウラン・プルトニウム混合
脱硝建屋
ウラン酸化物貯蔵建屋
ウラン・プルトニウム混合
酸化物貯蔵建屋
高レベル廃液ガラス固化建
屋
第１ガラス固化体貯蔵建屋
チャンネルボックス・バー
ナブルポイズン処理建屋
ハル・エンドピース貯蔵建
屋
制御建屋
分析建屋
非常用電源建屋
主排気筒管理建屋
制御室換気設備（制御室換
気設備）
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13
なお，降下火砕物が長期的に堆積しないよう当該施設に堆積する降下火砕物の除去を適切に行うことから，降下火砕物による荷重を短
期に生じる荷重として設定する。

運用要求 施設共通　基本設計方針
【5.　機能設計】
4.の要求機能及び性能目標から展開される機能設計に加えて降下火砕物の堆積については適切に除去する運用とす
る旨を示す。

51

(3) 必要な機能を損なわないための運用上の措置
火山に関する設計条件等に係る新知見の収集や防護措置との組合せにより安全機能や重大事故等の対処に必要な機能を損なわないため
の運用上の措置として，以下を保安規定に定めて，管理する。

・定期的に新知見の確認を行い，新知見を得られた場合に評価すること
・火山活動のモニタリングを行い，評価時からの状態の変化の検知により評価の根拠が維持されていることを確認すること

運用要求 施設共通　基本設計方針

【5.　機能設計】
4.の要求機能及び性能目標から展開される機能設計に加えて，以下を保安規定に定めて，管理することを示す。
・定期的に新知見の確認を行い，新知見を得られた場合に評価すること
・火山活動のモニタリングを行い，評価時からの状態の変化の見地により評価の根拠が維持されていることを確認
すること

52

・降下火砕物が長期的に堆積しないよう当該施設に堆積する降下火砕物の除去を適切に行うこと
・降灰時には，降下火砕物により閉塞しないよう換気設備の停止又はフィルタの交換若しくは清掃を行うこと
・降下火砕物により冷却空気流路が閉塞しないよう貯蔵ピットの点検用の開口部より吸引による除灰を行うこと
・降灰時には，非常用ディーゼル発電機及び安全圧縮空気系空気圧縮機に対するフィルタの追加設置を行うこと
・堆積した降下火砕物の除去後に点検し，必要に応じて修理を行うこと並びに日常的な保守及び修理を行うこと
・敷地周辺で大気汚染が発生した場合には，中央制御室の換気設備の外気との連絡口の遮断及び中央制御室の空気を再循環すること

運用要求 施設共通　基本設計方針

【5.　機能設計】
4.の要求機能及び性能目標から展開される機能設計に加えて，以下を保安規定に定めて，管理することを示す。・
降灰時には，降下火砕物により閉塞しないよう換気設備の停止又はフィルタの交換若しくは清掃を行うこと
・降下火砕物による冷却空気流路が閉塞しないよう貯蔵ピットの点検用の開口部より吸引による除灰を行うこと
・降灰時には，非常用ディーゼル発電機及び安全圧縮空気系空気圧縮機に対するフィルタの追加設置を行うこと
・堆積した降下火砕物の除去後に点検し，必要に応じて修理を行うこと並びに日常的な保守及び修理を行うこと
・降下火砕物による大気汚染を防止するよう中央制御室の換気設備の外気との連絡口の遮断及び中央制御室の空気
を再循環すること

53

・降灰時には，火山事象時に使用する屋外の可搬型重大事故等対処設備を建屋内に移動すること
・上記以外の屋外の可搬型重大事故等対処設備は堆積する降下火砕物を適切に除去すること
・敷地周辺で大気汚染が発生した場合には，緊急時対策建屋の換気設備の外気との連絡口の遮断及び緊急時対策所の空気を再循環する
こと

運用要求 施設共通　基本設計方針

【5.　機能設計】
4.の要求機能及び性能目標から展開される機能設計に加えて，以下を保安規定に定めて，管理することを示す。
・降灰時には，火山事象時に使用する可搬型重大事故等対処設備を建屋内に移動すること
・屋外の可搬型重大事故等対処設備が降下火砕物により腐食しにくいように堆積する降下火砕物を適切に除去する
こと
・敷地周辺で大気汚染が発生した場合には，緊急時対策建屋の換気設備の外気との連絡口の遮断し，緊急時対策所
の空気を再循環すること
・再循環時において，緊急時対策所内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の影響を評価すること

34
また，降下火砕物堆積後の長期的な腐食の影響については，堆積した降下火砕物の除去後に点検し，必要に応じて修理を行うこと並び
に日常的な保守及び修理を行うことにより，降下火砕物による長期的な腐食の影響で安全機能を損なわない設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針

41
また，降下火砕物堆積後の長期的な腐食の影響については，堆積した降下火砕物の除去後に点検し，必要に応じて修理を行うこと並び
に日常的な保守及び修理を行うことにより，降下火砕物による長期的な腐食の影響で安全機能を損なわない設計とする。

運用要求 施設共通　基本設計方針

※補足すべき事項の対象なし
(運用に関する方針であり，詳細設計として展開不要)

5. 機能設計

【5.　機能設計】
4.の要求機能及び性能目標から展開される機能設計に加えて，長期的腐食の影響を防止する方針として，降下火砕
物を適宜除去，点検する運用を定めることを示す。

Ⅵ-1-1-1-3-3
降下火砕物の影
響を考慮する施
設の設計方針
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基本設計方針の添付書類への展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙３②

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 1Gr 第１Ｇｒ　記載概要 2Gr(E) 第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）　記載概要 2Gr(SA)
第２Ｇｒ（主要4建屋、E施設共用）記載概

要
3Gr 第３Ｇｒ　記載概要

－

1. 概要
・火山への配慮に関する基本方針の概要に
ついて記載する。

〇
・火山への配慮に関する基本方針の概要に
ついて記載する。

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し
△

第１Grですべて説明されるため追加事項な
し

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し

2. 火山防護に関する基本方針 －

2.1 基本方針

・安全機能を有する施設については想定さ
れる火山事業によりその安全機能を損なわ
ないことを目的とし，技術基準に適合する
ように設計する。
・再処理施設の運用期間中において再処理
施設の安全機能に影響を及ぼし得るとして
事業指定（変更許可）を受けた「降下火砕
物」に対して，直接的影響，間接的影響に
ついて考慮する。
・火山事象と同様に施設に堆積する積雪の
影響についても確認する。

〇

・安全機能を有する施設については想定さ
れる火山事業によりその安全機能を損なわ
ないことを目的とし，技術基準に適合する
ように設計する。
・再処理施設の運用期間中において再処理
施設の安全機能に影響を及ぼし得るとして
事業指定（変更許可）を受けた「降下火砕
物」に対して，直接的影響，間接的影響に
ついて考慮する。
・火山事象と同様に施設に堆積する積雪の
影響についても確認する。

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し
△

第１Grですべて説明されるため追加事項な
し

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し

2.1.1 降下火砕物より防護すべき施設

・降下火砕物防護対象施設，重大事故等対
処設備及び使用済燃料を収納している輸送
容器を降下火砕物より防護すべき施設とす
る。

〇

・降下火砕物防護対象施設，重大事故等対
処設備及び使用済燃料を収納している輸送
容器を降下火砕物より防護すべき施設とす
る。

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し
△

第１Grですべて説明されるため追加事項な
し

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し

2.1.2 設計に用いる降下火砕物特性
・事業指定（変更許可）を受けた層厚

55cm，密度1.3g/cm
３（湿潤状態）の降下火

砕物を設計条件とする。
〇

・事業指定（変更許可）を受けた層厚
55cm，密度1.3g/cm３（湿潤状態）の降下火
砕物を設計条件とする。

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し
△

第１Grですべて説明されるため追加事項な
し

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し

2.1.3 降下火砕物の影響に対する設計方針

・降下火砕物の影響を考慮する各施設にお
いて，考慮する直接的影響因子が異なるこ
とから，施設と影響因子の組合せを示す。
・降下火砕物の影響を考慮する施設の選定
はⅥ-1-1-1-3-2，降下火砕物の影響を考慮
する施設のと影響因子の組合せはⅥ-1-1-1-
3-3に示す。
・地震については，基準地震動の震源と火
山とは十分な距離があることから独立事象
として扱いそれぞれの頻度が十分小さいこ
と，火山性地震については火山と敷地とは
十分な距離があることから火山性地震とこ
れに関連する事象による影響はないと判断
し，地震との組合せを考慮しない。

〇

・降下火砕物の影響を考慮する各施設にお
いて，考慮する直接的影響因子が異なるこ
とから，施設と影響因子の組合せを示す。
・降下火砕物の影響を考慮する施設の選定
はⅥ-1-1-1-3-2，降下火砕物の影響を考慮
する施設のと影響因子の組合せはⅥ-1-1-1-
3-3に示す。
・地震については，基準地震動の震源と火
山とは十分な距離があることから独立事象
として扱いそれぞれの頻度が十分小さいこ
と，火山性地震については火山と敷地とは
十分な距離があることから火山性地震とこ
れに関連する事象による影響はないと判断
し，地震との組合せを考慮しない。

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し
△

第１Grですべて説明されるため追加事項な
し

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し

(1) 設計方針 －

a. 構造物への荷重に対する設計方針

・屋外の降下火砕物防護対象施設は，降下
火砕物による荷重，風（台風）及び積雪を
考慮した荷重に対し，その機能を損なうお
それがない設計とする。
・降下火砕物より防護すべき施設を収納す
る建屋は，想定する降下火砕物による荷
重，風（台風）及び積雪を考慮した荷重に
対し，施設に内包される降下火砕物より防
護すべき施設の必要な機能を損なうおそれ
がない設計とする。
・屋外の重大事故等対処設備は，降下火砕
物堆積時において，降下火砕物による荷重
に対して，重大事故等に対処するために必
要な機能を損なわれるおそれがない設計と
する。
・降下火砕物の荷重は湿潤状態の7150N／m2
とする。

〇

・屋外の降下火砕物防護対象施設は，降下
火砕物による荷重，風（台風）及び積雪を
考慮した荷重に対し，その機能を損なうお
それがない設計とする。
・降下火砕物より防護すべき施設を収納す
る建屋は，想定する降下火砕物による荷
重，風（台風）及び積雪を考慮した荷重に
対し，施設に内包される降下火砕物より防
護すべき施設の必要な機能を損なうおそれ
がない設計とする。
・屋外の重大事故等対処設備は，降下火砕
物堆積時において，降下火砕物による荷重
に対して，重大事故等に対処するために必
要な機能を損なわれるおそれがない設計と
する。
・降下火砕物の荷重は湿潤状態の7150N／m2
とする。

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し
△

第１Grですべて説明されるため追加事項な
し

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し

b. 構造物への粒子の衝突に対する設計方針

・構造物への粒子の衝突を考慮する施設
は，構造物への降下火砕物の粒子の衝突の
影響により，機能を損なうおそれがない設
計とする。
・屋外の重大事故等対処設備は，降下火砕
物の粒子の衝突の影響により，重大事故等
に対処するたまに必要な機能を損なうおそ
れがない閉塞しにくい設計とする。
・粒子の衝撃荷重による影響については，
竜巻の設計飛来物の影響に包絡される。

〇

・構造物への粒子の衝突を考慮する施設
は，構造物への降下火砕物の粒子の衝突の
影響により，機能を損なうおそれがない設
計とする。
・屋外の重大事故等対処設備は，降下火砕
物の粒子の衝突の影響により，重大事故等
に対処するたまに必要な機能を損なうおそ
れがない閉塞しにくい設計とする。
・粒子の衝撃荷重による影響については，
竜巻の設計飛来物の影響に包絡される。

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し
△

第１Grですべて説明されるため追加事項な
し

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し

c. 閉塞に対する設計方針

・構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する
施設は，想定する降下火砕物による閉塞に
対し，機能を損なうおそれがないよう閉塞
しない設計とする。
・屋外の重大事故等対処設備は，降下火砕
物の降下時において，想定する降下火砕物
による閉塞に対して，重大事故等に対処す
るために必要な機能を損なうおそれがない
閉塞しにくい設計とする。

〇

・構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する
施設は，想定する降下火砕物による閉塞に
対し，機能を損なうおそれがないよう閉塞
しない設計とする。
・屋外の重大事故等対処設備は，降下火砕
物の降下時において，想定する降下火砕物
による閉塞に対して，重大事故等に対処す
るために必要な機能を損なうおそれがない
閉塞しにくい設計とする。

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し
△

第１Grですべて説明されるため追加事項な
し

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し

d. 磨耗に対する設計方針

・構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する
施設は，想定する降下火砕物による磨耗に
対し，機能を損なうおそれがないよう磨耗
しにくい設計とする。
・屋外の重大事故等対処設備は，降下火砕
物の降下時において，想定する降下火砕物
による閉塞に対して，重大事故等に対処す
るために必要な機能を損なうおそれがない
よう閉塞しにくい設計とする。

〇

・構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する
施設は，想定する降下火砕物による磨耗に
対し，機能を損なうおそれがないよう磨耗
しにくい設計とする。
・屋外の重大事故等対処設備は，降下火砕
物の降下時において，想定する降下火砕物
による閉塞に対して，重大事故等に対処す
るために必要な機能を損なうおそれがない
よう閉塞しにくい設計とする。

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し
△

第１Grですべて説明されるため追加事項な
し

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し

補足説明資料

「Ⅵ-1-1-1-3-1 火山への配
慮に関する基本方針」の補足
＜なし＞

申請回次
記載概要

Ⅵ-1-1-1-3-1　火山への配慮に関する基本方針

再処理目次
再処理添付書類構成案

66



基本設計方針の添付書類への展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙３②

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 1Gr 第１Ｇｒ　記載概要 2Gr(E) 第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）　記載概要 2Gr(SA)
第２Ｇｒ（主要4建屋、E施設共用）記載概

要
3Gr 第３Ｇｒ　記載概要

補足説明資料
申請回次

記載概要
再処理目次

再処理添付書類構成案

e. 腐食に対する設計方針

・構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における腐食を考慮する
施設は，想定する降下火砕物による腐食に
対し，機能を損なうおそれがないよう腐食
しにくい設計とする。
・屋外の重大事故等対処設備は，降下火砕
物の降下時において，想定する降下火砕物
による腐食に対して，重大事故等に対処す
るために必要な機能を損なうおそれがない
よう腐食しにくい設計とする。

〇

・構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における腐食を考慮する
施設は，想定する降下火砕物による腐食に
対し，機能を損なうおそれがないよう腐食
しにくい設計とする。
・屋外の重大事故等対処設備は，降下火砕
物の降下時において，想定する降下火砕物
による腐食に対して，重大事故等に対処す
るために必要な機能を損なうおそれがない
よう腐食しにくい設計とする。

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し
△

第１Grですべて説明されるため追加事項な
し

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し

f. 再処理施設の周辺の大気汚染に対する設計方針

・再処理施設周辺の大気汚染を考慮する施
設は，想定する降下火砕物による大気汚染
に対し，機能を損なわないよう降下火砕物
が侵入しにくい設計とする。

〇

・再処理施設周辺の大気汚染を考慮する施
設は，想定する降下火砕物による大気汚染
に対し，機能を損なわないよう降下火砕物
が侵入しにくい設計とする。

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し
△

第１Grですべて説明されるため追加事項な
し

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し

g. 絶縁低下に対する設計方針

・絶縁低下を考慮する施設は，想定する降
下火砕物による絶影低下に対し，機能を損
なうおそれがないよう降下火災物が侵入し
にくい設計とする。

〇

・絶縁低下を考慮する施設は，想定する降
下火砕物による絶影低下に対し，機能を損
なうおそれがないよう降下火災物が侵入し
にくい設計とする。

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し
△

第１Grですべて説明されるため追加事項な
し

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し

h. 間接的影響に対する設計方針

・間接的影響を考慮する施設は，想定する
降下火砕物による間接的影響である長期(７
日間)の外部電源喪失，敷地外における交通
の途絶及び敷地内における交通の途絶によ
るアクセス制限事象に対し，再処理施設の
安全性を損なわない設計とする。

〇

・間接的影響を考慮する施設は，想定する
降下火砕物による間接的影響である長期(７
日間)の外部電源喪失，敷地外における交通
の途絶及び敷地内における交通の途絶によ
るアクセス制限事象に対し，再処理施設の
安全性を損なわない設計とする。

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し
△

第１Grですべて説明されるため追加事項な
し

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し

(2) 荷重の組合せ及び許容限界

・構造物への荷重に対しては，降下火砕物
の堆積による荷重とその他の荷重の組合せ
を考慮して構造強度評価を行い，その結果
がそれぞれ定める許容限界以下となるよう
設計する。
・降下火砕物の降下から30日以内に降下火
砕物を適切に除去することを保安規定に定
め管理することで，降下火砕物による荷重
を短期に生じる荷重と扱う。
・設備については，おおむね弾性状態にと
どまることを許容限界とする。
・建屋については，機能設計上の性能目標
を満足するように，建屋を構成する部位ご
とに応じた許容限界を設定する。

〇

・構造物への荷重に対しては，降下火砕物
の堆積による荷重とその他の荷重の組合せ
を考慮して構造強度評価を行い，その結果
がそれぞれ定める許容限界以下となるよう
設計する。
・降下火砕物の降下から30日以内に降下火
砕物を適切に除去することを保安規定に定
め管理することで，降下火砕物による荷重
を短期に生じる荷重と扱う。
・設備については，おおむね弾性状態にと
どまることを許容限界とする。
・建屋については，機能設計上の性能目標
を満足するように，建屋を構成する部位ご
とに応じた許容限界を設定する。

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し
△

第１Grですべて説明されるため追加事項な
し

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し

a. 荷重の種類 －

(a) 常時作用する荷重
・常時作用する荷重としては，持続的に生
じる荷重である自重及び積載荷重を考慮す
る。

〇
・常時作用する荷重としては，持続的に生
じる荷重である自重及び積載荷重を考慮す
る。

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し
△

第１Grですべて説明されるため追加事項な
し

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し

(b) 降下火砕物の堆積による荷重
湿潤状態の降下火砕物が堆積した場合の荷
重を考慮する。ただし，この荷重は短期荷
重とする。

〇
湿潤状態の降下火砕物が堆積した場合の荷
重を考慮する。ただし，この荷重は短期荷
重とする。

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し
△

第１Grですべて説明されるため追加事項な
し

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し

(c) 積雪荷重
積雪荷重を考慮する。ただし，この荷重は
短期荷重とする。

〇
積雪荷重を考慮する。ただし，この荷重は
短期荷重とする。

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し
△

第１Grですべて説明されるため追加事項な
し

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し

(d) 風荷重
風荷重を考慮する。ただし，この荷重は短
期荷重とする。

〇
風荷重を考慮する。ただし，この荷重は短
期荷重とする。

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し
△

第１Grですべて説明されるため追加事項な
し

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し

(e) 運転時の状態で施設に作用する荷重
運転時の状態で施設に作用する荷重として
は，配管等にかかる内圧等の運転時荷重を
考慮する。

〇
運転時の状態で施設に作用する荷重として
は，配管等にかかる内圧等の運転時荷重を
考慮する。

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し
△

第１Grですべて説明されるため追加事項な
し

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し

b. 荷重の組合せ

・設計に用いる常時作用する荷重，降下火
砕物による荷重，積雪荷重，風荷重及び運
転時の状態で作用する荷重を組み合わせた
荷重（を適切に考慮する。
・組み合わせることで降下火砕物の堆積に
よる荷重の抗力となる場合には，保守的に
組み合せないことを基本とする。
・降下火砕物による荷重，風荷重及び積雪
荷重については，対象とする施設の設置場
所，その他の環境条件によって設定する。

〇

・設計に用いる常時作用する荷重，降下火
砕物による荷重，積雪荷重，風荷重及び運
転時の状態で作用する荷重を組み合わせた
荷重（を適切に考慮する。
・組み合わせることで降下火砕物の堆積に
よる荷重の抗力となる場合には，保守的に
組み合せないことを基本とする。
・降下火砕物による荷重，風荷重及び積雪
荷重については，対象とする施設の設置場
所，その他の環境条件によって設定する。

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し
△

第１Grですべて説明されるため追加事項な
し

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し

c. 許容限界

・設備は，設備を構成する材料がおおむね
弾性状態に留まることを基本とする。
・建屋は，建屋を構成する部位ごとに応じ
た許容限界を設定する。
・波及的影響を及ぼし得る施設は，施設を
構成する部位ごとに応じた許容限界を設定
する。

〇

・設備は，設備を構成する材料がおおむね
弾性状態に留まることを基本とする。
・建屋は，建屋を構成する部位ごとに応じ
た許容限界を設定する。
・波及的影響を及ぼし得る施設は，施設を
構成する部位ごとに応じた許容限界を設定
する。

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し
△

第１Grですべて説明されるため追加事項な
し

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し

2.2 適用規格 ・適用する規格を記載する。 〇 ・適用する規格を記載する。 △
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し
△

第１Grですべて説明されるため追加事項な
し

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し

－

1. 概要
・降下火砕物の影響を考慮する施設の選定
の概要について記載する。

〇
・降下火砕物の影響を考慮する施設の選定
の概要について記載する。

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し
△

第１Grですべて説明されるため追加事項な
し

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し

2. 選定の基本方針 －

「Ⅵ-1-1-1-3-2 降下火砕物
の影響を考慮する施設の選
定」の補足
・降下火砕物の影響を考慮す
る施設の選定
・波及的影響を及ぼす可能性
のある施設の選定

Ⅵ-1-1-1-3-2　降下火砕物の影響を考慮する施設の選定
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基本設計方針の添付書類への展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙３②

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 1Gr 第１Ｇｒ　記載概要 2Gr(E) 第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）　記載概要 2Gr(SA)
第２Ｇｒ（主要4建屋、E施設共用）記載概

要
3Gr 第３Ｇｒ　記載概要

補足説明資料
申請回次

記載概要
再処理目次

再処理添付書類構成案

3. 降下火砕物の影響を考慮する施設
・「2.選定の基本方針」を踏まえて施設の
選定について記載する。

〇
・「2.選定の基本方針」を踏まえて施設の
選定について記載する。

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し
△

第１Grですべて説明されるため追加事項な
し

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し

(1) 降下火砕物防護対象施設 ・因子毎の設備選定結果をa.～c.に示す。 ・因子毎の設備選定結果をa.～c.に示す。 △
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し
△

第１Grですべて説明されるため追加事項な
し

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し

a. 屋外に設置する降下火砕物防護対象施設

直接降下火砕物の影響を受ける可能性があ
る屋外の降下火砕物防護対象施設として，
以下を選定する。
・使用済燃料の受入れ施設の施設及び貯蔵
施設用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ
・再処理本体用　安全冷却水系冷却塔Ａ，
Ｂ
・第２非常用ディーゼル発電機用安全冷却
水系冷却塔
・主排気筒
・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽
類廃ガス処理設備及び高レベル廃液ガラス
固化建屋塔槽類廃ガス処理設備の屋外配管
並びに前処理建屋換気設備，分離建屋換気
設備，精製建屋換気設備，ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋換気設備及び高レベル
廃液ガラス固化建屋換気設備の屋外ダクト
・前処理建屋
・分離建屋
・精製建屋
・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
・高レベル廃液ガラス固化建屋

〇

直接降下火砕物の影響を受ける可能性があ
る屋外の降下火砕物防護対象施設として，
以下を選定する。
・使用済燃料の受入れ施設の施設及び貯蔵
施設用 安全冷却水系冷却塔Ａ，Ｂ
・再処理本体用　安全冷却水系冷却塔Ａ，
Ｂ
・第２非常用ディーゼル発電機用安全冷却
水系冷却塔
・主排気筒
・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋塔槽
類廃ガス処理設備及び高レベル廃液ガラス
固化建屋塔槽類廃ガス処理設備の屋外配管
並びに前処理建屋換気設備，分離建屋換気
設備，精製建屋換気設備，ウラン・プルト
ニウム混合脱硝建屋換気設備及び高レベル
廃液ガラス固化建屋換気設備の屋外ダクト
・前処理建屋
・分離建屋
・精製建屋
・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
・高レベル廃液ガラス固化建屋

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し
△

第１Grですべて説明されるため追加事項な
し

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し

b.
降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施
設

直接降下火砕物の影響を受ける可能性があ
る降下火砕物を含む空気の流路となる降下
火砕物防護対象施設として，以下を選定す
る。
・制御建屋中央制御室換気設備
・ガラス固化体貯蔵設備のうち収納管及び
通風管
・第１非常用ディーゼル発電機
・第２非常用ディーゼル発電機
・安全圧縮空気系空気圧縮機

〇

直接降下火砕物の影響を受ける可能性があ
る降下火砕物を含む空気の流路となる降下
火砕物防護対象施設として，以下を選定す
る。
・制御建屋中央制御室換気設備
・ガラス固化体貯蔵設備のうち収納管及び
通風管
・第１非常用ディーゼル発電機
・第２非常用ディーゼル発電機
・安全圧縮空気系空気圧縮機

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し
△

第１Grですべて説明されるため追加事項な
し

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し

c.
外気からの取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む機構
を有する降下火砕物防護対象施設

屋内の空気を機器内に取り込む機構を有す
る降下火砕物として，以下を選定する。
・計測制御設備のうち空気を取り込む機構
を有する制御盤
・安全保護回路を収納する制御盤のうち空
気を取り込む機構を有する制御盤
・非常用所内電源系統のうち空気を取り込
む機構を有する電気盤
・放射線監視設備のうち空気を取り込む機
構を有する監視盤

〇

屋内の空気を機器内に取り込む機構を有す
る降下火砕物として，以下を選定する。
・計測制御設備のうち空気を取り込む機構
を有する制御盤
・安全保護回路を収納する制御盤のうち空
気を取り込む機構を有する制御盤
・非常用所内電源系統のうち空気を取り込
む機構を有する電気盤
・放射線監視設備のうち空気を取り込む機
構を有する監視盤

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し
△

第１Grですべて説明されるため追加事項な
し

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し

(2) 降下火砕物防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る施設

降下火砕物防護対象施設等に影響を及ぼす
可能性のある降下火砕物防護対象施設以外
の施設として．以下を選定する。
・竜巻防護対策設備

〇

降下火砕物防護対象施設等に影響を及ぼす
可能性のある降下火砕物防護対象施設以外
の施設として．以下を選定する。
・竜巻防護対策設備

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し
△

第１Grですべて説明されるため追加事項な
し

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し

(3) 重大事故等対処設備 ・因子毎の設備選定結果をa.～c.に示す。 ・因子毎の設備選定結果をa.～c.に示す。 △
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し
△

第１Grですべて説明されるため追加事項な
し

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し

a. 屋外に設置する重大事故等対処設備

直接降下火砕物の影響を受ける可能性があ
る屋外の降下火砕物防護対象施設として，
以下を選定する。
・主排気筒
・前処理建屋換気設備の屋外ダクト，分離
建屋換気設備の屋外ダクト，精製建屋換気
設備の屋外ダクト，ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋換気設備の屋外ダクト，高レ
ベル廃液ガラス固化建屋換気設備の屋外ダ
クト
・屋外の可搬型重大事故等対処設備

〇

直接降下火砕物の影響を受ける可能性があ
る屋外の降下火砕物防護対象施設として，
以下を選定する。
・主排気筒
・前処理建屋換気設備の屋外ダクト，分離
建屋換気設備の屋外ダクト，精製建屋換気
設備の屋外ダクト，ウラン・プルトニウム
混合脱硝建屋換気設備の屋外ダクト，高レ
ベル廃液ガラス固化建屋換気設備の屋外ダ
クト
・屋外の可搬型重大事故等対処設備

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し
△

第１Grですべて説明されるため追加事項な
し

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し

b. 降下火砕物の空気の流路となる重大事故等対処設備

直接降下火砕物の影響を受ける可能性があ
る降下火砕物を含む空気の流路となる重大
事故等対処設備として，以下を選定する。
・緊急時対策建屋用発電機
・緊急時対策建屋換気設備

〇

直接降下火砕物の影響を受ける可能性があ
る降下火砕物を含む空気の流路となる重大
事故等対処設備として，以下を選定する。
・緊急時対策建屋用発電機
・緊急時対策建屋換気設備

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し
△

第１Grですべて説明されるため追加事項な
し

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し

c.
外気からの取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む機構
を有する降下火砕物防護対象施設

屋内の空気を機器内に取り込む機構を有す
る重大事故等対処設備として，以下を選定
する。
・屋内の空気を取り込む計測制御設備及び
電源設備

〇

屋内の空気を機器内に取り込む機構を有す
る重大事故等対処設備として，以下を選定
する。
・屋内の空気を取り込む計測制御設備及び
電源設備

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し
△

第１Grですべて説明されるため追加事項な
し

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し

のある施設の選定
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基本設計方針の添付書類への展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙３②

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 1Gr 第１Ｇｒ　記載概要 2Gr(E) 第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）　記載概要 2Gr(SA)
第２Ｇｒ（主要4建屋、E施設共用）記載概

要
3Gr 第３Ｇｒ　記載概要

補足説明資料
申請回次

記載概要
再処理目次

再処理添付書類構成案

(4) 降下火砕物より防護すべき施設を収納する建屋

屋内に設置している降下火砕物より防護す
べき施設（外部事象防護対象施設，重大事
故等対処設備及び使用済燃料を収納してい
る輸送容器）収納する建屋として，以下を
選定する。
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
・前処理建屋
・分離建屋
・精製建屋
・ウラン脱硝建屋
・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
・ウラン酸化物貯蔵建屋
・ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建
屋
・高レベル廃液ガラス固化建屋
・第１ガラス固化体貯蔵建屋
・チャンネルボックス・バーナブルポイズ
ン処理建屋
・ハル・エンドピース貯蔵建屋
・制御建屋
・分析建屋
・非常用電源建屋
・主排気筒管理建屋
・使用済燃料輸送容器管理建屋のうち，使
用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫
・緊急時対策建屋
・第１保管庫・貯水所
・第２保管庫・貯水所

〇

屋内に設置している降下火砕物より防護す
べき施設（外部事象防護対象施設，重大事
故等対処設備及び使用済燃料を収納してい
る輸送容器）収納する建屋として，以下を
選定する。
・使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
・前処理建屋
・分離建屋
・精製建屋
・ウラン脱硝建屋
・ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋
・ウラン酸化物貯蔵建屋
・ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建
屋
・高レベル廃液ガラス固化建屋
・第１ガラス固化体貯蔵建屋
・チャンネルボックス・バーナブルポイズ
ン処理建屋
・ハル・エンドピース貯蔵建屋
・制御建屋
・分析建屋
・非常用電源建屋
・主排気筒管理建屋
・使用済燃料輸送容器管理建屋のうち，使
用済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫
・緊急時対策建屋
・第１保管庫・貯水所
・第２保管庫・貯水所

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し
△

第１Grですべて説明されるため追加事項な
し

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し

(5) 運転員等の人が滞在する場所の換気設備

運転員等が滞在する場所の換気設備とし
て，以下を選定する。
・制御建屋中央制御室換気設備
・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の
制御室換気設備
・緊急時対策建屋換気設備

〇

運転員等が滞在する場所の換気設備とし
て，以下を選定する。
・制御建屋中央制御室換気設備
・使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の
制御室換気設備
・緊急時対策建屋換気設備

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し
△

第１Grですべて説明されるため追加事項な
し

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し

(6) 間接的影響を考慮する施設

間接的影響を考慮する施設として，以下を
選定する。
a. 第１非常用ディーゼル発電機
b. 第２非常用ディーゼル発電機
c．重油タンク
d．燃料油貯蔵タンク
e．燃料移送ポンプ
f．燃料油移送ポンプ

〇

間接的影響を考慮する施設として，以下を
選定する。
a. 第１非常用ディーゼル発電機
b. 第２非常用ディーゼル発電機
c．重油タンク
d．燃料油貯蔵タンク
e．燃料移送ポンプ
f．燃料油移送ポンプ

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し
△

第１Grですべて説明されるため追加事項な
し

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し

－

1. 概要
・降下火砕物への影響を考慮する施設の設
計方針方針の概要について記載する。

〇
・降下火砕物への影響を考慮する施設の設
計方針方針の概要について記載する。

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し
△

第１Grですべて説明されるため追加事項な
し

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し

2. 設計の基本方針

・Ⅵ-1-1-1-3-1にて設定した降下火砕物に
対して，その機能を維持できる設計とす
る。
・Ⅵ-1-1-1-3-2にて選定した施設を影響因
子毎に分類し，要求機能を整理し性能目標
を定める。
・構造強度の設計方針については，Ⅴ-別添
2-1に示す。

〇

・Ⅵ-1-1-1-3-1にて設定した降下火砕物に
対して，その機能を維持できる設計とす
る。
・Ⅵ-1-1-1-3-2にて選定した施設を影響因
子毎に分類し，要求機能を整理し性能目標
を定める。
・構造強度の設計方針については，Ⅴ-別添
2-1に示す。

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し
△

第１Grですべて説明されるため追加事項な
し

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し

3. 施設分類
・降下火砕物の影響を考慮する施設と影響
因子との関連について整理し，直接的影響
と間接的影響に対して施設分類を行う。

〇
・降下火砕物の影響を考慮する施設と影響
因子との関連について整理し，直接的影響
と間接的影響に対して施設分類を行う。

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し
△

第１Grですべて説明されるため追加事項な
し

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し

3.1 降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子との関連

降下火砕物の特徴から設計に考慮すべき直
接的影響因子は以下とする。
・構造物への静的負荷
・閉塞
・粒子の衝突
・磨耗
・腐食
・敷地周辺の大気汚染
・絶縁低下

屋外に保管している可搬型重大事故等対処
設備のうち，火山事象時に使用する可搬型
重大事故等対処設備は，降下火砕物は敷地
に到達するまでに屋内に移動することを保
安規定に定め管理することで，降下火砕物
の影響を受けない設計とする。
屋外の可搬型重大事故等対処設備について
は，設備を使用していない保管時を考慮す
ることとし，閉塞，磨耗，大気汚染及び絶
縁低下については降下火砕物の影響を受け
ず，荷重，腐食については保安規定に降下
火砕物を適宜除去することを定め管理する
ことで，降下火砕物の影響を受けない設計
とする。

〇

降下火砕物の特徴から設計に考慮すべき直
接的影響因子は以下とする。
・構造物への静的負荷
・閉塞
・粒子の衝突
・磨耗
・腐食
・敷地周辺の大気汚染
・絶縁低下

屋外に保管している可搬型重大事故等対処
設備のうち，火山事象時に使用する可搬型
重大事故等対処設備は，降下火砕物は敷地
に到達するまでに屋内に移動することを保
安規定に定め管理することで，降下火砕物
の影響を受けない設計とする。
屋外の可搬型重大事故等対処設備について
は，設備を使用していない保管時を考慮す
ることとし，閉塞，磨耗，大気汚染及び絶
縁低下については降下火砕物の影響を受け
ず，荷重，腐食については保安規定に降下
火砕物を適宜除去することを定め管理する
ことで，降下火砕物の影響を受けない設計
とする。

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し
△

第１Grですべて説明されるため追加事項な
し

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し

3.2 影響因子を考慮した施設分類 －

(1) 構造物への静的負荷を考慮する施設
・構造物への静的負荷を考慮する施設を記
載する。

〇
・構造物への静的負荷を考慮する施設を記
載する。

― 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇
・構造物への静的負荷を考慮する施設を記
載する。

〇
・構造物への静的負荷を考慮する施設を記
載する。

「Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物
の影響を考慮する施設の設計
方針」の補足
・閉塞に対する設計方針
・磨耗に対する設計方針
・腐食に対する設計方針
・大気汚染に対する設計方針
・絶縁低下に対する設計方針
・間接的影響に対する設計方
針

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針
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基本設計方針の添付書類への展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙３②

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 1Gr 第１Ｇｒ　記載概要 2Gr(E) 第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）　記載概要 2Gr(SA)
第２Ｇｒ（主要4建屋、E施設共用）記載概

要
3Gr 第３Ｇｒ　記載概要

補足説明資料
申請回次

記載概要
再処理目次

再処理添付書類構成案

(2)
構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系
における閉塞を考慮する施設

・構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する
施設を記載する。

― 対象となる設備無しのため，記載事項無し ― 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する
施設を記載する。

〇
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する
施設を記載する。

(3)
構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系
における磨耗を考慮する施設

・構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する
施設を記載する。

〇
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する
施設を記載する。

― 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する
施設を記載する。

〇
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する
施設を記載する。

(4)
構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系
における腐食を考慮する施設

・構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における腐食を考慮する
施設を記載する。

〇
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における腐食を考慮する
施設を記載する。

― 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における腐食を考慮する
施設を記載する。

〇
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における腐食を考慮する
施設を記載する。

(5) 再処理施施設周辺の大気汚染を考慮する施設
・再処理施設周辺の汚染を考慮する施設を
記載する。

― 対象となる設備無しのため，記載事項無し ― 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇
・再処理施設周辺の汚染を考慮する施設を
記載する。

〇
・再処理施設周辺の汚染を考慮する施設を
記載する。

(6) 絶縁低下を考慮する施設 ・絶縁低下を考慮する施設を記載する。 ― 対象となる設備無しのため，記載事項無し ― 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 ・絶縁低下を考慮する施設を記載する。 〇 ・絶縁低下を考慮する施設を記載する。

(7) 間接的影響を考慮する施設 ・間接的影響を考慮する施設を記載する。 ― 対象となる設備無しのため，記載事項無し ― 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 ・間接的影響を考慮する施設を記載する。 〇 ・間接的影響を考慮する施設を記載する。

4. 要求機能及び性能目標
・施設分類ごとに要求機能を整理するとと
もに，機能設計上の性能目標及び構造強度
設計上の性能目標を設定する。

〇
・施設分類ごとに要求機能を整理するとと
もに，機能設計上の性能目標及び構造強度
設計上の性能目標を設定する。

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し
△

第１Grですべて説明されるため追加事項な
し

△
第１Grですべて説明されるため追加事項な

し

4.1 構造物への荷重を考慮する施設 －

(1) 施設
・構造物への静的負荷を考慮する施設を記
載する。

〇
・構造物への静的負荷を考慮する施設を記
載する。

― 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇
・構造物への静的負荷を考慮する施設を記
載する。

〇
・構造物への静的負荷を考慮する施設を記
載する。

(2) 要求機能
・構造物への静的負荷を考慮する施設の要
求機能を記載する。

〇
・構造物への静的負荷を考慮する施設の要
求機能を記載する。

― 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇
・構造物への静的負荷を考慮する施設の要
求機能を記載する。

〇
・構造物への静的負荷を考慮する施設の要
求機能を記載する。

(3) 性能目標
・構造物への静的負荷を考慮する施設の性
能目標を記載する。

〇
・構造物への静的負荷を考慮する施設の性
能目標を記載する。

― 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇
・構造物への静的負荷を考慮する施設の性
能目標を記載する。

〇
・構造物への静的負荷を考慮する施設の性
能目標を記載する。

4.2
構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系
における閉塞を考慮する施設

－

(1) 施設
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する
施設を記載する。

― 対象となる設備無しのため，記載事項無し ― 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する
施設を記載する。

〇
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する
施設を記載する。

(2) 要求機能
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する
施設の要求機能を記載する。

― 対象となる設備無しのため，記載事項無し ― 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する
施設の要求機能を記載する。

〇
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する
施設の要求機能を記載する。

(3) 性能目標
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する
施設の性能目標を記載する。

― 対象となる設備無しのため，記載事項無し ― 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する
施設の性能目標を記載する。

〇
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する
施設の性能目標を記載する。

4.3
構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系
における磨耗を考慮する施設

－

(1) 施設
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する
施設を記載する。

〇
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する
施設を記載する。

― 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する
施設を記載する。

〇
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する
施設を記載する。

(2) 要求機能
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する
施設の要求機能を記載する。

〇
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する
施設の要求機能を記載する。

― 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する
施設の要求機能を記載する。

〇
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する
施設の要求機能を記載する。

(3) 性能目標
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する
施設の性能目標を記載する。

〇
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する
施設の性能目標を記載する。

― 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する
施設の性能目標を記載する。

〇
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する
施設の性能目標を記載する。

4.4
構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系
における腐食を考慮する施設

－

(1) 施設
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における腐食を考慮する
施設を記載する。

〇
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における腐食を考慮する
施設を記載する。

― 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における腐食を考慮する
施設を記載する。

〇
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における腐食を考慮する
施設を記載する。

(2) 要求機能
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における腐食を考慮する
施設の要求機能を記載する。

〇
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における腐食を考慮する
施設の要求機能を記載する。

― 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における腐食を考慮する
施設の要求機能を記載する。

〇
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における腐食を考慮する
施設の要求機能を記載する。

(3) 性能目標
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における腐食を考慮する
施設の性能目標を記載する。

〇
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における腐食を考慮する
施設の性能目標を記載する。

― 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における腐食を考慮する
施設の性能目標を記載する。

〇
・構造物，換気系，電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系における腐食を考慮する
施設の性能目標を記載する。

4.5 再処理施施設周辺の大気汚染を考慮する施設 －

(1) 施設
・再処理施施設周辺の大気汚染を考慮する
施設を記載する。

― 対象となる設備無しのため，記載事項無し ― 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇
・再処理施施設周辺の大気汚染を考慮する
施設を記載する。

〇
・再処理施施設周辺の大気汚染を考慮する
施設を記載する。

(2) 要求機能
・再処理施施設周辺の大気汚染を考慮する
施設の要求機能を記載する。

― 対象となる設備無しのため，記載事項無し ― 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇
・再処理施施設周辺の大気汚染を考慮する
施設の要求機能を記載する。

〇
・再処理施施設周辺の大気汚染を考慮する
施設の要求機能を記載する。

(3) 性能目標
・再処理施施設周辺の大気汚染を考慮する
施設の性能目標を記載する。

― 対象となる設備無しのため，記載事項無し ― 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇
・再処理施施設周辺の大気汚染を考慮する
施設の性能目標を記載する。

〇
・再処理施施設周辺の大気汚染を考慮する
施設の性能目標を記載する。

4.6 絶縁低下を考慮する施設 －

(1) 施設 ・絶縁低下を考慮する施設を記載する。 ― 対象となる設備無しのため，記載事項無し ― 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 ・絶縁低下を考慮する施設を記載する。 〇 ・絶縁低下を考慮する施設を記載する。
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基本設計方針の添付書類への展開
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙３②

1. 1.1 1.1.1 (1) a. (a) イ. (イ)以降 1Gr 第１Ｇｒ　記載概要 2Gr(E) 第２Ｇｒ（貯蔵庫共用）　記載概要 2Gr(SA)
第２Ｇｒ（主要4建屋、E施設共用）記載概

要
3Gr 第３Ｇｒ　記載概要

補足説明資料
申請回次

記載概要
再処理目次

再処理添付書類構成案

(2) 要求機能
・絶縁低下を考慮する施設の要求機能を記
載する。

― 対象となる設備無しのため，記載事項無し ― 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇
・絶縁低下を考慮する施設の要求機能を記
載する。

〇
・絶縁低下を考慮する施設の要求機能を記
載する。

(3) 性能目標
・絶縁低下を考慮する施設の性能目標を記
載する。

― 対象となる設備無しのため，記載事項無し ― 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇
・絶縁低下を考慮する施設の性能目標を記
載する。

〇
・絶縁低下を考慮する施設の性能目標を記
載する。

4.7 間接的影響を考慮する施設 －

(1) 施設 ・間接的影響を考慮する施設を記載する。 ― 対象となる設備無しのため，記載事項無し ― 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 ・間接的影響を考慮する施設を記載する。 〇 ・間接的影響を考慮する施設を記載する。

(2) 要求機能
・間接的影響を考慮する施設の要求機能を
記載する。

― 対象となる設備無しのため，記載事項無し ― 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇
・間接的影響を考慮する施設の要求機能を
記載する。

〇
・間接的影響を考慮する施設の要求機能を
記載する。

(3) 性能目標
・間接的影響を考慮する施設の性能目標を
記載する。

― 対象となる設備無しのため，記載事項無し ― 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇
・間接的影響を考慮する施設の性能目標を
記載する。

〇
・間接的影響を考慮する施設の性能目標を
記載する。

－

－

1. 概要 ・本添付書類の概要について記載する。 〇 ・本添付書類の概要について記載する。 ― 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 ・本添付書類の概要について記載する。 〇 ・本添付書類の概要について記載する。

2. 強度評価の基本方針 －

2.1 強度評価の対象施設 ・強度評価の対象施設の分類を示す。 〇 ・強度評価の対象施設の分類を示す。 ― 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 ・強度評価の対象施設の分類を示す。 〇 ・強度評価の対象施設の分類を示す。

3. 構造強度設計 －

3.1 構造強度の設計方針
・降下火砕物堆積時の機能維持を考慮し
て、部材又は建物全体として構造健全性を
維持する設計とすることを記載する。

〇
・降下火砕物堆積時の機能維持を考慮し
て、部材又は建物全体として構造健全性を
維持する設計とすることを記載する。

― 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇
・降下火砕物堆積時の機能維持を考慮し
て、部材又は建物全体として構造健全性を
維持する設計とすることを記載する。

〇
・降下火砕物堆積時の機能維持を考慮し
て、部材又は建物全体として構造健全性を
維持する設計とすることを記載する。

3.2 機能維持の方針

・評価の分類ごとに対象施設の構造を示
す。
・評価の分類ごとに具体的な評価方針を示
す。

〇

・評価の分類ごとに対象施設の構造を示
す。
・評価の分類ごとに具体的な評価方針を示
す。

― 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇

・評価の分類ごとに対象施設の構造を示
す。
・評価の分類ごとに具体的な評価方針を示
す。

〇

・評価の分類ごとに対象施設の構造を示
す。
・評価の分類ごとに具体的な評価方針を示
す。

4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界 －

4.1 荷重及び荷重の組合せ ・荷重の組合せについて示す。 〇 ・荷重の組合せについて示す。 ― 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 ・荷重の組合せについて示す。 〇 ・荷重の組合せについて示す。

4.2 許容限界 ・許容限界の設定方法について示す。 〇 ・許容限界の設定方法について示す。 ― 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 ・許容限界の設定方法について示す。 〇 ・許容限界の設定方法について示す。

5. 強度評価方法

・評価項目ごとに評価条件及び強度評価方
法を示す。
・強度評価方法については、評価に用いる
評価式や解析モデルを示す。

〇

・評価項目ごとに評価条件及び強度評価方
法を示す。
・強度評価方法については、評価に用いる
評価式や解析モデルを示す。

― 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇

・評価項目ごとに評価条件及び強度評価方
法を示す。
・強度評価方法については、評価に用いる
評価式や解析モデルを示す。

〇

・評価項目ごとに評価条件及び強度評価方
法を示す。
・強度評価方法については、評価に用いる
評価式や解析モデルを示す。

6. 適用規格 ・火山防護に関する適用規格を示す。 〇 ・火山防護に関する適用規格を示す。 ― 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇 ・火山防護に関する適用規格を示す。 〇 ・火山防護に関する適用規格を示す。

・火山への配慮が必要な施設の強度評価結
果を示す。

〇
・火山への配慮が必要な施設の強度評価結
果を示す。

― 対象となる設備無しのため，記載事項無し 〇
・火山への配慮が必要な施設の強度評価結
果を示す。

〇
・火山への配慮が必要な施設の強度評価結
果を示す。

－：当該申請回次で記載しない項目

凡例
・「申請回次」について
〇：当該申請回次で新規に記載する項目又は当該申請回次で記載を追記する項目
△：当該申請回次以前から記載しており，記載内容に変更がない項目

「Ⅴ-別添2　火山への配慮が
必要な施設の強度に関する説
明書」の補足
・評価対象部位の選定

Ⅴ-別添2　火山への配慮が必要な施設の強度に関する説明書

Ⅴ-別添2-2　火山への配慮が必要な施設の強度計算書

Ⅴ-別添2-1　火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-3-1 火山への配慮に関する基本方針】(1／11) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
1. 概要 

 本資料は，発電用原子炉施設の火山防護設計が「実用発

電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則」

（以下「技術基準規則」という。）第 7 条及びその「実用

発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則

の解釈」（以下「解釈」という。）に適合することを説明し，

技術基準規則第 54 条及びその解釈に規定される「重大事

故等対処設備」を踏まえた重大事故等対処設備への配慮に

ついても説明するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 火山防護に関する基本方針 

2.1 基本方針 

 発電用原子炉施設の火山防護設計は，設計基準対象施設

については想定される火山事象によりその安全性を損な

うおそれがないこと，重大事故等対処設備については想定

される火山事象により重大事故等に対処するために必要

な機能が損なわれるおそれがないことを目的とし，技術基

準規則に適合するように設計する。 

 想定される火山事象は，発電所の運用期間中において発

電所の安全機能に影響を及ぼし得るとして設置（変更）許

可を受けた「降下火砕物」であり，直接的影響及び間接的

影響について考慮する。 

 添付書類「Ⅴ-1-1-2-1-1 発電用原子炉施設に対する自

然現象等による損傷の防止に関する基本方針」の

「3.1.1(6) 積雪」で設定している設計に従って，火山事

1. 概要 

 本資料は，再処理施設の火山防護設計が「再処理施設の

技術基準に関する規則」（以下「技術基準規則」という。）

第八条に適合することを説明し，技術基準規則第三十六条

に規定される「重大事故等対処設備」を踏まえた重大事故

等対処設備への配慮についても説明するものである。 

なお，技術基準規則第三十六条（重大事故等対処設備）

に係る説明については次回申請以降で申請する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 火山防護に関する基本方針 

2.1 基本方針 

再処理施設の火山防護設計は，安全機能を有する施設に

ついては想定される火山事象によりその安全機能を損な

わないことを目的とし，技術基準規則に適合するように設

計する。 

 

  

想定される火山事象は，再処理施設の運用期間中におい

て再処理施設の安全機能に影響を及ぼし得るとして事業

指定(変更許可)を受けた「降下火砕物」であり，その直接

的影響及び間接的影響について考慮する。 

添付資料「Ⅵ－１－１－１－１－1 再処理施設に対す

る自然現象等による損傷の防止に関する基本方針」の

「3.1.1(6) 積雪」で設定している設計に従って，火山事

 

 

 

 

第１回申請範囲である安全

機能を有する施設に対する

記載とし，重大事故等対処

施設については次回申請以

降で申請することを記載。

以降，本資料において重大

事故等対処施設の記載有無

による先行炉との差異理由

は同様。 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回以降で比較結果を示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下線： 
・プラントの違いによらない記載内容の差異 
・章⽴ての違いによる記載位置の違いによる差異   

⼆重下線： 
・プラント固有の事項による記載内容の差異 
・後次回の申請範囲に伴う差異 

【凡例】 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-3-1 火山への配慮に関する基本方針】(2／11) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
象と同様に施設に堆積する積雪の影響について確認する。

確認結果については，本資料に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.1 降下火砕物より防護すべき施設 

 添付書類「Ⅴ-1-1-2-1-1 発電用原子炉施設に対する自

然現象等による損傷の防止に関する基本方針」の「2.3 外

部からの衝撃より防護すべき施設」に示す外部からの衝撃

より防護すべき施設を踏まえて，降下火砕物より防護すべ

き施設は，外部事象防護対象施設及び重大事故等対処設備

とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

象と同様に施設に堆積する積雪の影響について確認する。

確認結果については，本資料に示す。 

なお，定期的に新知見の確認を行い，新知見が得られた

場合に評価を行うことを保安規定に定めて，管理する。 

 

 

重大事故等対処設備の基本方針については，重大事故等

対処設備の申請に合わせて後次回以降に説明する。 

 

 

2.1.1 降下火砕物より防護すべき施設 

安全機能を有する施設が降下火砕物の影響により，冷

却，水素掃気，火砕及び爆発の防止，臨界の防止等の安全

機能を損なうことがないよう，降下火砕物より防護すべき

施設は，安全機能を有する施設のうち，安全評価上その機

能を期待する構築物，系統及び機器を漏れなく抽出する観

点から安全上重要な機能を有する構築物，系統及び機器

（以下「降下火砕物防護対象施設」という。）とする。ま

た，降下火砕物防護対象施設の防護設計については，降下

火砕物により降下火砕物防護対象施設に波及的影響を及

ぼすおそれのある降下火砕物防護対象施設以外の施設に

ついても考慮する。さらに，重大事故等対設備についても，

安全機能を有する施設と同時に必要な機能が損なわれる

ことがないよう，降下火砕物より防護すべき施設に含め

る。 

上記に含まれない安全機能を有する施設は，降下火砕物

に対して機能を維持すること若しくは降下火砕物による

損傷を考慮して，代替設備により必要な機能を確保するこ

と，安全上支障のない期間での修理の対応を行うこと又は

それらを適切に組み合わせることにより，その安全機能を

損なわない設計とする。 

なお，使用済燃料収納キャスクは，再処理施設内に一時

 

 

新知見の確認を明確に記載

したものであり，新たな論

点が生じるものではない。 

 

次回以降で比較結果を示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運転炉にはない使用済燃料
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-3-1 火山への配慮に関する基本方針】(3／11) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 

 

 

 

 

 

2.1.2 設計に用いる降下火砕物特性 

 敷地において考慮する火山事象として，設置（変更）許

可を受けた層厚 50 cm，粒径 8.0mm 以下，密度 0.3 g/cm3

（乾燥状態）～1.5 g/cm3（湿潤状態）の降下火砕物を設

計条件として設定する。その特性を表 2-1 に示す。 

なお，粒径が 8 mm 以上の降下火砕物の影響については，

含まれる割合が小さいこと及び粒径が 8 mm 以上の降下火

砕物が少量混入したとしても降下火砕物は砂より硬度が

低くもろいため砕けて施設等に損傷を与えることはない

ことから考慮する必要はない。 

また，大気中においては水分が混ざることで凝集する場

合があるが水中では凝集しない。 

 

表 2-1 設計に用いる降下火砕物特性 

 

 

2.1.3 降下火砕物の影響に対する設計方針 

 降下火砕物の影響を考慮する各施設において，考慮する

直接的影響因子が異なることから，降下火砕物の影響を考

層 厚 粒 径 密 度 

50 cm 8.0 mm 以下 
湿潤状態：1.5 g／cm３ 

乾燥状態：0.3 g／cm３ 

的に保管されることを踏まえ，降下火砕物により使用済燃

料収納キャスクに波及的破損を与えない設計とする。 

 

 

 

 

 

2.1.2 設計に用いる降下火砕物特性 

敷地において考慮する火山事象として，事業指定(変更

許可)を受けた層厚 55cm，密度 1.3g／cm３(湿潤状態)の降

下火砕物を設計条件として設定する。その特性値を第

2.1.2-1 表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

   

表 2-1 設計に用いる降下火砕物特性 

 

 

2.1.3 降下火砕物の影響に対する設計方針 

降下火砕物の影響を考慮する各施設において，考慮する

直接的影響因子が異なることから，降下火砕物の影響を考

層 厚（cm） 密 度（湿潤）g／cm３ 

55  1.3 

収納キャスクを防護対象に

加えることを記載したもの

であり，他の施設の防護方

針と異なるものではないた

め，新たな論点が生じるも

のではない。 

 

運転炉では，降下火砕物が

接触する海水系熱交換器等

の狭隘部に対し粒径を考慮

した設計を行っているが，

再処理施設に同様な設備が

ないことから粒径を設定し

ていない。 

また，密度（乾燥）は設計に

用いていないため，密度（湿

潤）のみ設定している。（密

度は荷重算出に使用してい

る。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75



発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-3-1 火山への配慮に関する基本方針】(4／11) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
慮する施設と影響因子との組合せを行う。 

 降下火砕物の影響を考慮する施設の選定については，添

付書類「Ⅴ-1-1-2-4-2 降下火砕物の影響を考慮する施設

の選定」に示す。降下火砕物の影響を考慮する施設と影響

因子との関連については，添付書類「Ⅴ-1-1-2-4-3 降下

火砕物の影響を考慮する施設の設計方針」に示す。 

 

 選定した降下火砕物の影響を考慮する施設及び影響因

子について，「2.1.2 設計に用いる降下火砕物特性」にて

設定している降下火砕物に対する火山防護設計を実施す

る。設計は添付書類「Ⅴ-1-1-2-1-1 発電用原子炉施設に

対する自然現象等による損傷の防止に関する基本方針」の

「4. 組合せ」で設定している自然現象の組合せに従って，

自然現象のうち，風（台風）及び積雪の荷重との組合せを

考慮する。 

地震については，基準地震動の震源と火山とは十分な距

離があることから独立事象として扱いそれぞれの頻度が

十分小さいこと，火山性地震については火山と敷地とは十

分な距離があることから火山性地震とこれに関連する事

象による影響はないと判断し，地震との組合せを考慮しな

い。 

重大事故等対処設備は，添付書類「Ⅴ-1-1-6 安全設備

及び重大事故等対処設備が使用される条件の下における

健全性に関する説明書」の環境条件を考慮し設計する。 

 

詳細な設計については，添付書類「Ⅴ-1-1-2-4-3 降下

火砕物の影響を考慮する施設の設計方針」に示す。 

 

 

(1) 設計方針 

a. 構造物への荷重に対する設計方針 

 

慮する施設と影響因子との組合せを行う。 

降下火砕物の影響を考慮する施設の選定については，添

付書類「Ⅵ－１－１－１－３－２ 降下火砕物の影響を考

慮する施設の選定」に示す。降下火砕物の影響を考慮する

施設と影響因子との関連については，添付書類「Ⅵ－１－

１－１－３－３ 降下火砕物の影響を考慮する施設の設

計方針」に示す。 

選定した降下火砕物の影響を考慮する施設及び影響因

子について，「2.1.2 設計に用いる降下火砕物特性」にて

設定している降下火砕物に対する火山防護設計を実施す

る。設計は添付書類「Ⅵ－１－１－１－１－１ 再処理施

設の自然現象等による損傷の防止に関する基本方針」の

「4. 組合せ」で設定している自然現象の組合せに従っ

て，自然現象のうち，風(台風)及び積雪の荷重との組合せ

を考慮する。 

地震については，基準地震動の震源と火山とは十分な距

離があることから独立事象として扱いそれぞれの頻度が

十分小さいこと，火山性地震については火山と敷地とは十

分な距離があることから火山性地震とこれに関連する事

象による影響はないと判断し，地震との組合せを考慮しな

い。 

 

 

 

 

詳細な設計については，添付書類「Ⅵ－１－１－１－３

－３ 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針」に示

す。 

 

(1) 設計方針 

a. 構造物への静的負荷に対する設計方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回以降で比較結果を示

す。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-3-1 火山への配慮に関する基本方針】(5／11) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 屋外に設置し，降下火砕物が堆積しやすい構造を有する

外部事象防護対象施設は，降下火砕物による荷重，風（台

風）及び積雪を考慮した荷重に対し，その安全性を損なう

おそれがない設計とする。なお，運用により降下火砕物を

適宜除去することから，降下火砕物による荷重については

複数回堆積することを想定する。 

 降下火砕物が堆積しやすい構造を有する降下火砕物よ

り防護すべき施設を内包する施設は，想定する降下火砕物

による荷重，風（台風）及び積雪を考慮した荷重に対し，

施設に内包される降下火砕物より防護すべき施設の必要

な機能を損なうおそれがない設計とする。 

 

 屋外の重大事故等対処設備は，降下火砕物堆積時におい

て，降下火砕物による荷重に対して，重大事故等に対処す

るために必要な機能が損なわれるおそれがない設計とす

る。 

 

 降下火砕物の荷重は湿潤状態の 7355 N/m2 とする。な

お，積雪単独の堆積荷重は 600N/m2（積雪量：30 cm）であ

るため，積雪の設計は火山の設計に包絡される。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 閉塞に対する設計方針 

屋外に設置し，降下火砕物が堆積しやすい構造を有する

降下火砕物防護対象施設は，降下火砕物の堆積による荷

重，風（台風）及び積雪を考慮した荷重に対し，その安全

機能を損なわない設計とする。なお，運用により降下火砕

物を適宜除去することから，降下火砕物による荷重につい

ては複数回堆積することを想定する。 

降下火砕物が堆積しやすい構造を有する降下火砕物よ

り防護すべき施設を収納する建屋は，降下火砕物の堆積に

よる荷重，風（台風）及び積雪を考慮した荷重に対し，建

屋に収納される降下火砕物より防護すべき施設の必要な

機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

降下火砕物の荷重は湿潤状態の 7150N／m２とする。な

お，積雪単独の堆積荷重は 5700N／m２(積雪量：190cm)で

あるため，積雪の設計は火山の設計に包絡される。  

    

b. 構造物への粒子の衝突に対する設計方針 

構造物への粒子の衝突を考慮する施設は，想定する降下

火砕物による粒子の衝突に対し，安全機能を損なわない設

計とする。 

なお，粒子の衝撃荷重による影響は，竜巻の設計飛来物

の影響に包絡されるため，竜巻防護に対する設計によって

安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

c. 閉塞に対する設計方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回以降で比較結果を示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

発電炉は基本設計方針に本

項目を記載していないが，

再処理は基本設計方針に反

映すべき事項と判断してお

り，添付も同様に記載する。

竜巻の設計飛来物の影響に

包絡されるとの考え方に差

異はなく，新たな論点が生

じるものではない。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-3-1 火山への配慮に関する基本方針】(6／11) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 水循環系の閉塞を考慮する施設並びに換気系，電気系及

び計測制御系における閉塞を考慮する施設は，想定する降

下火砕物による閉塞に対し，機能を損なうおそれがないよ

う閉塞しない設計とする。 

 

c. 摩耗に対する設計方針 

 水循環系，換気系，電気系及び計測制御系における摩耗

を考慮する施設は，想定する降下火砕物による摩耗に対

し，機能を損なうおそれがないよう摩耗しにくい設計とす

る。 

 

d. 腐食に対する設計方針 

 構造物，水循環系，換気系，電気系及び計測制御系にお

ける腐食を考慮する施設は，想定する降下火砕物による腐

食に対し，機能を損なうおそれがないよう腐食しにくい設

計とする。 

 屋外の重大事故等対処設備は，降下火砕物の降下時にお

いて，想定する降下火砕物による腐食に対して，重大事故

等に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがな

いよう腐食しにくい設計とする。 

 

e. 発電所周辺の大気汚染に対する設計方針 

 発電所周辺の大気汚染を考慮する施設は，想定する降下

火砕物による大気汚染に対し，機能を損なうおそれがない

よう降下火砕物が侵入しにくい設計とする。 

 

f. 絶縁低下に対する設計方針 

 絶縁低下を考慮する施設は，想定する降下火砕物による

絶縁低下に対し，機能を損なうおそれがないよう降下火砕

物が侵入しにくい設計とする。 

 

g. 間接的影響に対する設計方針 

構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気

系における閉塞を考慮する施設は，想定する降下火砕物に

よる閉塞に対し，機能を損なわないよう閉塞しない設計と

する。 

 

d. 磨耗に対する設計方針 

構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気

系における磨耗を考慮する施設は，想定する降下火砕物に

よる磨耗に対し，機能を損なわないよう磨耗し難い設計と

する。 

 

e. 腐食に対する設計方針 

構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気

系における腐食を考慮する施設は，想定する降下火砕物に

よる腐食に対し，機能を損なわないよう腐食し難い設計と

する。 

 

 

 

 

 

f. 敷地周辺の大気汚染に対する設計方針 

敷地周辺の大気汚染を考慮する施設は，想定する降下火

砕物による大気汚染に対し，機能を損なわないよう降下火

砕物が侵入し難い設計とする。 

 

g. 絶縁低下に対する設計方針 

絶縁低下を考慮する施設は，想定する降下火砕物による

絶影低下に対し，機能を損なわないよう降下火砕物が侵入

し難い設計とする。 

 

h. 間接的影響に対する設計方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回以降で比較結果を示

す。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-3-1 火山への配慮に関する基本方針】(7／11) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 間接的影響を考慮する施設は，想定する降下火砕物によ

る間接的影響である長期（7日間）の外部電源喪失，発電

所外における交通の途絶及び発電所内における交通の途

絶によるアクセス制限事象に対し，発電用原子炉及び使用

済燃料プールの安全性を損なわない設計とする。 

 

 

(2) 荷重の組合せ及び許容限界 

 添付書類「Ⅴ-1-1-2-1-1 発電用原子炉施設に対する自

然現象等による損傷の防止に関する基本方針」の「4. 組

合せ」で設定している自然現象の組合せに従って，降下火

砕物，積雪及び風（台風）の荷重の組合せを考慮する。 

 構造物への荷重に対しては，降下火砕物による荷重とそ

の他の荷重の組合せを考慮して構造強度評価を行い，その

結果がそれぞれ定める許容限界以下となるよう設計する。 

 建築基準法における積雪の荷重の考え方に準拠し，降下

火砕物の降下から 30 日以内に降下火砕物を適切に除去す

ることを保安規定に定め管理することで，降下火砕物によ

る荷重を短期に生じる荷重とし，設備及び防護対策施設に

ついては，機能設計上の性能目標を満足するようにおおむ

ね弾性状態に留まることを許容限界とする。また，建屋に

ついては，機能設計上の性能目標を満足するように，建屋

を構成する部位ごとに応じた許容限界を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 設計に用いる降下火砕物，積雪及び風（台風）の組合せ

を考慮した荷重の算出については，添付書類「Ⅴ-3-別添

間接的影響を考慮する施設は，想定する降下火砕物によ

る間接的影響である長期(７日間)の外部電源喪失，敷地外

における交通の途絶及び敷地内における交通の途絶によ

るアクセス制限事象に対し，再処理施設の安全性を損なわ

ない設計とする。 

 

 

(2) 荷重の組合せ及び許容限界 

添付書類「Ⅵ－１－１－１－１－１ 再処理施設の自然

現象等による損傷の防止に関する基本方針」の「4. 組合

せ」で設定している自然現象の組合せに従って，降下火砕

物，積雪及び風(台風)の荷重の組合せを考慮する。 

構造物への荷重に対しては，降下火砕物による荷重とそ

の他の荷重の組合せを考慮して構造強度評価を行い，その

結果がそれぞれ定める許容限界以下となるよう設計する。 

建築基準法における積雪の荷重の考え方に準拠し，降下

火砕物の降下から 30 日以内に降下火砕物を適切に除去す

ることを保安規定に定め，管理することで，降下火砕物に

よる荷重を短期に生じる荷重とし，設備については，機能

設計上の性能目標を満足するようにおおむね弾性状態に

とどまることを許容限界とする。また，建屋については，

機能設計上の性能目標を満足するように，建屋を構成する

部位ごとに応じた許容限界を設定する。 

降下火砕物より防護すべき施設に波及的影響を及ぼし

得る施設については，施設を構成する部位ごとに応じた許

容限界を設定する。 

 

 

 

 

設計に用いる降下火砕物，積雪及び風(台風)の組合せを

考慮した荷重の算出については，添付書類「Ⅴ－別添２－

 

再処理施設という記載に燃

料貯蔵プールも含んでお

り，新たな論点が生じるも

のではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設においては，降

下火砕物から防護する対策

設備がないため，新たな論

点が生じるものではない。 

 

再処理施設においては，竜

巻防護対策設備を，波及的

影響を及ぼし得る施設とし

て選定し許容限界を設定す

る。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-3-1 火山への配慮に関する基本方針】(8／11) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
2-1 火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」及び

添付書類「Ⅴ-3-別添 2-2 防護対策施設の強度計算の方

針」に示す。 

 

a. 荷重の種類 

(a) 常時作用する荷重 

 常時作用する荷重としては，持続的に生じる荷重である

自重及び積載荷重を考慮する。 

(b) 降下火砕物による荷重 

 湿潤状態の降下火砕物が堆積した場合の荷重を考慮す

る。ただし，この荷重は短期荷重とする。 

(c) 積雪荷重 

 添付書類「Ⅴ-1-1-2-1-1 発電用原子炉施設に対する自

然現象等による損傷の防止に関する基本方針」の「4. 組

合せ」で設定している自然現象の組合せに従って，積雪荷

重を考慮する。ただし，この荷重は短期荷重とする。 

(d) 風荷重 

 添付書類「Ⅴ-1-1-2-1-1 発電用原子炉施設に対する自

然現象等による損傷の防止に関する基本方針」の「4. 組

合せ」で設定している自然現象の組合せに従って，風荷重

を考慮する。ただし，この荷重は短期荷重とする。 

(e) 運転時の状態で作用する荷重 

 運転時の状態で作用する荷重としては，ポンプのスラス

ト荷重等の運転時荷重を考慮する。 

 

b. 荷重の組合せ 

(a) 降下火砕物の影響を考慮する施設における荷重の組

合せとしては，設計に用いる常時作用する荷重，降下火砕

物による荷重，積雪荷重，風荷重及び運転時の状態で作用

する荷重を適切に考慮する。 

 

 

１ 火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示

す。 

 

 

a. 荷重の種類 

(a) 常時作用する荷重 

常時作用する荷重としては，持続的に生じる荷重である

自重及び積載荷重を考慮する。 

(b) 降下火砕物の堆積による荷重 

湿潤状態の降下火砕物が堆積した場合の荷重を考慮す

る。ただし，この荷重は短期荷重とする。 

(c) 積雪荷重 

添付書類「Ⅵ－１－１－１－１－１ 再処理施設の自然

現象等に対する損傷の防止に関する基本方針」の「4. 組

合せ」で設定している自然現象の組合せに従って，積雪荷

重を考慮する。ただし，この荷重は短期荷重とする。 

(d) 風荷重 

添付書類「Ⅵ－１－１－１－１－１ 再処理施設の自然

現象等に対する損傷の防止に関する基本方針」の「4. 組

合せ」で設定している自然現象の組合せに従って，風荷重

を考慮する。ただし，この荷重は短期荷重とする。 

(e) 運転時の状態で施設に作用する荷重 

運転時の状態で施設に作用する荷重としては，配管等に

かかる内圧等の運転時荷重を考慮する。 

 

b. 荷重の組合せ 

(a) 降下火砕物の影響を考慮する施設における荷重の組

合せとしては，設計に用いる常時作用する荷重，降下火砕

物の堆積による荷重，積雪荷重，風荷重及び運転時の状態

で作用する荷重を適切に考慮し，組み合わせた荷重を「設

計荷重（火山）」とする。 

 

 

再処理施設においては，降

下火砕物から防護する対策

設備がないため。なお，竜巻

防護対策設備による波及影

響には，Ⅴ-別添 2-1に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対象となる設備の相違によ

って例示する荷重を変更し

ているため，新たな論点が

生じるものではない。 

 

 

 

用語の定義の差によるもの

であるため，新たな論点が
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-3-1 火山への配慮に関する基本方針】(9／11) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
(b) 常時作用する荷重，積雪荷重，風荷重及び運転時の

状態で作用する荷重については，組み合わせることで降下

火砕物による荷重の抗力となる場合には，保守的に組合せ

ないことを基本とする。 

 

(c) 設計に用いる降下火砕物による荷重，風荷重及び積

雪荷重については，対象とする施設の設置場所，その他の

環境条件によって設定する。 

 

c. 許容限界 

 降下火砕物による荷重及びその他の荷重に対する許容

限界は，「原子力発電所耐震設計技術指針ＪＥＡＧ４６０

１-1987」（（社）日本電気協会）等の安全上適切と認めら 

れる規格及び基準等で妥当性が確認されている値を用い

て，降下火砕物が堆積する期間を考慮し設定する。 

 添付書類「Ⅴ-1-1-2-4-3 降下火砕物の影響を考慮する

施設の設計方針」の「3.2 影響因子を考慮した施設分類」

において選定する構造物への静的負荷を考慮する施設の

うち，設備及び防護対策施設については，当該構造物全体

の変形能力に対して十分な余裕を有するように，設備及び

防護対策施設を構成する材料がおおむね弾性状態に留ま

ることを基本とする。 

構造物への静的負荷を考慮する施設のうち，建屋につい

ては，内包する防護すべき施設に降下火砕物を堆積させな

い機能に加え原子炉建屋原子炉棟は放射性物質の閉じ込

め機能及び放射線の遮蔽機能を維持できるよう，建屋を構

成する部位ごとに応じた許容限界を設定する。 

 

 

 

 

 

(b)  常時作用する荷重，積雪荷重，風荷重及び運転時の

状態で作用する荷重については，組み合わせることで降下

火砕物の堆積による荷重の抗力となる場合には，保守的に

組み合せないことを基本とする。 

 

(c) 設計に用いる降下火砕物の堆積による荷重，風荷重

及び積雪荷重については，対象とする施設の設置場所，そ

の他の環境条件によって設定する。 

 

c. 許容限界 

設計荷重（火山）に対する許容限界は，「原子力発電所

耐震設計技術指針 JEAG4601-1987」((社)日本電気協会)等

の安全上適切と認められる規格及び基準等で妥当性が確

認されている値を用いて，降下火砕物が堆積する期間を考

慮し設定する。 

添付書類「Ⅵ－１－１－１－３－３ 降下火砕物の影響

を考慮する施設の設計方針」の「3.2  影響因子を考慮し

た施設分類」において選定する構造物への静的負荷を考慮

する施設のうち，設備については，当該構造物全体の変形

能力に対して十分な余裕を有するように，設備を構成する

材料がおおむね弾性状態に留まることを基本とする。 

 

構造物への静的負荷を考慮する施設のうち，建屋につい

ては，収納する防護すべき施設に降下火砕物を堆積させな

い機能に加え，使用済燃料，使用済燃料から分離された物

又はこれらによって汚染された物を収納する建屋は，放射

性物質の閉じ込め機能及び放射線の遮蔽機能を維持でき

るよう，建屋を構成する部位ごとに応じた許容限界を設定

する。 

構造物への静的負荷を考慮する施設のうち，降下火砕物

より防護すべき施設に波及的影響を及ぼし得る施設につ

いては，施設を構成する部位ごとに応じた許容限界を設定

生じるものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設においては，降

下火砕物から防護する対策

設備はないため，新たな論

点が生じるものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設においては，竜

巻防護対策設備を，波及的
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-3-1 火山への配慮に関する基本方針】(10／11) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 

 

 許容限界の詳細については，添付書類「Ⅴ-3-別添 2-1 

火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」及び添付書

類「Ⅴ-3-別添 2-2 防護対策施設の強度計算の方針」に示

す。 

 

2.2 適用規格 

 適用する規格，基準等を以下に示す。 

(1) 建築基準法及び同施行令 

(2) 茨城県建築基準法等施行細則（昭和 45 年 3 月 9日茨

城県規則第 9号） 

(3) 鋼構造設計規準－許容応力度設計法－（（社）日本建

築学会，2005） 

(4) 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説－許容応力

度設計法－（（社）日本建築学会，1999） 

(5) 原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説

（（社）日本建築学会，2005） 

(6) 建築物荷重指針・同解説（（社）日本建築学会，2004） 

(7) 鋼構造限界状態設計指針・同解説（（社）日本建築学

会，2010） 

(8) 原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１-

1987（（社）日本電気協会） 

(9) 原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応

力編 ＪＥＡＧ４６０１・補-1984（（社）日本電気協会） 

(10) 原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１-

1991 追補版（（社）日本電気協会） 

(11) 発電用原子力設備規格 設計・建設規格 ＪＳＭＥ Ｓ 

ＮＣ１-2005/2007（(社)日本機械学会） 

(12) 2015 年版 建築物の構造関係技術基準解説書（国土

交通省国土技術政策総合研究所・国立研究開発法人建

する。 

 

 

許容限界の詳細については，添付書類「Ⅴ－別添２－１ 

火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針」に示す。 

 

 

 

2.2 適用規格 

適用する規格，基準等を以下に示す。 

(1) 建築基準法及び同施行令 

(2) 青森県建築基準法施工細則（昭和 36 年 2 月 9日青森

県規則第 20 号） 

(3) 鋼構造設計規準－許容応力度設計法－((社)日本建築

学会，2005) 

(4) 建築物荷重指針・同解説((社)日本建築学会，(2015)) 

(5) 原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987

（（社）日本電気協会） 

(6) 発電用原子力設備規格 設計・建設規格 JSME S 

NC1-2005/2007((社)日本機械学会) 

(7) 2015 年版 建築物の構造関係技術基準解説書(監修 

国土交通省国土技術政策総合研究所 国立研究開発法

人建築研究所，2015) 

(8) 日本産業規格(JIS) 

(9) 原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-2008（（社）

日本電気協会） 

 

 

 

 

 

 

影響を及ぼし得る施設とし

て選定し許容限界を設定す

る。 

 

再処理施設においては，降

下火砕物から防護する対策

設備がないため。なお，竜巻

防護対策設備による波及影

響には，Ⅴ-別添 2-1に示す。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-3-1 火山への配慮に関する基本方針】(11／11) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
築研究所 2015） 

(13) 新版機械工学便覧（1987 年 日本機械学会編） 

(14) 「発電用軽水型原子炉施設の安全機能の重要度分類

に関する審査指針」（平成 2 年 8 月 30 日 原子力安全

委員会） 

  

なお，「発電用原子力設備に関する構造等の技術基準」

（昭和 55 年通商産業省告示第 501 号，最終改正平成 15 年

7 月 29 日経済産業省告示第 277 号）に関する内容につい

ては，「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2005 年版

（2007 年追補版を含む））〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉ＪＳＭＥ 

Ｓ ＮＣ-1 2005/2007」（(社)日本機械学会）に従うものと

する。 

 

 

 

 

 

 

なお，「発電用原子力設備に関する構造等の技術基準」

（昭和 55 年通商産業省鉱区字第 501 号，最終改正平成 15

年 7 月 29 日経済産業省告示第 277 号）に関する内容につ

いては，「発電用原子力設備規格 設計・建設規格（2005 年

版（2007 年追補版を含む））（第Ⅰ編 軽水炉規格）JSME S 

NC-1 2005:2007」（（社）日本機械学会）に従うものとする。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-3-2 降下火砕物の影響を考慮する施設の選定】(1／8) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅴ-1-1-2-4-1 火山への配慮に関

する基本方針」に示す降下火砕物の影響に対する設計方

針を踏まえて，降下火砕物の影響を考慮する施設の選定

について説明するものである。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 選定の基本方針 

降下火砕物の影響について評価を行う施設（以下「降下

火砕物の影響を考慮する施設」という。）は，その設置状

況や構造等により以下のとおり選定する。 

降下火砕物より防護すべき施設のうち．外部事象防護

対象施設に係る降下火砕物の影響を考慮する施設は以下

により選定する。 

屋外に設置している外部事象防護対象施設のうち，降

下火砕物が堆積するものについては，降下火砕物の影響

を考慮する施設として選定する。 

屋内に設置している外部事象防護対象施設は，建屋に

て防護されており直接降下火砕物とは接触しないため，

外部事象防護対象施設の代わりに外部事象防護対象施設

を内包する建屋を降下火砕物の影響を考慮する施設とし

て選定する。 

ただし，降下火砕物を取り込むおそれがある屋内の外

部事象防護対象施設については，降下火砕物の影響を考

1. 概要 

 本資料は，添付書類「Ⅵ－１－１－１－３－１ 火山へ

の配慮に関する基本方針」に示す降下火砕物の影響に対

する設計方針を踏まえて，降下火砕物の影響を考慮する

施設の選定について説明するものである。 

なお，重大事故等対処設備に係る説明については，次回

以降に説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 選定の基本方針 

 降下火砕物の影響について評価を行う施設（以下「降下

火砕物の影響を考慮する施設」という。）は，その設置状

況や構造等により以下のとおり選定する。 

 降下火砕物より防護すべき施設のうち，降下火砕物防

護対象施設に係る降下火砕物の影響を考慮する施設は以

下により選定する。 

 屋外に設置している降下火砕物防護対象施設のうち，

降下火砕物が堆積するものについては，降下火砕物の影

響を考慮する施設として選定する。 

 建屋内に設置している降下火砕物防護対象施設は，建

屋にて防護されており直接降下火砕物とは接触しないた

め，降下火砕物防護対象施設の代わりに降下火砕物防護

対象施設を収納する建屋及び建屋の換気空調系統（外気

取入口及びフィルタ）を降下火砕物の影響を考慮する施

設として選定する。 

ただし，降下火砕物を取り込むおそれがある建屋内の

 

第１回申請範囲である安全

機能を有する施設に対する

記載とし，重大事故等対処

施設については後次回申請

以降に示す。以降，本資料に

おいて重大事故等対処施設

の記載有無による先行炉と

の差異理由は同様。 

 

再処理施設の設工認申請に

おいては分割申請であるた

め，次回以降で示す範囲に

ついて記載した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

運転炉においては，換気空

調系設備は波及的影響を考

慮する施設として選定して

いる。分類の相違であり新

下線： 
・プラントの違いによらない記載内容の差異 
・章⽴ての違いによる記載位置の違いによる差異   

⼆重下線： 
・プラント固有の事項による記載内容の差異 
・後次回の申請範囲に伴う差異 

【凡例】 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-3-2 降下火砕物の影響を考慮する施設の選定】(2／8) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
慮する施設として選定する。 

降下火砕物の影響による機能的な波及的影響を考慮

し，外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設を

内包する建屋（以下「外部事象防護対象施設等」という。）

が，降下火砕物の影響をうけた外部事象防護対象施設以

外の施設により機能的な波及的影響を受けるおそれがあ

る場合は，外部事象防護対象施設等に影響を及ぼす可能

性のある外部事象防護対象施設以外の施設を，波及的影

響を及ぼし得る施設として選定する。 

 

 

 

 

 

降下火砕物より防護すべき施設のうち．重大事故等対

処設備に係る降下火砕物の影響を考慮する施設は以下に

より選定する。 

屋外に設置している重大事故等対処設備は，直接降下

火砕物と接触するため，降下火砕物の影響を考慮する施

設として選定する。 

屋内に設置している重大事故等対処設備は，建屋にて

防護されることから，重大事故等対処設備の代わりに重

大事故等対処設備を内包する建屋を降下火砕物の影響を

考慮する施設として選定する。 

 

外部事象防護対象施設の安全性を損なわないように設

置する防護対策施設は，降下火砕物が堆積することを考

慮し，降下火砕物の影響を考慮する施設として選定する。 

 

 

 

 

降下火砕物防護対象施設については，降下火砕物の影響

を考慮する施設として選定する。 

 降下火砕物の影響による機械的又は機能的な波及的影

響を考慮し，降下火砕物防護対象施設及び降下火砕物防

護施設を収納する建屋が降下火砕物の影響をうけた降下

火砕物防護対象施設以外の施設により機械的又は機能的

な波及的影響を受けるおそれがある場合は，降下火砕物

防護対象施設及び降下火砕物防護対象施設を収納する建

屋に影響を及ぼす可能性のある降下火砕物防護対象施設

以外の施設を，波及的影響を及ぼし得る施設として選定

する。 

 重大事故等対処設備の選定については，重大事故等対

処設備の申請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

降下火砕物の影響により使用済燃料収納キャスクに波

及的破損を与える可能性のある使用済燃料収納キャスク

たな論点が生じるものでは

ない。 

機械的影響も含めて波及的

影響について考慮するもの

であり，新たな論点が生じ

るものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回以降で比較結果を示

す。 

 

次回以降で比較結果を示

す。 

 

次回以降で比較結果を示

す。 

 

 

 

竜巻防護対策設備は波及的

影響を及ぼす施設として抽

出しており，新たな論点が

生じるものではない。 

 

運転炉にはない使用済燃料

収納キャスクを防護対象に
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-3-2 降下火砕物の影響を考慮する施設の選定】(3／8) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
 

 

 

 

 

 

降下火砕物より防護すべき施設に対する降下火砕物の

間接的影響を考慮し，発電用原子炉及び使用済燃料プー

ルの安全性に間接的に影響を与える可能性がある非常用

電源設備を，降下火砕物の影響を考慮する施設として選

定する。 

 

3. 降下火砕物の影響を考慮する施設の選定 

「2. 選定の基本方針」に示す選定方針を踏まえて，降

下火砕物の影響を考慮する施設を以下のとおり選定す

る。 

 

 

 

(1) 外部事象防護対象施設 

a. 屋外に設置している外部事象防護対象施設 

屋外に設置している外部事象防護対象施設は直接降下

火砕物の影響を受ける可能性があるため，降下火砕物の

影響を考慮する施設として，以下のとおり選定する。 

(a) 残留熱除去系海水系ポンプ 

(b) 残留熱除去系海水系ストレーナ 

(c) 非常用ディーゼル発電機用海水ポンプ及び高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機用海水ポンプ（以下「非常用

ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電

機を含む。）用海水ポンプ」という。） 

(d) 非常用ディーゼル発電機用海水ストレーナ及び高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電機用海水ストレーナ（以

を収納する建屋を，降下火砕物の影響を考慮する施設と

して選定する。 

 

 

 

 

 降下火砕物より防護すべき施設に対する降下火砕物の

間接的影響を考慮し，再処理施設の安全性に間接的に影

響を与える可能性がある非常用ディーゼル発電機を，降

下火砕物の影響を考慮する施設として選定する。   

 

 

3. 降下火砕物の影響を考慮する施設の選定 

 「2. 選定の基本方針」に示す選定方針を踏まえて，降

下火砕物の影響を考慮する施設を以下のとおり選定す

る。なお，次回以降に申請する設備（重大事故等対処設備

含む）の選定については，各設備の申請に合わせて次回以

降に詳細を説明する。 

 

(1) 降下火砕物防護対象施設 

a．屋外に設置している降下火砕物防護対象施設 

 屋外に設置している降下火砕物防護対象施設は直接降

下火砕物の影響を受ける可能性があるため，降下火砕物

の影響を考慮する施設として，以下のとおり選定する。 

(a) 再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔 B 

 

 

 

 

 

 

 

加えることを記載したもの

であり，他の施設の防護方

針と異なるものではないた

め，新たな論点が生じるも

のではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回以降で比較結果を示

す。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-3-2 降下火砕物の影響を考慮する施設の選定】(4／8) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
下「非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナ」という。） 

(e) 非常用ディーゼル発電機吸気口及び高圧炉心スプレ

イ系ディーゼル発電機吸気口（以下「非常用ディーゼル発

電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）吸

気口」という。） 

(f) 非常用ディーゼル発電機室ルーフベントファン及び

高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機室ルーフベントフ

ァン（以下「非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ

系ディーゼル発電機を含む。）室ルーフベントファン」と

いう。） 

(g) 中央制御室換気系冷凍機 

(h) 主排気筒 

(i) 非常用ガス処理系排気筒 

(j) 放水路ゲート 

(k) 排気筒モニタ 

(l) 原子炉建屋原子炉棟 

 

b. 降下火砕物を含む海水の流路となる外部事象防護対

象施設 

降下火砕物を含む海水の流路となる外部事象防護対象

施設については，直接降下火砕物の影響を受ける可能性

があるため，降下火砕物の影響を考慮する施設として，以

下のとおり選定する。 

(a) 残留熱除去系海水系ポンプ 

(b) 残留熱除去系海水系ストレーナ 

(c) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機を含む。）用海水ポンプ 

(d) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機を含む。）用海水ストレーナ 

(e) 海水系下流設備（非常用ディーゼル発電機（高圧炉心

スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用冷却器，残留熱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設において，降下

火砕物を含む海水の流路と

なる施設がないため。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-3-2 降下火砕物の影響を考慮する施設の選定】(5／8) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
除去系熱交換器，空調器，格納容器雰囲気モニタリング系

冷却器） 

 

c. 降下火砕物を含む空気の流路となる外部事象防護対

象施設 

降下火砕物を含む空気の流路となる施設については，

直接降下火砕物の影響を受ける可能性があるため，降下

火砕物の影響を考慮する施設として，以下のとおり選定

する。 

(a) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディ

ーゼル発電機を含む。） 

(b) 換気空調系設備（外気取入口） 

・中央制御室換気空調系 

・ディーゼル発電機室換気系 

(c) 主排気筒 

(d) 非常用ガス処理系排気筒 

(e) 排気筒モニタ 

 

d. 外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む

機構を有する外部事象防護対象施設 

屋内に設置している外部事象防護対象施設のうち，屋

内の空気を機器内に取り込む機構を有する施設について

は，降下火砕物の影響を受ける可能性があるため，降下火

砕物の影響を考慮する施設として，以下のとおり選定す

る。 

(a) 計測制御設備（安全保護系） 

 

 

(2) 外部事象防護対象施設等に波及的影響を及ぼし得る

施設 

外部事象防護対象施設等に影響を及ぼす可能性のある

外部事象防護対象施設以外の施設を．降下火砕物の影響

 

 

 

ｂ．降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護

対象施設 

降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対

象施設の申請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c．外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む機

構を有する降下火砕物防護対象施設 

外気から取り入れた屋内の空気を機器内に取り込む機

構を有する降下火砕物防護対象施設の申請に合わせて次

回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

(2) 降下火砕物防護対象施設に波及的影響を及ぼし得る

施設 

 降下火砕物防護対象施設及び降下火砕物防護対象施設

を収納する建屋に影響を及ぼす可能性のある降下火砕物

 

 

 

次回以降で比較結果を示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回以降で比較結果を示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回以降で比較結果を示

す。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-3-2 降下火砕物の影響を考慮する施設の選定】(6／8) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
を考慮する施設として，以下のとおり選定する。 

a. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）排気消音器及び排気管 

b. 海水取水設備（除塵装置） 

c. 換気空調設備（外気取入口） 

 

(3) 重大事故等対処設備 

a. 屋外に設置している重大事故等対処設備 

屋外に設置している重大事故等対処設備は，直接降下火

砕物と接触するため，降下火砕物の影響を考慮する施設

として選定する。 

具体的な重大事故等対処設備については，添付書類「Ⅴ-

1-1-2-別添 1 屋外に設置する重大事故等対処設備の抽

出」に示す。 

 

 

 

 

 

 

(4) 降下火砕物より防護すべき施設を内包する建屋＊ 

屋内に設置している降下火砕物より防護すべき施設

（外部事象防護対象施設及び重大事故等対処設備）は，建

屋にて防護されており直接降下火砕物とは接触しないた

め，降下火砕物より防護すべき施設の代わりに降下火砕

物より防護すべき施設を内包する建屋を，降下火砕物の

影響を考慮する施設として，以下のとおり選定する。 

 

a. 原子炉建屋付属棟（非常用ディーゼル発電機他を内包

する建屋） 

b. タービン建屋（放射性気体廃棄物処理系隔離弁他を内

包する建屋） 

防護対象施設以外の施設を，降下火砕物の影響を考慮す

る施設として，以下のとおり選定する。 

a．飛来物防護ネット（再処理設備本体用 安全冷却水系冷

却塔 B） 

 

 

(3) 重大事故等対処設備 

重大事故等対処設備の申請に合わせて次回以降に詳細

を説明する。 

  

 

 

 

 

 

(4) 常設重大事故等対処設備に波及的影響を及ぼし得る

施設 

重大事故等対処設備の申請に合わせて次回以降に詳細

を説明する。 

 

(5) 降下火砕物より防護すべき施設を収納する建屋 

降下火砕物より防護すべき施設を収納する建屋の申請

に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回以降で比較結果を示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回以降で比較結果を示

す。 

 

 

次回以降で比較結果を示

す。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-3-2 降下火砕物の影響を考慮する施設の選定】(7／8) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
c. 使用済燃料乾式貯蔵建屋（使用済燃料乾式貯蔵容器を

内包する建屋） 

d. 排気筒モニタ建屋（排気筒モニタを内包する建屋） 

注記 ＊：原子炉建屋原子炉棟は，屋外に設置している外

部事象防護対象施設として選定する。緊急時対策所建屋

については，緊急時対策所遮蔽を屋外に設置している重

大事故等対処設備として選定する。 

 

(5) 防護対策施設 

外部事象防護対象施設の安全性を損なわないように設置

する防護対策施設を，降下火砕物の影響を考慮する施設

として，以下のとおり選定する。 

a. 中央制御室換気系冷凍機防護対策施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 間接的影響を考慮する施設 

想定する降下火砕物に対し，発電用原子炉及び使用済

燃料プールの安全性に間接的に影響を与える可能性があ

る非常用電源設備を，降下火砕物の影響を考慮する施設

として，以下のとおり選定する。 

a. 非常用ディーゼル発電機及び高圧炉心スプレイ系デ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6) 降下火砕物より防護すべき施設を収納する建屋の換

気空調設備 

降下火砕物より防護すべき施設を収納する建屋の換気

空調設備の申請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

 

(7) 使用済燃料収納キャスクを収納する建屋 

 使用済燃料収納キャスクを収納する建屋の申請に合わ

せて次回以降に詳細を説明する。 

 

 

(8) 間接的影響を考慮する施設 

間接的影響を考慮する施設の申請に合わせて次回以降

に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

竜巻防護対策設備は，波及

的影響を考慮する施設とし

て選定している。分類の相

違であり新たな論点が生じ

るものではない。 

 

  

運転炉では波及的影響を及

ぼす施設として抽出してい

る。分類が異なるのみであ

り，新たな論点が生じるも

のではない。 

 

運転炉にはない使用済燃料

収納キャスクを収納する建

屋の説明であり，新たな論

点が生じるものではない。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-3-2 降下火砕物の影響を考慮する施設の選定】(8／8) 

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
ィーゼル発電機（以下「非常用ディーゼル発電機（高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）」という。） 

b. 軽油貯蔵タンク 

c. 非常用ディーゼル発電機燃料移送ポンプ及び高圧炉

心スプレイ系ディーゼル発電機燃料移送ポンプ（以下「非

常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機を含む。）燃料移送ポンプ」という。） 
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別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針】(1／31) 
発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

1. 概要

本資料は，添付書類「Ⅴ-1-1-2-4-1 火山への配慮に関す

る基本方針」に示す降下火砕物の影響に対する設計方針を

踏まえて，降下火砕物の影響を考慮する施設の影響因子と

の組合せ，施設分類，要求機能及び性能目標を明確にし，

各施設分類の機能設計に関する設計方針について説明す

るものである。 

2. 設計の基本方針

発電所に影響を与える可能性がある火山事象の発生に

より，添付書類「Ⅴ-1-1-2-4-1 火山への配慮に関する基本

方針」にて設定している降下火砕物より防護すべき施設が

その安全機能又は重大事故等に対処するために必要な機

能が損なうおそれがないようにするため，降下火砕物の影

響を考慮する施設の設計を行う。降下火砕物の影響を考慮

する施設は，添付書類「Ⅴ-1-1-2-4-1 火山への配慮に関す

る基本方針」にて設定している降下火砕物に対して，その

機能が維持できる設計とする。 

降下火砕物の影響を考慮する施設の設計に当たっては，

添付書類「Ⅴ-1-1-2-4-2 降下火砕物の影響を考慮する施

設の選定」にて選定している施設を踏まえて，影響因子ご

とに施設を分類する。その施設分類及び添付書類「Ⅴ-1-1-

1. 概要

本資料は，添付書類「Ⅵ－１－１－１－３－１ 火山

への配慮に関する基本方針」に示す降下火砕物の影響に

対する設計方針を踏まえて，降下火砕物の影響を考慮す

る施設の影響因子との組合せ，施設分類，要求機能及び

性能目標を明確にし，各施設分類の機能設計に関する設

計方針について説明するものである。 

なお，重大事故等対処設備に係る説明については，次

回以降に説明する。 

2. 設計の基本方針

再処理施設に影響を与える可能性がある火山事象の発

生により，添付書類「Ⅵ-１－１－１－３－１ 火山への

配慮に関する基本方針」にて設定している降下火砕物よ

り防護すべき施設がその安全機能を損なわないようにす

るため，降下火砕物の影響を考慮する施設の設計を行う。

降下火砕物の影響を考慮する施設は，添付書類「Ⅵ－１

－１－１－３－１ 火山への配慮に関する基本方針」に

て設定している降下火砕物に対して，その機能が維持で

きる設計とする。 

なお，重大事故等対処設備の設計の基本方針について

は，重大事故等対処設備の申請に合わせて次回以降に説

明する。 

 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計に当たって

は，添付書類「Ⅵ－１－１－１－３－２ 降下火砕物の

影響を考慮する施設の選定」にて選定している施設を踏

まえて，影響因子ごとに施設を分類する。その施設分類

第 1 回申請範囲である安全

機能を有する施設に対する

記載とし，重大事故等対処

施設については後次回申請

以降に示す。以降，本資料に

おいて重大事故等対処施設

の記載有無による先行炉と

の差異理由は同様。 

再処理施設の設工認申請に

おいては分割申請であるた

め，後次回申請以降で示す

範囲について記載した。 

次回以降で比較結果を示

す。 

次回以降で比較結果を示

す。 

下線：
・プラントの違いによらない記載内容の差異
・章⽴ての違いによる記載位置の違いによる差異

⼆重下線：
・プラント固有の事項による記載内容の差異
・後次回の申請範囲に伴う差異

【凡例】
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別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針】(2／31) 
発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

2-4-1 火山への配慮に関する基本方針」にて設定している

火山防護設計の目的を踏まえて，施設分類ごとに要求機能

を整理するとともに，施設ごとに機能設計上の性能目標及

び構造強度設計上の性能目標を定める。

降下火砕物の影響を考慮する施設の機能設計上の性能

目標を達成するため，施設分類ごとに各機能の設計方針を

示す。 

なお，降下火砕物の影響を考慮する施設が構造強度設計

上の性能目標を達成するための構造強度の設計方針等に

ついては，添付書類「Ⅴ-3-別添 2-1 火山への配慮が必要

な施設の強度計算の方針」及び添付書類「Ⅴ-3-別添 2-2 防

護対策施設の強度計算の方針」に示し，強度計算の方法及

び結果については，添付書類「Ⅴ-3-別添 2-1-1 残留熱除

去系海水系ポンプの強度計算書」から添付書類「Ⅴ-3-別添

2-1-7 建屋の強度計算書」及び添付書類「Ⅴ-3-別添 2-2-

1 防護対策施設の強度計算書」に示す。

降下火砕物の影響を考慮する施設の設計フローを図 2-1

に示す。 

図 2-1 施設の設計フロー 

及び添付書類「Ⅵ－１－１－１－３－１ 火山への配慮

に関する基本方針」にて設定している火山防護設計の目

的を踏まえて，施設分類ごとに要求機能を整理するとと

もに，施設ごとに機能設計上の性能目標及び構造強度設

計上の性能目標を定める。 

 降下火砕物の影響を考慮する施設の機能設計上の性能

目標を達成するため，施設分類ごとに各機能の設計方針

を示す。 

 なお，降下火砕物の影響を考慮する施設が構造強度設

計上の性能目標を達成するための構造強度の設計方針等

については，添付書類「Ⅴ－別添２－１ 火山への配慮

が必要な施設の強度計算の方針」に示し，強度計算の方

法及び結果については，添付書類「Ⅴ－別添２－２ 火

山への配慮が必要な施設の強度計算書」に示す。 

 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計フローを第

2.-1 図に示す。 

注：フロー中の番号は本資料での記載事項の章を⽰す。 
なお，構造強度設計については，添付書類「Ⅴ−別添２ ⽕⼭への配慮が必要な施
設の強度に関する説明書」に⽰す。 

第 2.-1 図 施設の設計フロー 
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別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針】(3／31) 
発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

3. 施設分類 

添付書類「Ⅴ-1-1-2-4-2 降下火砕物の影響を考慮する

施設の選定」で抽出した降下火砕物の影響を考慮する各施

設において，考慮する直接的影響因子が異なることから，

降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子との関連に

ついて整理した上で，直接的影響及び間接的影響に対する

各施設分類を以下に示す。 

 

3.1 降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子との関

連 

設計に考慮すべき直接的影響因子については，降下火砕

物の特徴から以下のものが考えられる。 

降下火砕物はマグマ噴出時に粉砕，急冷したガラス片，

鉱物結晶片からなる粒子であり，堆積による構造物への荷

重並びに施設への取り込みによる閉塞及び摩耗が考えら

れる。また，降下火砕物には亜硫酸ガス，硫化水素及びフ

ッ化水素等の火山ガス成分が付着しているため，施設への

接触による腐食及び施設への取り込みによる大気汚染が

考えられる。さらに，降下火砕物は水に濡れると酸性を呈

し導電性を生じるため，絶縁低下が考えられる。 

これらの直接的影響因子を踏まえ，間接的影響を考慮す

る施設以外の降下火砕物の影響を考慮する施設の形状，機

能に応じて，影響因子を設定する。 

 

 

外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設等に

波及的影響を及ぼし得る施設のうち屋外に設置している

施設，外部事象防護対象施設を内包する建屋並びに防護対

策施設については，降下火砕物が堆積しやすい構造を有す

る場合には荷重による影響を考慮するため，構造物への荷

重を影響因子として設定する。 

 

3. 施設分類 

 添付書類「Ⅵ－１－１－１－３－２ 降下火砕物の影

響を考慮する施設の選定」で抽出した降下火砕物の影響

を考慮する各施設において，考慮する直接的影響因子が

異なることから，降下火砕物の影響を考慮する施設と影

響因子との関連について整理した上で，直接的影響及び

間接的影響に対する各施設分類を以下に示す。 

 

3.1 降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子との

関連 

設計に考慮すべき直接的影響因子については，降下火

砕物の特徴から以下のものが考えられる。 

降下火砕物はマグマ噴出時に粉砕，急冷したガラス片，

鉱物結晶片からなる粒子であり，堆積による構造物への

荷重並びに施設への取り込みによる閉塞及び磨耗が考え

られる。また，降下火砕物には亜硫酸ガス，硫化水素及び

ふっ化水素等の火山ガス成分が付着しているため，施設

への接触による腐食及び施設への取り込みによる大気汚

染が考えられる。さらに，降下火砕物は水に濡れると導

電性を生じるため，絶縁低下が考えられる。 

これらの直接的影響因子を踏まえ，間接的影響を考慮

する施設以外の降下火砕物の影響を考慮する施設の形

状，機能に応じて，影響因子を設定する。 

 

(1) 構造物への静的負荷 

降下火砕物防護対象施設及び降下火砕物防護対象施設

に波及的影響を及ぼし得る施設のうち屋外に設置してい

る施設並びに降下火砕物防護対象施設を収納する建屋に

ついては，降下火砕物が堆積しやすい構造を有する場合

には荷重による影響を考慮するため，構造物への静的負

荷を影響因子として設定する。 
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別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針】(4／31) 
発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設等に

波及的影響を及ぼし得る施設のうち，降下火砕物を含む海

水の流路となる水循環系の施設については，閉塞による影

響を考慮するため，水循環系の閉塞を影響因子として設定

する。 

 

 

外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設等に

波及的影響を及ぼし得る施設のうち，降下火砕物を含む空

気の流路となる換気系，電気系及び計測制御系の施設につ

いては，閉塞による影響を考慮するため，換気系，電気系

及び計測制御系における閉塞を影響因子として設定する。 

 

 

 

 

外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設等に

波及的影響を及ぼし得る施設のうち，降下火砕物を含む海

水の流路となる水循環系の施設，空気を取り込みかつ摺動

部を有する換気系，電気系及び計測制御系の施設について

は，摩耗による影響を考慮するため，水循環系，換気系，

電気系及び計測制御系における摩耗を影響因子として設

 

(2) 構造物への粒子の衝突 

降下火砕物防護対象施設及び降下火砕物防護対象施設

に波及的影響を及ぼし得る施設のうち屋外に設置してい

る施設並びに降下火砕物防護対象施設を収納する建屋に

ついては，粒子の衝突による影響を考慮する。なお，粒子

の衝突による影響は，竜巻の設計飛来物の影響に包絡さ

れるため，竜巻防護に対する設計によって構造健全性を

確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 閉塞 

降下火砕物防護対象施設及び降下火砕物防護対象施設

に波及的影響を及ぼし得る施設のうち，降下火砕物を含

む空気の流路となる構造物，換気系，電気系，計測制御系

及び安全圧縮空気系の施設については，閉塞による影響

を考慮するため，構造物，換気系，電気系，計測制御系及

び安全圧縮空気系における閉塞を影響因子として設定す

る。 

 

(4) 摩耗 

降下火砕物防護対象施設及び降下火砕物防護対象施設

に波及的影響を及ぼし得る施設のうち，空気を取り込み

かつ摺動部を有する構造物，換気系，電気系，計測制御系

及び安全圧縮空気系の施設については，磨耗による影響

を考慮するため，構造物，換気系，電気系，計測制御系及

び安全圧縮空気系における磨耗を影響因子として設定す

 

 

発電炉は設置許可を受け粒

子の衝突は考慮不要との判

断から記載がないことか

ら，当該差異により新たな

論点が生じるものではな

い。 

 

 

水循環系の施設について

は，再処理施設では該当す

る設備がないため，新たな

論点が生じるものではな

い。 
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別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針】(5／31) 
発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

定する。 

外部事象防護対象施設及び外部事象防護対象施設等に

波及的影響を及ぼし得る施設のうち屋外に設置している

施設，降下火砕物を含む海水の流路となる水循環系の施

設，降下火砕物を含む空気の流路となる換気系，電気系及

び計測制御系の施設並びに外部事象防護対象施設を内包

する建屋並びに防護対策施設については，腐食による影響

を考慮するため，構造物，水循環系，換気系，電気系及び

計測制御系における腐食を影響因子として設定する。 

中央制御室については，大気汚染による影響を考慮する

ため，発電所周辺への大気汚染を影響因子として設定す

る。 

外部事象防護対象施設のうち空気を取り込む機構を有

する計測制御設備（安全保護系）については，絶縁低下に

よる影響を考慮するため，絶縁低下を影響因子として設定

する。 

設定した影響因子と間接的影響を考慮する施設以外の

降下火砕物の影響を考慮する施設との組合せを整理する。 

放水路ゲートは，津波の流入を防ぐための閉止機能を有

している。火山の影響を起因として津波が発生することは

ないが，独立事象としての重畳の可能性を考慮し，安全上

支障のない期間に補修等の対応を行うことで，安全機能を

損なわない設計とする。 

る。 

(5) 腐食

降下火砕物防護対象施設及び降下火砕物防護対象施設

に波及的影響を及ぼし得る施設のうち屋外に設置してい

る施設並びに降下火砕物を含む空気の流路となる構造

物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系の施

設並びに降下火砕物防護対象施設を収納する建屋につい

ては，腐食による影響を考慮するため，構造物，換気系，

電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を

影響因子として設定する。 

(6) 敷地周辺の大気汚染

制御建屋の中央制御室については，大気汚染による影

響を考慮するため，敷地周辺の大気汚染を影響因子とし

て設定する。 

(7) 絶縁低下

降下火砕物防護対象施設のうち空気を取り込む機構を

有する計測制御設備（安全保護回路含む），非常用所内電

源設備，放射線監視設備は，絶縁低下による影響を考慮

するため，絶縁低下を影響因子として設定する。 

設定した影響因子と間接的影響を考慮する施設以外の

降下火砕物の影響を考慮する施設との組み合わせを整理

する。 当社においては該当設備が

ないため，新たな論点が生

じるものではない。 
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別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針】(6／31) 
発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

排気筒モニタは，放射性気体廃棄物処理施設の破損の検

出手段として期待している。火山の影響を起因として放射

性廃棄物処理施設の破損が発生することはないが，独立事

象としての重畳の可能性を考慮し，排気筒モニタを内包す

る排気筒モニタ建屋も含め安全上支障のない期間に補修

等の対応を行うことで，降下火砕物の影響を受けない設計

とする。 

降下火砕物の影響を考慮する施設（屋外の重大事故等対

処設備及び間接的影響を考慮する施設を除く。）の特性を

踏まえて必要な設計項目を選定した結果を表 3-1 に示す。 

その結果を踏まえ，間接的影響を考慮する施設を含めた

施設の分類を「3.2 影響因子を考慮した施設分類」に示す。 

屋外に設置又は保管している重大事故等対処設備につ

いては，火山事象が重大事故等の起因とならないこと及び

重大事故等時に火山事象が発生することは考えにくいた

め，設備を使用していない保管時を考慮することとし，閉

塞，摩耗，大気汚染及び絶縁低下については降下火砕物の

影響を受けず，荷重，腐食については保安規定に降下火砕

物を適宜除去することを定め，管理することで，降下火砕

物の影響を受けない設計とする。 

3.2 影響因子を考慮した施設分類 

降下火砕物により直接的影響を考慮する施設及び間接

的影響を考慮する施設に対する各施設の分類を以下のと

おりとする。 

(1) 構造物への静的負荷を考慮する施設

降下火砕物の影響を考慮する施設（間接的影響を考慮

する施設を除く。）の特性を踏まえて必要な設計項目を選

定した結果を第 3.1-1 に示す。 

その結果を踏まえ，間接的影響を考慮する施設を含め

た施設の分類を「3.2 影響因子を考慮した施設分類」に

示す。 

3.2 影響因子を考慮した施設分類 

降下火砕物により直接的影響を考慮する施設及び間接

的影響を考慮する施設に対する各施設の分類を以下のと

おりとする。なお，次回以降に申請する設備（重大事故等

対処設備含む）の施設分類については，各設備の申請に

合わせて次回以降に詳細を説明する。 

(1) 構造物への静的負荷を考慮する施設

次回以降で比較結果を示

す。 

次回以降で比較結果を示

す。 

次回以降で比較結果を示

す。 
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別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針】(7／31) 
発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

a. 残留熱除去系海水系ポンプ 

b. 残留熱除去系海水系ストレーナ 

c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）用海水ポンプ 

d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナ 

e. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）吸気口 

f. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）室ルーフベントファン 

g. 中央制御室換気系冷凍機 

h. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）排気消音器及び排気管 

i. 原子炉建屋原子炉棟 

j. 原子炉建屋付属棟 

k. タービン建屋 

l. 使用済燃料乾式貯蔵建屋 

m. 中央制御室換気系冷凍機防護対策施設 

 

 

(2) 水循環系の閉塞を考慮する施設 

a. 残留熱除去系海水系ポンプ 

b. 残留熱除去系海水系ストレーナ 

c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）用海水ポンプ 

d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナ 

e. 海水系下流設備（非常用ディーゼル発電機（高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機を含む。）用冷却器，残留熱除去

系熱交換器，空調器，格納容器雰囲気モニタリング系冷却

器） 

f. 海水取水設備（除塵装置） 

a. 再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔 B 

b. 飛来物防護ネット（再処理設備本体用 安全冷却水系

冷却塔 B） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設においては該当

設備がないため，新たな論

点が生じるものではない。 
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別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針】(8／31) 
発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

(3) 換気系，電気系及び計測制御系における閉塞を考慮す

る施設

a. 残留熱除去系海水系ポンプ

b. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）用海水ポンプ

c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）吸気口

d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）

e. 主排気筒

f. 非常用ガス処理系排気筒

g. 換気空調設備（外気取入口）

(4) 水循環系，換気系，電気系及び計測制御系における摩

耗を考慮する施設

a. 残留熱除去系海水系ポンプ

b. 残留熱除去系海水系ストレーナ

c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）用海水ポンプ

d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナ

e. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）

f. 海水系下流設備（非常用ディーゼル発電機（高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機を含む。）用冷却器，残留熱除去

系熱交換器，空調器，格納容器雰囲気モニタリング系冷却

器）

g. 海水取水設備（除塵装置）

(5) 構造物，水循環系，換気系，電気系及び計測制御系に

おける腐食を考慮する施設

(2) 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮

空気系における閉塞を考慮する施設

 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気

系における閉塞を考慮する施設の申請に合わせて次回以

降に詳細を説明する。 

(3) 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮

空気系における磨耗を考慮する施設

a. 再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔 B

(4) 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮

空気系における腐食を考慮する施設

次回以降で比較結果を示

す。 
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別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針】(9／31) 
発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

a. 残留熱除去系海水系ポンプ

b. 残留熱除去系海水系ストレーナ

c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）用海水ポンプ

d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナ

e. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）吸気口

f. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）室ルーフベントファン

g. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）

h. 海水系下流設備（非常用ディーゼル発電機（高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機を含む。）用冷却器，残留熱除去

系熱交換器，空調器，格納容器雰囲気モニタリング系冷却

器）

i. 中央制御室換気系冷凍機

j. 主排気筒

k. 非常用ガス処理系排気筒

l. 計測制御設備（安全保護系）

m. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）排気消音器及び排気管

n. 海水取水設備（除塵装置）

o. 換気空調設備（外気取入口）

p. 原子炉建屋原子炉棟

q. 原子炉建屋付属棟

r. タービン建屋

s. 使用済燃料乾式貯蔵建屋

t. 中央制御室換気系冷凍機防護対策施設

(6) 発電所周辺の大気汚染を考慮する施設

a．再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔 B 

b．飛来物防護ネット（再処理設備本体用 安全冷却水系

冷却塔 B） 

(5) 再処理施設周辺の大気汚染を考慮する施設 次回以降で比較結果を示
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別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針】(10／31) 
発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

a. 換気空調設備（中央制御室換気系） 

 

 

 

(7) 絶縁低下を考慮する施設 

a. 計測制御設備（安全保護系） 

 

 

(8) 間接的影響を考慮する施設 

a. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。） 

b. 軽油貯蔵タンク 

c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）燃料移送ポンプ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

再処理施設周辺の大気汚染を考慮する施設の申請に

合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

 

(6) 絶縁低下を考慮する施設 

絶縁低下を考慮する施設の申請に合わせて次回以降

に詳細を説明する。 

 

(7) 間接的影響を考慮する施設 

間接的影響を考慮する施設の申請に合わせて次回以

降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

す。 

 

 

 

次回以降で比較結果を示

す。 

 

 

次回以降で比較結果を示

す。 
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別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針】(11／31) 
発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

表 3-1 降下火砕物の影響を考慮する施設（屋外の重大事

故等対処設備及び間接的影響を考慮する施設を除く。）と

影響因子の組合せ(1/2) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.1-1 表 降下火砕物の影響を考慮する施設（間接的影

響を考慮する施設を除く。）と影響因子の組合せ（1/2） 
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別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針】(12／31) 
発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

表 3-1 降下火砕物の影響を考慮する施設（屋外の重大事

故等対処設備及び間接的影響を考慮する施設を除く。）と

影響因子の組合せ(2/2) 

第 3.1-1 表 降下火砕物の影響を考慮する施設（間接的影

響を考慮する施設を除く。）と影響因子の組合せ（1/2） 
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別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針】(13／31) 
発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

4. 要求機能及び性能目標

火山事象の発生に伴い，外部事象防護対象施設の安全性

を損なうおそれがないよう，また，重大事故等対処設備の

重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれるお

それがないよう火山防護設計を行う施設を「3. 施設分類」

において，構造物への荷重を考慮する施設，水循環系の閉

塞を考慮する施設，換気系，電気系及び計測制御系におけ

る閉塞を考慮する施設，水循環系，換気系，電気系及び計

測制御系における摩耗を考慮する施設，構造物，水循環系，

換気系，電気系及び計測制御系における腐食を考慮する施

設，発電所周辺の大気汚染を考慮する施設，絶縁低 

下を考慮する施設及び間接的影響を考慮する施設に分類

している。これらを踏まえ，施設分類ごとに要求機能を整

理するとともに，機能設計上の性能目標及び構造強度設計

上の性能目標を設定する。 

4.1 構造物への荷重を考慮する施設 

(1) 施設

設備，建屋及び防護対策施設に分類する。

a. 設備

(a) 残留熱除去系海水系ポンプ

(b) 残留熱除去系海水系ストレーナ

(c) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）用海水ポンプ

(d) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナ

(e) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）吸気口

(f) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）室ルーフベントファン

4. 要求機能及び性能目標

火山事象の発生に伴い，降下火砕物防護対象施設の安

全機能を損なわないよう火山防護設計を行う施設を「3. 

施設分類」において，構造物への静的負荷を考慮する施

設，構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空

気系における閉塞を考慮する施設，構造物，換気系，電気

系，計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮

する施設，構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全

圧縮空気系における腐食を考慮する施設，再処理施設周

辺の大気汚染を考慮する施設，絶縁低下を考慮する施設

及び間接的影響を考慮する施設に分類している。これら

を踏まえ，施設分類ごとに要求機能を整理するとともに，

機能設計上の性能目標及び構造強度設計上の性能目標を

設定する。 

なお，次回以降に申請する設備（重大事故等対処設備

含む）の施設分類については，各設備の申請に合わせて

次回以降に詳細を説明する。 

4.1 構造物への静的負荷を考慮する施設 

(1) 施設

設備及び建屋に分類する。

a. 設備

(a) 再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔 B

(b) 飛来物防護ネット（再処理設備本体用 安全冷却水系

冷却塔 B）

次回以降で比較結果を示

す。 

次回以降で比較結果を示

す。 
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別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針】(14／31) 
発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

(g) 中央制御室換気系冷凍機

(h) 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）排気消音器及び排気管

b. 建屋

(a) 原子炉建屋原子炉棟

(b) 原子炉建屋付属棟

(c) タービン建屋

(d) 使用済燃料乾式貯蔵建屋

c. 防護対策施設

(a) 中央制御室換気系冷凍機防護対策施設

(2) 要求機能

a. 設備

構造物への静的負荷を考慮する施設のうち設備は，想定

する降下火砕物による荷重に対し，積雪及び風（台風）の

荷重を考慮した場合においても，その安全性を損なうおそ

れがないことが要求される。 

b. 建屋

構造物への静的負荷を考慮する施設のうち建屋は，想定

する降下火砕物による荷重に対し，積雪及び風（台風）の

荷重を考慮した場合においても，降下火砕物より防護すべ

き施設が要求される機能を損なうおそれがないよう，建屋

に内包する降下火砕物より防護すべき施設に降下火砕物

による荷重が作用することを防止することが要求される。

また，原子炉建屋原子炉棟については，上記に加え，放射

性物質の閉じ込め機能及び放射線の遮蔽機能に影響を与

えないことが要求される。 

c. 防護対策施設

構造物への静的負荷を考慮する施設のうち防護対策施

b. 建屋

各建屋の申請に合わせて次回以降に詳細を説明す

る。 

(2) 要求機能

ａ．設備

構造物への静的負荷を考慮する施設のうち設備は，設

計荷重（火山）を考慮した場合においても，その安全機能

を損なわないことが要求される。 

ｂ．建屋 

各建屋の申請に合わせて次回以降に詳細を説明す

る。 

次回以降で比較結果を示

す。 

竜巻防護対策設備は波及的

影響を及ぼす施設として抽

出しており，新たな論点が

生じるものではない。 

竜巻防護対策設備は波及的
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別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針】(15／31)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
設は，想定する降下火砕物による荷重に対し，積雪及び風

（台風）の荷重を考慮した場合においても，外部事象防護

対象施設が要求される機能を損なうおそれがないよう，防

護対策施設を設置する外部事象防護対象施設に降下火砕

物による荷重が作用することを防止することが要求され

る。 

(3) 性能目標

a. 設備

(a) 残留熱除去系海水系ポンプ

残留熱除去系海水系ポンプは，想定する降下火砕物，積

雪及び風（台風）による荷重に対し，残留熱除去系負荷を

冷却する機能を維持することを機能設計上の性能目標と

する。 

残留熱除去系海水系ポンプは，想定する降下火砕物，積

雪及び風（台風）による荷重に対し，降下火砕物堆積時の

機能維持を考慮して，海水ポンプ室床面のコンクリート基

礎に基礎ボルトで固定し，残留熱除去系海水系ポンプの主

要な構造部材が構造健全性を維持する設計とすることを

構造強度設計上の性能目標とする。 

（以下，略） 

(3) 性能目標

ａ．設備

(a) 再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔 B

再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔 Bは，設計荷

重（火山）に対し，安全冷却水系負荷を冷却する機能を

維持することを機能設計上の性能目標とする。 

再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔 Bは，設計荷

重（火山）に対し

主要な構造部材が構造健全性を維持する

ことを構造強度設計上の性能目標とする。

(b) 飛来物防護ネット（再処理設備本体用 安全冷却水系

冷却塔 B）

飛来物防護ネット（再処理設備本体用 安全冷却水系

冷却塔 B）は，設計荷重（火山）に対し，降下火砕物防

護対象施設に波及的影響を及ぼさないことを機能設計

上の性能目標とする。 

飛来物防護ネット（再処理設備本体用 安全冷却水系

冷却塔 B）は，設計荷重（火山）に対し，柱脚部を支持

地盤に杭基礎で固定し，竜巻防護対象施設の機能維持

に必要な防護ネット及び防護板を支持架構に固定し，

主要な構造部材が構造健全性を維持することを構造強

度設計上の性能目標とする。 

影響を及ぼす施設として抽

出しており，新たな論点が

生じるものではない。 
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別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針】(16／31) 
発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

b. 建屋 

(a) 原子炉建屋原子炉棟 

原子炉建屋原子炉棟は，想定する降下火砕物，積雪及び

風（台風）による荷重に対し，放射性物質の閉じ込め機能

及び放射線の遮蔽機能並びに建屋が降下火砕物より防護

すべき施設を内包し，建屋によって内包する防護すべき施

設に降下火砕物を堆積させない機能を維持することを機

能設計上の性能目標とする。 

原子炉建屋原子炉棟は，想定する降下火砕物，積雪及び風

（台風）による荷重に対し，降下火砕物堆積時の機能維持

を考慮して，部材又は建屋全体として構造健全性を維持す

る設計とすることを構造強度設計上の性能目標とする。 

（以下略） 

 

c. 防護対策施設 

(a) 中央制御室換気系冷凍機防護対策施設 

中央制御室換気系冷凍機防護対策施設は，想定する降下

火砕物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，中央制御

室換気系冷凍機に降下火砕物を堆積させない機能を維持

することを機能設計上の性能目標とする。 

中央制御室換気系冷凍機防護対策施設は，想定する降下

火砕物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，降下火砕

物堆積時の機能維持を考慮して，架構を原子炉建屋付属棟

屋上面に設けたコンクリート基礎に基礎ボルトで固定し，

中央制御室換気系冷凍機防護対策施設の主要な構造部材

が構造健全性を維持する設計とすることを構造強度設計

上の性能目標とする。 

 

 

4.2 水循環系の閉塞を考慮する施設 

(1) 施設 

 

ｂ．建屋 

各建屋の申請に合わせて次回以降に詳細を説明す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回以降で比較結果を示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

竜巻防護対策設備は波及的

影響を及ぼす施設として抽

出しており，新たな論点が

生じるものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違であり，新たな

論点が生じるものではな
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別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針】(17／31) 
発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

a. 残留熱除去系海水系ポンプ

b. 残留熱除去系海水系ストレーナ

c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）用海水ポンプ 

d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナ 

e. 海水系下流設備（非常用ディーゼル発電機（高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機を含む。）用冷却器，残留熱除去

系熱交換器，空調器，格納容器雰囲気モニタリング系冷却 

器） 

f. 海水取水設備（除塵装置）

(2) 要求機能

水循環系の閉塞を考慮する施設は，想定する降下火砕物に

対し，その安全性を損なうおそれがないことが要求され

る。 

(3) 性能目標

a. 残留熱除去系海水系ポンプ

残留熱除去系海水系ポンプは，想定する降下火砕物によ

る閉塞に対し，降下火砕物の粒径を考慮して閉塞しない流

路幅を確保することにより，残留熱除去系負荷を冷却する

機能を維持することを機能設計上の性能目標とする。 

（以下略） 

4.3 換気系，電気系及び計測制御系における閉塞を考慮す

る施設 

(1) 施設

a. 残留熱除去系海水系ポンプ

b. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）用海水ポンプ

c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

4.2 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮

空気系における閉塞を考慮する施設 

構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空

気系における閉塞を考慮する施設の申請に合わせて次

回以降に詳細を説明する。 

い。 

次回以降で比較結果を示

す。 
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別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針】(18／31) 
発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

ゼル発電機を含む。）吸気口 

d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）

e. 主排気筒

f. 非常用ガス処理系排気筒

g. 換気空調設備（外気取入口）

(2) 要求機能

換気系，電気系及び計測制御系における閉塞を考慮する

施設は，想定する降下火砕物に対し，その安全性を損なう

おそれがないことが要求される。 

(3) 性能目標

a. 残留熱除去系海水系ポンプ

残留熱除去系海水系ポンプ（原動機）は，想定する降下火

砕物による閉塞に対し，降下火砕物の粒径を考慮して閉塞

しない流路幅を確保することにより，残留熱除去系負荷を

冷却する機能を維持することを機能設計上の性能目標と

する。

（以下，略）

4.4 水循環系，換気系，電気系及び計測制御系における摩

耗を考慮する施設 

(1) 施設

a. 残留熱除去系海水系ポンプ

b. 残留熱除去系海水系ストレーナ

c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）用海水ポン

プ

d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナ

e. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）

4.3 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧

縮空気系における磨耗を考慮する施設 

(1) 施設

a．再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔 B
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別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針】(19／31) 
発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

f. 海水系下流設備（非常用ディーゼル発電機（高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機を含む。）用冷却器，残留熱除去

系熱交換器，空調器，格納容器雰囲気モニタリング系冷却

器） 

g. 海水取水設備（除塵装置） 

 

(2) 要求機能 

水循環系，換気系，電気系及び計測制御系における摩耗

を考慮する施設は，想定する降下火砕物に対し，その安全

性を損なうおそれがないことが要求される。 

 

(3) 性能目標 

a. 残留熱除去系海水系ポンプ 

残留熱除去系海水系ポンプは，想定する降下火砕物によ

る摩耗に対し，降下火砕物の摺動部への侵入を低減させる

こと，降下火砕物を考慮して摺動部に耐摩耗性をもたせる

こと又は運用により，残留熱除去系負荷を冷却する機能を

維持することを機能設計上の性能目標とする。 

（以下，略） 

 

 

4.5 構造物，水循環系，換気系，電気系及び計測制御系に

おける腐食を考慮する施設 

(1) 施設 

a. 残留熱除去系海水系ポンプ 

b. 残留熱除去系海水系ストレーナ 

c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）用海水ポンプ 

d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナ 

e. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）吸気口 

 

 

 

 

 

 

(2) 要求機能 

 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気

系における磨耗を考慮する施設は，想定する降下火砕物

に対し，その安全機能を損なわないことが要求される。 

 

(3) 性能目標 

a. 再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔 B 

再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔 B は，想定す

る降下火砕物による磨耗に対し

，安全冷却水系

負荷を冷却する機能を維持することを機能設計上の性

能目標とする。 

 

 

 

4.4  構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧

縮空気系における腐食を考慮する施設 

(1) 施設 

a. 再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔 B 

b. 飛来物防護ネット（再処理設備本体用 安全冷却水系

冷却塔 B） 
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【Ⅵ-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針】(20／31) 
発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

f. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）室ルーフベントファン 

g. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。） 

h. 海水系下流設備（非常用ディーゼル発電機（高圧炉心ス

プレイ系ディーゼル発電機を含む。）用冷却器，残留熱除去

系熱交換器，空調器，格納容器雰囲気モニタリング系冷却

器） 

i. 中央制御室換気系冷凍機 

j. 主排気筒 

k. 非常用ガス処理系排気筒 

l. 計測制御設備（安全保護系） 

m. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）排気消音器及び排気管 

n. 海水取水設備（除塵装置） 

o. 換気空調設備（外気取入口） 

p. 原子炉建屋原子炉棟 

q. 原子炉建屋付属棟 

r. タービン建屋 

s. 使用済燃料乾式貯蔵建屋 

t. 中央制御室換気系冷凍機防護対策施設 

 

(2) 要求機能 

構造物，水循環系，換気系，電気系及び計測制御系にお

ける腐食を考慮する施設は，想定する降下火砕物に対し，

その安全性を損なうおそれがないことが要求される。 

 

(3) 性能目標 

a. 残留熱除去系海水系ポンプ 

残留熱除去系海水系ポンプは，想定する降下火砕物によ

る腐食に対し，塗装により降下火砕物と施設を接触させな

いこと又は運用により，残留熱除去系負荷を冷却する機能

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 要求機能 

構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気

系における腐食を考慮する施設は，想定する降下火砕物

に対し，その安全機能を損なわないことが要求される。 

 

(3) 性能目標 

a.  再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔 B 

再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔 Bは，想定す

る降下火砕物による腐食に対し，腐食し難い金属を使

用すること，塗装により降下火砕物と施設を接触させ
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【Ⅵ-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針】(21／31) 
発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

を維持することを機能設計上の性能目標とする。 

（以下，略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 発電所周辺の大気汚染を考慮する施設 

(1) 施設 

a. 換気空調設備（中央制御室換気系） 

(2) 要求機能 

発電所周辺の大気汚染を考慮する施設は，想定する降下

火砕物に対し，その安全性を損なうおそれがないことが要

求される。 

(3) 性能目標 

a. 換気空調設備（中央制御室換気系） 

換気空調設備のうち中央制御室空調設備は，想定する降

下火砕物による大気汚染に対し，中央制御室への降下火砕

物の侵入を低減させることにより，各部屋を換気又は空調

管理することで機器の運転に必要な温度条件の維持，居住

性の維持を図る機能を維持することを機能設計上の性能

目標とする。 

 

4.7 絶縁低下を考慮する施設 

(1) 施設 

a. 計測制御設備（安全保護系） 

(2) 要求機能 

ないこと又は運用により，安全冷却水系負荷を冷却す

る機能を維持することを機能設計上の性能目標とす

る。 

b. 飛来物防護ネット（再処理設備本体用 安全冷却水系

冷却塔 B） 

飛来物防護ネット（再処理設備本体用 安全冷却水系

冷却塔 B）は，想定する降下火砕物による腐食に対し，

腐食し難い金属を使用すること，塗装により降下火砕

物と施設を接触させないこと又は運用により，降下火

砕物防護対象施設へ波及的影響を及ぼさないことを機

能設計上の性能目標とする。 

 

4.5 敷地周辺の大気汚染を考慮する施設 

敷地周辺の大気汚染を考慮する施設の申請に合わせ

て次回以降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.6 絶縁低下を考慮する施設 

絶縁低下を考慮する施設の申請に合わせて次回以降

に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回以降で比較結果を示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回以降で比較結果を示

す。 
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絶縁低下を考慮する施設は，想定する降下火砕物に対

し，その安全性を損なうおそれがないことが要求される。 

(3) 性能目標 

a. 計測制御設備（安全保護系） 

計測制御設備（安全保護系）は，想定する降下火砕物に

よる絶縁低下に対し，盤内への降下火砕物の侵入を低減さ

せることにより，発電用原子炉施設の異常状態を検知し，

必要な場合，原子炉停止系等を作動させる機能を維持する

ことを機能設計上の性能目標とする。 

 

4.8 間接的影響を考慮する施設 

(1) 施設 

a. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。） 

b. 軽油貯蔵タンク 

c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）燃料移送ポンプ 

(2) 要求機能 

間接的影響を考慮する施設は，想定する降下火砕物に対

し，発電用原子炉の停止並びに停止後の発電用原子炉及び

使用済燃料プールの安全性を損なうおそれがないことが

要求される。 

(3) 性能目標 

a. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。） 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機を含む。）は，想定する降下火砕物による間接的影

響に対し，降下火砕物の影響を受けない配置にすることに

より，非常用高圧母線へ 7日間の電源供給が継続できるよ

う給電する機能を維持することを機能設計上の性能目標

とする。 

（以下，略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 間接的影響を考慮する施設 

間接的影響を考慮する施設の申請に合わせて次回以

降に詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回以降で比較結果を示

す。 
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【Ⅵ-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針】(23／31) 
発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

5. 機能設計 

添付書類「Ⅴ-1-1-2-4-1 火山への配慮に関する基本方

針」で設定している降下火砕物特性に対し，「4. 要求機能

及び性能目標」で設定している降下火砕物の影響を考慮す

る施設の機能設計上の性能目標を達成するために，各施設

の機能設計の方針を定める。 

 

 

 

 

 

5.1 構造物への荷重を考慮する施設 

(1) 施設 

a. 設備 

(a) 残留熱除去系海水系ポンプの設計方針 

残留熱除去系海水系ポンプは，「4. 要求機能及び性能目

標」の「4.1(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性

能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

残留熱除去系海水系ポンプは，想定する降下火砕物，積

雪及び風（台風）による荷重に対し，残留熱除去系負荷を

冷却する機能を維持するため，冷却水として海水を取水

し，残留熱除去系海水系統の各設備に送水する機能を維持

する設計とする。 

（以下，略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 機能設計 

 添付書類「Ⅵ－１－１－１－３－１ 火山への配慮に

関する基本方針」で設定している降下火砕物特性に対し，

「4. 要求機能及び性能目標」で設定している降下火砕

物の影響を考慮する施設の機能設計上の性能目標を達成

するために，各施設の機能設計の方針を定める。 

重大事故等対処設備の機能設計については，重大事故

等対象設備の申請に合わせて次回以降に詳細を説明す

る。 

 

5.1  構造物への荷重を考慮する施設 

(1) 施設 

a. 設備 

(a)再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔 B 

再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔 B は，「4. 要

求機能及び性能目標」の「4.1(3) 性能目標」で設定して

いる機能設計上の性能目標を達成するために，以下の設

計方針とする。 

 再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔 Bは，設計荷重

（火山）に対し，安全冷却水系負荷を冷却する機能を維

持するため，冷却水を冷却する機能を維持する設計とす

る。 

(b) 飛来物防護ネット（再処理設備本体用 安全冷却水系

冷却塔 B）の設計方針 

飛来物防護ネット（再処理設備本体用 安全冷却水系

冷却塔 B）は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.1(3) 

性能目標」で設定している機能設計上の性能目標を達

成するために，以下の設計方針とする。 

飛来物防護ネット（再処理設備本体用 安全冷却水系

冷却塔 B）は，設計荷重（火山）に対し，降下火砕物防

護対象施設に波及的影響を及ぼさない機能を維持する

 

 

 

 

 

 

 

次回以降で比較結果を示

す。 
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【Ⅵ-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針】(24／31) 
発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 

(2) 建屋 

a. 原子炉建屋原子炉棟の設計方針 

原子炉建屋原子炉棟は，「4. 要求機能及び性能目標」の

「4.1(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性能目

標を達成するために，以下の設計方針とする。 

原子炉建屋原子炉棟は，想定する降下火砕物，積雪及び

風（台風）による荷重に対し，放射性物質の閉じ込め機能

及び放射線の遮蔽機能並びに建屋が降下火砕物より防護

すべき施設を内包し，建屋によって内包する防護すべき施

設に降下火砕物を堆積させない機能を維持する設計とす

る。 

b. 原子炉建屋付属棟の設計方針 

原子炉建屋付属棟は，「4. 要求機能及び性能目標」の

「4.1(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性能目

標を達成するために，以下の設計方針とする。原子炉建屋

付属棟は，想定する降下火砕物，積雪及び風（台風）によ

る荷重に対し，建屋が降下火砕物より防護すべき施設を内

包し，建屋によって内包する防護すべき施設に降下火砕物

を堆積させない機能を維持する設計とする。 

c. タービン建屋の設計方針 

タービン建屋は，「4. 要求機能及び性能目標」の「4.1(3) 

性能目標」で設定している機能設計上の性能目標を達成す

るために，以下の設計方針とする。 

タービン建屋は，想定する降下火砕物，積雪及び風（台

風）による荷重に対し，建屋が降下火砕物により防護すべ

き施設を内包し，建屋によって内包する防護すべき施設に

降下火砕物を堆積させない機能を維持する設計とする。 

d. 使用済燃料乾式貯蔵建屋の設計方針 

使用済燃料乾式貯蔵建屋は，「4. 要求機能及び性能目

標」の「4.1(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性

設計とする。 

 

b. 建屋 

建屋の申請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回以降で比較結果を示

す。 
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能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

使用済燃料乾式貯蔵建屋は，想定する降下火砕物，積雪

及び風（台風）による荷重に対し，建屋が降下火砕物によ

り防護すべき施設を内包し，建屋によって内包する防護す

べき施設に降下火砕物を堆積させない機能を維持する設

計とする。 

 

 

(3) 防護対策施設 

a. 中央制御施設換気系冷凍機防護対策施設の設計方針 

中央制御室換気系冷凍機防護対策施設は，「4. 要求機能

及び性能目標」の「4.1(3)性能目標」で設定している機能

設計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とす

る。 

中央制御室換気系冷凍機防護対策施設は，想定する降下

火砕物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，中央制御

室換気系冷凍機に降下火砕物を堆積させない機能を維持

する設計とする。 

 

 

5.2 水循環系の閉塞を考慮する施設 

(1) 施設 

a. 残留熱除去系海水系ポンプの設計方針 

残留熱除去系海水系ポンプは，「4. 要求機能及び性能目

標」の「4.2(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性

能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

残留熱除去系海水系ポンプは，想定する降下火砕物によ

る閉塞に対し，降下火砕物の粒径を考慮して閉塞しない流

路幅を確保することにより，残留熱除去系負荷を冷却する

機能 

を維持するため，残留熱除去系海水系ポンプ狭隘部を降下

火砕物の粒径より大きくすることで閉塞しない設計とす

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

竜巻防護対策設備は波及的

影響を及ぼす施設として抽

出しており，新たな論点が

生じるものではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備の相違であり，新たな

論点が生じるものではな

い。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針】(26／31)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
る。 

b. 残留熱除去系海水系ストレーナの設計方針

残留熱除去系海水系ストレーナは，「4. 要求機能及び性

能目標」の「4.2(3) 性能目標」で設定している機能設計上

の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

残留熱除去系海水系ストレーナは，想定する降下火砕物

による閉塞に対し，降下火砕物の粒径を考慮して閉塞しな

い流路幅を確保することにより，残留熱除去系負荷を冷却

する機能を維持するため，海水ストレーナのメッシュサイ

ズを降下火砕物の粒径より大きくすることで閉塞しない

設計とする。 

c. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）用海水ポンプの設計方針 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機を含む。）用海水ポンプは，「4. 要求機能及び性能

目標」の「4.2(3) 性能目標」で設定している機能設計上の

性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機を含む。）用海水ポンプは，想定する降下火砕物に

よる閉塞に対し，降下火砕物の粒径を考慮して閉塞しない

流路幅を確保することにより，ディーゼル発電機補機を冷

却する機能を維持するため，非常用ディーゼル発電機（高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポン

プ狭隘部を降下火砕物の粒径より大きくすることで閉塞

しない設計とする 

d. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）用海水ストレーナの設計方針 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機を含む。）用海水ストレーナは，「4. 要求機能及び

性能目標」の「4.2(3) 性能目標」で設定している機能設計

上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼ
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別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針】(27／31) 
発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

ル発電機を含む。）用海水ストレーナは，想定する降下火砕

物による閉塞に対し，降下火砕物の粒径を考慮して閉塞し

ない流路幅を確保することにより，ディーゼル発電機補機

を冷却する機能を維持するため，海水ストレーナのメッシ

ュサイズを降下火砕物の粒径より大きくすることで閉塞

しない設計とする。 

e. 海水系下流設備（ディーゼル発電機用冷却器，残留熱除

去系熱交換器，空調器及び格納容器雰囲気モニタリング系

冷却器）の設計方針 

海水系下流設備は，「4. 要求機能及び性能目標」の

「4.2(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性能目

標を達成するために，以下の設計方針とする。 

海水系下流設備は，想定する降下火砕物による閉塞に対

し，降下火砕物の粒径を考慮して閉塞しない流路幅を確保

することにより，残留熱除去系負荷及びディーゼル発電機

補機を冷却する機能を維持するため，設備の伝熱管等を降

下火砕物の粒径より大きくすることで閉塞しない設計と

する。 

f. 海水取水設備（除塵装置）の設計方針 

海水取水設備（除塵装置）は，「4. 要求機能及び性能目

標」の「4.2(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性

能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

海水取水設備（除塵装置）は，想定する降下火砕物によ

る閉塞に対し，降下火砕物の粒径を考慮して閉塞しない流

路幅を確保することにより，各海水ポンプに通水する機能

を維持するため，除塵装置のメッシュサイズを降下火砕物

の粒径より大きくすることで閉塞しない設計とする。 

 

5.3 換気系，電気系及び計測制御系における閉塞を考慮す

る施設 

(1) 施設 

a. 残留熱除去系海水系ポンプの設計方針 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮

空気系における閉塞を考慮する施設 

(1) 施設 

閉塞を考慮する施設の申請に合わせて次回以降に詳細

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回以降で比較結果を示

す。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針】(28／31)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
残留熱除去系海水系ポンプは，「4. 要求機能及び性能目

標」の「4.3(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性

能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

残留熱除去系海水系ポンプの原動機は，想定する降下火

砕物による閉塞に対し，降下火砕物の粒径を考慮した閉塞

しない流路幅の確保及び堆積による閉塞が発生しない構

造とすることにより，残留熱除去系負荷を冷却する機能を

維持するため，原動機を冷却する空気冷却用冷却管の内径

を降下火砕物の粒径より大きくすること及び冷却空気取

入口を原動機側面とすることで閉塞しない設計とする。 

（以下，略） 

5.4 水循環系，換気系，電気系及び計測制御系における摩

耗を考慮する施設 

(1) 施設

a. 残留熱除去系海水系ポンプの設計方針

残留熱除去系海水系ポンプは，「4. 要求機能及び性能目

標」の「4.4(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性

能目標を達成するために，以下の設計方針とする。

残留熱除去系海水系ポンプは，想定する降下火砕物の摩

耗に対し，降下火砕物の摺動部への侵入を低減させるこ

と，降下火砕物を考慮して摺動部に耐摩耗性をもたせるこ

と又は運用により，残留熱除去系負荷を冷却する機能を維

持するため，原動機を開口部がない全閉構造とすること及

び摺動部に摩耗しにくい材料を使用することで摩耗しに

くい設計とする。 

また，保安規定に点検及び必要に応じた補修を実施する

ことを定め管理することで摩耗が進展しない設計とする。 

（以下，略） 

を説明する。 

5.3 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧

縮空気系における磨耗を考慮する施設 

(1) 施設

a. 再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔 B

再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔 B は，「4.

要求機能及び性能目標」の「4.3(3) 性能目標」で設定

している機能設計上の性能目標を達成するために，以

下の設計方針とする。 

再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔 Bは，想定す

る降下火砕物による磨耗に対し

降下火砕

物が侵入し難い構造とすることで磨耗し難い設計とす

る。 

また，保安規定に点検及び必要に応じた補修を実施

することを定めて管理することで磨耗が進展しない設

計とする。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針】(29／31) 
発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

5.5 構造物，水循環系，換気系，電気系及び計測制御系に

おける腐食を考慮する施設 

(1) 施設 

a. 残留熱除去系海水系ポンプの設計方針 

残留熱除去系海水系ポンプは，「4. 要求機能及び性能目

標」の「4.5(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性

能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

残留熱除去系海水系ポンプは，想定する降下火砕物によ

る腐食に対し，塗装により降下火砕物と施設を接触させな

いこと又は運用により，残留熱除去系負荷を冷却する機能

を維持するため，外装の塗装及び海水と接触する部位の防

汚塗装を実施すること並びに原動機を開口部がない全閉

構造とすることで短期的な腐食が発生しない設計とする。 

また，保安規定に点検及び補修を実施することを定め管

理することで長期的な腐食が進展しない設計とする。 

（以下，略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4  構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧

縮空気系における腐食を考慮する施設 

(1) 施設 

a. 再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔 B 

再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔 B は，「4. 

要求機能及び性能目標」の「4.4(3) 性能目標」で設定

している機能設計上の性能目標を達成するために，以

下の設計方針とする。 

再処理設備本体用 安全冷却水系冷却塔 Bは，想定す

る降下火砕物による腐食に対し，腐食し難い金属を使

用すること，塗装により降下火砕物と施設を接触させ

ないこと又は運用により，安全冷却水系負荷を冷却す

る機能を維持するため，腐食し難い金属の使用及び外

装の塗装を実施することで短期的な腐食が発生しない

設計とする。 

また，保安規定に点検及び補修を実施することを定

めて管理することで長期的な腐食が進展しない設計と

する。 

b.  飛来物防護ネット（再処理設備本体用 安全冷却水系

冷却塔 B） 

飛来物防護ネット（再処理設備本体用 安全冷却水系

冷却塔 B），「4. 要求機能及び性能目標」の「4.4(3) 性

能目標」で設定している機能設計上の性能目標を達成

するために，以下の設計方針とする。 

飛来物防護ネット（再処理設備本体用 安全冷却水系

冷却塔 B）は，想定する降下火砕物による腐食に対し，

腐食し難い金属を使用すること，塗装により降下火砕

物と施設を接触させないこと又は運用により，降下火

砕物防護対象施設へ波及的影響を及ぼさないようにす

るため，腐食し難い金属の使用及び外装の塗装を実施

することで短期的な腐食が発生しない設計とする。 

また，保安規定に点検及び補修を実施することを定
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針】(30／31) 
発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 

 

5.6 発電所周辺の大気汚染を考慮する施設 

(1) 施設 

a. 換気空調設備（中央制御室換気系）の設計方針 

換気空調設備（中央制御室換気系）は，「4. 要求機能及

び性能目標」の「4.6(3) 性能目標」で設定している機能設

計上の性能目標を達成するために，以下の設計方針とす

る。 

換気空調設備（中央制御室換気系）は，想定する降下火

砕物による大気汚染に対し，中央制御室への降下火砕物の

侵入を低減させることにより，中央制御室を換気又は空調

管理することで居住性を確保する機能を維持するため，外

気取入口にバグフィルタを設置すること及び閉回路循環

運転することで降下火砕物が侵入しにくい設計とする。 

また，保安規定にフィルタの取替及び清掃すること並び

に閉回路循環運転することを定め管理することで降下火

砕物による中央制御室の大気汚染を防止する設計とする。 

 

5.7 絶縁低下を考慮する施設 

(1) 施設 

a. 計測制御設備（安全保護系）の設計方針 

計測制御設備（安全保護系）は，「4. 要求機能及び性能

目標」の「4.7(3) 性能目標」で設定している機能設計上の

性能目標を達成するために，以下の設計方針とする。 

計測制御設備（安全保護系）は，想定する降下火砕物に

よる絶縁低下に対し，盤内への降下火砕物の侵入を低減さ

せることにより，発電用原子炉施設の異常状態を検知し，

必要な場合，原子炉停止系等を作動させる機能を維持する

ため，計測制御設備（安全保護系）を設置する中央制御室

の換気空調設備の外気取入口にバグフィルタを設置する

めて管理することで長期的な腐食が進展しない設計と

する。 

 

5.5  敷地周辺の大気汚染を考慮する施設 

 大気汚染を考慮する施設の申請に合わせて次回以降に

詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.6  絶縁低下を考慮する施設 

絶縁低下を考慮する施設の申請に合わせて次回以降に

詳細を説明する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回以降で比較結果を示

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回以降で比較結果を示

す。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅵ-1-1-1-3-3 降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針】(31／31) 
発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

こと及び閉回路循環運転することで降下火砕物が侵入し

にくい設計とする。 

また，保安規定にフィルタの取替及び清掃すること並び

に閉回路循環運転することを定め管理することで計測制

御設備（安全保護系）の絶縁低下を防止する設計とする。 

 

 

 

5.8 間接的影響を考慮する施設 

(1) 施設 

a. 非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー

ゼル発電機を含む。）の設計方針 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機を含む。）は，「4.要求機能及び性能目標」の

「4.8(3) 性能目標」で設定している機能設計上の性能目

標を達成するために，以下の設計方針とする。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼ

ル発電機を含む。）は，想定する降下火砕物による間接的影

響に対し，降下火砕物の影響を受けない配置にすることに

より，非常用高圧母線へ 7日間の電源供給が継続できるよ

う給電する機能を維持するため，降下火砕物の影響を受け

ない建屋内に設置する設計とする。 

（以下，略） 

 

 

  

 

 

 

  

  

5.7  間接的影響を考慮する施設 

間接的影響を考慮する施設の申請に合わせて次回以降

に詳細を説明する。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

次回以降で比較結果を示

す。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅴ-別添 2-1 火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針】(1／32)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
1. 概要

本資料は，「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基

準に関する規則」（以下「技術基準規則」という。）第 7条及

び「実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関す

る規則の解釈」（以下「解釈」という。）に適合し，技術基準

規則第 54 条及びその解釈に規定される「重大事故等対処設

備」を踏まえた重大事故等対処設備に配慮する設計とする

ため，添付書類「Ⅴ-1-1-2 発電用原子炉施設の自然現象等

による損傷の防止に関する説明書」のうち「Ⅴ-1-1-2-4-3 

降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針」（以下「Ⅴ-1-

1-2-4-3」という。）に設定している降下火砕物の影響を考慮

する施設が，降下火砕物に対して構造健全性を維持するこ

とを確認するための強度評価方針について説明するもので

ある。

強度評価は，添付書類「Ⅴ-1-1-2 発電用原子炉施設の自

然現象等による損傷の防止に関する説明書」のうち「Ⅴ-1-

1-2-4-1 火山への配慮に関する基本方針」（以下「Ⅴ-1-1-

2-4-1」という。）に示す適用規格を用いて実施する。

降下火砕物の影響を考慮する施設のうち，設備及び建屋

に対する具体的な計算の方法及び結果は，添付書類「Ⅴ-3-

別添 2-1-1 残留熱除去系海水系ポンプの強度計算書」，添

付書類「Ⅴ-3-別添 2-1-2 残留熱除去系海水系ストレーナ

の強度計算書」，添付書類「Ⅴ-3-別添 2-1-3 ディーゼル発

電機用海水ポンプの強度計算書」，添付書類「Ⅴ-3-別添 2-

1-4 ディーゼル発電機用海水ストレーナの強度計算書」，

添付書類「Ⅴ-3-別添 2-1-5 ディーゼル発電機吸気口の強

度計算書」，添付書類「Ⅴ-3-別添 2-1-6 ディーゼル発電機

室ルーフベントファンの強度計算書」及び添付書類「Ⅴ-3-

別添 2-1-7 建屋の強度計算書」に示す。

2. 強度評価の基本方針

1. 概要

本資料は，「再処理施設の技術基準に関する規則」（以下

「技術基準規則」という。）第八条に適合する設計とするた

め，添付資料「Ⅵ－1－１－１－３－３ 降下火砕物の影響

を考慮する施設の設計方針」（以下「Ⅵ－１－１－１－３－

３」という。）に設定している降下火砕物の影響を考慮する

施設が，降下火砕物に対して構造健全性を維持することを

確認するための強度評価方針について説明するものであ

る。 

 なお，技術基準規則第三十六条（重大事故等対処設備）に

係る説明については後次回申請以降で申請する。 

強度評価は，添付書類「Ⅵ－１－１－１－３－１ 火山へ

の配慮に関する基本方針」（以下「Ⅴ－１－１－１－３－１」

という。）に示す適用規格を用いて実施する。 

 降下火砕物の影響を考慮する施設に対する具体的な計算

の方法及び結果は，添付書類「Ⅴ－別添２－２ 火山への配

慮が必要な施設の強度計算書」（以下「Ⅴ－別添２－２」と

いう。）に示す。 

2. 強度評価の基本方針

第１回申請範囲である

安全機能を有する施設

に対する記載とし，重大

事故等対処施設につい

ては次回申請以降で申

請することを記載。以

降，本資料において重大

事故等対処施設の記載

有無による先行炉との

差異理由は同様。 

 

 

 

下線：
・プラントの違いによらない記載内容の差異
・章⽴ての違いによる記載位置の違いによる差異

⼆重下線：
・プラント固有の事項による記載内容の差異
・後次回の申請範囲に伴う差異

【凡例】
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅴ-別添 2-1 火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針】(2／32) 
発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

強度評価は，「2.1 強度評価の対象施設」に示す評価対象

施設について，「4.1 荷重及び荷重の組合せ」で示す降下火

砕物による荷重と組み合わすべき他の荷重による組合せ荷

重により発生する応力が，「4.2 許容限界」で示す許容限界

内にあることを，「5. 強度評価方法」で示す評価方法及び

考え方を使用し，「6. 適用規格」で示す適用規格を用いて

確認する。 

 

 

2.1 強度評価の対象施設 

Ⅴ-1-1-2-4-3 の「4. 要求機能及び性能目標」にて設定

している構造物への荷重を考慮する施設のうち，強度評価

の対象施設（以下「評価対象施設」という。）となる設備及

び建屋を表 2-1 に示す。なお，構造物への荷重を考慮する施

設のうち，防護対策施設を設置する中央制御室換気系冷凍

機並びに降下火砕物が堆積しにくい形状である非常用ディ

ーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）排気消音器及び排気管は，評価対象施設として選定し

ない。また，評価対象施設のうち防護対策施設の強度評価の

方針は，添付書類「Ⅴ-3-別添 2-2 防護対策施設の強度計

算の方針」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

強度評価は，「2.1 強度評価の対象施設及び分類」に示す

評価対象施設について，「4.1 荷重及び荷重の組合せ」で示

す設計荷重（火山）により発生する応力が，「4.2 許容限界」

で示す許容限界内にあることを，「5. 強度評価方法」で示

す評価方法及び考え方を使用し，「6. 適用規格」で示す適

用規格を用いて確認する。 

 

 

 

2.1  強度評価の対象施設及び分類 

 Ⅵ－１－１－１－３－３の「4. 要求機能及び性能目標」

にて設定している構造物への荷重を考慮する施設のうち，

強度評価の対象施設（以下「評価対象施設」という。）とな

る施設を第 2.1-1 表に示す。 

 なお，評価対象施設は，各施設の評価内容を踏まえて，冷

却塔，排気筒，容器，計装設備，建屋，竜巻防護対策設備（飛

来物防護板）並びに竜巻防護対策設備（飛来物防護ネット）

に分類する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評価手法が同じ設備を

集める観点で設備を分

類している。分類が異な

るのみであり，強度評価

の内容が異なるもので

はない。 
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【Ⅴ-別添 2-1 火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針】(3／32) 
発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

表 2-1 評価対象施設 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 2.1-1 表 評価対象施設 

 
 

 

 

 

(1) 冷却塔 

冷却塔は，通水する冷却水を冷却するための施設であり，

風量調整用ルーバ，冷却水の流路である管束，冷却水を冷却

するための風を送風するファン駆動部，それらを支持する

支持架構で構成される。これらの冷却水を冷却する機能維

持に必要な部位の評価手法は同様であることから，冷却塔

として分類する。 

 冷却塔に分類される施設は，冷却能力に必要な部位の構

造健全性を評価する。 

 以下に対象となる設備を示す。 

a.安全冷却水 B冷却塔 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設分類の理由を追記

したのみであり，論点に

該当しない。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅴ-別添 2-1 火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針】(4／32)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
その他の冷却塔に分類する設備は，各設備の申請に合わせ

て次回以降に詳細を説明する。 

(2) 排気筒

排気筒の申請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

(3) 容器

容器の申請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

(4) 計装設備

計装設備の申請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

(5) 建屋

建屋の申請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

(6) 竜巻防護対策設備（飛来物防護板）

竜巻防護対策設備（飛来物防護板）の申請に合わせて次回

以降に詳細を説明する。 

(7) 竜巻防護対策設備（飛来物防護ネット） 

竜巻防護対策設備（飛来物防護ネット）は，防護ネット，

防護板，それらを支持する支持架構で構成される。これらの

降下火砕物防護対象施設に波及的影響を及ぼさない機能を

維持するのに必要な部位の評価手法は同様であることか

ら，竜巻防護対策設備（飛来物防護ネット）として分類する。 

以下に対象となる設備を示す。 

a. 飛来物防護ネット（再処理設備本体用 安全冷却水系冷

却塔） 

その他の竜巻防護対策設備（飛来物防護ネット）に分類する

設備は，各設備の申請に合わせて次回以降に詳細を説明す

る。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅴ-別添 2-1 火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針】(5／32)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
3. 構造強度設計

Ⅴ-1-1-2-4-1 で設定している降下火砕物特性に対し，

「3.1 構造強度の設計方針」で設定している構造物への荷

重を考慮する施設が，構造強度設計上の性能目標を達成す

るように，Ⅴ-1-1-2-4-3 の「5. 機能設計」で設定してい

る各施設が有する機能を踏まえて，構造強度の設計方針を

設定する。 

各施設の構造強度の設計方針を設定し，想定する荷重及

び荷重の組合せを設定し，それらの荷重に対し，各施設の構

造強度を保持するように構造設計と評価方針を設定する。 

3.1 構造強度の設計方針 

Ⅴ-1-1-2-4-3 の「4. 要求機能及び性能目標」で設定し

ている構造強度設計上の性能目標を達成するための設計方

針を示す。 

(1) 設備

a. 残留熱除去系海水系ポンプ

残留熱除去系海水系ポンプは，Ⅴ-1-1-2-4-3 の「4. 要

求機能及び性能目標」の「4.1(3) 性能目標」で設定してい

る構造強度設計上の性能目標を踏まえ，想定する降下火砕

物，積雪及び風（台風）による荷重に対し，降下火砕物堆積

時の機能維持を考慮して，海水ポンプ室床面のコンクリー

ト基礎に基礎ボルトで固定し，残留熱除去系海水系ポンプ

の主要な構造部材が構造健全性を維持する設計とする。降

下火砕物による荷重を短期荷重とするために，30 日以内に

降下火砕物を適切に除去することを保安規定に定める。

（以下，略）

3. 構造強度設計

Ⅵ－１－１－１－３－１で設定している降下火砕物特性

に対し，「3.1 構造強度の設計方針」で設定している構造物

への荷重を考慮する施設が，構造強度設計上の性能目標を

達成するように，Ⅵ－１－１－１－３－３の「5. 機能設計」

で設定している各施設が有する機能を踏まえて，構造強度

の設計方針を「2.2 評価方針」で示す分類毎に設定する。 

 施設分類毎の構造強度の設計方針を設定し，想定する荷

重及び荷重の組合せを設定し，それらの荷重に対し，各施設

の構造強度を保持するように構造設計と評価方針を設定す

る。 

3.1  構造強度の設計方針 

 Ⅵ－１－１－１－３－３の「4. 要求機能及び性能目標」

で設定している構造強度設計上の性能目標を達成するため

の設計方針を示す。 

(1) 冷却塔

冷却塔は，Ⅵ－１－１－１－３－３の「4. 要求機能及び

性能目標」の「4.1(3) 性能目標」で設定している構造強度

設計上の性能目標を踏まえ，設計荷重（火山）に対し，降下

火砕物堆積時の機能維持を考慮して，支持架構を基礎にボ

ルトで固定するとともに，冷却機能の維持に必要な部位を

支持架構にボルトで固定し，安全冷却水冷却塔の主要な構

造部材が構造健全性を維持する設計とする。降下火砕物に

よる荷重を短期荷重とするため，30 日以内に降下火砕物を

適切に除去することを保安規定に定めて管理する。

以下に対象となる設備を示す。 

a. 安全冷却水 B冷却塔

その他の冷却塔に分類する設備は，各設備の申請に合わせ

て次回以降に詳細を説明する。

(2) 排気筒

評価手法が同じ設備を

集める観点で設備を分

類している。分類が異な

るのみであり，強度評価

の内容が異なるもので

はない 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅴ-別添 2-1 火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針】(6／32)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
排気筒の申請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

(3) 容器

容器の申請に合わせて次回以降に詳細を説明する。

(4) 計装設備

計装設備の申請に合わせて次回以降に詳細を説明する。

(5) 建屋

建屋の申請に合わせて次回以降に詳細を説明する。

(6) 竜巻防護対策設備（飛来物防護板）

竜巻防護対策設備（飛来物防護板）の申請に合わせて次回以

降に詳細を説明する。

(7) 竜巻防護対策設備（飛来物防護ネット） 

飛来物防護ネットは，Ⅵ－１－１－１－３－３の「4. 要求

機能及び性能目標」の「4.1(3) 性能目標」で設定してい

る構造強度設計上の性能目標を踏まえ，設計荷重（火山）に

対し，降下火砕物堆積時の機能維持を考慮して，支持架構を

基礎に固定するとともに，防護ネット及び防護板を支持架

構に接続ボルト又は溶接で固定し，飛来物防護ネットの 

主要な構造部材が構造健全性を維持する設計とする。降下

火砕物による荷重を短期荷重とするため，30 日以内に降

下火砕物を適切に除去することを保安規定に定めて管理す

る。

以下に対象となる設備を示す。

a. 飛来物防護ネット（再処理設備本体用安全冷却水系冷却

塔）

その他の竜巻防護対策設備（飛来物防護ネット）に分類する

設備は，各設備の申請に合わせて次回以降に詳細を説明す

る。
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅴ-別添 2-1 火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針】(7／32)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
3.2 機能維持の方針 

Ⅴ-1-1-2-4-3 の「4. 要求機能及び性能目標」で設定し

ている構造強度設計上の性能目標を達成するために，「3.1 

構造強度の設計方針」に示す構造を踏まえⅤ-1-1-2-4-1 の

「2.1.3 (2) 荷重の組合せ及び許容限界」で設定している

荷重条件を適切に考慮して，各施設の構造設計及びそれを

踏まえた評価方針を設定する。 

(1) 設備

a. 残留熱除去系海水系ポンプ

(a) 構造設計

残留熱除去系海水系ポンプは，「3.1 構造強度の設計方

針」で設定している設計方針及びⅤ-1-1-2-4-1 の「2.1.3(2) 

荷重の組合せ及び許容限界」で設定する荷重を踏まえ，以下

の構造とする。 

残留熱除去系海水系ポンプは，鋼製の立形ポンプの上に，原

動機を取り付け，原動機によりポンプの軸を回転させる構

造とする。 

残留熱除去系海水系ポンプはポンプベースに固定する。

原動機は原動機台と結合し原動機台はポンプベースに固定

する。ポンプベースは据付面基礎ボルトで基礎に据え付け

る。端子箱等のポンプの機能維持に必要な付属品は，原動機

にボルトで結合する。 

原動機の形状は円筒形を基本とした適切な強度を有する

鋼製のフレームに一次側端子箱が付加された形態とする。 

想定する降下火砕物及び積雪による荷重に対しては，降

下火砕物が堆積する原動機上部に作用し，原動機フレーム

及び原動機台を介して床面に伝達する構造とする。また，風

荷重に対しては，原動機フレーム及び原動機台に作用し，据

付面基礎ボルトを介して床面に伝達する構造とする。さら

に，ポンプのスラスト荷重は全て原動機フレーム及び原動

機台に作用する。 

3.2  機能維持の方針 

Ⅵ－１－１－１－３－３の「4. 要求機能及び性能目標」

で設定している構造強度設計上の性能目標を達成するため

に，「3.1 構造強度の設計方針」に示す構造を踏まえⅥ－１

－１－１－３－１の「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び許容限

界」で設定している荷重条件を適切に考慮して，各施設の構

造設計及びそれを踏まえた評価方針を設定する。 

(1) 冷却塔

a. 構造設計

冷却塔は，「3.1 構造強度の設計方針」で設定している設

計方針及びⅥ－１－１－３－１の「2.1.3(2) 荷重の組合せ

及び許容限界」で設定する荷重を踏まえ，以下の構造とす

る。 

冷却塔は，ルーバ，管束，ファン駆動部及び支持架構を主

体構造とし，支持架構はコンクリート基礎に基礎ボルトで

固定する構造とする。 

設計荷重（火山）に対しては，冷却塔上部に作用し，ボル

トを介して接続する支持架構に伝達し，基礎ボルトを介し

て基礎に伝達する構造とする。

冷却塔の構造計画を第 3.2-1 表に示す。 
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【Ⅴ-別添 2-1 火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針】(8／32)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
残留熱除去系海水系ポンプの構造計画を表 3-1 に示す。 

(b) 評価方針

残留熱除去系海水系ポンプは，「(a) 構造設計」を踏ま

え，以下の強度評価方針とする。想定する降下火砕物，積雪

及び風（台風）を考慮した荷重に対し，荷重の作用する部位

及び荷重が伝達する部位を踏まえて，残留熱除去系海水系

ポンプを構成する原動機フレーム，原動機台及び据付面基

礎ボルトが，おおむね弾性状態に留まることを「5. 強度評

価方法」に示す計算式を用いて確認する。 

降下火砕物による荷重及びその他の荷重に対する強度評

価を，添付書類「Ⅴ-3-別添 2-1-1 残留熱除去系海水系ポ

ンプの強度計算書」に示す。

表 3-1 残留熱除去系海水計ポンプの構造計画 

（以下，略） 

b. 評価方針

冷却塔は，「a. 構造設計」を踏まえ，以下の強度評価方

針とする。設計荷重（火山）を考慮した荷重に対し，荷重の

作用する部位及び荷重が伝達する部位を踏まえて，冷却塔

を構成する支持架構及び基礎ボルトが，おおむね弾性状態

に留まることを「5. 強度評価方法」に示す解析を用いて確

認する。 

降下火砕物による荷重及びその他の荷重に対する強度評

価は，Ⅴ－別添２－２に示す。 

第 3.2-1 表 冷却塔の構造計画 

(2) 排気筒
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【Ⅴ-別添 2-1 火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針】(9／32)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
排気筒の申請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

(3) 容器

容器の申請に合わせて次回以降に詳細を説明する。

(4) 計装設備

計装設備の申請に合わせて次回以降に詳細を説明する。

(5) 建屋

建屋の申請に合わせて次回以降に詳細を説明する。

(6) 竜巻防護対策設備（飛来物防護板）

竜巻防護対策設備（飛来物防護板）の申請に合わせて次回

以降に詳細を説明する。 

(7) 竜巻防護対策設備（飛来物防護ネット） 

a. 構造設計

竜巻防護対策設備（飛来物防護ネット）は，「3.1 構造強

度の設計方針」で設定している設計方針及びⅥ－１－１－

３－１の「2.1.3(2) 荷重の組合せ及び許容限界」で設定す

る荷重を踏まえ，以下の構造とする。 

飛来物防護ネットは，防護ネット，防護板及び支持架構を

主体構造とし，支持架構は基礎に固定する構造とする。 

設計荷重（火山）に対しては，防護ネット上部に作用

し，ボルトを介して接続する支持架構に伝達し，基礎ボル

トを介して基礎に伝達する構造とする。 

竜巻防護対策設備（飛来物防護ネット）の構造計画を第

3.2-2 表に示す。 

b. 評価方針

竜巻防護対策設備（飛来物防護ネット）は，「a. 構造設

計」を踏まえ，以下の強度評価方針とする。設計荷重（火山）
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【Ⅴ-別添 2-1 火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針】(10／32)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
を考慮した荷重に対し，荷重の作用する部位及び荷重が伝

達する部位を踏まえて，飛来物防護ネットを構成する支持

架構部材が，終局状態に至るようなひずみが生じないこと

を「5. 強度評価方法」に示す解析を用いて確認する。 

降下火砕物による荷重及びその他の荷重に対する強度評

価は，Ⅴ－別添２－２に示す。 

第 3.2-2 表 竜巻防護対策設備（飛来物防護ネット）の構

造計画 
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【Ⅴ-別添 2-1 火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針】(11／32)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界

評価対象施設の強度評価に用いる荷重及び荷重の組合せ

を「4.1 荷重及び荷重の組合せ」に，許容限界を「4.2 許

容限界」に示す。 

4.1 荷重及び荷重の組合せ 

評価対象施設の強度評価にて考慮する荷重は，添付書類

「Ⅴ-1-1-2 発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の

防止に関する説明書」のうちⅤ-1-1-2-4-3 にて設定してお

り，それらを「(1) 荷重の種類」に示す。 

また，評価対象施設の強度評価にて考慮する荷重の組合

せの考え方は，添付書類「Ⅴ-1-1-2 発電用原子炉施設の自

然現象等による損傷の防止に関する説明書」のうちⅤ-1-1-

2-4-3 にて定めており，これらを踏まえて，強度評価におい

て考慮すべき荷重の組合せを設定する。評価対象施設の荷

重の組合せを「(2) 荷重の組合せ」に示す。

(1) 荷重の種類

a. 常時作用する荷重（Ｆｄ）

常時作用する荷重は，Ⅴ-1-1-2-4-1 の「2.1.3(2)a. 荷重

の種類」で設定している常時作用している荷重に従って，持

続的に生じる荷重である自重及び積載荷重とする。

b. 降下火砕物による荷重（Ｆｖ０）

降下火砕物による荷重は，Ⅴ-1-1-2-4-1 の「2.1.2 設計

に用いる降下火砕物特性」の降下火砕物の特性及び

「2.1.3(2)a. 荷重の種類」に示す降下火砕物による荷重

を踏まえて，湿潤密度 1.5 g/cm3の降下火砕物が 50 cm 堆積

した場合の荷重とする。 

c. 積雪荷重（Ｆｓ）

積雪深は，添付書類「Ⅴ-1-1-2 発電用原子炉施設の自然

4. 荷重及び荷重の組合せ並びに許容限界

評価対象施設の強度評価に用いる荷重及び荷重の組合せ

を「4.1 荷重及び荷重の組合せ」に，許容限界を「4.2 許

容限界」に示す。 

4.1 荷重及び荷重の組合せ 

評価対象施設の強度評価にて考慮する荷重は，Ⅵ－１－

１－１－３－１にて設定しており，それらを「(1) 荷重の

種類」に示す。 

また，評価対象施設の強度評価にて考慮する荷重の組合

せの考え方は，Ⅵ－１－１－３－１にて定めており，これら

を踏まえて，強度評価において考慮すべき荷重の組合せを

設定する。評価対象施設の荷重の組合せを「(2) 荷重の組

合せ」に示す。 

(1) 荷重の種類

a. 常時作用する荷重

常時作用する荷重は，Ⅵ－１－１－１－３－１

「2.1.3(2)a．荷重の種類」で設定している常時作用する荷

重に従って，持続的に生じる荷重である自重及び積載荷重

とする。なお，除灰のために人員を積載する施設について

は，積載荷重として除灰時人員荷重を考慮する。 

b. 降下火砕物の堆積による荷重

降下火砕物の堆積による荷重は，Ⅵ－１－１－１－３－

１の「2.1.2 設計に用いる降下火砕物特性」の降下火砕物

の特性及び「2.1.3(2)a．荷重の種類」に示す降下火砕物に

よる荷重を踏まえて，湿潤密度 1.3 g/cm3の降下火砕物が 55 

cm 堆積した場合の荷重とする。 

c. 積雪荷重

積雪深は，添付書類「Ⅵ－１－１－１－１－１ 再処理施

運転炉では除灰時人員

荷重について強度計算

書に記載しているが，再

処理施設では本資料に

も記載する。積載荷重と

して考慮する考え方は

同じであり，新たな論点

が生じるものではない。 
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【Ⅴ-別添 2-1 火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針】(12／32)

発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 
現象等による損傷の防止に関する説明書」のうちⅤ-1-1-2-

1-1「発電用原子炉施設の自然現象等による損傷の防止に関

する基本方針」（以下「Ⅴ-1-1-2-1-1」という。）の「4.1(4)

自然現象の組合せの方針」に示す組み合わせる積雪深を踏

まえて，茨城県建築基準法等施行細則（昭和 45 年 3 月 9日

茨城県規則第 9 号）による東海村の垂直積雪量 30 cm に平

均的な積雪荷重＊を与えるための係数 0.35 を考慮し 10.5

㎝とする。 

積雪荷重については，建築基準法施行令第 86 条第 2項に

より，積雪量 1 cm ごとに 20 N/m2の積雪荷重が作用するこ

とを考慮し設定する。 

注記 ＊：建築物の構造関係技術基準解説書 

d. 風荷重（Ｗ）

風速は，Ⅴ-1-1-2-1-1 の「4.1(4) 自然現象の組合せの

方針」に示す組み合わせる風速を踏まえて，建築基準法施行

令に基づく平成 12 年建設省告示第 1454 号に定められた東

海村の基準風速である 30 m/s とする。風荷重については，

施設の形状により風力係数等が異なるため，施設ごとに設

定する。 

e. 運転時の状態で作用する荷重(Ｆｐ)

運転時の状態で作用する荷重としては，Ⅴ-1-1-2-4-1 の

「2.1.3(2)a. 荷重の種類」で設定している運転時の状態

で作用する荷重に従って，ポンプのスラスト荷重等の運転

時荷重とする。 

(2) 荷重の組合せ

a. 降下火砕物による荷重，積雪荷重及び風荷重の組合せ

降下火砕物による荷重，積雪荷重及び風荷重については，

それらの組合せを考慮し，自然現象の荷重として扱う。自然

現象の荷重は短期荷重として扱う。 

b. 評価対象施設の荷重の組合せ

設の自然現象等に対する損傷の防止に関する基本方針」の

「4. 組合せ」に示す組み合わせる積雪深さを踏まえて，青

森県建築基準施工細則（昭和 36 年 2 月 9日青森県規則第 20

号）による六ヶ所村の垂直積雪量 150 cm とする。 

積雪荷重については，建築基準法施行令第 86 条第 2項及

び青森県建築基準法施行細則第 11 条の 2第 2項により，積

雪量 1 cm ごとに 30 N/m2の積雪荷重が作用することを考慮

し設定する。 

d. 風荷重

風速は，Ⅵ－１－１－１－１－１の「4. 組合せ」に示す

組み合せる風速を踏まえて，建築基準法施行令に基づく平

成 12 年建設省告示第 1454 号に定められた六ヶ所村の基準

風速である 34 m/s とする。風荷重については，施設の形状

により風力係数等が異なるため，施設ごとに設定する。 

e. 運転時の状態で作用する荷重

運転時の状態で作用する荷重としては，Ⅵ－１－１－１

３－１の「2.1.3(2)a. 荷重の種類」で設定している運転時

の状態で作用する荷重に従って，配管等にかかる内圧等の

運転時荷重とする。 

(2) 荷重の組合せ

a. 降下火砕物の堆積による荷重，積雪荷重及び風荷重の

組合せ

降下火砕物の堆積による荷重，積雪荷重及び風荷重につ

いては，それらの組合せを考慮し，自然現象の荷重として扱

う。自然現象の荷重は短期荷重として扱う。 

再処理施設においては，

係数を用いずに積雪荷

重を考慮しており，新た

な論点が生じるもので

はない。 
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【Ⅴ-別添 2-1 火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針】(13／32) 
発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

評価対象施設の荷重の組合せについては，自然現象の荷

重及び常時作用する荷重を組み合わせる。 

ただし，評価対象施設のうち残留熱除去系海水系ポンプ，

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機を含む。）用海水ポンプは，動的機器であるため，運

転時の状態で作用する荷重を考慮する。 

残留熱除去系海水系ストレーナ及び非常用ディーゼル発

電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海

水ストレーナは内包水の荷重を考慮する。 

非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル

発電機を含む。）吸気口及び非常用ディーゼル発電機（高圧

炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）室ルーフベント

ファンは完全開放された施設であるため，運転時の状態で

作用する荷重は考慮しない。 

なお，常時作用する荷重，積雪荷重，風荷重及び運転時の

状態で作用する荷重については，組み合わせることで降下

火砕物による荷重の抗力となる場合には，評価結果が保守

的となるよう荷重の算出において考慮しないこととする。 

上記を踏まえ，対象施設の強度評価における荷重の組合

せの設定については，施設の設置状況及び構造等を考慮し

設定する。対象施設ごとの荷重の組合せの考え方を表 4-1 に

示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 評価対象施設の荷重の組合せ 

評価対象施設の荷重の組合せについては，自然現象の荷

重及び常時作用する荷重を組み合わせる。 

ただし，評価対象施設のうち冷却塔の評価対象部位とな

る支持架構，排気筒，竜巻飛来物対策設備（飛来物防護板），

竜巻防護対策設備（飛来物防護ネット）は，静的機器である

ため，運転時の状態で作用する荷重は考慮しない。 

 

 

 

 

 

 

 

なお，常時作用する荷重，積雪荷重，風荷重及び運転時の

状態で作用する荷重については，組み合わせることで降下

火砕物の堆積による荷重の抗力となる場合には，評価結果

が保守的となるよう荷重の算出において考慮しないことと

する。 

上記を踏まえ，評価対象施設の強度評価における荷重の

組合せの設定については，施設の設置状況及び構造等を考

慮し設定する。対象施設の分類ごとの荷重の組合せの考え

方を第 4.1-1 表に示す。 
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表 4-1 対象施設ごとの荷重の組合せ 

 
 

 

 

 

 

 

第 4.1-1 表 対象施設の分類ごとの荷重の組合せ 

 
注記 ※：〇は考慮する荷重を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

136



別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅴ-別添 2-1 火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針】(15／32) 
発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 

 

(3) 荷重の算定方法 

「4.1(1) 荷重の種類」で設定している荷重のうち，

「4.1(2)a. 降下火砕物による荷重，積雪荷重及び風荷重

の組合せ」で設定している自然現象の荷重の鉛直荷重及び

水平荷重の算出式を以下に示す。鉛直荷重については，添付

書類「Ⅴ-3-別添 2-1-1 残留熱除去系海水系ポンプの強度

計算書」から添付書類「Ⅴ-3-別添 2-1-7 建屋の強度計算

書」の各計算書にて共通で使用するための算出式を用いた

荷重の算出も行う。 

a. 記号の定義 

荷重の算出に用いる記号を表 4-2 に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 荷重の算定方法 

「4.1(1) 荷重の種類」で設定している荷重のうち，

「4.1(2)a. 降下火砕物の堆積による荷重，積雪荷重及び

風荷重の組合せ」で設定している自然現象の荷重の鉛直荷

重及び水平荷重の算出式を以下に示す。鉛直荷重について

は，Ⅴ-別添２－２の各計算書にて共通で使用するための算

出式を用いた荷重の算出も行う。 

 

 

a. 記号の定義 

荷重の算出に用いる記号を第 4.1-2 表に示す。 
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表 4-2 荷重の算出に用いる記号 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.1-2 表 荷重の算出に用いる記号 
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b. 鉛直荷重 

鉛直荷重については，湿潤状態の降下火砕物及び積雪を

考慮する。 

湿潤状態の降下火砕物による荷重は，次式のとおり算出

する。 

Ｆｖ０＝ρ・ｇ・Ｈｖ 

積雪荷重は，次式のとおり算出する。 

Ｆｓ＝ｆｓ・Ｈｓ 

表 4-3 に入力条件を示す。 

 

 

表 4-3 入力条件 

 
 

 

上記式より，Ｆｖ０＝7355 N/m2，Ｆｓ＝210 N/m2である。 

 

 

 

湿潤状態の降下火砕物に積雪を踏まえた鉛直荷重（以下

「降下火砕物等堆積による鉛直荷重」という。）は，次式の

とおり算出する。 

Ｆｖ’＝Ｆｖ０＋Ｆｓ 

以上より，Ｆｖ’＝7565 N/m2 とする。 

 

c. 水平荷重 

水平荷重については，風を考慮する。風速を建築基準法施

行令の基準風速に基づき 30 m/s に設定し，風荷重について

 

b. 鉛直荷重 

鉛直荷重については，湿潤状態の降下火砕物及び積雪を

考慮する。 

湿潤状態の降下火砕物の堆積による荷重は，次式のとお

り算出する。 

Ｗｖ＝ρ・ｇ 

Ｆｖ＝Ｗｖ・Ｈｖ 

積雪荷重は，次式のとおり算出する。 

Ｌｓ＝ｆｓ・Ｈｓ 

第 4.1-3 表に入力条件を示す。 

 

第 4.1-3 表 入力条件 

 
 

上記式よりＷｖは 128N／(m２・cm)と算出されるが，保守的

にＷｖ＝130N／（m２・cm）とする。 

よって，Ｆｖ＝7150 N／m２，Ｌｓ＝4500 N／m２である。 
 

 

 

 

 

 

 

c. 水平荷重 

水平荷重については，風を考慮する。風速を建築基準法施

行令の基準風速に基づき 34 m/s に設定し，風荷重について

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

鉛直荷重については，Ｆ

ｖとＬｓを常に併記す

ることから，運転炉の定

義は記載しない。記載の

違いであり，論点となる

ものではない。 
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は施設の形状により異なるため施設ごとに算出する。 

風荷重の算出式は建築基準法施行令第 87 条に基づき，以

下のとおりである。 

Ｗ＝ｑ・Ｃ・Ａ１ 

ここで 

ｑ＝0.6・Ｅ’・ⅤＤ2 

Ｅ’＝Ｅｒ
2・Ｇ 

Ｅｒ＝1.7・(Ｈ／ＺＧ)α（ＨがＺｂを超える場合） 

Ｅｒ＝1.7・(Ｚｂ／ＺＧ)α（ＨがＺｂ以下の場合） 

 

 

4.2 許容限界 

許容限界は，Ⅴ-1-1-2-4-3 の「4. 要求機能及び性能目

標」で設定している構造強度設計上の性能目標及び「3.2 

機能維持の方針」に示す評価方針を踏まえて，評価対象部位

ごとに設定する。 

「4.1 荷重及び荷重の組合せ」で設定している荷重及び

荷重の組合せを含めた，評価対象部位ごとの許容限界を表

4-4 に示す。 

対象施設ごとの許容限界の詳細は，各計算書で評価対象

部位の損傷モードを踏まえ，評価項目を選定し定める。 

  

(1) 設備 

a. 残留熱除去系海水系ポンプ 

残留熱除去系海水系ポンプの許容限界は，Ⅴ-1-1-2-4-3

の「4. 要求機能及び性能目標」で設定している残留熱除去

系海水系ポンプの構造強度設計上の性能目標及び「3.2 機

能維持の方針」に示す評価方針を踏まえて，評価対象部位ご

とに設定する。 

(a) 原動機フレーム，原動機台及び据付面基礎ボルト 

残留熱除去系海水系ポンプの構造強度評価においては，

降下火砕物等堆積による鉛直荷重，風荷重及びその他の荷

は施設の形状により異なるため施設ごとに算出する。 

風荷重の算出式は建築基準法施行令第 87 条に基づき，以

下のとおりである。 

Ｗｗ＝ｑ・Ｃ・Ａ１ 

ここで 

ｑ＝0.6・Ｅ’・ⅤＤ2 

Ｅ’＝Ｅｒ
2・Ｇ 

Ｅｒ＝1.7・(Ｈ／ＺＧ)α（ＨがＺｂを超える場合） 

Ｅｒ＝1.7・(Ｚｂ／ＺＧ)α（ＨがＺｂ以下の場合） 

 

 

4.2 許容限界 

許容限界は，Ⅵ－１－１－１－３－１の「4. 要求機能及

び性能目標」で設定している構造強度設計上の性能目標及

び「3.2 機能維持の方針」に示す評価方針を踏まえて，評価

対象部位毎に設置する。 

「4.1 荷重及び荷重の組合せ」で設定している荷重及び

荷重の組合せを含めた，施設分類毎の評価対象部位の許容

限界を第 4.2-1 表及び第 4.2-2 表に示す。 

施設分類ごとの許容限界の詳細は，各計算書で評価対象

部位の損傷モードを踏まえ，評価項目を選定し定める。 

 

(1) 冷却塔 

a. 支持架構及び基礎ボルト 

冷却塔の構造強度評価においては，設計荷重（火山）に対

し，冷却塔を構成する支持架構及び基礎ボルトが，おおむね

弾性状態に留まることを解析により確認する評価方針とし

ていることを踏まえ，ＪＥＡＧ4601 に準じて許容応力状態

ⅢＡＳの許容応力を許容限界として設定する。 

 

(2) 排気筒 

排気筒の申請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 
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重に対し，ポンプを構成する原動機フレーム，原動機台及び

据付面基礎ボルトが，おおむね弾性状態に留まることを計

算により確認する評価方針としていることを踏まえ，ＪＥ

ＡＧ４６０１に準じて許容応力状態ⅢＡＳの許容応力を許

容限界として設定する。 

 

（以下，略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 容器 

容器の申請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

(4) 計装設備 

計装設備の申請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

(5) 建屋 

建屋の申請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

(6) 竜巻防護対策設備（飛来物防護板） 

竜巻防護対策設備（飛来物防護板）の申請に合わせて次回以

降に詳細を説明する。 

 

(7) 竜巻防護対策設備（飛来物防護ネット） 

飛来物防護ネットの構造強度評価においては，設計荷重

（火山）に対し，降下火砕物防護対象施設に波及的影響を及

ぼさないことを性能目標としていることから，竜巻防護対

策設備（飛来物防護ネット）を構成する支持架構は終局耐力

に対して妥当な安全裕度を有する許容限界として，「鋼構造

設計規準－許容応力度設計法－（（社）日本建築学会，2005）」

（以下「Ｓ規準」という。）の短期許容応力度を設定する。 
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表 4-4 施設ごとの許容限界（1/6） 

 
 

表 4-5 ＪＥＡＧ４６０１「クラス 2，3容器」の許容限界 

 
 

 

第 4.2-1 表 施設分類ごとの許容限界 
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表 4-6 ＪＥＡＧ４６０１「クラス 2，3支持構造物」の許容

限界 

 
 

 

 

5. 強度評価方法 

評価手法は，以下に示す解析法により，適用性に留意の

上，規格及び基準類や既文献において適用が妥当とされる

手法に基づき実施することを基本とする。 

・ ＦＥＭ等を用いた解析法 

・ 定式化された評価式を用いた解析法 

風荷重による影響を考慮する施設については，建築基準

法施行令等に基づき風荷重を考慮し，設備の受圧面に対し

て等分布荷重として扱って良いことから，評価上高さの

1/2 又は荷重作用点より高い重心位置に集中荷重として作

用するものとしており，これはＪＥＡＧ４６０１耐震評価

における 1質点モデルと等価なものであり，地震荷重を風

荷重と置き換えＪＥＡＧ４６０１に基づき評価を行う。 

風荷重を考慮した，降下火砕物等堆積による鉛直荷重が

作用する場合に強度評価を行う施設のうち，設備及び建屋

の強度評価方法を以下に示す。 

  

 

5.1 設備 

5.1.1 残留熱除去系海水系ポンプ，非常用ディーゼル発

第 4.2-2 表 ＪＥＡＧ４６０１「クラス 2，3支持構造物」の

許容限界 

 

 
 

 

5. 強度評価方法 

評価手法は，以下に示す解析法により，適用性に留意の

上，規格及び基準類や既文献において適用が妥当とされる

手法に基づき実施することを基本とする。 

・ＦＥＭ等を用いた解析法 

・定式化された評価式を用いた解析法 

 

 

 

 

 

 

 

風荷重を考慮した，降下火砕物等堆積による鉛直荷重が

作用する場合に強度評価を行う施設のうち，強度評価施設

分類毎の強度評価方法を以下に示す。 

 

 

5.1 冷却塔 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ＦＥＭを用いた評価を

行っており，耐震評価の

1質点モデルを記載して

いないため。 
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電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用

海水ポンプ 

(1) 評価条件 

残留熱除去系海水系ポンプ及び非常用ディーゼル発電機

（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水

ポンプの強度評価を行う場合，以下の条件に従うものとす

る。 

a. 風荷重による影響が大きな原動機フレーム及び据付面

基礎ボルトの強度計算モデルは，1質点系モデルとし，

ＪＥＡＧ４６０１の立形ポンプの計算方法を参考に評価

を行う。なお，1質点系モデルの強度計算において，評

価上の高さの 1/2 又は荷重作用点より高い重心位置に集

中荷重として作用するものとする。計算モデルを図

5.1.1-1 及び図 5.1.1-2 に示す。 

b. 鉛直荷重によって一様な応力が発生する原動機台は，

機械工学便覧の計算方法を用いて評価を行う。 

c. 計算に用いる寸法は公称値を使用する。 

d. 水平方向と鉛直方向のモーメントの組合せは，安全側

に絶対和の評価とする。 

 

(2) 評価対象部位 

評価対象部位及び評価内容を表 5.1.1-1 に示す。 

 

表 5.1.1-1 評価対象部位及び評価内容 

 
 

 

 

 

(1) 評価条件 

冷却塔の強度評価を行う場合，以下の条件に従うものとす

る。 

a. 支持架構及び基礎ボルトは，ＦＥＭ解析を用いて構成

部材に対する発生荷重及び発生モーメントを算定し評価

を行う。評価モデルを第 5.1-1 図に示す。 

b. 計算に用いる寸法は，公称値を使用する。 

c. 降下火砕物等堆積による鉛直荷重については，支持架

構の水平投影面積に対し降下火砕物等の層厚より上載質

量を算出し入力荷重として設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 評価対象部位 

評価対象部位及び評価内容を第 5.1-1 表に示す 

 

第 5.1-1 表 評価対象部位及び評価内容 
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(3) 強度評価方法 

a. 記号の定義 

残留熱除去系海水系ポンプ，非常用ディーゼル発電機（高

圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）用海水ポンプ

の強度評価に用いる記号を表 5.1.1-2 に示す。 

 
表 5.1.1-2 残留熱除去系海水系ポンプ及び非常用ディー

ゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含

む。）用海水ポンプの強度評価に用いる記号 

 
 

 

(3) 強度評価方法 

a. 記号の定義 

冷却塔の強度評価に用いる記号を第 5.1-2 表に示す。 

 

 

 

第 5.1-2 表 冷却塔の強度評価に用いる記号 
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別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅴ-別添 2-1 火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針】(24／32) 
発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

b. 計算モデル 

 

 
 

図 5.5.1-1 1 質点系モデル図（原動機フレーム） 

 

 
図 5.1.1-2 1 質点系モデル図（据付面基礎ボルト） 

 

 

c. 応力計算 

(a) 鉛直方向荷重 

イ. 降下火砕物等堆積による鉛直荷重 

   Ｆ
ｖ

＝Ｆ
ｖ

'
・Ａ

２
 

ロ. 原動機台，原動機フレーム及び据付面基礎ボルトに

作用する原動機自重及びポンプスラスト荷重による軸方向

荷重 

Ｈｓ＝Ｆｄ＋Ｆｐ 

 

b. 評価モデル 

 

 
第 5.1-1 図 ＦＥＭ解析に用いるモデル図 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 応力計算 

(a) 支持架構に生じる応力 

イ．引張応力 

支持架構に生じる引張応力σｔは次式より算出される。 

𝜎ｔ＝
Ｆ
𝐴  

 

ロ．圧縮応力 

支持架構に生じる圧縮応力σｃは次式より算出される。 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅴ-別添 2-1 火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針】(25／32) 
発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

ここで， 

Ｆｄ＝ｍ・ｇ 

Ｆｐ＝Ｐ・ｇ 

 

(b) 原動機台に生じる応力 

イ. 圧縮応力 

σ
ｃ
＝

Ｆ
ｖ
＋Ｈ

ｓ

Ｓ
1

 

ここで， 

Ｓ
１
＝

π

4
（Ｂ

１

2
－Ｂ

２

2
） 

 

 

原動機台の断面図を図 5.1.1-3 に示す。 

 

 
 

図 5.1.1-3  原動機台の断面図 

 
(c) 原動機フレームに生じる応力 

イ. 曲げ応力 

原動機フレームに生じる曲げ応力σｂは次式より算出され

る。 

(イ) 風（台風）による水平荷重により原動機フレームに作

用するモーメントＭ１ 

𝜎ｃ＝
Ｆ
𝐴  

 

ハ．曲げ応力 

支持架構に生じる曲げ応力σｂは次式より算出される。 

𝜎ｂ＝
Ｍ

ｙ

Ｚ
ｙ

＋
Ｍ

ｚ

Ｚ
ｚ

 

 

二．せん断応力 

支持架構に生じるせん断応力τは次式より算出される。 

τ＝
Ｆ

ｙ

Ａ
ｙ

＋
Ｆ

ｚ

Ａ
ｚ

＋
Ｍ

ａ

Ｚ
ｐ

 

 

ホ．組合せ応力 

支持架構に生じる組合せ応力のうち，引張＋曲げ応力は

次式より算出される。 

 
𝜎ｙ  𝜎ｂ

1.5𝑓௧
 1.0 

 

支持架構に生じる組合せ応力のうち，圧縮＋曲げ応力は

次式より算出される。 

 
𝜎ｃ

1.5ｆ
ｃ

＋
𝜎ｂ

1.5ｆ
ｂ

 1.0 

 

 

(b) 基礎ボルトに生じる応力 

イ．引張応力 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅴ-別添 2-1 火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針】(26／32) 
発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

Ｍ
１
＝Ｗ・ｈ 

(ロ) 鉛直荷重により原動機フレームに作用するモーメン

トＭ２ 

Ｍ
２
＝
ቀＦ

ｖ
＋Ｈ

ｓ
ቁ・Ｂ

３

2
 

(ハ) 原動機フレームに作用するモーメントＭ 

Ｍ＝Ｍ１＋Ｍ２ 

(ニ) 曲げ応力 

σ
ｂ
＝

Ｍ

Ｚ
 

ここで 

Ｚ＝
π

32
൮
Ｂ

３

4
－Ｂ

４

4

Ｂ
３

൲ 

 

 

ロ. 圧縮応力 

原動機フレームに生じる圧縮応力σｃは次式より算出され

る。 

σ
ｃ
＝

Ｆ
ｖ
＋Ｈ

ｓ

Ｓ
２

 

ここで， 

Ｓ
２
＝

π

4
（Ｂ

３

2
－Ｂ

４

2
） 

 

 

原動機フレームの断面図を図 5.1.1-4 に示す。 

 

 

基礎ボルトに生じる引張応力は次式より算出される。 

𝜎ａｏ＝
Ｆ

ｂｔ

Ａ
ｂ

 

 

ロ．せん断応力 

基礎ボルトに生じるせん断応力は次式より算出される。 

𝜏ｂ＝
Ｆ

ｂｓ

Ａ
ｂ
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅴ-別添 2-1 火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針】(27／32) 
発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 

 

 
図 5.1.1-4  原動機フレームの断面図 

 

 

(d) 据付面基礎ボルトに生じる応力 

イ. 引張応力 

据付面基礎ボルトに生じる引張応力σｔは次式より算出さ

れる。 

(イ) 引張力 

Ｍ＝2  Ｆ
ｉ
・Ｌ

ｉ

ｎ

ｉ＝1

 

Ｆ
ｉ

Ｌ
ｉ

＝一定 

（5.1.1-1）（5.1.1-2）式より， 

Ｆ
ｎ
＝

Ｍ

2∑ Ｌ
ｉ

2ｎ

ｉ＝1

Ｌ
ｎ
 

ここで，Ｍは以下による。 

Ｍ＝Ｗ・ｈ＋（Ｆ
v
＋Ｈ

ｓ
）・

Ｌ
ｎ

2
 

 

(ロ) 引張応力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・（5.1.1-1） 

・・・（5.1.1-2） 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅴ-別添 2-1 火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針】(28／32) 
発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

σｔ＝
Ｆ

ｎ

Ａ
ｂ

 

ここで，据付面基礎ボルトの軸断面積Ａｂは 

Ａ
ｂ
＝

π

4
ｄ

2
 

 

ロ. せん断応力 

据付面基礎ボルトに生じるせん断応力τは次式より算出さ

れる。据付面基礎ボルト全本数でせん断力を受けるものと

して計算する。 

(イ) せん断力 

Ｑｂ＝Ｗ 

(ロ) せん断応力 

τ＝
Ｑ

ｂ

Ａ
ｂ
・Ｎ

 

 

 

（以下，略） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2 排気筒 

排気筒の申請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

5.3 容器 

容器の申請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

5.4 計装設備 

計装設備の申請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 

 

5.5 建屋 

建屋の申請に合わせて次回以降に詳細を説明する。 
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別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅴ-別添 2-1 火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針】(29／32) 
発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.6 竜巻防護対策設備（飛来物防護板） 

竜巻防護対策設備（飛来物防護板）の申請に合わせて次回

以降に詳細を説明する。 

 

5.7 竜巻防護対策設備（飛来物防護ネット） 

(1) 評価条件 

竜巻防護対策設備（飛来物防護ネット）の強度評価を行

う場合，以下の条件に従うものとする。 

a. 支持架構は，ＦＥＭ解析を用いて構成部材に対する発

生荷重及び発生モーメントを算定し評価を行う。計算モ

デルを第 5.7-1 図に示す。 

b. 計算に用いる寸法は，公称値を使用する。 

c. 降下火砕物等堆積による鉛直荷重については，支持架

構の水平投影面積に対し降下火砕物等の層厚より上載質

量を算出し入力荷重として設定する。 

 

(2) 評価対象部位 

評価対象部位及び評価内容を第 5.7-1 表に示す 

 

第 5.7-1 表 評価対象部位及び評価内容 

 
 

(3) 強度評価方法 

a. 記号の定義 

冷却塔の強度評価に用いる記号を第 5.7-2 表に示す。 
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別紙４ 

発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅴ-別添 2-1 火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針】(30／32) 
発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第 5.7-2 表 冷却塔の強度評価に用いる記号 

 
 

b. 評価モデル 

 
 

表 5.7-1 図 ＦＥＭ解析に用いるモデル図 
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅴ-別添 2-1 火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針】(31／32) 
発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. 適用規格 

Ⅴ-1-1-2-4-1 においては，降下火砕物の影響を考慮する

施設の設計に係る適用規格を示している。 
これらのうち，評価対象施設の強度評価に用いる規格，基

準等を以下に示す。 
(1) 建築基準法及び同施行令 

(2) 茨城県建築基準法等施行細則（昭和45年3月9日茨城

県規則第9号） 

(3) 鋼構造設計規準－許容応力度設計法－（（社）日本

 

c. 応力計算 

(a) 支持架構に生じる応力 

イ．組合せ応力 

支持架構に生じる組合せ応力のうち，圧縮＋曲げ応力は

次式より算出される。 
𝜎ｃ
ｆ

ｃ

＋
𝜎ｂ
ｆ

ｂ

 1.0  

 

支持架構に生じる組合せ応力のうち，引張＋曲げ応力は

次式より算出される。 
𝜎ｔ
ｆ

ｔ

＋
𝜎ｂ
ｆ

ｂ

 1.0 

 

 

ロ．せん断応力 

支持架構に生じるせん断応力は次式より算出される。 
𝜏ｓ
ｆ

ｓ

 1.0 

 

 

6. 適用規格 

Ⅵ－１－１－１－３－１においては，降下火砕物の影響

を考慮する施設の設計に係る適用規格を示している。 

これらのうち，評価対象施設の強度評価に用いる規格，

基準等を以下に示す。 

(1) 建築基準法及び同施行令 

(2) 青森県建築基準法施工細則（昭和 36 年 2 月 9 日青森

県規則第 20 号） 

(3) 鋼構造設計規準－許容応力度設計法－（（社）日本建築
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発電炉工認（東海第二）－再処理施設設工認 記載比較 

【Ⅴ-別添 2-1 火山への配慮が必要な施設の強度計算の方針】(32／32) 
発電炉（東海第二） 再処理施設 備考 

建築学会，2005） 

(4) 鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説－許容応力

度設計法－（（社）日本建築学会，1999） 

(5) 原子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説

（（社）日本建築学会，2005） 

(6) 建築物荷重指針・同解説（（社）日本建築学会，

2004） 

(7) 鋼構造限界状態設計指針・同解説（（社）日本建築

学会，2010） 

(8) 原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１-

1987（（社）日本電気協会） 

(9) 原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容

応力編 ＪＥＡＧ４６０１・補-1984（（社）日本電気

協会） 

(10) 原子力発電所耐震設計技術指針 ＪＥＡＧ４６０１

-1991 追補版（（社）日本電気協会） 

(11) 発電用原子力設備規格 設計・建設規格 ＪＳＭＥ 

Ｓ ＮＣ１-2005/2007（(社)日本機械学会） 

(12) 2015年版 建築物の構造関係技術基準解説書（国土

交通省国土技術政策総合研究所・国立研究開発法人建築

研究所 2015） 

(13) 新版機械工学便覧（1987年 日本機械学会編） 

（参考文献） 

・ 鉄骨Ｘ型ブレース架構の復元力特性に関する研究，日本

建築学会構造工学論文集，Vol.37B，pp.303-316.1991（谷

口元，加藤勉ほか） 

・ 原子力発電所鉄骨屋根トラスの終局限界に関する研究，

日本建築学会構造系論文集 第 76 巻 第 661 号，pp571-

580，2011（鈴木琢也，貫井泰ほか） 

・建築構造設計基準の資料（国土交通省 平成 27 年度） 

学会，2005） 

(4) 建築物荷重指針・同解説((社)日本建築学会，(2015)) 

(5) 原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987（（社）

日本電気協会） 

(6) 発電用原子力設備規格 設計・建設規格 JSME S NC1-

2005/2007((社)日本機械学会) 

(7) 2015 年版 建築物の構造関係技術基準解説書(監修 国

土交通省国土技術政策総合研究所 国立研究開発法人建

築研究所，2015) 

(8) 原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-2008（（社）

日本電気協会） 
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補足説明すべき項目の抽出 
 

※別紙 5③については、追而とする。 
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補足説明すべき項目の抽出
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙５①

補足すべき事項

1

三　変更に係る再処理施設の区分並びに設計及び工事の方法
Ⅰ-１　基本設計方針
第１章　共通項目
3　自然現象等
3.3　外部からの衝撃による損傷の防止

3.3.5　火山
　安全機能を有する施設は，再処理施設の運用期間中において再処理施設の安全機能に影響を及ぼし得
る火山事象として，事業指定（変更許可）を受けた降下火砕物の特性を設定し，その降下火砕物が発生
した場合においても，安全機能を有する施設が安全機能を損なわない設計とする。

Ⅵ-1-1-1-3-1　火山へ
の配慮に関する基本方
針
1.　概要
2.　火山防護に関する
基本方針
2.1   基本方針

【2.1   基本方針】
再処理施設の火山防護設計は，安全機能を有する施設については想定される火山事象によりその安全
性を損なわないことを目的とし，技術基準規則に適合するように設計する旨の全般の方針を記載す
る。

※補足すべき事項の対象なし
（基本的な設計方針であり，詳細設計として展開不要）

2

降下火砕物から防護する施設（以下「降下火砕物防護対象施設」という。）としては，安全評価上その
機能を期待する構築物，系統及び機器を漏れなく抽出する観点から，安全上重要な機能を有する構築
物，系統及び機器を抽出し，降下火砕物により冷却，水素掃気，火災及び爆発の防止，臨界の防止等の
安全機能を損なわないよう機械的強度を有すること等により，安全機能を損なわない設計とする。

Ⅵ-1-1-1-3-1　火山へ
の配慮に関する基本方
針
2.1.1　降下火砕物よ
り防護すべき施設

【2.1.1   降下火砕物より防護すべき施設】
・安全上重要な構築物，系統及び機器を抽出し，降下火砕物により臨界防止及び閉じ込め等の安全機
能を損なわないよう機械的強度を有すること等により，安全機能を損なわない設計とする。
・降下火砕物より防護すべき施設は，降下火砕物防護対象施設，重大事故等対象設備及び使用済燃料
収納キャスクとする。

「Ⅵ-1-1-1-3-2 降下火砕物の影響を考慮する施設の選定」の補足
＜降下火砕物の影響を考慮する施設の選定＞
⇒降下火砕物の影響を考慮する施設の選定過程を補足説明する。
・[補足山１]降下火砕物の影響を考慮する施設の選定

3

また，降下火砕物防護対象施設及びそれらを収納する建屋（以下「降下火砕物防護対象施設等」とい
う。）に波及的影響を及ぼして安全機能を損なわせるおそれがある施設の影響を考慮した設計とする。

Ⅵ-1-1-1-3-1　火山へ
の配慮に関する基本方
針
2.1.1　降下火砕物よ
り防護すべき施設

【2.1.1   降下火砕物より防護すべき施設】
また，降下火砕物防護対象施設及びそれらを収納する建屋（以下「降下火砕物防護対象施設等」とい
う。）に波及的影響を及ぼして安全機能を損なわせるおそれがある施設の影響を考慮した設計とす
る。

「Ⅵ-1-1-1-3-2 降下火砕物の影響を考慮する施設の選定」の補足
＜波及的影響を及ぼす可能性のある施設の選定＞
⇒波及的影響を及ぼす可能性のある施設を竜巻防護対策設備及び使用
済燃料収納使用済燃料輸送容器保管庫とした過程を補足説明する。
・[補足山２]波及的影響を及ぼす可能性のある施設の選定

4

　上記に含まれない安全機能を有する施設については，降下火砕物に対して機能を維持すること若しく
は降下火砕物による損傷を考慮して代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障がない期間
での修理を行うこと又はそれらを適切に組み合わせることにより，その安全機能を損なわない設計とす
る。

Ⅵ-1-1-1-3-1　火山へ
の配慮に関する基本方
針
2.1.1　降下火砕物よ
り防護すべき施設

【2.1.1   降下火砕物より防護すべき施設】
上記に含まれない安全機能を有する施設についての機能を確保する防護の方針を示す。

※補足すべき事項の対象なし
（基本的な設計方針であり，詳細設計として展開不要）

5

なお，使用済燃料収納キャスクは再処理施設内に一時的に保管されることを踏まえ，降下火砕物により
使用済燃料収納キャスクに波及的破損を与えない設計とする。

Ⅵ-1-1-1-3-1　火山へ
の配慮に関する基本方
針
2.1.1　降下火砕物よ
り防護すべき施設

【2.1.1   降下火砕物より防護すべき施設】
なお，使用済燃料収納キャスクは再処理施設内に一時的に保管されることを踏まえ，降下火砕物によ
り使用済燃料収納キャスクに波及的破損を与えない設計とする。

※補足すべき事項の対象なし
（基本的な設計方針であり，詳細設計として展開不要）

6

さらに，重大事故等対処設備についても，降下火砕物の影響に対し，必要な機能が損なわれないよう，
防護措置その他の適切な措置を講ずる設計とする。

Ⅵ-1-1-1-3-1　火山へ
の配慮に関する基本方
針
2.1.1　降下火砕物よ
り防護すべき施設

【2.1.1　 降下火砕物より防護すべき施設】
重大事故等対処設備についても，必要な機能を損なわない設計とすることを示す。

※補足すべき事項の対象なし
（基本的な設計方針であり，詳細設計として展開不要）

7

ただし，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備のうち安全上重要な施設
以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備は，火山の影響による損傷を考慮し
て，代替設備により必要な機能を確保すること，安全上支障のない期間で修理の対応を行うこと又はこ
れらを適切に組み合わせることにより，その機能を損なわない設計とする。また，機能が確保できない
場合には，関連する工程を停止すること等を保安規定に定めて，管理する。

Ⅵ-1-1-1-3-1　火山へ
の配慮に関する基本方
針
2.1.1　降下火砕物よ
り防護すべき施設

【2.1.1   降下火砕物より防護すべき施設】
重大事故等対処設備のうち，内的事象を要因とする重大事故等へ対処する常設重大事故等対処設備の
うち安全上重要な施設以外の安全機能を有する施設と兼用する常設重大事故等対処設備の機能を確保
する設計方針を示す。

※補足すべき事項の対象なし
（基本的な設計方針であり，詳細設計として展開不要）

8

(1)　防護設計における降下火砕物の特性の設定及び荷重の設定
　設計に用いる降下火砕物は，事業指定（変更許可）を受けた層厚55cm，密度1.3g／cm3（湿潤状態）
と設定する。 Ⅵ-1-1-1-3-1　火山へ

の配慮に関する基本方
針
2.1.2   設計に用いる
降下火砕物特性

【2.1.2   設計に用いる降下火砕物特性】
降下火砕物の設計条件については，事業許可(変更許可)を受けた層厚55cm，密度1.3g/cm3(湿潤状態)
として設定する。

※補足すべき事項の対象なし
（許可と同じ降下火砕物の条件を用いており，補足すべき事項はな
い）

基本設計方針 添付書類
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補足すべき事項基本設計方針 添付書類

9

 降下火砕物に対する防護設計を行うために，降下火砕物を湿潤状態とした場合における荷重，個々の
施設に常時作用する荷重，運転時荷重及び火山と同時に発生し得る自然現象による荷重を組み合わせた
荷重（以下「設計荷重（火山）」という。）を設定する。
 また，火山と同時に発生し得る自然現象による荷重については，火山と同時に発生し得る自然現象が
与える影響を踏まえた検討により，風（台風）及び積雪による荷重を考慮する。

Ⅵ-1-1-1-3-1　火山へ
の配慮に関する基本方
針
2.1.3   降下火砕物の
影響に対する設計方針
(2)  荷重の組合せ及
び許容限界

【2.1.3(2)荷重の組合せ及び許容限界】
通常時に作用している荷重，降下火砕物の堆積による荷重，積雪荷重，風荷重及び運転時の状態で施
設に作用する荷重の考え方を示す。
【2.1.3(2)b.荷重の組合せ】
上記荷重の組合せの考え方を示す。

※補足すべき事項の対象なし
（基本的な設計方針であり，詳細設計として展開不要）

10

(2)　降下火砕物に対する防護対策
降下火砕物の影響を考慮する施設は，降下火砕物による「直接的影響」及び「間接的影響」に対して，
以下の適切な防護措置を講じることで安全機能を損なわない設計とする。

Ⅵ-1-1-1-3-1　火山へ
の配慮に関する基本方
針
2.1.3   降下火砕物の
影響に対する設計方針
(1)設計方針

【2.1.3降下火砕物の影響に対する設計方針】
・影響因子毎に，降下火砕物に対する火山防護設計を記載する。
・構造物への荷重,粒子の衝突,閉塞,磨耗,腐食，敷地周辺の大気汚染，絶縁低下，間接的影響に対し
てそれぞれ基本的な設計方針を記載する。

※補足すべき事項の対象なし
（基本的な設計方針であり，詳細設計として展開不要）

11

a.　直接的影響に対する設計方針
(a) 構造物への静的負荷
降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び冷却塔等の屋外に設置する降下火砕物防護対象施設のうち
降下火砕物が堆積しやすい構造を有する施設は，当該施設に要求される機能に応じて適切な許容荷重を
設定し，設計荷重（火山）に対して，構造健全性を維持し，安全機能を損なわない設計とする。降下火
砕物の影響を考慮する施設は，降下火砕物が堆積しやすい構造を有する場合には荷重による影響を考慮
する。

Ⅵ-1-1-1-3-1　火山へ
の配慮に関する基本方
針
2.1.3   降下火砕物の
影響に対する設計方針
(2)  荷重の組合せ及
び許容限界

【2.1.3(2)荷重の組合せ及び許容限界】
許容限界の設定の考え方を示す。

「Ⅴ-別添2　火山への配慮が必要な施設の強度に関する説明書」の補
足
＜評価対象部位の選定＞
⇒屋外の降下火砕物防護対象施設の評価対象部位の選定について補足
説明する。
・[補足山２９]　評価対象部位の選定（再処理設備本体用　安全冷却
水系冷却塔）
・[補足山３０]評価対象部位の選定（第２非常用ディーゼル発電機用
安全冷却水系冷却塔）
・[補足山３１]評価対象部位の選定（使用済燃料の受入れ施設の施設
及び貯蔵施設用　安全冷却水系冷却塔）
・[補足山３２]評価対象部位の選定（主排気筒）

12

降下火砕物防護対象施設等及び使用済燃料収納キャスクに波及的影響を及ぼし得る施設は，設計荷重
（火山）に対して，構造健全性を維持し，降下火砕物防護対象施設等及び使用済燃料収納キャスクへの
波及的影響を防止する設計とする。

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火
砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
4.　要求機能及び性能
目標
4.1   構造物への荷重
を考慮する施設

【4.1 構造物への荷重を考慮する施設】
構造物への荷重を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及
び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.1構造物への
荷重を考慮する施設」に記載する。また、構造強度設計上の性能目標を達成するための強度計算を
「Ⅴ-別添2　火山への配慮が必要な施設の強度に関する説明書」に示す。

※補足すべき事項の対象なし
（荷重に対する設計方針を展開しており、追加で説明が必要な事項は
ない。）

13

なお，降下火砕物が長期的に堆積しないよう当該施設に堆積する降下火砕物の除去を適切に行うことか
ら，降下火砕物による荷重を短期に生じる荷重として設定する。 Ⅵ-1-1-1-3-1　火山へ

の配慮に関する基本方
針
2.1.3   降下火砕物の
影響に対する設計方針
(2)  荷重の組合せ及
び許容限界

【2.1.3(2)荷重の組合せ及び許容限界】
建築基準法における積雪の荷重の考え方に準拠し，降下火砕物の降下から30日以内に降下火砕物を適
切に除去することを前提条件として，降下火砕物の堆積による荷重を短期に生じる荷重とする方針を
示す。

※補足すべき事項の対象なし
（基本的な設計方針であり，詳細設計として展開不要）

14

屋内の重大事故等対処設備については，降下火砕物による短期的な荷重により機能を損なわないよう
に，設計荷重（火山）に対し安全余裕を有する建屋内に設置する設計とする。

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火
砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
4.　要求機能及び性能
目標
4.1   構造物への荷重
を考慮する施設

【4.1 構造物への荷重を考慮する施設】
構造物への荷重を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及
び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.1構造物への
荷重を考慮する施設」に記載する。また、構造強度設計上の性能目標を達成するための強度計算を
「Ⅴ-別添2　火山への配慮が必要な施設の強度に関する説明書」に示す。

※補足すべき事項の対象なし
（荷重に対する設計方針を展開しており、追加で説明が必要な事項は
ない。）

15

屋外の常設重大事故等対処設備のうち降下火砕物が堆積しやすい構造を有する施設については，降下火
砕物による荷重により機能を損なわないように，設計荷重（火山）に対し安全余裕を有することで，重
大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。 Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火

砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
4.　要求機能及び性能
目標
4.1   構造物への荷重
を考慮する施設

【4.1 構造物への荷重を考慮する施設】
構造物への荷重を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及
び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.1構造物への
荷重を考慮する施設」に記載する。また、構造強度設計上の性能目標を達成するための強度計算を
「Ⅴ-別添2　火山への配慮が必要な施設の強度に関する説明書」に示す。

※補足すべき事項の対象なし
（荷重に対する設計方針を展開しており、追加で説明が必要な事項は
ない。）
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16

屋外の可搬型重大事故等対処設備のうち，火山事象時に使用する可搬型重大事故等対処設備は，設計荷
重（火山）に対し安全余裕を有する建屋内に移動することにより，重大事故等対処設備の重大事故等に
対処するために必要な機能を損なわない設計とする。 Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火

砕物の影響を考慮する
施設の設計方針]
3.　施設分類
3.1   降下火砕物の影
響を考慮する施設と影
響因子との関連

【3.1降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子との関連】
・影響因子に対して屋外の重大事故等対処設備については，対処が共通であることから本項にて設計
方針をまとめて記載する。
・火山事象時に使用する可搬型重大事故等対処設備は外部からの損傷を防止できる建屋等内へ配備す
ること
・その他の屋外の可搬型重大事故等対処設備は降下火砕物を除去すること

※補足すべき事項の対象なし
(運用に関する方針であり，詳細設計として展開不要)

17

上記以外の屋外の可搬型重大事故等対処設備については，降下火砕物による荷重により機能を損なわな
いように，降下火砕物を除去することにより，重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要
な機能を損なわない設計とする。 Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火

砕物の影響を考慮する
施設の設計方針]
3.　施設分類
3.1   降下火砕物の影
響を考慮する施設と影
響因子との関連

【3.1降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子との関連】
・影響因子に対して屋外の重大事故等対処設備については，対処が共通であることから本項にて設計
方針をまとめて記載する。
・火山事象時に使用する可搬型重大事故等対処設備は外部からの損傷を防止できる建屋等内へ配備す
ること
・その他の屋外の可搬型重大事故等対処設備は降下火砕物を除去すること

※補足すべき事項の対象なし
(運用に関する方針であり，詳細設計として展開不要)

18

重大事故等対処設備に波及的影響を及ぼし得る施設は，設計荷重（火山）に対して，構造健全性を維持
し，重大事故等対処設備への波及的影響を防止する設計とする。

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火
砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
4.　要求機能及び性能
目標
4.1   構造物への荷重
を考慮する施設

【4.1 構造物への荷重を考慮する施設】
構造物への荷重を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及
び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.1構造物への
荷重を考慮する施設」に記載する。また、構造強度設計上の性能目標を達成するための強度計算を
「Ⅴ-別添2　火山への配慮が必要な施設の強度に関する説明書」に示す。

※補足すべき事項の対象なし
（荷重に対する設計方針を展開しており、追加で説明が必要な事項は
ない。）

19

(b) 構造物への粒子の衝突
降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び屋外に設置する降下火砕物防護対象施設は，構造物への降
下火砕物の粒子の衝突の影響により，安全機能を損なわない設計とする。
なお，粒子の衝撃荷重による影響は，竜巻の設計飛来物の影響に包絡されるため，「3.3.2　竜巻」に
示す基本設計方針に基づく設計とする。

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火
砕物の影響を考慮する
施設の設計方針]
3.　施設分類
3.1   降下火砕物の影
響を考慮する施設と影
響因子との関連

【3.1降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子との関連】
構造物への粒子の衝突による影響については，竜巻の設計飛来物の影響に包絡され，「竜巻防護に関
する施設の設計方針」において示す。

※補足すべき事項の対象なし
（基本的な設計方針であり，詳細設計として展開不要）

20

(c) 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系に対する機械的影響（閉塞）
屋外に設置する降下火砕物防護対象施設である主排気筒は，排気の吹き上げにより降下火砕物が侵入し
難い構造とする。降下火砕物が主排気筒内に侵入した場合でも，異物の除去が可能な構造とすること及
び異物の溜まる空間を設けることで，閉塞の影響により安全機能を損なわない設計とする。

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火
砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
4.2 構造物，換気系，
電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系にお
ける閉塞を考慮する施
設

【4.2 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設に関して(1)
では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施
設等の機能として必要となる事項は、「5.2構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気
系における閉塞を考慮する施設」に記載する。

「Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針」の補
足
＜主排気筒の設計方針（閉塞）＞
⇒構造図等を用い、主排気筒の閉塞に対する設計を補足説明する。
・[補足山３]閉塞に対する設計方針（主排気筒）

21

降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び中央制御室換気設備等の降下火砕物を含む空気の流路とな
る降下火砕物防護対象施設は，外気取入口に防雪フードを設置する設計とすることで，降下火砕物が侵
入し難い構造とする。

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火
砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
4.2構造物，換気系，
電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系にお
ける閉塞を考慮する施
設

【4.2 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設に関して(1)
では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施
設等の機能として必要となる事項は、「5.2構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気
系における閉塞を考慮する施設」に記載する。

※補足すべき事項の対象なし
（閉塞に対する設計方針を展開しており、追加で説明が必要な事項は
ない。）
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22

降下火砕物が取り込まれたとしても，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋の換気設備及び中央制御
室換気設備等にフィルタを設置し，建屋内部等への降下火砕物の侵入を防止すること又は空間を設ける
ことにより冷却空気流路が直ちに閉塞しないようにすることで，閉塞の影響により安全機能を損なわな
い設計とする。
さらに，降下火砕物がフィルタに付着した場合でも交換又は清掃が可能な構造とすることで，閉塞の影
響により安全機能を損なわない設計とする。なお，非常用ディーゼル発電機及び安全圧縮空気系空気圧
縮機は，フィルタを通過した小さな粒径の降下火砕物が侵入した場合でも，閉塞の影響により安全機能
を損なわない設計とする。

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火
砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
4.2構造物，換気系，
電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系にお
ける閉塞を考慮する施
設

【4.2 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設に関して(1)
では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施
設等の機能として必要となる事項は、「5.2構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気
系における閉塞を考慮する施設」に記載する。

「Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針」の補
足
＜収納管、通風管の設計方針（閉塞）＞
⇒建屋断面図等を用い、収納管、通風管の閉塞に対する設計を補足説
明する。
・[補足山４]閉塞に対する設計方針（収納管、通風管）

＜DG等の設計方針（閉塞）＞
⇒第１非常用ディーゼル発電機、第２非常用ディーゼル発電機、安全
圧縮空気系空気圧縮機の閉塞に対する設計としてフィルタ捕集容量や
フィルタ閉塞時間等を補足説明する。
・[補足山５]閉塞に対する設計方針（第１非常用ディーゼル発電機）
・[補足山６]閉塞に対する設計方針（第２非常用ディーゼル発電機）
・[補足山７]閉塞に対する設計方針（安全圧縮空気系空気圧縮機）

23

重大事故等対処設備を収納する建屋は，外気取入口を降下火砕物が侵入し難い構造とし，降下火砕物が
取り込まれたとしても，重大事故等対処設備を収納する建屋の換気設備にはフィルタを設置し，建屋内
部への降下火砕物の侵入を防止することにより，重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必
要な機能を損なわない設計とする。

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火
砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
4.2構造物，換気系，
電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系にお
ける閉塞を考慮する施
設

【4.2 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系における閉塞を考慮する施設に関して(1)
では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施
設等の機能として必要となる事項は、「5.2構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気
系における閉塞を考慮する施設」に記載する。

※補足すべき事項の対象なし
（閉塞に対する設計方針を展開しており、追加で説明が必要な事項は
ない。）

24

屋外の可搬型重大事故等対処設備のうち，火山事象時に使用する可搬型重大事故等対処設備は，火山事
象時においては建屋内に移動することにより，重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要
な機能を損なわない設計とする。 Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火

砕物の影響を考慮する
施設の設計方針]
3.　施設分類
3.1   降下火砕物の影
響を考慮する施設と影
響因子との関連

【3.1降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子との関連】
・影響因子に対して屋外の重大事故等対処設備については，対処が共通であることから本項にて設計
方針をまとめて記載する。
・火山事象時に使用する可搬型重大事故等対処設備は外部からの損傷を防止できる建屋等内へ配備す
ること
・その他の屋外の可搬型重大事故等対処設備は降下火砕物を除去すること

※補足すべき事項の対象なし
(運用に関する方針であり，詳細設計として展開不要)

25

(d) 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系に対する機械的影響（磨耗）
中央制御室換気設備等の降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設は，外気取入口に
防雪フードを設置する設計とすることで，降下火砕物が侵入し難い構造とする。

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火
砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
4.3 構造物，換気系，
電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系にお
ける磨耗を考慮する施
設

【4.3 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設に関して(1)
では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施
設等の機能として必要となる事項は、「5.3構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気
系における磨耗を考慮する施設」に記載する。

※補足すべき事項の対象なし
（磨耗に対する設計方針を展開しており、追加で説明が必要な事項は
ない。）

26

降下火砕物が取り込まれたとしても，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋の換気設備及び中央制御
室換気設備等にフィルタを設置し，降下火砕物の侵入を防止することで，降下火砕物による摩耗の影響
により，安全機能を損なわない設計とする。

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火
砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
4.3  構造物，換気
系，電気系，計測制御
系及び安全圧縮空気系
における磨耗を考慮す
る施設

【4.3 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設に関して(1)
では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施
設等の機能として必要となる事項は、「5.3構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気
系における磨耗を考慮する施設」に記載する。

「Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針」の補
足
＜DG等の設計方針（磨耗）＞
⇒建屋断面図等を用い、第１非常用ディーゼル発電機、第２非常用
ディーゼル発電機、安全圧縮空気系空気圧縮機の磨耗に対する設計方
針を補足説明する。
・[補足山８]磨耗に対する設計方針（第１非常用ディーゼル発電機）
・[補足山９]磨耗に対する設計方針（第２非常用ディーゼル発電機）
・[補足山１０]磨耗に対する設計方針（安全圧縮空気系空気圧縮機）

27

屋外に設置される降下火砕物防護対象施設のうち，安全冷却水系の冷却塔において降下火砕物の影響を
受けると想定される部位に対しては，冷却空気を上方に流すこと及び降下火砕物が侵入し難い構造とす
ることで，降下火砕物による摩耗の影響により，安全機能を損なわない設計とする。

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火
砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
4.3  構造物，換気
系，電気系，計測制御
系及び安全圧縮空気系
における磨耗を考慮す
る施設

【4.3 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設に関して(1)
では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施
設等の機能として必要となる事項は、「5.3構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気
系における磨耗を考慮する施設」に記載する。

「Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針」の補
足
＜冷却塔の設計方針（磨耗）＞
⇒構造図等を用い、駆動部の構造について具体的に説明し、各冷却塔
の磨耗に対する設計方針を補足説明する。
・[補足山１１]磨耗に対する設計方針（再処理設備本体用　安全冷却
水系冷却塔）
・[補足山１２]磨耗に対する設計方針（第２非常用ディーゼル発電機
用　安全冷却水系冷却塔）
・[補足山１３]磨耗に対する設計方針（使用済燃料の受入れ施設の施
設及び貯蔵施設用　安全冷却水系冷却塔）
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28

重大事故等対処設備を収納する建屋は，外気取入口を降下火砕物が侵入し難い構造とし，降下火砕物が
取り込まれたとしても，重大事故等対処設備を収納する建屋の換気設備にはフィルタを設置し，建屋内
部への降下火砕物の侵入を防止することにより，重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必
要な機能を損なわない設計とする。

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火
砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
4.3  構造物，換気
系，電気系，計測制御
系及び安全圧縮空気系
における磨耗を考慮す
る施設

【4.3 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系における磨耗を考慮する施設に関して(1)
では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施
設等の機能として必要となる事項は、「5.3構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気
系における磨耗を考慮する施設」に記載する。

※補足すべき事項の対象なし
（磨耗に対する設計方針を展開しており、追加で説明が必要な事項は
ない。）

29

屋外の可搬型重大事故等対処設備のうち，火山事象時に使用する可搬型重大事故等対処設備は，火山事
象時においては建屋内に移動することにより，重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要
な機能を損なわない設計とする。 Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火

砕物の影響を考慮する
施設の設計方針]
3.　施設分類
3.1   降下火砕物の影
響を考慮する施設と影
響因子との関連

【3.1降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子との関連】
・影響因子に対して屋外の重大事故等対処設備については，対処が共通であることから本項にて設計
方針をまとめて記載する。
・火山事象時に使用する可搬型重大事故等対処設備は外部からの損傷を防止できる建屋等内へ配備す
ること
・その他の屋外の可搬型重大事故等対処設備は降下火砕物を除去すること

※補足すべき事項の対象なし
(運用に関する方針であり，詳細設計として展開不要)

30

(e) 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系に対する化学的影響（腐食）
イ. 構造物の化学的影響（腐食）
　降下火砕物防護対象施設を収納する建屋は外壁塗装及び屋上防水を実施することにより，降下火砕物
による短期的な腐食の影響で安全機能を損なわない設計とする。

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火
砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
4.4 構造物，換気系，
電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系にお
ける腐食を考慮する施
設

【4.4 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設に関して(1)
では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施
設等の機能として必要となる事項は、「5.4構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気
系における腐食を考慮する施設」に記載する。

「Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針」の補
足
＜建屋の設計方針（腐食）＞
⇒外壁塗装及び屋上防水について具体的に説明し、建屋の腐食に対す
る設計方針を補足説明する。
・[補足山１４]腐食に対する設計方針（建屋）

31

冷却塔等の屋外に設置する降下火砕物防護対象施設は，塗装又は腐食し難い金属の使用により，降下火
砕物による短期的な腐食の影響で安全機能を損なわない設計とする。

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火
砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
4.4構造物，換気系，
電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系にお
ける腐食を考慮する施
設

【4.4 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設に関して(1)
では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施
設等の機能として必要となる事項は、「5.4構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気
系における腐食を考慮する施設」に記載する。

「Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針」の補
足
＜屋外設備の設計方針（腐食）＞
⇒屋外設備の塗装、腐食し難い金属等について具体的に説明し、屋外
設備の腐食に対する設計方針を補足説明する。
・[補足山１５]腐食に対する設計方針（再処理設備本体用　安全冷却
水系冷却塔）
・[補足山１６]腐食に対する設計方針（第２非常用ディーゼル発電機
用　安全冷却水系冷却塔）
・[補足山１７]腐食に対する設計方針（使用済燃料の受入れ施設の施
設及び貯蔵施設用　安全冷却水系冷却塔）
・[補足山１８]腐食に対する設計方針（冷却塔に接続する屋外設備）
・[補足山１９]腐食に対する設計方針（主排気筒）
・[補足山２０]腐食に対する設計方針（主排気筒に接続する屋外配管
及び屋外ダクト）

32

重大事故等対処設備を収納する建屋は外壁塗装及び屋上防水を実施することにより降下火砕物による短
期的な腐食が発生しない設計とし，重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損
なわない設計とする。

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火
砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
4.4構造物，換気系，
電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系にお
ける腐食を考慮する施
設

【4.4 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設に関して(1)
では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施
設等の機能として必要となる事項は、「5.4構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気
系における腐食を考慮する施設」に記載する。

「Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針」の補
足
＜建屋の設計方針（腐食）＞
⇒外壁塗装及び屋上防水について具体的に説明し、建屋の腐食に対す
る設計方針を補足説明する。
・[補足山１４]腐食に対する設計方針（建屋）

33

屋外の常設重大事故等対処設備は，塗装又は腐食し難い金属の使用により降下火砕物による短期的な腐
食が発生しない設計とし，重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない
設計とする。

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火
砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
4.4構造物，換気系，
電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系にお
ける腐食を考慮する施
設

【4.4 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設に関して(1)
では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施
設等の機能として必要となる事項は、「5.4構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気
系における腐食を考慮する施設」に記載する。

「Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針」の補
足
＜屋外設備の設計方針（腐食）＞
⇒屋外設備の塗装、腐食し難い金属等について具体的に説明し、屋外
設備の腐食に対する設計方針を補足説明する。
・[補足山１９]腐食に対する設計方針（主排気筒）
・[補足山２０]腐食に対する設計方針（主排気筒に接続する屋外配管
及び屋外ダクト）

34

また，降下火砕物堆積後の長期的な腐食の影響については，堆積した降下火砕物の除去後に点検し，必
要に応じて修理を行うこと並びに日常的な保守及び修理を行うことにより，降下火砕物による長期的な
腐食の影響で安全機能を損なわない設計とする。

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火
砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
5.　機能設計

【5.　機能設計】
4.の要求機能及び性能目標から展開される機能設計に加えて，長期的腐食の影響を防止する方針とし
て，降下火砕物を適宜除去，点検する運用を定めることを示す。

※補足すべき事項の対象なし
(運用に関する方針であり，詳細設計として展開不要)
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35

ロ. 換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系に対する化学的影響（腐食）
　中央制御室換気設備等の降下火砕物を含む空気の流路となる降下火砕物防護対象施設は，塗装，腐食
し難い金属の使用又は防食処理により，短期的な腐食の影響で安全機能を損なわない設計とする。

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火
砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
4.4構造物，換気系，
電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系にお
ける腐食を考慮する施
設

【4.4 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設に関して(1)
では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施
設等の機能として必要となる事項は、「5.4構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気
系における腐食を考慮する施設」に記載する。

「Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針」の補
足
＜空気の流路となる設備の設計方針（腐食）＞
⇒空気の流路となる設備の塗装、腐食し難い金属等について具体的に
説明し、空気の流路となる設備の腐食に対する設計方針を補足説明す
る。
・[補足山２１]腐食に対する設計方針（制御建屋中央制御室換気設
備）
・[補足山２２]腐食に対する設計方針（収納管及び通風管）
・[補足山２３]腐食に対する設計方針（第１非常用ディーゼル発電
機）
・[補足山２４]腐食に対する設計方針（第２非常用ディーゼル発電
機）
・[補足山２５]腐食に対する設計方針（安全圧縮空気系空気圧縮機）

36

降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び中央制御室換気設備は，外気取入口に防雪フードを設置す
る設計とすることで，降下火砕物が侵入し難い構造とする。 Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火

砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
4.4構造物，換気系，
電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系にお
ける腐食を考慮する施
設

【4.4 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設に関して(1)
では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施
設等の機能として必要となる事項は、「5.4構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気
系における腐食を考慮する施設」に記載する。

※補足すべき事項の対象なし
（腐食に対する設計方針を展開して記載しており、追加で説明が必要
な事項はない。）

37

降下火砕物が取り込まれたとしても，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋の換気設備及び中央制御
室換気設備については，フィルタを設置し，建屋内部への降下火砕物の侵入を防止することにより，建
屋内の降下火砕物防護対象施設に短期的な腐食の影響で安全機能を損なわない設計とする。

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火
砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
4.4構造物，換気系，
電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系にお
ける腐食を考慮する施
設

【4.4 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設に関して(1)
では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施
設等の機能として必要となる事項は、「5.4構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気
系における腐食を考慮する施設」に記載する。

※補足すべき事項の対象なし
（腐食に対する設計方針を展開して記載しており、追加で説明が必要
な事項はない。）

38

重大事故等対処設備を収納する建屋は，外気取入口を降下火砕物が侵入し難い構造とし，降下火砕物が
取り込まれたとしても，重大事故等対処設備を収納する建屋の換気設備については，フィルタを設置
し，建屋内部への降下火砕物の侵入を防止することにより，降下火砕物による腐食の影響で重大事故等
対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火
砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
4.4構造物，換気系，
電気系，計測制御系及
び安全圧縮空気系にお
ける腐食を考慮する施
設

【4.4 構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設】
構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気系における腐食を考慮する施設に関して(1)
では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施
設等の機能として必要となる事項は、「5.4構造物，換気系，電気系，計測制御系及び安全圧縮空気
系における腐食を考慮する施設」に記載する。

※補足すべき事項の対象なし
（腐食に対する設計方針を展開して記載しており、追加で説明が必要
な事項はない。）

39

屋外の可搬型重大事故等対処設備のうち，火山事象時に使用する可搬型重大事故等対処設備は，火山事
象時においては建屋内に移動することにより，降下火砕物による腐食の影響で重大事故等対処設備の重
大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設計とする。

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火
砕物の影響を考慮する
施設の設計方針]
3.　施設分類
3.1   降下火砕物の影
響を考慮する施設と影
響因子との関連

【3.1降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子との関連】
・影響因子に対して屋外の重大事故等対処設備については，対処が共通であることから本項にて設計
方針をまとめて記載する。
・火山事象時に使用する可搬型重大事故等対処設備は外部からの損傷を防止できる建屋等内へ配備す
ること
・その他の屋外の可搬型重大事故等対処設備は降下火砕物を除去すること

※補足すべき事項の対象なし
(運用に関する方針であり，詳細設計として展開不要)

40

上記以外の屋外の可搬型重大事故等対処設備については，降下火砕物を適切に除去することにより，降
下火砕物による腐食に対して重大事故等対処設備の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわな
い設計とする。

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火
砕物の影響を考慮する
施設の設計方針]
3.　施設分類
3.1   降下火砕物の影
響を考慮する施設と影
響因子との関連

【3.1降下火砕物の影響を考慮する施設と影響因子との関連】
・影響因子に対して屋外の重大事故等対処設備については，対処が共通であることから本項にて設計
方針をまとめて記載する。
・火山事象時に使用する可搬型重大事故等対処設備は外部からの損傷を防止できる建屋等内へ配備す
ること
・その他の屋外の可搬型重大事故等対処設備は降下火砕物を除去すること

※補足すべき事項の対象なし
(運用に関する方針であり，詳細設計として展開不要)

41

また，降下火砕物堆積後の長期的な腐食の影響については，堆積した降下火砕物の除去後に点検し，必
要に応じて修理を行うこと並びに日常的な保守及び修理を行うことにより，降下火砕物による長期的な
腐食の影響で安全機能を損なわない設計とする。

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火
砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
5.　機能設計

【5.　機能設計】
4.の要求機能及び性能目標から展開される機能設計に加えて，長期的腐食の影響を防止する方針とし
て，降下火砕物を適宜除去，点検する運用を定めることを示す。

※補足すべき事項の対象なし
(運用に関する方針であり，詳細設計として展開不要)
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42

(f) 敷地周辺の大気汚染
中央制御室換気設備の外気取入口には防雪フードを設置する設計とすることで，降下火砕物が侵入し難
い構造とすることにより，中央制御室の大気汚染を防止する。

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火
砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
4.5 敷地周辺の大気汚
染を考慮する施設

【4.5 敷地周辺の大気汚染を考慮する施設】
敷地周辺の大気汚染を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性
能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.5敷地周
辺の大気汚染を考慮する施設」に記載する。

※補足すべき事項の対象なし
（大気汚染に対する設計方針を展開して記載しており、追加で説明が
必要な事項はない。）

43

降下火砕物が取り込まれたとしても，中央制御室換気設備にはフィルタを設置し，中央制御室内への降
下火砕物の侵入を防止することで，運転員の居住性を損なわない設計とする。 Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火

砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
4.5敷地周辺の大気汚
染を考慮する施設

【4.5 敷地周辺の大気汚染を考慮する施設】
敷地周辺の大気汚染を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性
能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.5敷地周
辺の大気汚染を考慮する施設」に記載する。

※補足すべき事項の対象なし
（大気汚染に対する設計方針を展開して記載しており、追加で説明が
必要な事項はない。）
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また，敷地周辺で大気汚染が発生した場合には，中央制御室換気設備の外気との連絡口を遮断し，中央
制御室内の空気を再循環する措置を講ずることができる設計とする。再循環時において，中央制御室内
の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の影響評価を実施する。これにより，敷地周辺で大気汚染が発生した場
合においても，中央制御室内の居住性を損なわない設計とする。

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火
砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
4.5敷地周辺の大気汚
染を考慮する施設

【4.5 敷地周辺の大気汚染を考慮する施設】
敷地周辺の大気汚染を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性
能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.5敷地周
辺の大気汚染を考慮する施設」に記載する。

「Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針」の補
足
＜制御室等の設計方針（大気汚染）＞
⇒制御室等の外気遮断時の二酸化炭素濃度等について具体的に説明
し、制御室等の大気汚染に対する設計方針を補足説明する。
・[補足山２６]大気汚染に対する設計方針

45

緊急時対策建屋の換気設備は，外気取入口を降下火砕物が侵入し難い構造とし，降下火砕物が取り込ま
れたとしても，緊急時対策建屋の換気設備にはフィルタを設置し，緊急時対策所内への降下火砕物の侵
入を防止することで，室内の居住性を確保する設計とする。 Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火

砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
4.5敷地周辺の大気汚
染を考慮する施設

【4.5 敷地周辺の大気汚染を考慮する施設】
敷地周辺の大気汚染を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性
能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.5敷地周
辺の大気汚染を考慮する施設」に記載する。

※補足すべき事項の対象なし
（大気汚染に対する設計方針を展開して記載しており、追加で説明が
必要な事項はない。）

46

また，敷地周辺で大気汚染が発生した場合には，緊急時対策建屋の換気設備の外気との連絡口を遮断
し，緊急時対策所の空気を再循環する措置を講ずることができる設計とする。再循環時において，緊急
時対策所内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の影響評価を実施する。これにより，敷地周辺で大気汚染が
発生した場合においても，緊急時対策所内の居住性を損なわない設計とする。

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火
砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
4.5敷地周辺の大気汚
染を考慮する施設

【4.5 敷地周辺の大気汚染を考慮する施設】
敷地周辺の大気汚染を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性
能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.5敷地周
辺の大気汚染を考慮する施設」に記載する。

「Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針」の補
足
＜制御室等の設計方針（大気汚染）＞
⇒制御室等の外気遮断時の二酸化炭素濃度等について具体的に説明
し、制御室等の大気汚染に対する設計方針を補足説明する。
・[補足山２６]大気汚染に対する設計方針
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(g) 電気系及び計測制御系の絶縁低下
降下火砕物防護対象施設を収納する建屋及び中央制御室換気設備は，外気取入口に防雪フードを設置す
る設計とすることで，降下火砕物が侵入し難い構造とする。 Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火

砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
4.6 電気系及び計測制
御系に対する絶縁低下
を考慮する施設

【4.6 電気系及び計測制御系に対する絶縁低下を考慮する施設】
電気系及び計測制御系に対する絶縁低下を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、
(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要とな
る事項は、「5.6電気系及び計測制御系に対する絶縁低下を考慮する施設」に記載する。

※補足すべき事項の対象なし
（絶縁低下に対する設計方針を展開して記載しており、追加で説明が
必要な事項はない。）
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降下火砕物が取り込まれたとしても，降下火砕物防護対象施設を収納する建屋の換気設備及び中央制御
室換気設備にフィルタを設置し，建屋内部への降下火砕物の侵入を防止することにより，降下火砕物防
護対象施設のうち外気から取り入れた空気を盤内に取り込む機構を有する制御盤等の安全機能を損なわ
ない設計とする。

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火
砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
4.6電気系及び計測制
御系に対する絶縁低下
を考慮する施設

【4.6 電気系及び計測制御系に対する絶縁低下を考慮する施設】
電気系及び計測制御系に対する絶縁低下を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、
(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要とな
る事項は、「5.6電気系及び計測制御系に対する絶縁低下を考慮する施設」に記載する。

「Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針」の補
足
＜盤の設計方針（絶縁低下）＞
⇒盤の絶縁低下に対する設計方針及び空気を取り込む機構についての
考え方を写真なども用い補足説明する。
・[補足山２７]絶縁低下に対する設計方針
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重大事故等対処設備を収納する建屋は，外気取入口を降下火砕物が侵入し難い構造とし、降下火砕物が
取り込まれたとしても，重大事故等対処設備を収納する建屋の換気設備にフィルタを設置し，建屋内部
への降下火砕物の侵入を防止することにより，重大事故等対処設備のうち外気から取り入れた屋内の空
気を機器内に取り込む機構を有する制御盤等の重大事故等に対処するために必要な機能を損なわない設
計とする。

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火
砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
4.6電気系及び計測制
御系に対する絶縁低下
を考慮する施設

【4.6 電気系及び計測制御系に対する絶縁低下を考慮する施設】
電気系及び計測制御系に対する絶縁低下を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、
(2)(3)では要求される性能及び性能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要とな
る事項は、「5.6電気系及び計測制御系に対する絶縁低下を考慮する施設」に記載する。

「Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針」の補
足
＜盤の設計方針（絶縁低下）＞
⇒盤の絶縁低下に対する設計方針及び空気を取り込む機構についての
考え方を写真なども用い補足説明する。
・[補足山２７]絶縁低下に対する設計方針
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b.　間接的影響に対する設計方針
降下火砕物による間接的影響である７日間の外部電源喪失及び敷地内外での交通の途絶によるアクセス
制限事象に対し，再処理施設の安全性を維持するために必要となる電源の供給が継続できるよう，燃料
を貯蔵及び移送する設計とし，これらの設備が降下火砕物の影響を受けないよう設置する設計とする。

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火
砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
4.7 間接的影響を考慮
する施設

【4.7 間接的影響を考慮する施設】
間接的影響を考慮する施設に関して(1)では該当施設等を列挙し、(2)(3)では要求される性能及び性
能目標を記載する。なお、それぞれの施設等の機能として必要となる事項は、「5.7間接的影響を考
慮する施設」に記載する。

「Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設の設計方針」の補
足
＜間接的影響に対する設計方針＞
⇒タンク及びポンプが地下設置であることを補足説明する。
・[補足山２８]間接的影響に対する設計方針
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補足説明すべき項目の抽出
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙５①

補足すべき事項基本設計方針 添付書類

51

(3)　必要な機能を損なわないための運用上の措置
火山に関する設計条件等に係る新知見の収集や防護措置との組合せにより安全機能や重大事故等の対処
に必要な機能を損なわないための運用上の措置として，以下を保安規定に定めて，管理する。

・定期的に新知見の確認を行い，新知見を得られた場合に評価すること
・火山活動のモニタリングを行い，評価時からの状態の変化の検知により評価の根拠が維持されている
ことを確認すること

Ⅵ-1-1-1-3-1　火山へ
の配慮に関する基本方
針
2.　火山防護に関する
基本方針
2.1   基本方針

【2.1   基本方針】
なお，定期的に新知見の確認を行い，新知見が得られた場合に評価を行うことを保安規定に定めて管
理する。

※補足すべき事項の対象なし
（基本的な設計方針であり，詳細設計として展開不要）

52

・降下火砕物が長期的に堆積しないよう当該施設に堆積する降下火砕物の除去を適切に行うこと
・降灰時には，降下火砕物により閉塞しないよう換気設備の停止又はフィルタの交換若しくは清掃を行
うこと
・降下火砕物により冷却空気流路が閉塞しないよう貯蔵ピットの点検用の開口部より吸引による除灰を
行うこと
・降灰時には，非常用ディーゼル発電機及び安全圧縮空気系空気圧縮機に対するフィルタの追加設置を
行うこと
・堆積した降下火砕物の除去後に点検し，必要に応じて修理を行うこと並びに日常的な保守及び修理を
行うこと
・敷地周辺で大気汚染が発生した場合には，中央制御室の換気設備の外気との連絡口の遮断及び中央制
御室の空気を再循環すること

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火
砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
5.　機能設計

【5.　機能設計】
4.の要求機能及び性能目標から展開される機能設計に加えて，以下を保安規定に定めて，管理するこ
とを示す。・降灰時には，降下火砕物により閉塞しないよう換気設備の停止又はフィルタの交換若し
くは清掃を行うこと
・降下火砕物による冷却空気流路が閉塞しないよう貯蔵ピットの点検用の開口部より吸引による除灰
を行うこと
・降灰時には，非常用ディーゼル発電機及び安全圧縮空気系空気圧縮機に対するフィルタの追加設置
を行うこと
・堆積した降下火砕物の除去後に点検し，必要に応じて修理を行うこと並びに日常的な保守及び修理
を行うこと
・降下火砕物による大気汚染を防止するよう中央制御室の換気設備の外気との連絡口の遮断及び中央
制御室の空気を再循環すること

※補足すべき事項の対象なし
(運用に関する方針であり，詳細設計として展開不要)
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・降灰時には，火山事象時に使用する屋外の可搬型重大事故等対処設備を建屋内に移動すること
・上記以外の屋外の可搬型重大事故等対処設備は堆積する降下火砕物を適切に除去すること
・敷地周辺で大気汚染が発生した場合には，緊急時対策建屋の換気設備の外気との連絡口の遮断及び緊
急時対策所の空気を再循環すること

Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火
砕物の影響を考慮する
施設の設計方針
5.　機能設計

【5.　機能設計】
4.の要求機能及び性能目標から展開される機能設計に加えて，以下を保安規定に定めて，管理するこ
とを示す。
・降灰時には，火山事象時に使用する可搬型重大事故等対処設備を建屋内に移動すること
・屋外の可搬型重大事故等対処設備が降下火砕物により腐食しにくいように堆積する降下火砕物を適
切に除去すること
・敷地周辺で大気汚染が発生した場合には，緊急時対策建屋の換気設備の外気との連絡口の遮断し，
緊急時対策所の空気を再循環すること
・再循環時において，緊急時対策所内の酸素濃度及び二酸化炭素濃度の影響を評価すること

※補足すべき事項の対象なし
(運用に関する方針であり，詳細設計として展開不要)
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補足説明すべき項目の抽出
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙５②

展開要否 理由
＜降下火砕物の影響を考慮する施
設の選定＞

[補足山１] 降下火砕物の影響を考慮する施設の選定
補足-80-1 1. 降下火砕物の影響を考慮する施設の選定について 〇

＜波及的影響を及ぼす可能性のあ
る施設の選定＞

[補足山２] 波及的影響を及ぼす可能性のある施設の選定

＜主排気筒の設計方針（閉塞）＞ [補足山３] 閉塞に対する設計方針（主排気筒）
補足-80-2 別紙－8　主排気筒及び非常用ガス処理系排気筒に係る影響評価 〇

＜収納管、通風管の設計方針（閉
塞）＞

[補足山４] 閉塞に対する設計方針（収納管、通風管）

＜DG等の設計方針（閉塞）＞ [補足山５] 閉塞に対する設計方針（第１非常用ディーゼル発電機）
補足-80-1 2. 降下火砕物の凝集による閉塞の影響について（水分による凝縮の影響） 〇

＜DG等の設計方針（閉塞）＞ [補足山６] 閉塞に対する設計方針（第２非常用ディーゼル発電機）
補足-80-1 2. 降下火砕物の凝集による閉塞の影響について（水分による凝縮の影響） 〇

＜DG等の設計方針（閉塞）＞ [補足山７] 閉塞に対する設計方針（安全圧縮空気系空気圧縮機）

＜DG等の設計方針（磨耗）＞ [補足山８] 磨耗に対する設計方針（第１非常用ディーゼル発電機）
補足-80-2

別紙－7　非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）に係る影
響評価

〇

＜DG等の設計方針（磨耗）＞ [補足山９] 磨耗に対する設計方針（第２非常用ディーゼル発電機）
補足-80-2

別紙－7　非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）に係る影
響評価

〇

＜DG等の設計方針（磨耗）＞ [補足山１０] 磨耗に対する設計方針（安全圧縮空気系空気圧縮機）

＜冷却塔の設計方針（磨耗）＞ [補足山１１] 磨耗に対する設計方針（再処理設備本体用　安全冷却水系冷却
塔）

＜冷却塔の設計方針（磨耗）＞ [補足山１２] 磨耗に対する設計方針（第２非常用ディーゼル発電機用　安全冷
却水系冷却塔）

＜冷却塔の設計方針（磨耗）＞ [補足山１３] 磨耗に対する設計方針（使用済燃料の受入れ施設の施設及び貯蔵
施設用　安全冷却水系冷却塔）

＜建屋の設計方針（腐食）＞ [補足山１４] 腐食に対する設計方針（建屋） 補足-80-2 別紙－1　建屋に係る影響評価 〇

＜屋外設備の設計方針（腐食）＞ [補足山１５] 腐食に対する設計方針（再処理設備本体用　安全冷却水系冷却
塔）

＜屋外設備の設計方針（腐食）＞ [補足山１６] 腐食に対する設計方針（第２非常用ディーゼル発電機用　安全冷
却水系冷却塔）

＜屋外設備の設計方針（腐食）＞ [補足山１７] 腐食に対する設計方針（使用済燃料の受入れ施設の施設及び貯蔵
施設用　安全冷却水系冷却塔）

＜屋外設備の設計方針（腐食）＞ [補足山１８] 腐食に対する設計方針（冷却塔に接続する屋外設備）

＜屋外設備の設計方針（腐食）＞ [補足山１９] 腐食に対する設計方針（主排気筒）
補足-80-2 別紙－8　主排気筒及び非常用ガス処理系排気筒に係る影響評価 〇

＜屋外設備の設計方針（腐食）＞ [補足山２０] 腐食に対する設計方針（主排気筒に接続する屋外配管及び屋外ダ
クト） 補足-80-2 別紙－8　主排気筒及び非常用ガス処理系排気筒に係る影響評価 〇

＜空気の流路となる設備の設計方
針（腐食）＞

[補足山２１] 腐食に対する設計方針（制御建屋中央制御室換気設備）
補足-80-2 別紙－6　換気空調設備に係る影響評価 〇

＜空気の流路となる設備の設計方
針（腐食）＞

[補足山２２] 腐食に対する設計方針（収納管及び通風管）

＜空気の流路となる設備の設計方
針（腐食）＞

[補足山２３] 腐食に対する設計方針（第１非常用ディーゼル発電機）
補足-80-2

別紙－7　非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）に係る影
響評価

〇

＜空気の流路となる設備の設計方
針（腐食）＞

[補足山２４] 腐食に対する設計方針（第２非常用ディーゼル発電機）
補足-80-2

別紙－7　非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機を含む。）に係る影
響評価

〇

＜空気の流路となる設備の設計方
針（腐食）＞

[補足山２５] 腐食に対する設計方針（安全圧縮空気系空気圧縮機）

＜制御室等の設計方針（大気汚
染）＞

[補足山２６] 大気汚染に対する設計方針
補足-80-2 別紙－6　換気空調設備に係る影響評価 〇

＜盤の設計方針（絶縁低下）＞ [補足山２７] 絶縁低下に対する設計方針
補足-80-2 別紙－5　計測制御設備（安全保護系）に係る影響評価 〇

＜間接的影響に対する設計方針＞ [補足山２８] 間接的影響に対する設計方針
補足-80-2 別紙－10　間接的影響の評価結果 〇

＜評価対象部位の選定＞ [補足山２９] 評価対象部位の選定（再処理設備本体用　安全冷却水系冷却塔）
1．概要

＜評価対象部位の選定＞ [補足山３０] 評価対象部位の選定（第２非常用ディーゼル発電機用　安全冷却
水系冷却塔） 2．評価対象部位の選定について

＜評価対象部位の選定＞ [補足山３１] 評価対象部位の選定（使用済燃料の受入れ施設の施設及び貯蔵施
設用　安全冷却水系冷却塔）

＜評価対象部位の選定＞ [補足山３２] 評価対象部位の選定（主排気筒）

補足-80-2
別紙－2　残留熱除去系海水系ポンプ及び非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系ディー
ゼル発電機を含む。）用海水ポンプに係る影響評価

海水ポンプに対する補足説明であり
再処理施設に同様の設備がないた
め。

補足-80-2
別紙－3　残留熱除去系海水系ストレーナ及び非常用ディーゼル発電機（高圧炉心スプレイ系
ディーゼル発電機を含む。）用海水ストレーナ（下流設備含む）に係る影響評価

海水ストレーナに対する補足説明で
あり再処理施設に同様の設備がない
ため。

補足-80-2 別紙－4　海水取水設備に係る影響評価
海水取水設備に対する補足説明であ
り再処理施設に同様の設備がないた
め。

補足-80-2 別紙－9　中央制御室換気系冷凍機防護対策施設に係る影響評価
中央制御室換気系冷凍機防護対策施
設に対する補足説明であり再処理施
設に同様の設備がないため。

1. 概要

2. 3Ｄ-ＦＥＭモデルの詳細説明

3. 評価部位の網羅性及び代表性について

3.1 原子炉建屋原子炉棟

3.1.2 原子炉建屋付属棟

4. 主トラスの許容応力値について

基本設計方針からの展開で抽出された補足説明が必要な項目 発電炉の補足説明資料の説明項目
「Ⅵ-1-1-1-3-2 降下火砕物の影響を考慮する施設の選

定」の補足

「Ⅵ-1-1-1-3-3　降下火砕物の影響を考慮する施設の設計
方針」の補足

「Ⅴ-別添2　火山への配慮が必要な施設の強度に関する説
明書」の補足

補足-460-12【構造強度評
価における評価対象部位

の選定について】
〇

補足-460-1【原子炉建屋
の強度計算に係る補足説
明】
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補足説明すべき項目の抽出
（第八条 外部からの衝撃による損傷の防止（火山））

別紙５②

1. 概要

2. 3Ｄ-ＦＥＭモデルの詳細説明

3. 評価部位の網羅性及び代表性について

4. 主トラスの許容応力値について

1. 概要

2. 3Ｄ-ＦＥＭモデルの詳細説明

3. 評価部位の網羅性及び代表性について

4. 主トラスの許容応力値について

1. 鉛直荷重による主トラスの変形状態及び応力状態について

2. 鉛直荷重による屋根スラブの影響について

3. 鉄骨材とスラブの接合部状況について

4. 3Ｄ－ＦＥＭモデルの柱壁剛性について

補足-460-5【屋根スラブ
の一方向スラブによる評
価の妥当性について】

1. 固定端モデルと連続梁モデルの比較

1. 概要

2. 解析条件

3. 解析結果

4. 理論解との比較による検証（剛塑性回転ばね付はり要素）

1. 概要

2. 極めて稀な積雪への適用

3. 指針類の扱い

4. Ｆ値×1.1 を適用し算定した強度と座屈耐力の比較

5. まとめ

1．概要

2．評価対象部位の選定理由及び評価内容

3．接続配管の扱い

補足-460-6【タービン建
屋の荷重増分解析】

海水取水設備に対する補足説明であ
り再処理施設に同様の設備がないた
め。

運転炉では，3D－FEMモデルを用い
た評価を行っているが，再処理施設
においては，質点系モデルを用い
て，荷重増分比率で許容限界を満足
していることを確認可能なため，補
足説明は不要。

補足-460-8【タービン建屋の構造図及び解析モデル図】

補足-460-9【使用済燃料乾式貯蔵建屋の構造図及び解析モデル図】

補足-460-10【降下火砕物
堆積による荷重評価への
材料強度×1.1 の適用に
ついて】

補足-460-11【海水スト
レーナの強度評価対象部
位について】

材料強度×1.1 を適用している評価
対象がないため不要。

補足-460-7【原子炉建屋原子炉棟の構造図及び解析モデル図】

補足-460-2【タービン建
屋の強度計算に係る補足
説明】

補足-460-3【使用済燃料
乾式貯蔵建屋への強度計
算に係る補足説明】

補足-460-4【原子炉建屋
原子炉棟の3Ｄ－ＦＥＭモ
デルによる鉛直荷重の影
響について】

基本設計方針からの展開で抽出された補足すべき事項と発電炉の補足説明資料の説明項目を比較

した結果、追加で補足すべき事項はない。
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令和３年８月 26 日 Ｒ０ 

 

 

 

 

 

別紙６ 
 
 
 

変更前記載事項の 
既設工認等との紐づけ 

 
※本別紙は、別紙１による基本設計方針の記載事項の確定後に示す。 
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